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ヘ

ヘ

ヘ

へ

近
代
的
企
業
と
し
て
の
交
蓮
業

の
発
達

、從

つ
て
、
そ
の
企
業
災
害

の
激
増
は
、
法
律
上
、
企
業
者
の
結
果
責
任
、

カ

う

も

へ

う

り

或

ひ
は
無
過
失
責
任

の
理
論
乃
至
制
度
を
発
生

せ
し
め
尤
重
要
な
る

】
淵
源
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
翻

つ
て
、
わ

が
民
法
の
過
失
責
任
主
義

が

、

現
實

に

必
い
て
い
か
な

る
作
用
を
営
み

、
懐
禿
、

い
か
に
批
判
せ
ら
る
べ
き
か
、

に
つ

い
て
も
、
i

他

の
企
業
乃
至
労
働

災
害

の
場
合

と
並
ん
で
1

交
通
災
害
に

ゐ
い
て
、
最
も
明
瞭
に
さ
れ

る

も

の
と

い
は
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
し

か
し

、
私

は
、

い
懐

、

か
や

う
な

問
題

に

つ

い
て

の
理

論

的
解

明

を

之

こ
に

試

み

る

つ
も

う
は
な
く

、

こ
の
小
篇

に

あ

い
て
は

、

カ
だ

、

そ
れ

へ
の

一
資

料

一
捨
石

と
し

て
、

竜

つ
ば
ら

、
到

②

例
1

そ
れ
も
圭
と
し

て
大
審
院
判
例

ー

ー
に
よ

つ
て
、
交
通
災
害
に
対
す

る
企
業
者
責
任
の
内
容
を
明
ら

か
に
せ

ぬ

へ

も

ヤ

ヘ

へ

の

も

流
と
し
、
し
か
も
、
都

合
上
、
海
蓮
業
を
省
き
、
懐
虎
自
動
車
企
業
を
除
き
、
単
に

、
鐵
道
及
び
電
鐵
企
業

の
み
を

も

ら

へ

ゐ

へ

ぬ

鋼
象
と
せ
ん
と
す
る
の
で
あ

る
。
な
ほ
懐
だ
、
企
業
者

の
賠
償
責
任
の
内
容
は
、
被
害
者

の
過
失
と
の
相
關
に

あ
い

決

せ

ら

る

べ

き
も

の
で
あ

る
か
ら

民

七
一=
一

條

二
項

下
級
審
の
判
例
を
通
じ
て
そ
の
具
膿
的
程
度
を
明
か
に
し
尤
か
つ

ほ

カ

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
都
合
に
よ
つ
て
省
略

す
る
こ
と
と
し
た
。

①
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損
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七
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頁
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下
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損
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②

判
例
蒐
集
の
範
囲
は
、
大
正
元
年
以
後
昭
和
十
年
二
月
末
日
迄
の
間
に
褒
表
さ
れ
た
・
大
審
院
判
決
録
及
び
同
判
例
集
な
ら
び
に
法
律
新

聞
所
載
の
も
の
で
あ
る
。

③

こ
の
顯
に
つ
い
て
は
、
佐
瀬
昌
三
・
交
通
事
散
と
賠
償
責
任
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和
五
年
)
一
九
八
頁
以
下
参
照
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て
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者
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負

ふ
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た
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現
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法
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者
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し

て
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責
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ち
民

法
第

七

一
五
條

の
責

任

の
形

を
と

る
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企
業

者

と
も

て
は

い
は
ば
間

接
的

な
過
失
に
基
く
場
合

と
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企
業
者
自
身

の
過
失
ー
ー

例

へ
ば
安
全
施
設
の
不
備
1

に
よ
つ
て
、
第
七
〇
九
條

の
責

任
を
負
ふ
・
い
は
ば
直
接
的
な
過
失
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基
く
場
合
と
に
、分
か
れ

る
。
以
下
に
は
、
こ
の

ゐ
の
必
の
に
分
け
て
考

察

す
る
こ
と
と
す
る
。
な
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こ
れ
ら
爾
場
合

を
通
じ
、
從
業
員
綾
た
は
企
業
者
自
身
に
課
せ
ら
れ

る
危
害
防
止
義
務

は
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業
務
上
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取
締
法
令
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從

つ
た
だ
け
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充
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な
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實
験
法
則
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」
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習
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」
、
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條
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取
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務

ヲ
怠

リ
タ
ル
坦
刎
合

ハ
勿

論
、
縦
令
此
〃等
ノ
規
定

巾
・
縄
明
文
ナ

シ
ト
ス
ル
モ
、

帥句
モ
危
害
切
迫

ス
ル
ト
キ

ハ
臨
描
門適

當
円ナ

ル
虚
運
風
ヲ
蜘講
ジ

テ
危
出音

ノ
発
生

ヲ
防
止

ス
ル

ニ
勉

ム
ペ
キ

ハ
、
機

關
手

ノ
業
務

ノ
性
質

昌
鑑

ミ
條
理
上
當
然

ニ
シ
テ
、

此
等

ノ
規
定

二
明
丈
ナ
キ

ノ

一
事

ヲ
以
テ
、
其

ノ

責

任

ヲ
免
除

セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ

ニ
非

ズ

(
大
正
十

三
年

(
れ

)
第

ニ
ニ
七
〇
號
同
十
四
年

二
月

二
十

五
日
本
院
判
決

参
照

)
。
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其

の
他

、
機
關

手
に

つ
い
て
の

=
(
、

闇
七
、

一
九

の
諸
判
決

参
照
。

電
車
運
韓
手
の
義
務
に
つ
い
て
ー

〔
二
〕
大
判
大
正
三
・四
・
一
六
刑
二
同
年
(
れ
)五
六
二
號

(後
出
置
O
)1

「
行
政

上
特
殊

ノ
危
険

業
務

ヲ
行
フ
者

二
封

シ
テ
特
殊

ノ
取
締
規
則

ヲ
設

ケ
、
危
険
ノ
発
生

ヲ
豫
防

ス
ル

ハ
通
例
ナ
リ

ト
錐

モ
、
其

取
締
規
則

ハ

普
通

二
危
険
登

生
ノ
處

ア

ル
行
爲

ヲ
取
締

ル
ニ
過
ギ

ズ
、
其
以
外

二
於

テ
業
務
執
行
者

ヲ
シ
テ
、

法
律
上
若

ク

ハ
慣
脅
上
必
要

ト
ス
ル

一
般

ノ
注

意
義
務

ヲ
嚴

守

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
求

ス
ル

ハ
、
固

ヨ
リ
明
丈

ヲ
挨
タ
ザ

ル
ヲ
以

テ
、

特

二
之

ヲ
明

示
セ
ザ

リ
シ
ノ
ミ
、
此
等
注
意
義
務

ヲ
免
除

シ
タ
ル
趣
旨

昌
非
ザ

ル
ヤ
勿
論

ナ

レ
バ
、

業
務
執
行
者

ガ
行
政
上

ノ
取
締
規
則

ノ
命

ズ

ル
注
意
義
務

ノ
ミ
履
行

ス
ル
モ
、
業
務
上

一
切

ノ
責

任

ヲ

悉

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ペ
カ
ラ
ズ
。
」

其

の
他
、
電
車
運
転

手
に

つ
い
て
の
二
九

、
囚

一
、
な
ど

の
諸
判
決
参
照

。

駅
長

の
義
務
に
つ
い
て
i

七
三
、
七
誠
参
照
。

韓
轍
手
の
義
務
に
つ
い
て
ー

七
六
参
照
。

企
業
者

の
保
安
施
設
義
務
に
つ
い
て
-

八
ヨ
、
八
ヨ
参
照
。

二

判
例

に
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事
故

(
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橋

)

(
第

五
巷

第

二
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九
三
)

五



剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
遣
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
】

(第
五
巻

第
二
號

九
囚
)

六

め

カ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ぬ

も

も

カ

ヤ

へ

ぬ

ヘ

へ

あ

め

た

う

ミ

ヘ

ヤ

へ

ま
つ
、
從
業
員

の
過
失
行
爲
に
よ
ウ
企
業
者
が
使
用
者
と
し
て
の
責
任
を
負
ふ
場
合

に

つ
い
て
説
明
を
し
よ
う
。

傳
統
的
法
律
解
釈

に

ゐ
い
て
企
業
者
に
責
任
を
認

め
る
大
多
歎
の
場
合

は
、
こ
れ
に
属
す
る
の
で
あ
る
が

、
こ
の

方
法
に
よ

つ
て
企
業
者
に
責
任
を
負
は
さ
ん
が
π
め
に
は
、

(
甲
)

ま
つ
、
右

の
方
法
に
よ

つ
て
企
業
者
に
責
任
を
認
め
ん
が
π
め
に
は
、
從
業
員

の
選
任
監
督
に

つ
き
企
業

者
が

「
相
當

ノ
注
意

ヲ
爲

シ
タ

ル
」

こ
と
を
立
證

し
え
ざ
る
こ
と
を
要
す
る
。
電
鐵
企
業
に
つ

い
て
の
大
正
三
年

の

判
例

(次
の
屋
判
決
)に
よ
れ
ば
、
「
電
氣
鐵
道
会
社

ノ
如

キ

ハ
被
用
者

ノ
選
任

二
付
キ
周
到
ナ

ル
注
意

ヲ
用

ユ
ル
コ
ト
ヲ

も

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ヤ

へ

ゐ

う

も

あ

も

へ

ら

要

シ
、
特

昌
其
任
用

セ
ン
ト
ス
ル
者
ガ
其
從
事

メ
ペ
キ
業
務

ヲ
執
行

ス
ル
ニ
適
當
ナ

ル
性
格

ヲ
有

ス
ル
ヤ
否

ヤ
ニ
留

意

シ
テ
詮
衡

ヲ
爲

ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
災
害
を
惹
起
せ
し
め
穴
や
う
な
も
の
は
常
に
不
適
當
な

性
格
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
從

つ
て
、
企
業
者
は
選
任
に

つ
い
て
の
廻
失
あ
う
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら

う
。

そ
の
後
大
正
六
年

(次
の
四
判
決
)に
、

國
有
鐡
道

の
機
關
手
に
關
し
、

選
任
監
督
に

つ
き
過
失
な
き
事
例
を
認
め
た

が
、

こ
れ
は
異
例
と
も

い
ふ
べ
き
で
あ

つ
て
、
そ
れ
以
後
ー

少
く
と
も
大
審
院
判
例

に
現
は
れ
た
範
囲

で
は
i

企
業
者
に
責
任
を
認

む
る
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
、問
題
は
む
し
ろ
從
業
員

の
過
失

の
有
無
に
集
中

さ
れ
、選
任
に
過

失
あ
る
こ
と
は

こ
れ
を
當
然

の
前
提
と
し
て
ゐ
る
も

の
の
ご
と
く

で
あ
る

〔三
〕
大
判
大
正
三
・
六
・
一
〇
刑
三
同
年

(
れ
)

一
〇
七
九
號

四
〇

、

四
四

、
竃

隔
、

=

二
、

竃

四

、
六

重

、

六

八

、

七

脚
、
十
}四

な

ど

の
弛舶
判
決

参

照

録
二
〇
輯

一
一
五
七
頁
、
抄
録

五
八
巷
七

一
八
五
頁



土
佐

電
氣
鐵
道

の
事
件
。
電
車
運
転

手

の
業
務
上
過
失
致
死
傷

の
刑
事
事
件

に
附
帯

す
る
私
訴
。
ー

一

「
民
法
第
七
百
十
五
條
第

一
項
但
書

二
所
謂
相
當

ノ
注
意

ナ
ル
モ
ノ

ハ
、
使
用
者
ノ
事
業

ノ
性
質

二
依
り
自

ラ
其
程
度

ヲ
異

ニ
ス
ル
モ
ノ

品

シ
テ
、
電
氣
鐵
道

ヲ
市
街

二
敷
設

シ
乗

客
蓮
邊
ヲ
業

ト
ス
ル
上
告
会
社

ノ
如

キ

ハ
、

其
事
業
ノ
性
質

上
被

用
者

ノ
選
任

二
付
キ
周
到

ナ

ル
注
意

ヲ

ぬ

も

用

ユ
ル
コ
ト
ヲ
要

シ
、

特

二
其
任
用

セ
ン
ト
ス
ル
者

ガ
其
從
事

ス
ベ
キ
業

務
ヲ
執
行

ス
ル

ニ
適
當
ナ

ル
性
格

ヲ
有

ス
ル
ヤ
否

ヤ

昌
留
意

シ
テ
詮
衡

ヲ
爲

サ
ザ

ル
ベ

カ
ラ
ズ
。
…
…
縦

シ
ヤ
該
会
社

ガ
、
高
知
縣
知

事
ノ
認

可
ヲ
得

タ
ル
規
定

二
依
り
同
人

ヲ
選
任

シ
タ
リ

ト
ス
ル
モ
、

相
當

ノ
注
意

ヲ
用
ヰ
タ

ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ヲ
得

ズ
。
」

二

「
民
法
第
七
百
十
五
條
第

一
項

ハ
、
被
用
者
ガ
使
用
者

ノ
事
業

ノ
執
行

昌
付
キ
故
意

又

ハ
過
失

二
因

り

第
三
者

二
損
害

ヲ
加

ヘ
タ

ル
ト
キ

ハ

も

も

も

へ

も

あ

も

ぬ

で

も

も

り

も

ヤ

も

ね

つ

セ

一
慮

ノ
推
測

ト
シ
テ
使
用
者

ハ
被
用
者

ノ
選
任
及
其
事
業

ノ
監
督

・二
付
キ
相
當

ノ
注
意

ヲ
訣
キ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
。

使

用
者

ヲ

シ
テ
之

レ
ガ
賠
償

ノ

責

昌
任

ゼ
シ
ム
ル

コ
ト
ト
爲

シ
、

使
用
者

畠
於

テ
其
選
任
及
監
督

畠
付

キ
眞
實

相
當
ノ
注
意

ヲ
用
ヰ
タ

ル

コ
ト
ヲ
謹

明
シ
得

タ
ル
場
合

鴨噛
限
リ
、

使

用
者

工
賠
償

ノ
責
任
ナ
キ

コ
ト
ヲ
規
定

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
程

ス
ベ
キ
ヲ
以

テ
、
上
告
會

社
ノ
被

用
者
高
井
芳
吉

ガ
、

其
車
掌

タ

ル
ノ
業
務

a
違

背

シ
第

三
者

二
損
害

ヲ
加

ヘ
タ

ル

ロ
ト
違
依

リ
テ
、

一
慮
該
会
社

ハ
同
人

ノ
選

任

畠
付

キ
相
當

ノ
注
意

ヲ
訣

キ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
測

ス
ル
ハ
敢

テ
不

當

呂
ア
ラ
ズ
。
」

竃

「
既

昌
該
會

社
ガ
同
人

ノ
選
任

昌
付
キ
相
嘗

ノ
注
意

ヲ
用

ヰ
タ

ル

コ
ト
ヲ
認

ム
ル
ヲ
得
ザ

ル
以
上

ハ
、
縦

シ
ヤ
同
人

ノ
監
督

昌
付
キ
相

當
ノ

注
意

ヲ
用
ヰ
タ
リ

ト
ス
ル
モ
、
該
会
社

ハ
結
局

同
人

ノ
第

三
者

エ
加

ヘ
タ

ル
損
害

二
付

キ
賠
償

ノ
責

ヲ
僻

ス

ル
コ
ト
ヲ
得

ザ

ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、

從

テ
監
督

二
關

ス
ル
注
意

ノ
有
無

ハ
該
會

融
ノ
賠
償
責

任

ヲ
決

ス
ル
轟
必
要

ノ
事
項

出
ア
ラ
ズ
。
」

〔四
〕
大
判
大
正
六
二

三

六
民

芙

正
五
(
れ
三

七
六
九
號
(瑠

恥
三

護

)
1

浦
玉
年
ニ
ケ
月
の
小
児
が
貨
物
列
車
に
蝶
殺
さ
れ
た
事
件
。
1

原
判
決

に
は

「
被
控
訴
入

ガ
其
監
護

ノ
責

任

二
背
ギ
、
五
年

二
箇
月

ノ
小
見
作

治

ヲ
何
等

ノ
監
督
者

ナ
ク
シ
テ
危

除

ナ
ル
鐵
遣
線

路
附
近

ユ
放

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故
・
(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

九
孟

)

七



判
例
に
現
れ
.た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
一政

(
舟
橋
)

(
第

五
…巻

第

二
號

九
六
)

八

置

シ
タ
リ

シ

バ
、
失
當
ノ
甚

シ
キ
次
第

ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
機
關
手
式
井
浦

ハ
、

相

當
修
業

ノ
上
優
秀
ナ

ル
成
績

ヲ
以
テ
機
關
手

卜
爲
リ
、
又

機

關
庫
合
宿
所

ノ
舎
監

ヲ
爲

シ
居

リ
、
且

ッ
大
正
三
年

七
月
機
關
手

ト
爲

リ
タ

ル

以
後

一
回

ノ
事
散

モ
畿
生

セ
シ
メ
タ

ル
コ
ト
ナ
キ

コ
ト

ハ
明

カ
ナ

・
レ
バ
、
控
訴
人
ガ
満

ヲ
機
關

手
ト
シ
テ
使

用

ス
ル
ニ
付
選
任

昌
關

シ
相
當

ノ
注
意

ヲ
訣
キ
タ

ル
モ
ノ

ト
云
フ

コ
ト
ヲ
得

ズ
。

叉
控

訴
人

ハ
列
車

蓮

韓
信
號
取
扱
心
得

及
機
關
車
乗
務
員
心
得
等

ノ
規
定

ヲ
設

ケ
、

被
用
者

タ

ル
機
關
手

二
事
故
震

生

セ
シ
メ
ザ

ル
檬
監
督

シ
居

ル
ノ
外

、
機
關
庫
主

任
等

ノ
監
督

ヲ
置

キ
機

關
手
満
等

ノ
務
務

上

二
付
注
意
監
督

シ
、

右
監
督
者
等

ハ
時

二
列
車

二
乗

リ
込

ン
デ
監
督

ス
ル
コ
ト
ア

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

毎
月
機
關

手
會

・
事
散
防
止
會
等

ヲ
催

シ
、

右
監
督
者

ヲ
以
テ
機
關
手
満
等

二
封

シ
十
分
注
意

シ
テ
事
故

ヲ
護

生

セ
シ
メ
ヌ
様
爲

ス
ペ
シ
ト
戒

告

ヲ
與

(
、
術

叉
其
注
意
事
項

ヲ
機
關
庫
若

ク

ハ
騨

二
掲

示

シ
機
關
手
満
等

二
封

シ
毎
日
執
務
前

二
之

ヲ

一
讃

セ
シ
メ
居

ル

コ
ト
ハ
、

之

ヲ
認
定

シ

得

ル
ヲ
以

テ
、
控
訴
人
ガ
前

示
ノ
如

キ
成
績
優
秀

ナ

ル
機
關
手
満

昌
封

シ
右

ノ
程
度

ヲ
以

テ
爲

セ
ル
監
督

ハ
其
事
業

ノ
監
督

晶
付

テ
モ
相
當

ノ
注

意

ヲ
怠

ラ
ザ
リ

シ
モ
ノ
ト
蓉

フ
ベ

シ
。

故

二
、
控
訴
人

ハ
民
法
第
七
百
十
五
條

第

一
項
但
書

ノ
規
定

轟
則
リ
、
右
機
關
手
式
井
満

ノ
所
爲

昌
關

シ

使
用
者

ト
シ
テ
被
控
訴
人

二
封

シ
損
害

ヲ
賠
償

ス
ペ
キ
義

務
ナ
キ

モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
、

ト
ア
リ
テ
、
私

訴
被
上
告
人

昌
損
害
賠
償

ノ
義
務
ナ
キ
理
由

ヲ
詳
述

シ
ア
リ
。
由
是
観
之
、

原
審

ハ
、
認
定
事
實

昌
封

シ
適

切

昌
法
律

ヲ
適
用

シ
ア
リ
テ
、
何
等
所
論
民
法

ノ
解
釈

ヲ
誤

リ
タ
ル
鮎

ア
ル

コ
ト

ナ
ク
、
又
吾
人
ノ
實
験
則

二
背

キ
テ
事
實

ヲ
不
當

二
認

メ
タ

ル
廉

ア

ル
コ
ト
ナ
シ
。
」

(
乙

)

次

に

、

被

用

者

た

る

從

業

員

自

身

に

つ

い

て

の

不

法

行

爲

の

成

立

、

從

つ

て

そ

の

過

失

の

存

在

を

、

必

要

ω

と
す
る
。
そ
こ
で
、
從
業
員
の

い
か
な
る
行
爲
が

そ
の
過
失
と
せ
ら

る
る
か
が
、
こ
こ
で
の
中
心
問
題
と
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
以
下
に
は
こ
れ
を
判
例

に
よ
つ
て
明
ら
か
に
す

る
。
な
ほ
、
こ
の
點

の
参
考
と
し
て
、
刑
法
第
一
=

一

⑨

條

の
業

務
上

過
失

そ

の
他

に
關

す

る
多
歎

の
判
例

を
も

引
用

し
た

。

Cり

大
判
大
正
四
二

・
三
〇
刑
三
大
正
三
(れ
)三
〇
九
三
號
録
二
一
輯
五
八
頁
抄
録
六
一
巻
七
八
五
六
頁
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
賛
否
雨
論



が
あ

る
が
(
我
妻

・法
學

全
集

三
八
巷
四
六
二

(
一
八
六
)
頁
註

一
八
・
一
九
参
照
)
、
企
業
者
責

任

の
理
論
構
成
は
第

七

一
五
條

の
擾
張
解
経
…に

よ

る
べ
き
で
な
く
、
む

し
ろ
別
途

に
、
企
業
者
自
身

に
直
接
散
意
過
失

の
責

あ
り
と
し
て
企
業
者
自
體

の
責

任
を
認
む

べ
き
が
正
當
で
あ
り
、

從

っ
て
、
判
例
に
賛
す
べ
き
で
あ
ら
う
(
我
妻
前
掲
頁
本
丈
参

照
)
。

②

從
業
員

の
過

失
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
前
掲
佐
瀬
検
事

の
著
書

の
ほ
か
、
我
妻
・
法
學
全
集
三
七
巻
四
三
二
(
一
〇
六
)
頁
以
下

、

梅
原
松
次

郎

・
「
交
通
事
故
と
損
害
焙
償

」
(
司
法
研
究

第

=

一輯

ノ

一
、
昭
和
五
年
)
、
薦

田
宅
市

・
「
高
速
度
交
通
機
關
に
因

る
犯
罪
定
型
」

(
司
法
研

究
第

一
四
輯

ノ

一
、
昭
和
六
年

)

な
ど
参
照
。

む

む

　

む

む

第

一

鐵
道
機
關
手

の
過
失

判
例

は
、
鐵
道
機
關
手
な
ら
び
に
電
車
運
転

手
に
対
し

、
以
下
の
個

々
の
具
膿
的
實
例
が
示
す
や
う
に
、
多
く
、

極
め
て
嚴
重
な
る
危
害
防
止
義
務
を
要
求
し
て
ゐ
る
が

、
な
ほ
、

例

へ
ば
、
運
転

に

つ
い
て
の
時
間
嚴
守
の
要
求

も
、
「
人
命
財
産
」
の
保
護
の
た
め
の
危
害
防
止
義
務
に
從
燭
せ
ら

る
べ
き
も
の
な

る
こ
と
を
言
明
し
て
ゐ
る
。
1

〔竃
〕
大
判
大
正

一
四
・
六
・四
刑
五
同
年

(
れ
)
五
六
八
號

、集

四
巻

三

六

三
頁

、
新

聞

二
四
.

三̀

二
號

=

一頁

、
後

田

一
四

覧

「
列
車

ガ
如
何

二
嚢
着

時
間

ノ
嚴
格

ヲ
尊

ブ
ト
ス
ル
モ
、
現

二
入
命
財
産

二
危
険

ノ
處
ア

ル
場
合

二
於

テ
モ
伺
、

之

ヲ
省

ミ
ズ
シ
テ
時
間

ヲ
働

行

セ
シ

ム
ペ
キ
理
由
毫

モ
存

セ
ザ

ル
」

も

の
と
す
。

〔
六
〕

大
判

昭

和

三

・
一
〇

・
一
〇

刑

三
同

年
(
れ
)
一
二

四

三
號

(
後
出

一=

)

「
汽
車

ノ
運
転

時
間
ナ

ル
モ
ノ

ハ
、
天
災
事
変

ハ
勿
論
、

旋
客
又

ハ
公
衆

二
封

ス
ル
危
険
防
止

ノ
必
要
其

ノ
他

巳
ム
ヲ
得
ザ

ル
事
由
ア

ル
場
合

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
災
事
故
(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

九
七
)

九



鍔
側
に
滉
れ
為
る
繊
叢
及
び
電
鐵
交
蓮
察
篠

(舟
繍
》

(第
五
巻

第
二
盤

施
八
》

一
〇

昌
撃

∵

機
開
手
ハ
必
ズ
ζ

之
・
導

ス
ル
・
・
ヲ
警

ザ
ル
ハ
言
ヲ
侯
タ
ザ
傷

ナ
レ
バ
.
所
定
・
轟
時
間

ヲ
違
實

ζ

・
能
ハ
ザ

ル
ノ
結
果
ヲ
生
ズ
レ
バ
ト
テ
、
機
闘
手
λ
危
害
防
止
ノ
爲
昌
ス
ル
注
意
義
務
ヲ
免
除
ス
ル
ノ
理
由
ト
ナ
ラ
ズ
。
」

A

一
般

線

路
上

進
行
中

に

必

い
て

鐵
道
機

關

手

は
、

一
般

線
路

上
進

行
に
.當

つ
て
は
、
後

述
踏

切
な
ど

に

ゐ
け

る
と
異

う
、
豫

め
警

笛
を
鳴

ら
し

て

列

車

の
進

行
を
警

告
す

る
義

務

は
な

い
が

、
現
實

に
危
害
発
生

の
處

れ

あ

る

こ
と

を
磯
見

し

、

懐

π
は
登
見

し

う
べ

か

わ
し
場

合

に
は
、
警

笛
吹
鳴

・
徐

行

・
急
停
車

な

ど

の
皿義
務
を
生

ず

る
。
す

な

は
ち

、

ぬ

ヘ

ヘ

へ

①

機
關
手
は
、
他

に

い
か
な
る
重
要
な
る
職
務
が
あ
つ
て
も
、
常
に
前
方
注
親

の
義
務
を
負

ひ
、
危
害
を
登
見

し
う
べ
き
場
合
に
は
必
ず
こ
れ
を
登
見
す
る
を
要
す
。
も
し
こ
れ
を
怠
蚕
、
登
見
し
う
べ
き
場
合

に
駿
見
せ
ざ

る
と

き

は
、
機
關
手
の
過
失
と
な
る
。
ー

〔七
〕
大
判
昭
和
六
・
一
二
・
二
刑
三
同
年

(
れ
)

一
一
〇
三
號

、新

聞

三

三

七

〇
號

、

「
=

一
頁

臨

落

石
に
衝
突

脆
線
、
負
傷
者
を
田
し
た
事
件

。

一

「
鐵
道
蓮
繭
…手
ガ
、
機
　闘
車

ヲ
嚇運
蛸
…ス
ル

昌
方

り
其

ノ
執

ル
ペ
キ
職
務

ハ

一
ナ
ラ
ザ

ル

コ
ト
所
論

ノ
如

シ
ト
躍
、

機
關
車

ノ
㎞進
路
ノ
前
方

ヲ
注
観

シ
危
険

ノ
褒
生

ヲ
未

然

昌
防
止

ス
ル
爲
周
到

ナ
ル
注
意

ヲ
爲

ス
ハ
、
其

ノ
主
要
ナ
ル
職
務

昌
シ
テ
、

此
ノ
注
意

ヲ
怠

り
人

ヲ
傷
害

シ
タ

ル

ト
キ

ハ
、
業
務

上
過
失
傷
害
罪

ノ
責
任

ヲ
免

ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
。

原
判
決

ノ
設
示

二
依

レ
バ
被
告
人

ハ
鐵
道
省
機
關
手

ニ
シ
テ
判
示

列
車

二
乗
務

シ
、
自
己

ノ
運
転

責
任

ヲ
以

テ
機
關

手
見
脅
糸
井
富
次

ヲ
シ
テ
之

ヲ
運
転

セ
シ
メ

タ
ル
虎
、

判
示
墜
道

ヲ
閏
ヅ

ル
ト
同

時

昌
相
當

ノ

注
意

ヲ
用

ヒ
テ
前
方

ヲ
注
覗

セ
バ
、
落

石

二
因

ル
障
礫

ヲ
確
認

シ
得
ベ
カ
リ

シ
ニ
、
此

ノ
注
頑

ヲ
爲

サ
ザ
ル
爲
、

列
車

ハ
右
落

石

二
衝
突

シ
、
其



ノ
結
果
機
開
車
及
貨
車

ヲ
脆
線

顛
覆

セ
シ
メ
、
到
示

ノ
人

々
ヲ
シ
テ
傷
害

ヲ
被

ラ

シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、

其

ノ
行
爲

ハ
業
務

上
必
要

ナ

ル
注
意

ヲ
怠

リ
因

テ
人

ヲ
傷
害

シ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
業
務

上
過
失
傷
害
罪
業
務
上
過
失
汽
車

顛
覆
罪

ヲ
構
成

ス
ペ
ク
.

從
令
被
告
入
ガ
所
論

ノ
如

ク
他

ノ
職
務

昌
付
周
到

ノ
注
意

ヲ
霊

シ
タ
リ

ト
ス
ル
モ
、
重
要
職
務

二
厨

ス
ル
前
方

注
覗

ヲ
爲

ス
ノ
鍮
地

ア
リ
ナ
ガ
ラ
、

之

ヲ
爲

サ
ザ

ル
コ
ト
判
示

ノ

如

ク
ナ
ル
以
上

ハ
、
前
示
犯
罪

ノ
責

任

ヲ
免

ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
。
L

=

「
蓮
輸
運
転

從
事
員
職
制
及
服
務
規
程
第
四
章
機
關
庫
電
車
庫
検
車
所
從
事
員
第

五
十
四
條

昌
、

機
關

手
見
脅

ハ
機
關
手

ノ
指
導

二
依
り

機
關

車
ノ
運
転

作
業

ヲ
練
脅

シ
其

ノ
熟
達

昌
努

ム
ペ

シ
ト
ア

ル
ヲ
以

テ
、

機
關
手

ハ
機
關

手
見
脅

ヲ
指
導

シ
テ
機
關
車

ヲ
運
転

ス
ペ
キ
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト
明

カ

ニ
シ
テ
、
随

ッ
テ
機
關

手
見
脅

ノ
機
關
車
運
転

二
付
其

ノ
責

二
任

ズ
ペ
キ
.ハ
當
然
ノ
筋
合

ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

判
示
列
車

ヲ
運
転

シ
タ

ル
機
關
手
見
脅
糸
井

富
次

ノ
座
席

ヨ
リ
シ
テ

ハ
判
示

ノ
揚
所
ノ
見
通
ジ
幾
分
不
十
分
ナ

ル
モ
、

之

昌
反
対

セ
ル
右
側

ノ
窓

ヨ
リ

ハ
前
方

ヲ
完

全

昌

見
通

シ
得

ベ
キ

ヲ
以
テ
、
被
告
人

二
於

テ
剣
示
墜
道

二
出
ヅ

ル
ト
同
時

昌
前
方

ヲ
注
覗

セ
バ
、
落

石

二
因

ル
障
礫

ヲ
確
認

シ
得
ペ
ク
、

直

二
糸
井

も

カ

も

見
脅

二
指
圖

シ
急

停
寧

ノ
措
置

二
出
デ

シ
ナ
レ
パ
、
容

易

二
事
故

ヲ
未

然

二
防
止

シ
得

ベ
カ
リ
シ

ニ
拘

ラ
ズ
、

前
方
注
覗

ヲ
爲

サ
ザ
リ
シ
爲
、
判

示

ノ
如
ク
列
車

ヲ
落

石

二
衝
突

セ
シ
メ
人

ヲ
傷
害

ス
ル

昌
至
ラ

シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、

判

示
事
故

ノ
襲
生

ハ
被
告
人

ガ
此

ノ
注
意

ヲ
怠

リ
タ
ル

昌
因

ル
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト
鋼
丈

上
明

禺
シ
テ
、
被
告
人

ハ
之

昌
因
り
生

ズ
ル
責

二
任
ズ
ペ
キ
ヤ
論

ヲ
侯

タ
ズ
。
」

も

ヘ

ヘ

カ

も

ぬ

も

も

マ

あ

も

ω

機
關
手
は
、
現
實

に
危
害
発
生

の
處
れ
あ

る
事
實
を
登
見

し
た
場
合

に
は
警
笛
吹
鳴

・
徐
行

・
急
停
車
等
適

宜
の
處
置

を
講
ず
る
義
務
が
あ

る
。

こ
の
義
務
の
内
容
は
、
そ
の
危
害
が
、
通
行
人
そ
の
他
線
路
上
に
在

る
者
に

つ

い
て
生
ず

る
場
合

と
、
岩
石
線
路
上
落
下
の
ご
と
く
汽
車
自
膿
、
從

つ
て
乗
客
に

つ
い
て
生
ず

る
場
合

と
に

あ
い
て

趣
を
異
に
す
べ
く

、
懐
禿
、
同
じ
く
線
路
上
に
在
る
者
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
通
常

の
通
行
人
で
あ
る
か
、
或

ひ
は

避
難
に
慣
れ
π
線
路
工
夫

・
人
夫
な
ど
の
ご
と
き
從
業
員

で
あ

る
か
、
或

ひ
は
幼
見

の
ご
と
く
そ
れ
自
身
避
難
し
う

判
例

に
現
れ

た
る
鐵
道
及
び
電
鐵

交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第

丑
巻

第

二
號

九
九
)

一
一



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵

交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
〇
〇

)

三

る
能
力
に
乏
し
き
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
区
別

せ
ら

る
べ
き
で
あ
ら
う
。

イ

前
方
線
路
上
綾
力
は
そ

の
附
近
に
通
常

の
逼
行
人
あ
る
場
合

し

へ

ぬ

ヤ

機
關
手
が
、
線
路
附
近

「
列
車

ノ
進
行

二
因

リ
テ
事
故
ヲ
生

ズ
ル
處

ア
ル
危
険
地
帯
」
を
歩
行

せ
る
者
を
認

め
尤

場
合

に
は
、

「
警
笛

ノ
吹
鳴
叉
は
急
停
車

ノ
措
置
」
に
出
つ

る
を
要

し
、

こ
れ
を
な
さ
ざ

る
と
き

は
そ
の
過
失
と
な

る
。
i

〔八
〕
大
判
昭
和
五
・
二
・
一
〇
刑
二
昭
和
四
(
れ
)
一
五
〇
七
號

新
聞

三
〇

九
八
號

冒=
二
頁

「
被
害
者

ハ
、
進
行

ス
ル
列
車
ノ
前
方

ヲ
急

ギ
足

ニ
テ
、
若
ジ
判
;
一
尺
移
動

ズ
ガ
ご
於
デ
ーハ
列
車

二
接
触

ス
ル
ノ
處
ア

ル
地
貼

ヲ

歩
行

シ
居

タ
ル

モ
ノ

ニ
シ
テ
、
急

速
度

ナ
ル
列
車

ノ
如
キ
物
盟
ガ

ニ
三
尺

ノ
近

距
離

ヲ
通
過

ス
ル
ト
キ

ハ
、

之

ガ
爲

二
惹
起

セ
ラ
ル
ル
眩

瞑
叉

ハ
空
氣

ノ
流
動
等

二
因

リ

歩
行
者

ガ
顛
倒

ス
ル
等

二
三
尺
ヲ
移
動

ス
ル

コ
ト
ア

ル
ペ
キ

ハ
之

ヲ
想
像

ス
ル

ニ
難
カ
ラ
ザ

ル
ヲ
以

テ
、

本
件

二
於

テ
被
害
者

ハ
、

列

車

ノ
進
行

二
因

リ
テ
事
故

ヲ
生

ズ
ル
ノ
處

ア
ル
危
険
地
帯

ヲ
歩
行

セ
ル
モ
ノ
お
謂

フ
ペ

シ
」
。
從

つ
て

「
機
關
車
運
転

手
タ

ル
被
告
人

ハ
、
叙
上

ノ

も

ら

も

さ

ら

ら

も

も

如

ク
被
害
者

ノ
危
険

地
帯

ヲ
歩
行

セ
ル
ヲ
認

メ
タ
ル

ニ
拘
ラ
ズ
、
危
険

ナ
キ
モ
ノ
ト
輕
信

シ
、

當
然
執

ル
ペ
キ
警
笛

ノ
吹
鳴

又

ハ
急
停
車

ノ
措
置

二
田
デ

ズ
、
依

然
四

、
五
哩
ノ
速
力

ヲ
以
テ
列
車

ノ
進
行

ヲ
綴
績

シ
、

機
關
車

ノ
聯
結
機
取
付
板

ヲ
被
害
者

二
衝
突

セ
シ
メ
、
因

テ
被
害
者

ヲ
死

二
致
シ
タ

ル
…
…
モ
ノ
ナ

レ
バ
、

本
件
事
散

ハ
被
告
人
ガ
其
ノ
職
務
上

ノ
注
意

ヲ
怠
り
列
車

ヲ
進
行

セ

シ
メ
タ

ル
ニ
基
因

ス
ル
モ
ノ
ト
認
」

む
べ

き
で
あ

る
。

ぬ

ヘ

へ

線
路
上
蓮
行
人
あ
る
場
合

に

つ
い
て
は
、

ヨ
リ
高
き
程
度

に
必
い
て
右
と
同
様
の
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ

る
で
あ
ら

う
。

こ
れ
に
關
す
る
判
例

と
し
て
は

ー



〔九
〕
大
判
大
正
五
ニ
ハ
・
一
九
刑
二
同
年
(
れ
)
一
一
四
七
號
(
録

二

一一
輯

一

一

一
九
頁

、
抄

録

六

六
巻

八
、

七

七

七
頁

、

新

聞

一

=

二
八
號

二

九
頁

し

「
被
告
人

ハ
機
關
士

ト
シ
テ
列
車
操
縦
中
、約

一
町
蝕

ノ
前
方

二
於

テ

末
永
仁
五
郎

ガ
列
車

ト
同
方
向

二
軌

道

ヲ
渉
行

セ
ル
ヲ
認

メ
ナ
ガ
ラ
、
列

も

も

も

も

ら

も

い

も

も

ヘ

ミ

車
接
近

セ
バ
必
ズ
避
難

ス
ル
モ
ノ
ト
輕
信

シ
、
何
等

ノ
注
意
信
號

ヲ
與

ヘ
ズ
其
儘
進
行

ヲ
縄
績

シ
、

仁
五
郎

ヲ
距

ル
約
十
間
計

リ
ノ
距
離

二
接
近

シ
タ
ル
後
俄

カ

ニ
非
常
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
且
制
動
機

ヲ
使
用

シ
テ
列
車

ノ
運
転

ヲ
停

止

セ
シ
メ

ン
ト
シ
タ
ル
モ
、
列
車

ハ
惰
力

ノ
爲

メ
其
進
徒

ヲ
停

止

ス

ル

ニ
至

ラ

ズ
、

途

二
仁

五
郎

ヲ
…礫
殺

シ
タ
」

と

い
ふ
事

案

に

つ

い
て
ー

「
被
告
人

ハ
當
初

末

永
仁

五
郎

ヲ
認
メ
タ
ル
常
時

二
在

リ
テ
、
既

二
違
法
有
害

ノ
結
果

ノ
登

生

ヲ
避
ク

ル
ニ
付

キ
業
務
上
爲

ス
ベ
キ
必
要
ノ
注

意

ヲ
訣
キ
タ

ル

ニ
原
因

シ
末

永
仁

五
郎

ヲ
蝶
殺

シ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
被
告
人

ガ
、
仁
五
郎

ヲ
距

ル
約
十
間
許

リ
ノ
距
離

二
接
近

シ
タ

ル
後
警
告

及
ビ
停
車

ノ
・方
法

ヲ
崩講
ジ
タ

ル

ハ
、
既

二
相
當

ノ
時
期

二
逞

レ
タ

ル
モ
ノ
ナ

ル
コ
ト
明

カ
ナ
リ

ト
ス
。
」

但

し

、

通

行

人

に

ゐ

い

て

す

で

に
危
険

を

畳

知

し

線

路

に

差

掛

る

こ

と

を

避

け

つ

つ

あ

6

と

認

む

べ

き
場
合

に

は

後
述
踏
切
通
行
人
に

必
け
る
と
同
様
-

警
笛
を
吹
鳴
す
る
義
務
な
し
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
一後
出

一=
一
判
決

参
照

ロ

前
方
線
路
上
に
幼
見
あ
る
場
合

こ
の
場
合

に
ゐ
い
て
も
機
關
手
は
、
警
笛
吹
鳴

。
徐
行

・.急
停
車
な
ど
の
義
務
が
あ
る
。
ー

〔
一
〇
〕
大

判

大

正

一
二
。
一
〇

・
二

二
刑

二
同

年

(
れ

)
一

一
六

八
號

(
集

二
巻
七
三
八
頁

、
剣
民
.

九

七
事
件
(
李
井

)

し

「
被
告

ハ
、
列
車

二
機
開
手

ト
シ
テ
乗
務

シ
、

一
時
間
十
六
哩

ノ
速
力

ヲ
以
テ
進
行
中
、
其
線

路
上

二
於

テ
i
生
後

一
年
有

の
幼
見
た

る
ー

横
内

某
ガ
遊
ビ
居
リ
タ

ル
ト

コ
ロ
、

同
揚
所

ハ
南
方
約

二
町

ノ
汽
鐙
車
上

ヨ
リ
優

二
望
見

シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
、

此
ノ
場
合

其

ノ
進

路
ノ
前
方

ヲ
警
戒

も

も

シ
薔
笛

ヲ
鳴
ラ

シ
、
其
ノ
他
危
険

ノ
注
意

ヲ
與

フ
ル
方
法

又

ハ
徐
行
急
停
車
等
危
害

ヲ
未
然

二
豫
防

ス
ペ
キ
機
宜

ノ

方
法

ヲ
講
ズ

ル

昌
於

テ

ハ
、

剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

巻

二
號

一
〇

一
)

一
三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
散

(
舟
橋
)

(
第
五
巻

第
三

號

一
〇

二
)

一
四

右
横
内
某

ヲ
蝶
殺

ス
ル
處
ナ
カ
リ

シ

ニ
拘

ハ
ラ

ズ
、
此
等
業
務
上

必
要

ナ
ル
注
意

ヲ
怠

リ
、

途

昌
同

兇
ヲ
礫
傷

シ
因

テ
死

二
致
ラ

シ
メ
タ
」

事
案

に

つ
き

ー

「
原
判
決

ノ
判

示

ハ
、
被
告
ガ
危
害

ヲ
未

然

二
豫
防

ス
ペ
キ
如
何

ナ
ル
機

宜

ノ
方
法

ヲ
モ
講

ゼ
ザ

リ
シ

コ
ト
ヲ
以

テ

業
務

上
必
要

ナ
ル
注
意

ヲ

も

う

怠

リ
タ

ル
モ
ノ
ト
認

メ
タ

ル
一趣
己日
ナ
リ

ト
解

ス
ベ
ク
、
盤
囲笛

ノ
如

キ

ハ
生
後

一
年
有
幽†
ノ
幼
一兄
昌
封

シ
テ
奏
敷

セ
ザ

ル

コ
ト
ア
ル

ハ
洵

二
所
論

ノ

如

シ
ト
錐
、
場
合

二
依
リ
テ

ハ
他
人

二
警
告

ヲ
與

ヘ
テ
之

ヲ
救

出

ス
機
會

ヲ
提

ヘ
シ
ム
ル

コ
ト
絶
無

ト
云
フ
ペ
カ
ラ
ズ
、

且

、
原
判
決

ハ
徐

行
急

停
車
等
危
害

ヲ
未
然

二
豫
防

ス
ベ
キ
機
宜

ノ
方
法

ヲ
講
ズ

ル

昌
於

テ

ハ
、

礫
殺

ノ
處

ナ
カ
リ

シ

ニ
拘

ハ
ラ
ズ
、
此
等
業
務
上

必
要
ナ

ル
注
意

ヲ
怠

リ
、
其

ノ
儘
進
行

シ
タ

ル
貼

二
重

キ
ヲ
措

キ
テ
、

被
告

ノ
業
務

上
ノ
過

失
ヲ
認

メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

テ
、
其
ノ
判
示

昌
ハ
何
等
理
由

ノ
不
備
ア

ル

コ
ト
ナ
ク
、
又
本
件

ノ
発
生

ノ
當
時
、
親
権
者

又

ハ
後
見
人

二
過
失

ノ
存

ス
ル
ト
否

ト

ハ
、

刑
法

上
被
告

昌
封

シ
業
務
上

ノ
過
失

昌
因

ル
致
死

罪

ノ
成
立

二
滑
長

ナ
シ
。
」

ぬ

ゐ

ぬ

ぬ

も

ハ

前
方
線
路
上
嚢
力
は
そ
の
附
近
に
線
路
從
業
員
あ
る
場
合

う

も

へ

機
關
手

は
、
線
路
上
に
必

い
て
作
業
中

の
工
夫
に
対
し

て
も
、
警
笛
吹
鳴
義
務
あ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

一
回
長
緩
汽
笛
を
吹
鳴
し
て
警
告
を
與

へ
て
も

こ
れ
に
氣
付
か
ず
し
て
な
ほ
作
業
中

の
も
の
が
あ
る
場
合

に
は
、
さ

ら
に
短
急
汽
笛
吹
鳴
懐
た
は
急
停
車
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
義
務
が
あ
る
。
ー

〔
=

〕
大
判
昭
和
四
・
六
三

八
刑
四
同
年
(
れ
)
五
四
九
號
(新
聞

三
〇

二
〇
號

七
頁

門
被
告
人

ハ
剣

示
列
車

ノ
機
關
車

晶
機
關

手

ト
シ
テ
乗
務

シ
進
行
中
、
同
列
車
ガ
幡
生
騨
構
内

二
入

ラ
ン
ト
ス
ル

昌
際

シ
同
所
前
後

ガ
千
分

ノ

一

乃
至

三
ノ
下
リ
線

路
ナ

ル
コ
ト
、

及
同
列
車

ハ
機

關
車

ノ
ミ
制
動
能
力

ヲ
有

シ
急
停
車
容

易
ナ
ラ
ザ

ル
コ
ト
ヲ
知

リ
ナ
ガ
ラ
、

前
方
約

百
米

ノ
距



離

二
於

テ
多
数

工
夫

ガ
線
路
作
業

二
從
事
セ

ル
ヲ
認

メ
タ
ル
モ
、

工
夫
等

昌
於

テ
適
宜
自

ラ
避
譲

ス
ベ
シ
ト
爲

シ
、

一
回
長
緩
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
、

も

ぬ

も

も

一
部

ノ
エ
夫
避
譲

シ
タ

ル
ヨ
リ
全
部
避
譲

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
誤
信

シ
、

不
注
意

ニ
モ
工
夫
原
忠
雄

ノ
作
業
中
ナ

ル
ニ
心
附

カ
ズ
、
短
急
汽
笛

ノ
吹
鳴

又

ハ
急
停
車
等
其

ノ
他
機
宜

二
適
磨

ス
ル
虜

置
ヲ
取
ラ
ズ
シ
テ
進
行

シ
、

約

九
米
突

ヲ
距

ル
地
鮎

二
到
リ
姶

メ
テ
原
忠
雄

二
衝
突

ス
ル
ノ
避
ケ
難

キ
ヲ
畳
知

シ
、
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
急
停
車

ヲ
試

、・・
タ
ル
モ
及
バ

ズ
、

機
關
車

ノ
前
端
梁
右
端

ヲ
忠

雄
ノ
頭
郁

二
衝
突

セ
シ
メ
因

テ
同
人

二
傷
害

ヲ
加

《
タ

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
原
鋼
決

ハ
業
務

上
過
失
傷
害
罪
構
成

ノ
事
實

ヲ
説
示

ス
ル
ニ
於

テ
訣

ク
ル
所
ナ
L
し
。

線

路

陣

沁

に

あ

い

て

作

業

中

の

人

夫

に
対
し

て

も

、

同

様

で

あ

る

。

〔
=
一〕
大
判
昭
和
六
・
二
・
二
六
刑
二
昭
和
五
(
れ
)
二
〇
五
七
號

、新

聞

三

三

二
〇

號

「
一

一
頁

「
列
車
通
過

ノ
軌
條

二
向

ヒ
上
牛
身

ヲ
前
方

二
屈
メ
傭
向

キ
專

心
韓
轍
器

ノ
基

礎

コ
ン
ク
リ
ー
ト
型
板
取
外

シ
作

業

二
從
事

シ
居

リ
タ
ル
幸
右

衛
門
(
人
夫
)
ノ
頭
部

ト
西
側
線
路

ト
ノ
距
離
ガ

ニ
尺
鯨

ニ
シ
テ
、
而
モ
鋼
示
機
關
車

ニ
ハ
判
示

ノ
如
キ
西
側
軌
條

ヨ
リ

約

二
尺

一
寸

五
分
外
側

二

突
閏

シ
地
上

ヨ
リ
高

サ

一
尺
六
寸
五
分

ノ
ニ
段

ヨ
リ
ナ

ル
鋼
鐵
製
踏
段

ア
ル
ガ
故

二
、

其
ノ
儘
進
行

ス
ル

ニ
於

テ

ハ
右
踏
段
ガ
作
業
中

ノ
幸
右
衛

門

ノ
身
髄

二
衝
突

ス
ル
危
険

ア

ル
ニ
ョ
リ
、
斯
ク

ノ
如
キ
場
合

ニ
ハ
、
機
關
手

タ
ル
被
告
人
ガ
列
車

ヲ
運
転

シ
テ
該
箇
所

ヲ
通

過

セ
ム
ト

ス
ル

ニ
ハ

も

も

も

う

も

る

コ

直

二
注
意
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル

ハ
勿
論
、
幸
右
衛
門

ノ
動

止

二
留
意

シ
、

必
要

二
磨
ジ
右
箇

所
前

二
於

テ
急
停
車

ヲ

爲

シ
得

ル
程
度

昌
速
力

ヲ
遮
減

調
節

シ
テ
臨
機
鷹
変

ノ
手
段

ヲ
爲

シ
、
以

テ
事
故

ノ
発
生

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ペ
キ
業
務

上
必
要
ナ
ル
注
意

ヲ
爲

ス
ペ
キ
義
務

ア

ル

ニ
拘

ラ
ズ
、

不

注
意

ニ
モ
右
幸

右
衛
門

ト
軌
條

ト
ノ
間
隔
四
尺
蝕

ア
リ
テ
列
車

ガ
其

ノ
儘
進
行

ス
ル
モ
何
等
危
険

ナ
キ
モ
ノ
ト
輕
信

シ
、

注
意
汽
笛

ノ
吹
鳴
並

二

速
力

ノ
減
節
急
停
車
等

ノ
措
置

ヲ
執

ル

コ
ト
ナ
ク
其

ノ
儘
進
行

セ
シ
メ
タ

ル
爲
、

該
箇
所

二
於

テ
右
踏

段
ヲ
幸
右
衙
門

ノ
頭
部

二
衝
突

セ
シ
メ
タ

ル

ハ
、
全
ク
業
務

上
必
要

ナ
ル
注
意

ヲ
怠
リ
タ

ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ペ
」

し
。

ヘ

へ

昌

前
方
線
路
上
に
落
石
あ
る
場
合

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

一
〇
三
)

一
五



剣
例
に
現
れ
た
る
鐵

道
及
び
電
繊
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

}
〇
四
)

デ
六
噛

機
關
手
は
直
ち
に
急
停
車
の
措
置
を
講
ず
る
義
務
が
あ
る
(前
出
七
判

決
参
照

B

鐵
橋
上
を
進
行
す
る
に
際
し
て

機
關
手
は
、
鐵
橋
通
過
に
當

つ
て
も
前
方
注
覗
の
義
務
を
負

ひ
、
危
害
登
生

の
處
れ
あ
る
事
實
を
磯
見

し
う
べ
き

場
合
に

こ
れ
を
登
見
す
る
こ
と
を
要
し
、
而
し
て
、
現
に

こ
れ
を
登
見
し
π
る
と
き
は
、
警
笛
吹
鳴
或

ひ
は
徐
行
急

停
車
な
ど
臨
機

の
處
置

を
と
る
こ
と
を
要
す
。
1

〔
一
三
〕
大
判
大
正

=
ご
・四
・
四
刑
六
同
年
(
れ
)
一
二

五
號

集

三
巻

三
〇
三
頁
、
判
民

」
ニ
ニ
事
件
(
舟
橋

)

鐵
橋
上
通
行
人
を
発
見

せ
ず
し
て
礫
殺
。
1

「
鐵
道
機
關
手

ハ
、
機

關
車

ヲ
運
転

ス
ル

ニ
際
リ
テ

ハ
、
不
噺
其

ノ
進
路

ノ
前
方

ヲ
警
戒

シ
テ
、
危
害

ノ
発
生

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ル
爲

、

周
到

ナ

ル
注
意

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
若

シ
線
路
内

二
立
チ
入

ル
者

ア
リ
タ
ル
場
合

二
於

テ
ハ
、

其

,
者

ガ
自

ラ
避
難

シ
能

ハ
ザ
リ

シ
ヤ
否

ヤ

ニ
論
ナ

ク
、
或

ハ
警
笛

ヲ
鳴
ラ

シ
テ
之

二
注
意

ヲ
與

へ
、

或

ハ
事
情

二
鷹
ジ
徐
行
若
ク

ハ
急
停
車

ヲ
爲

ス
等
相
當
臨
機

ノ
塵
置

ヲ
執

リ

以
テ
衝
突

ヲ
豫
防

セ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ズ
。
散

昌
、
荷

モ
業
務

上
此
ノ
注
意

ヲ
怠
リ
、

衝

突

二
因

リ
人

ヲ
死
傷

二
致

シ
タ

ル
以
上

ハ
、
刑
法
第

二
百
十

一
條

ノ
犯
罪

ヲ
禮
累
灰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
」

C

踏

切

通

過

に

際

し

て

カ

ゐ

ヤ

も

も

マ

①

現
實
に
危
害
鰻
生
の
處
れ
あ
る
事
實
を
磯
見
す
る
以
前
に
必
い
て

も

つ

つ

ヘ

ヘ

イ

機
關
手
は
、

一
般
線
路
上
進
行
の
場
合
よ
う
も
、

ヨ
リ
張
き
注
意

を
も

つ
て
、
前
方
を
注
覗
す
べ
き
義
務

を



負

ひ
、
踏
切
に
あ
け
る
危
害
畿
生

の
處
れ
な
き
や
否
や
を
確
か
む
る
を
要

し
、
か
か
る
處
れ
あ
る
に
か
か
は
ら
ず

こ

れ
を
螢
見
し
え
ざ
る
と
き

は
、
i

π
と

ひ
警
笛
は
鳴
ら
し
π
と
し
て
も
ー

そ
の
過
失
と
な

る
。
而
し
て
、
こ
の

理

は
、
正
規

の
踏
切
の
み
な
ら
ず
、
踏
切
小
裡
の
ご
と
く

「
李
素
人

ノ
線
路

ヲ
横
断

弘
ル
場

所
」
に
つ
い
て
も
適
用

が
あ
る
。
1

〔
膠
四
〕
大
判
大
正

一
四
・
六
・四
刑
五
同
年
(
れ
)
五
六
八
號

、集
四
巻

三
六
三
頁
、
新
、

ノ聞

二
四
三
二
號

一
二
耳

「
鐵
道
機
關
手

ノ
如

ク
機
關
車
操
縦

ノ
任

二
當

ル
者

ハ
、
通
常

人

二
比

シ
重
キ
注
意
義
務

ヲ
負
旛

ス
ペ
キ

コ
ト
勿
論

ナ

ル
ヲ
以

テ
、
荷

モ
危
険

襲

生

ノ
處
ア

ル
場
合

ニ
ハ
、
其

ノ
豫
防

二
付
周
到

ノ
注
意

ヲ
彿

ハ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ

ト
ス
。

散

二
、
若

シ
列
車
ガ
、
亭
素
人

ノ
線
路

ヲ
横
噺

ス

ル
場

所

ヲ
進
行

ス
ル
前

二
當

り
、
地
形
其

ノ
他

ノ
事

情

二
因
り
自
席

ヨ
リ
該
場
所

ヲ
望
見

ス
ル
能

ハ
ズ
、

機
關
助

手
ノ
座
席

ヨ
リ

ス
レ
バ
之

ヲ
望

見

シ
得

ル
場
合

二
在

リ

テ

ハ
、
軍

二
警
笛

ヲ
鳴

ラ

ス
ノ

ミ
ヲ
以

テ
足

レ
リ

ト
セ
ズ
、
助

手

二
命
ジ

テ
前
方
該
揚
所

ヲ
注
覗

セ
シ
メ
、

若

シ
横
噺

者

ア
リ

テ
危
険
…ノ
處
ア

ル

ニ
於

テ

ハ
、
速
カ

ニ
之

ヲ
報
知

セ
シ
メ
、
以

テ
』
危
険豫

防
ノ
手
段

ヲ
梅
ズ

ル

ハ
、

其

ノ
當

然
ノ
職
貴

ナ
リ

ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ

カ
ラ
ズ
。
蓋

シ
、
軍

二
警
笛

ヲ
鳴

ラ
ス
ノ
ミ

ニ
テ

ハ
、
樹
横
断
者
ガ
聾

又

ハ
其

ノ
他

ノ
事
情

二
因
リ
列
車
ノ
進
行

二
氣
付
カ
ザ

ル
處
ア

ル
ペ
キ
ヲ
以

テ
ナ
リ
。
原
判
決

ノ
判
示

ス
ル
所

二
依

レ
バ
、
被
告

ハ
鐵
道
機
關
手

ト
シ
デ
機
關
車

ヲ
操
縫

シ
、

李
素
人

ノ
線
路

ヲ
横
断

ス
ル
場
所

昌
差

懸

ル
薗

薗
席

ヨ
リ
前
方

ヲ
望
見

シ
得
ザ

ル
モ
、

機
關
助
手

ノ
座
席

ヨ
リ

ハ
早

ク
之

ヲ
望
見

シ
得

タ

ル
昌
拘

ラ
ズ
、
輩

二
警
笛

ヲ
鳴

ラ

シ
タ
ル
ノ
ミ

昌
シ
テ

助
手

二
命
ジ
テ
横
断
者

ノ
有

無

ヲ
注
閥

シ
之

ヲ
報
知

セ
シ
ム
ル
ノ
手
段

ヲ
執

ラ
ザ
リ

シ
ガ
爲

昌
、
途

二
機
闘
車

ヲ
西
島
某
女

昌
衝
突

セ
シ
メ
タ

ル

結
果
、
同
人

ヲ
死

晶
致

シ
タ
リ
ト
云

フ

畠
在

ル
ガ
故

昌
、
被
告

二
業
務
上
過
失
傷
害

致
死
ノ
罪
責

ア
ル

コ
ト
明
白

ナ
リ
。
」

し

か

し

、

前

方

注

覗

義

務

を

怠

ら

ざ

り

し

と

す

る

も

な

ほ

、

事

故

の

生

ず

べ

か

ウ

し

場

合

に

は

、

機

關

手

の

過

失

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事

散

(
舟
橋

)

(
第
蓋
巷

、第

二
擁

一
〇
五
)

一
七



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

一
〇
六
)

一
八

と
は
な
ら
な

い
o
I

〔
三

〕
大
判
昭
和
四
・
四
・
二

刑
五
昭
和
三
(
れ
)
三

九
五
號
(噺
誰

。
。
山ハ
號
)
1

機
關
手
た

る
被
告
人
は
前
方
注
親

の
義

務
は
怠

つ
た
が
、

假
り
に
怠

ら
な
か

つ
た
と
し
て
、
踏
切
線
路
上

の
幼
見
(
一
年

九

ヶ
月

)
を
畿
見
後
直

ち
に
警
笛

を
吹
鳴

し
非
常
制
動

の
措
置
を
執

つ
た
と
し
て
も
、
幼
見

み
つ
か
ら
遙
避
し
え
ず
、
ま̀
た
幼
見

の
危
険

を
救
は
ん
と

て
馳
け

つ
け

た
者

も

救
出
す

る
時

問
が
な
く

て
、
礫
殺

の
危
害

を
未
然
に
防
止

し
え
な

い
場
合

に
は
、

か

蕊
る
措
置
を
執
ら
な
か

つ
た

の
が
幼
見
礫

死
の
原
因

と
は
云

へ
な
い
。
從

つ
て

「
本
件
公
訴
事
實

ハ
犯
罪

ノ
謹

明
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ザ

ル
ペ
カ

ラ
ズ
。
」

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ロ

特
殊
の
状
況
に
あ
る
踏
切
通
過
に
當
つ
て
は
、
そ
の
逼
過
前
-

汽
笛
吹
鳴
警
標
の
設
置
あ
る
と
否
と
を
問

も

も

も

へ

も

へ

あ

は
ず
t

警
笛
を
吹
鳴
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ー

へ

あ

ヤ

む

ら

へ

も

マ

も

あ

ゐ

ヘ

へ

機
關
車

よ
む
踏
切
通
行
人
を
、
懐
π
踏
切
通
行
人
よ
め
汽
車
を
見
通
し
難
く
、
踏
切
番
人
な
く

、
且
つ
喝
の
附
近

偽
却
蜘
が
あ

つ
て
住
民

の
踏
切
を
通
過
す
る
者
あ
る
が

ご
と
き
状
況
に
あ

る
踏
切
を
逼
過
す
る
に
當

つ
て
は
、
汽
笛

吹
鳴
警
標
な
き
場
合

と

い
へ
ど
も
、
警
笛
を
吹
鳴
す

る
を
要
す
。
,1

〔
=
(
〕
大
判
大
正

一
五
・二
・
二
刑
六
大
正

一
四
(
れ
)
一
八
二
九
號
(集
五
巻

一
〇
頁
、
新
聞

二
五
山ハ
0
聴伽
一
五
頁

「
被
告
人

ハ
鐵
道
省
機
關

手

昌
シ
テ

一
二
等
急

行
列
車

ヲ
牽
引

シ
ー

本
件
-
踏
切

ノ
手
前
約

一
町
五
十
四
間

ノ
箇

所

二
差

掛
リ

シ
ガ
、

同
所

ハ

線
路
轡
曲

シ
右
方

二
石
崖

及
堤
塘

ア
ル
爲
、

右
踏

切
ノ
手
前
四
'十

四
間

ノ
箇
所

マ
デ
進
行

ス
ル

ニ
非

ザ

レ
バ
機
關
手

ハ
坐
席

ヨ
リ
右
踏
切

ヲ
見
透

シ
難

ク
、
叉
前
記
線

路
ノ
轡
曲
部

二
差
掛

ル
迄

ハ
同
踏
切

ヨ
リ

汽
車

ノ
逡
行

シ
來

ル
ヲ
認

ム
ル
ヲ
得
ザ

ル
状
態

二
左
.リ
、
而
シ
テ
同
踏
切

ニ
ハ
踏

切
番
人

ノ
設

ケ
ナ
ク
、
其
ノ
附
近

ニ
ハ
人
家

ア
リ

テ
住
民

ノ
右
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
モ
ノ
ア

ル
」
揚
所
に
於

て
、
「
被
告
人

ハ
不
注
意

昌
モ
汽
笛

ヲ
吹



鳴

シ
テ
前
方

ヲ
警
戒

セ
ズ
漫

然
進
行

シ
、
坪

田
甲

(
當
三
年

)
ガ
ー

高
齢

ノ
祀
母
数
歩

ノ
後

昌
附
添

ヒ
ー

踏
切

ヲ
通
過

セ
ム
ト
シ
タ

ル
ヲ
氣
付

カ
ズ
、
之

ヲ
蝶

殺

シ
タ
L

と

い
ふ
事
案

に

つ
い
て
ー

「
踏
切
道
中
、
通

行
頻
繁

ナ
ル
カ
若

ハ
其

ノ
他

ノ
事
由

二
因

リ
列
車
通
過

ノ
際

常
時
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル
ノ
必
要

ア
ル
箇

所

卜
否
ラ
ザ

ル
箇
所

ト

ガ
存
在

ス
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
法

ハ
特

二
運
転
取
扱
心
得
第

百
九
十
四
條

ノ
規
定

ヲ
設
ケ
、

踏
切
道

昌
封

シ
汽
笛

吹
鳴

警
標
ノ
設

ア
ル
箇
所

二
在

テ

ハ

列
車

ハ
其

ノ
箇
所

ヲ
通
過

ス
ル
際
常

二
必
ズ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
合
圖

ヲ
爲

サ
"

ル
測
カ
ラ
ザ
ル

コ
ト
ヲ
明

ニ
シ
、

其

ノ
汽
笛

吹
鳴
警
標

ノ
設
ナ

キ

箇

所

二
在

リ

テ
ハ
、
事
故

ヲ
惹
起

ス
ペ
キ
處

ア
ル
場
合

ノ
如

キ
、

一
般
業
務
上

ノ
注
意

ヲ
以
テ
、

緩
急

二
磨
ジ
機

宜
ノ
盧
置

ヲ
執
リ
、
事
散

ヲ
惹

起

セ
ザ

ル
様
努

ム
ル
所

二
任

セ
、
列
車
通
過

ノ
際
常

二
必
ズ
シ
モ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル
ノ
要

ナ
キ
モ
ノ
ト
爲

シ
タ

ル

昌
外

ナ
ラ
ザ

レ
バ
、
機
關

手

ハ

機

關
車

二
乗
務

シ
テ
列
車
運
転

二
從
事

ス
ル

昌
方

リ
、
.踏
切
道

晶
封

シ
、

縫

令
浄
笛
獅
噺
葎
撫

ハ
誕

ハ
荊
価
所

ハ
恥
い
卸
・
事
宜

二
依
り
汽
笛

ヲ

も

も

吹
鳴

シ

テ
列
車

ノ
通
過

ヲ
合
圖

シ
、
以
テ
危
険

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ル
ノ
業
務

上
注
意
義
務

ヲ
負
憺

ス
ル
モ
ノ
ト
論
定

ス
ル
ヲ
、

法
意

昌
適

シ
タ
ル

並

當

ノ
解

程

ト
爲

サ
ザ

ル
ヲ
得
ズ
。
然
ラ
バ
縫
令
剣
示
踏
切
道

ハ
汽
笛

吹
鳴
替
標

ノ
設
ナ
キ

個
所

ナ
リ
シ

コ
ト
所
諭

ノ
如

シ
ト
ス
ル
モ
、
原
判
決

ガ
剣

示
事
實

ヲ
認
メ
、
剣
示

ノ
場
合

二
於

テ
被
告

ハ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ベ
キ
業
務
上

ノ
注
意
義

務

ヲ
有

ス
ル
昌
拘

ラ
ズ
、

之
ガ
注
意

ヲ
怠

り
判

示
坪

田
甲

ヲ
…礫
殺

シ
タ
ル
旨

判
示

シ
、
之

ヲ
刑
法
第

二
百
十

一
條

二
間
擬

シ
タ

ル

ハ
正
當
」

で
あ

る
。

〔
一
七
〕
大
判
昭
和
二
・五
・
三
刑
六
同
年
(
れ
)
三
二
五
號
、新
聞

二
七
〇

毛

號
六
頁

踏
切

の
歌
況
が
ど
う
で
あ

つ
た
か

は
、
知
り
え
な

い
。
恐

ら
く
、
右

の
大

正
十
五
年

の
判
決

に
お
け

る
そ
れ
と
、
大
差

な

い
の
で
あ

ら
う
。

判

丈
ま
た
、

ほ
と
ん
ど
右

の
判
決

の
繰
返
し
で
あ

る
。

「
國
有
鐵

道
職
員
服
務
規
程
第
十
五
條

二
、
職
員

ハ
憺
當
若

ハ
管
掌
事
務

二
關

シ
事
故

ヲ
惹
起

セ
シ
メ
ザ

ル
様

努

ム
ペ
シ
ト
規
定

シ
、

機

關
手

モ
亦
國
有
鐵

道
職
員

ト
シ
テ

一
般

二
同
條
所
定

ノ
業
務
上
注
意
義
務

ヲ
有

ス
ル
コ
ト
明

ナ
ル
ヲ
以

テ
、

所
論
運
転

取
扱

心
得
第
百
九
十

四
條

二

『
列
車

ハ
踏
切
道

二
封

シ
汽
笛

吹
鳴

馨
標

ノ
設

ア
ル
箇
所

ヲ
通
過

ス
ル
際

ハ
長
緩
汽
笛

一
聲

ノ
合
圖
ヲ
爲

ス
ベ
シ
』
ト
規
定

シ
タ
ル
ガ
爲

昌
、
踏

切

判
例
に
現
れ
た

る
鐵
遺

及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋
)

(
第
五
巻

第

二
號

一
〇
七
)

一,九



判
例
に
現
れ
た

る
鐵

遣
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
策

五
巻

第

二
魏

一
〇
八
)

二
〇

道

昌
封

シ
汽
笛

吹
鳴
替
標

ノ
設

ナ
キ
箇
所

二
在

リ

テ

ハ
列
車

通
過

ノ
際
絶
対

二
汽
笛
吹
鳴

ノ
義
務

ナ
キ

モ
ノ
ト
解

ス
ペ
キ

ニ
ア
ラ
ズ
、

蓋

シ
踏

切

道

中
、
通
行
頻
繁

ナ

ル
カ
若

ハ
・其

ノ
他

ノ
事
由

二
因

り
列
車
通
過

ノ
際
常
時
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル
ノ
'必
要

ア
ル
箇
所

卜
否

ラ
ザ

ル
箇
所

ト
ガ
存

ス
ベ

キ
ヲ
以
テ
、
法

ハ
特

二
前
示
運
転

取
扱
心
得
第
百
九
十
四
條

ノ
規
定

ヲ
設
ケ
、

踏

切
道

二
封

シ
汽
笛

吹
鳴

警
標

ノ
設
ケ
ア
ル
箇
所

二
左
・テ

ハ
、
列

車

ハ
其

ノ
箇
所

ヲ
通
過

ス
ル
際
常

二
必
ズ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
合
圖

ヲ
爲
サ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル

コ
ト
ヲ
明

ニ
シ
、

其

ノ
汽
笛

吹
鳴
警
標

ノ
設

ケ
ナ
キ

箇
所

二
在

リ
テ

ハ
、
事
散

ヲ
惹
起

ス
ペ
キ
處

ア

ル
場
合

ノ
如
キ
、

一
般
業
務

上
ノ
注
意

ヲ
以

テ
緩
急

二
感
ジ
機
宜

ノ
塵
置

ヲ
執
り
ゃ

事
散

ヲ
惹
起

セ
ザ

ル
様
努

ム

ル
昆
任

セ
、
列
車
通
過

ノ
際
常

二
必
ズ
シ
モ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル
ノ
要

ナ
キ
モ
ノ
ト
爲

シ
タ

ル

ニ
外

ナ
ラ
ザ

レ
バ
、

機
關
手

ハ
機
關

車

二
乗
務

シ
テ
列
車
運
転

二
從
事

ス
ル

ニ
方

り
、
踏
切
道

二
封

シ
假

令
汽
笛

吹
鳴
警
標

ノ
設

ナ
キ
箇
所

ナ
リ

ト
モ
、

事
宜

二
依
リ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ

テ
列
車
通
過

ヲ
合
圖

シ
、
以

テ
危
険

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ル
ノ

業
務

上
注
意
義
務

ヲ
負
婚

ス
ル
モ
ノ
ト
論
定

ス
ル
ヲ
愛
當
ト
爲

ス
ガ
散
ナ
リ

(
大

正

十

四
年

(
れ
)
第

一
八

二
九
號
同
十

五
年

二
月

二
日
當
院
第
六
刑
事
部
判
決
参

照
)
。
然
ラ
バ
、
假
令
判
示
踏
切
遣

ニ
ハ
汽
笛

吹
鳴

警
標

ノ
設

ナ
キ

箇
所

ナ
リ

シ

コ
ト
所
論

ノ
如

シ
ト

ス
ル
モ
、

原
判
決

ガ
判
示
事
實

ヲ
認
メ
、
判
示
ノ
場
合

二
於

テ
、
被
上
告
人

ハ
、
業
務
上

ノ
注
意
義
務

ト
シ
テ

汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
剣
示
踏
切
…道

晶
封

シ
列
車

ノ
通
過

ヲ
合
圖

シ
危
険
購
ノ
励簑
生

ヲ
未
然

こ
防
止

ス
ベ
キ

モ
ノ
ナ

ル
ニ
拘

ラ
ズ
。

其

ノ
艶
我
務

ヲ
怠

リ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

セ
ズ

シ
テ
進
行

シ
タ

ル
爲

、
判
示
自
動
車

二
衝
突

セ
シ
メ
、
因

テ
判
示
伊
庭
芳
松
及
阪
本
駒
吉

ヲ
傷
害
死

二
致

シ
タ
ル
旨
判
示

シ
、

之

ヲ

判
示
法
條

二
問
擬

シ
タ

ル

ハ
正
當
」

で
あ
る
。

な

ほ

、

い

は

ゆ

る

未

開

蓮

踏

切

に

あ

い

て

は

、

か

か

る

義

務

は

幾

分

緩

和

さ

れ

る

や

う

で

あ

る

。

!

1

〔
一
八
〕
大
判
昭
和
二
・
一
一
・
二
二
刑
四
同
年
(
れ
)
六
三
七
號
(新
聞

二
七
七

八
號

七
頁

「
(
一
)
本
件
事
散

ノ
発
生

シ
タ

ル
踏

切

ハ
、
同
所
附
近

二
於

ケ
ル
道
路

工
事

未
完
成

ノ
爲

メ
該

工
事
從

業
者
等

二
於

テ
時

々
同
所

ヲ
進
行

ス
ル
昌

止

リ
、
未
ダ
踏
切

ト
シ
テ
公
認

セ
ラ

ル
ル
ニ
至
ラ

ズ
、
從

テ
當
局

ヨ
リ
機
關
手

昌
封

シ
踏
切
指
定
ノ
通
告

ヲ
爲

サ
ザ
リ
シ

コ
ト
.
(
二
)
被
告
人

ガ



該
踏
切
ヲ
距

ル
約
百
十

五
間
手
前

ノ
地
鮎

二
於

テ
、

機
關
助
手

ヲ
シ
テ
右

踏
切
ヲ
超

ユ
ル
前
方

ヲ
注
硯

セ
シ
メ
進
行
安
全

ノ
報

告

ヲ
得
テ
列
車

ノ

運
転

ヲ
繕
績

シ
タ

ル
コ
ト
、
(
三
)
被
告
人
ガ
該
踏

切
ヲ
距

ル
約
四
十
間
手
前

二
於

テ
湯
原
恒
藏

ノ
踏
切
内

二
在

ル
ヲ
認

メ
、
急
停
車

ノ
處
置

ヲ
執

リ
タ

ル
コ
ト
、
(
四
)
湯
原
恒
藏

ガ
田
雲
製
織
株
式
会
社

工
揚

二
於

ケ
ル
機

械

ノ
音
響

二
妨
ゲ

ラ

レ
近
距
離
迄

列
車

ノ
進
行

シ
來

レ
ル

ニ
氣
付

カ
ズ

踏
切
内

昌
荷
車

ヲ
曳

キ
入

レ
タ

ル
事
貴

ヲ
確
認

シ
得

ペ
ク
、
此
等

事
情
ヲ
綜
合

ス
ル
ト
キ

ハ
、
本
件
事
散

ハ
、

被
告
人

ノ
業

務
上
必
要

ナ

ル
注
意

ヲ
怠

リ
タ

ル

ニ
因

り
生
ジ

タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト
ヲ
認

ム
ル
昌
足
ラ
ズ
。
L

い

ヘ

ヨ

で

へ

う

も

も

も

あ

カ

ヤ

マ

ω

現
實
に
危
害
奨
生

の
處
れ
あ

る
事
實
を
螢
見
し
た
以
後
に

ゐ
い
て
は
、
警
笛

・
徐
行

・
急
停
車
な
ど
機
宜
の

處
置

を
と
る
こ
と
を
要
す
。
す
な
は
ち
、

(
一
)

前
方
に
踏
切
を
通
過
せ
ん
と
し
て
近
づ
き

つ
つ
あ

る
蓮
行
人
を
登
見

し
カ
る
場
合

に

つ
き
ー

〔
一
九
〕
大
判
大
正

一
四
・
旧
一
・九
刑
二
同
年
(
れ
)
一
四
〇
五
號

、集

四

巻

六

四

八
頁

、

新

聞

7二
四

八

八

號

一
五
百
ハ

「
原
判
決

認
定

ノ
如

ク
、
被
告
ガ
原
剣
示
列
車

ノ
機
關
手

ト
シ
テ
同
列
車

ヲ
運
転

シ
、
同
判
示
ノ
踏

切
ヲ
通
過

ス
ル
ニ
當

り
、

同
踏
切

ヲ
距

ル
約

も

も

も

も

も

ぬ

七
十

三
問
二
尺

ノ
地

鮎

二
於

テ
、
被
害
者
菊
地
某
女
ガ
、

同

踏
切
ヲ
通
過

ス
ル
ガ
爲
之

二
向

ッ
テ
同
鐵
這
線

路
西
側
軌
條

ヲ
距

ル
約

二
間

ノ
地
鮎

も

も

ヘ

ヲ
進
行

ス
ル

コ
ト
ヲ
認

メ
ナ
ガ
ラ
、
該
列
車
ガ
同
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
ト
キ

マ
デ

ニ
ハ
菊
地
某

女

ハ
之

ヲ
通
過

シ
、

列
車

ノ
通
過

ニ
ョ
リ
危
険

ナ
キ

地
貼

マ
デ
進
行

ス
ペ
シ
ト
信
ジ
、

汽
笛

ヲ
吹
鳴

サ

ズ
、

且
機
宜

二
磨
ジ
非
営

停
車

ヲ
爲

シ
得
ペ
キ
措
置

ヲ
執
ラ
ズ
、

一
時
間
約
九
哩

ノ
速
力

ヲ

以

テ
依

然
其

ノ
列
車

ノ
進
行

ヲ
績

ケ
テ
該
踏
切

ヲ
通
逼

シ
、
之

ニ
ヨ
リ
テ
途

二
同
踏
切
附
近

二
於

テ

該
列
車

ヲ
菊
地
某

女
ノ
身
燈

二
鵤

レ
シ
メ
、

同
人

昌
傷
害

ヲ
與

ヘ
タ
ル

コ
ト

ハ
、

同
判
決

引
用

ノ
謹
操

ニ
ヨ
リ
テ
之

ヲ
認
メ
得

ペ
ク
、
飴
ノ
如

キ
歌
況

ノ
下

昌
於

テ
ハ
、

一
般

二
該
列
車

ヲ
被

害
者

二
衝
突

セ
シ
ム
ペ
キ
危
険

ア
リ

ト
認

ム
ペ
ク
、
從

テ
之

ヲ
操
縦

ス
ル
被
告

二
於

テ
、

之

ガ
危
険

ノ
襲
生

ヲ
避
ク

ル
ガ
爲
、
・適
嘗

ナ

ル
措
置

ヲ

カ

も

つ

う

も

も

執

ラ
ザ

ル
ペ
ヵ
ラ
ザ

ル

コ
ト
勿
論

ニ
シ
テ
、
被
告
ガ
、
該
踏
切
ヲ
通
過

ス
ル

ニ
當
り
.

汽
笛

ヲ
吹
鳴

サ
ズ
且
機
宜

二
磨
ジ
非
常
停
車

ヲ
爲

シ
得

べ

判
例
に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵

交
通
事
故

(
舟
備

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
〇

血
)

二

一



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

コ

o
)

幅三

[

キ
措
置

ヲ
執

ラ
ザ
リ
シ

コ
ト
ハ
、

法
令

二
於

テ
特

二
之

ヲ
命
ズ

ル
明
規

ナ
シ

ト
ス
ル
モ
.

條

理

昌
照
ラ

シ

正

昌
過
失

ナ
リ
ト
言

ハ
ザ

ル
ペ
カ
ラ

ズ
。
何

ト
ナ
レ
バ
、
被
害
者

ハ
列
車

ノ
進
行

ヲ
知

ラ
ズ

シ
テ
踏

切
内

昌
逡
入

ス
ル

コ
ト
ア
ル
ベ
キ

ヲ
以

テ
、

汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
之

ヲ
警
戒

ス
ル
ノ
要

ア
ル

ハ
勿

論
、
若

シ
汽
笛

ニ
ヨ
リ
テ

之
ガ
警
戒

ヲ
爲

ス
モ
其

ノ
敷

ナ
ク
、
被
害
者
ガ
其

ノ
踏
切
内

二
進
入

ス
ル
ト
キ
ト

ハ
、
非
常
停
車

ノ
方

法

昌

ヨ
リ

テ
之

ガ
危
害

ノ
発
生

ヲ
防
止

ス
ル
ノ
外

他

二
途
ナ
ク
、

列
車

ノ
運
転

二
當
り
至
大

ノ
注
意
ヲ
以
テ
公
共

ノ
危
難

ヲ
避

ク
ベ
キ
職
責

ヲ
有

ス
ル

機
關
手

タ
ル
被
告

昌
於

テ

ハ
、
此

ノ
如
キ
措

置
ヲ
爲

ス
ハ
、
之

ガ
業
務
上
必
要
ナ

ル
注
意

ナ
リ

ト
言

ハ
ザ

ル
ヲ
得
ザ

レ
バ
ナ
リ
。
L

(
ご

)

現

實

に

被

害

通

行

者

自

膿

を

爽

見

せ

ず

と

も

、

「
交

渣

ノ

要

路

二
衝

ル

」
踏

切

に

あ

い

て

荷

馬

車

の

踏

切

道

行
を
認
め
霧

合
に
は
、
カ
と
ひ

「
髪

フ

深
夜
」
に
診

て
も
、
そ
れ
に
後
緯
象

隷

ハ
等
あ
る
こ
と
を
豫
想

す
べ
く
、
こ
れ
ら

の
者

に
つ
い
て
危
害
発
生

の
處
れ
あ

る
が
故
に
、
こ
れ
ら

の
者
の
た
め
に
、
警
笛
を
吹
鳴
し
て
警

告
を
與

へ
る
か
、
懐
π
は
急
停
車
處
置

を
と
め
う
る
に
適
當
な
程
度
に
徐
行
す
る
必
要
が
あ

る
。
1

〔
=
・
〕
大
判
昭
和
三
.三
.
一
五
刑
二
同
年
(
れ
)五
二
號
(新
聞

二
八
五
.

七
號

一
一
耳

一
「
列
車

ノ
機
關
手

ガ
列
車

ヲ
運
転

ス
ル
ニ
當

り
、
危
害

ノ
発
生

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ル
爲

メ

業
務
上
周
到

ナ
ル
注
意

ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要

ス
ル

ハ

國
有

鐵
道
職
員
服
務
規

程
第
十
五
條

昌
照
ラ

シ
テ
明

力

昌
シ
テ
、
機

關
手
ガ
列
車
運
転

ノ
業
務

二
從
事
中
、
列
車
進
行

ノ
前
方

昌
當

り

荷
馬
車

ヲ

挽

キ
テ
踏

切
ヲ
横
噺

ス
ル
者

ア
ル
ヲ
目
撃

シ
、
加

カ
モ
該
踏
切

ニ
シ

テ
判

示
ノ
如

ク
交
通

ノ
要
路

昌
衝

ル
揚
所

ナ

ル
昌
於

テ

ハ
、

假
令
嚴
冬

ノ
深

う

カ

ヤ

で

も

も

夜

ト
錐

モ
、
列
車

ノ
進
行

二
氣
付
カ
ズ

シ
テ
右
荷
馬
車

二
後
績

セ
ン
ト
ス
ル
者

ノ
ア

ル
ペ
キ

ハ
、

吾
人

ノ
實
験

上
當

然
豫
想

ス
ペ
キ
事
項

昌
禺

ス

ル
ヲ
以
テ
、
被
告
人
ガ
機

關
手

ト
シ
テ
既

二
判
示

ノ
如
ク
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
者

ヲ
目
撃

シ
タ

ル
以
上

ハ
、

其

ノ
者

ガ
列
車

ノ
進
行

ヲ
知
リ

シ
ト
否

ト

ニ
拘

ラ
ズ
、
即
時
後
績
者

昌
封

ス
ル
危
害

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ル
爲

、

氣
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
列
車

ノ
進
行
ヲ
替
告

ス
ル
カ
、
又

ハ
急
停
車

ノ
虜
置

ヲ

執

ル

ニ
適
當

ナ

ル
程
度

二
列
車

ノ
速

度
ヲ
調
節

ス
ル
等
、
臨
機

ノ
措
置

ヲ
講

ズ
ベ
キ
義
務

ア
ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」



二

「
運
転
取
扱
心
得
第

百
九
十
四
條

ハ
、
軍

二
列
車

ハ
踏
切
道

二
封

シ
汽
笛
吹
鳴
警
標

ノ
設

ア
ル
個
所

ヲ
通
過

ス
ル
際

ハ
長
緩
汽
笛

一
聲

ノ
合

圖

ヲ
爲

ス
ペ

シ
ト
規
定

ス
ル

ニ
過
ギ

ズ
シ
テ
、
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル

ハ
汽
笛

吹
鳴

警
標

ノ
設

ア
ル
個
所

昌
ノ
ミ
限
定

シ
タ

ル
趣
旨

二
非

ズ
シ
テ
、

列

車

ガ
斯

ル
警
標

ノ
設

ナ
キ
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
際
、
特

二
事
散

ヲ
惹
起

ス
ル
ノ
處

ア

ル
場
合

二
、

若

シ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
危
険

ヲ
警
告

セ
バ
容

易

二
事

散

ノ
登
生

ヲ
未

然

二
防
止

シ
得

ベ
キ

昌
拘

ヲ
ズ
、

放

任

シ
テ
事
散

ノ
発
生

ヲ
顧

ミ
ザ

ル
ガ
如

キ

ハ
、
機
關
手

ノ

一
般
業
務
上

ノ
注
意
義
務

二
違
背

ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ペ
キ

ヲ
以

テ
、
縦
令
上
記
警
標

ノ
設
ナ
キ
個
所
ナ
リ

ト
ス
ル
モ
、

事
宜

二
依

リ
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
列
車

ノ
進
行

ヲ
合
圖

シ
テ
以

テ
危
害

ノ
発
生

ヲ
防
止

ス
ペ
キ
義

務
ア

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
此

ノ
趣
旨

ハ
當

院
判
例

ノ
是
認

ス
ル
ト

コ
ロ
ナ
リ

ト
ス
。
…
…

被
害
者

二
所
論

ノ
如

キ

過
失

ア
リ

シ
ト
ス
ル
モ
、
毫

モ
被
告
人

ノ
犯
罪

ノ
成
立

二
影
響

ヲ
及

ボ

ス
モ
ノ

ニ
非

ズ
。
」

ヘ

ヘ

へ

も

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
三
)

而
し
て
機
關
手
が

、
π
と
ひ
踏
切
手
前
に

必
い
て

一
旦
汽
笛
を
鳴
ら
し
π
後
に
ゐ
い
て
も
、
被
害
者
が
踏

ゐ

も

へ

ゐ

切
を
通
行
せ
ん
と
す
る
を
認

め
た
と
き
は
、
さ
ら
に
非
常
汽
笛
を
吹
鳴
し
て
警
告
を
與

へ
、

こ
れ
を
阻
止
す

る
こ
と

を
要
す
る
。

〔
一=

〕
大
判
昭
和
三
・
一
〇
・
一
〇
刑
三
同
年
(
れ
)
一
二
四
三
號

.集
七
巻
六
五
二
頁
、
新
聞

.二
九
二
九
號

一
五
頁

「
原

鋼
決

ハ
、
被
告
人

ガ
判
示
踏
切

ヨ
リ

三
十
間

前
ノ
地
鮎

ヨ
リ
十
間
前

ノ
地

貼
迄
汽
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ
ル

ニ
止

マ
リ
、
爾
後
之

ヲ
吹
鳴

セ
ズ
シ
テ

漫

然
進

行

シ
、
被
害
者
ガ
踏
切

ヲ
通
過

セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
認

メ
タ
ル
ト
キ
、

直

二
非
常
汽
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル
等
汽
車
ノ
前
進

ヲ
警
告

シ
テ
被
害
者

ノ
通

行

ヲ
阻

止

ス
ル
ノ
鴎
三

出
ヅ

ペ
キ

ニ
拘

ラ
ズ
、
其

ノ
塞
三

出
デ
ザ
リ

シ
鮎

ヲ
以
テ
、

被
告
人

ノ
不
注
意

ト
爲

シ
タ

ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、
毫

モ
不
能

ヲ

強

ユ
ル
モ
ノ

昌
非

ズ
」
。
「
又
本
件

事
散

ノ
発
生

ガ
全
然
被
害
者

ノ
過
失

二
基
因

ス
ル
ニ
於

テ

ハ
、

被
告
人

二
罪
責

ナ
キ

コ
ト
勿
論

ナ
リ

ト
錐
、
原

判

示
ノ
如

ク
被
告
人

ノ
過
失
ガ
致
死
ノ

一
因

ヲ
爲

シ
タ
ル
以
上
、
被
告
人

ハ
其

ノ
罪
責

ヲ
免
ガ

ル
ル
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ

ト
ス
。
」

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

一
一
一
)

二
三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
叢
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巷

第
二
號

コ

ニ
)

二
四

⑥

し
か
し

、
踏

切
逼

行

人
に

ゐ

い
て

「
既

二
自

ラ
其
危
険

ヲ
畳

知

シ
線

路

二
差
蒐

ル

コ
ト
ヲ
避

ケ

ッ

ッ
ァ
リ

ト

認

ム
川
ヲ
相

當

ト

ス
ル
場
合

」
、
ま

泥
は

、
「
殖

行
人

ニ
シ
テ

一
旦
危
険

ヲ
避

ケ
居

リ
タ

ル

ニ
拘

ハ
ラ

ズ
、
忽

チ
其
意

思

ヲ
翻

ヘ
シ
突
差

ノ
問

二
線
路

二
進
入

シ
」
禿
場
合

に
は
、
汽
笛
を
鳴
ら
し
て
警
告
を
與

へ
る
義
務

は
な

い
。
-

〔二
二
〕
大
判
大
正
八
・
二
・
一
五
刑
三
大
正
七
(
れ
)
三
四
七
三
號

、録

二
五
輯

一
五
七
頁

、
抄
録

七
九
巻

一
〇

一
八
五
頁
、

'
新
聞
一
五
四
〇
號

二
五
頁

被
害
者

は

「
汽
車
ガ
踏
切
近

ク
進
行
シ
來

リ
タ

ル
ヲ
目
撃

シ
、

踏
切

ヲ
距

ル
約

五
尺
位

ノ
道
路
上

二
於

テ
汽
車

ノ
踏
切
通
過

ヲ
待
合

ス
ペ
ク
暫

時
件
立

シ
居
リ
乍

ラ
、
汽
車

ガ
踏
切

ノ
前
方
約
十

七
間

ノ
箇
所

マ
デ
進
行

シ
來

リ
タ

ル
際
、
無
謀

ニ
モ
汽
車

ノ
踏
切
線
路
通
過

二
先

チ

同
踏
切

ヲ

横
断

シ
得

ペ
キ
モ
ノ
ト
輕
信

シ
、
踏
切

ヲ
横
噺

ス
ベ
ク
線
路

二
立
入
り
」
、
汽
車

二
衝
突
即
死
し
た
事
案

に

つ
き
ー

「
特

定

ノ
通

行

人

ニ
シ

テ
既

二
自

ラ
其
危
険

ヲ
畳

知

シ
線

路

二
差

蒐

ル

コ
ト

ヲ
避

ケ

ッ

ツ
ァ

リ

ト
認

ム

ル

ヲ
相

當

ト

ス

ル
場
合

ニ

ハ
、
必

ズ

シ
モ

も

も

も

う

此
汽

笛
(
注
意
汽
笛

)
ヲ
鳴

ラ

ス
ノ
必
要

ナ
ク
又
通

行
人

ニ
シ
テ

一
且
危
険

ヲ
避
ケ
居
リ
タ

ル
ニ
拘

ハ
ラ
ズ
、

忽

チ
其

ノ
意
思

ヲ
翻

ヘ
シ
突
差

ノ
間

コ

も

も

も

も

う

カ

で

二
線

路

二
逡

入

シ
、

既

二
注
意

汽

笛

ヲ
以

テ
危
険

ヲ
妨

止

ス

ル

ニ
由

ナ

キ
場
合

二
於

テ

モ
、

等

シ

ク
此

汽

笛

ヲ
鳴

ラ

ス

コ
ト

ヲ
要

ス

ル

モ

ノ

ニ
非

ズ
。

從

テ
、

上
叙

ノ
場
合

二
於

テ
、

汽

笛

ヲ
鳴

ラ

サ

ザ

ル

モ
過

失

ア

リ

ト
爲

ス

コ
ト

ヲ
得

ザ

ル

モ
ノ

ト

ス
」
。

D

そ

の

他

一
般

的

に

へ

り

㎝

機
關
手
は
、
信
號
に
服
從
す
べ
く
、
殊
に
停
車
瘍
構
内
に
進
入
す
る
に
當

つ
て
は
瘍
内
信
號
機
に
注
意
し
、

こ
れ
に
從
ふ
義
務
が
あ
る
o
I

〔
二
三
〕
大
判
昭
和
二
・
=

丁
二
四
刑
三
同
年
(
れ
)
一
四
二

一
號

-集

六
巷

五

八
〇

頁

、
新

聞

「二

八

一
三
號

一
〇

頁

場
内

信
號
機

に
注
意
信
號

の
現
示
せ
る
に
か
か

は
ら
ず
、

こ
れ
が
注
頑
を
怠

つ
て

進
行
を
綴
績

し
た
た

め
、

韓
轍
器
を
割
出
し
た

事
案

に

っ



き
ー「

荷
ク

モ
機
關

手
ガ
列
車

ヲ
運
転

シ
テ
停
車
揚
構
内

昌
進
入

セ
ン
ト
ス
ル

ニ
當
り
、
其
ノ
揚
内
信
號
機

二
注
意

信
號
ノ
現
示

ア
リ
タ

ル
ト
キ

ハ
、

機
關

手

ハ
、
其

ノ
操
縦

ス
ル
列
車

ガ
所
謂
通
過
列
車
ナ

ル
ト
否
ト
ヲ
問

ハ
ズ
、

必
ズ
ヤ
其

ノ
操
縫

二
關

シ
速
度

ヲ
調
節

シ
、

其

ノ
他
事
散

ノ
登

生

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ル
ニ
ッ
キ
深
甚

ノ
注
意

ヲ
施

シ
停
車
揚
構
内

二
進

入

ス
ベ
キ

ハ
勿
論

、

特
溺

ノ
信
號
ナ
キ
限
り
、
衣

ノ
信
號
機

ノ
在

ル
箇
所

又

ハ
普
通
停
車

ス
ペ
キ
位
置

二
於

テ
該
列
車

ヲ
停
止

セ
シ
メ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ナ

ル
コ
ト
、

蓮
輔

取
扱
心
得
第
百
四
十
七
條

ノ
解
程

上
疑

ヲ
容

レ
ザ

ル
所

ナ
リ
。
從

テ
、
機
關
手

二
於

テ
叙
上
列
車

ノ
運
転

方
法

ヲ
誤
り
、
因

テ
事
散

ヲ
惹
起

セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

其

ノ
結
果

昌
封

シ
テ
過
失

ノ
害
ハ
ヲ
免

レ
ザ

ル
モ
ノ
ト

ス
。
」

へ

ぬ

マ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

へ

ぬ

ω

ま
カ
、
軌
道
そ
の
も
の
の
状
態
に
竜
注
意
す
べ
く
、
場
合

に
よ
つ
て
は
、
操
車
係
ま
泥
は
車
掌

の
合
圖
に
從

つ
て
運
転

し
虎
と
き
で
も
、

こ
の
義
務
は
菟
除
さ
れ
な

い
。
す
な
は
ち
ー

も

り

ぬ

む

リ

へ

ぬ

ぬ

り

つ

(
イ
)

騨
構
内
に
て
貨
車
引
込
作
業
を
な
す
に
當
め
、
た
と

ひ
操
車
係
の
合
圖
あ

る
も
、
み
つ
か
ら

ポ
イ
ン
ト
の

正
位
な
う
や
否
や
を
確
め
る
義
務
が
あ
る
。
ー

〔
二
四
〕
大
判
大
正

一
二
・
三
・
冒
二

刑
三
同
年
(
れ
)
一
二
五
號

集

二
巻

二
八
七
頁

、
新
聞

二

一
三

八
號

」

九
頁

、
判
民

二
三
事
件
(
亭
野
)

騨
構
内

に
て
貨
車
引
込
作
業
に
從

事
し
、

機
關
車

の
前
部
に
貨
車
四
十

五
輌

を
蓮
結
し
た
列
車

を
逆
行

中
、

ポ
イ

ン
ト
の
反

位
な
り
し
た

め
急

停
車

の
虎

置
を
と
り
し
も
及
ば
ず
他
線
上

の
貨
車

に
衝
突

せ
し

め
た
も

の
で
あ

る
。
な
ほ
、
右
ポ
イ

ン
ト
の
反
位
は
、

約
八
百
二
十

三
灰
前

の
地

貼
か
ら
認

め
う
べ
か
り
し
に
か

、
は
ら
ず
、
注
意

し
な
か

つ
た
。
ー

「
凡

ソ

一
定

ノ
業
務

二
從
亭

ス
ル
者

ハ
、
其

ノ
業
務

ノ
性
質

二
照

シ
、
危
害

ヲ
防

止

ス
ル
爲
實
験
法
則
上
必
要
ナ

ル

一
切

ノ

注
意

ヲ
爲

ス
ペ
キ

義

務

ヲ
負
指

ス
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、
法
令
上
明
丈

ナ
キ
場
合

卜
雅
、
此

ノ
義
務

ヲ
免

ル
ベ
キ
モ
ノ

ニ
非

ズ
。

而
シ
テ
機
闘
手

ハ
、
所
論

規
程

(
汽
車

剣
例
に
現
れ
　た

る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

・

(
第
五
{巷

第

二
號

一
一
三
)

二
五



剣

例
に
.現
れ
た
る
餓
道

及
び
電
鐵
交
通
嵐
五
臥

(
舟
橋

)

(第

五
巻

〃第

二
號

一
一
四

)

二
六

從
業
員

服
務
規

程
第

三
十
九
條
並
列
車
運
転

及
信
號
取
扱

心
得
第

三
十
條

)

二
依
り
、

操
車
係

ノ
合
圖

ア
ル

昌
非
ザ

レ
ハ
機
關
車

ヲ
運
転

ス
ル
ヲ

得
ザ

ル
モ
、
其

ノ
合
圖

二
從

ヒ
タ

レ
バ

ト
テ
、
自

ラ
前
面

ヲ
注
競

シ
危
険

ヲ
防

避

ス
ル

ニ
必
要
ナ

ル
注
意
義
務

ヲ
霊

サ
ザ

ル
以
上

ハ
、

自

ラ
過

失

ノ
責

任
ヲ
免

ル

ペ
キ

モ
ノ

ニ
非

ズ
。
」

ら

ぬ

ゐ

へ

ら

(
ロ
)

事

故
発
生

後

は
特

に
高
度

の
注
意

義

務
を
要

求

さ
れ

る
か
ら

、
π

と

ひ
車

掌

の
合

圖

あ

る
も

、
み

つ

か
ら

轄

轍
器

の
状

態

を
調
査

す

る
を
要
す

。

〔
ニ
ヨ
〕
大
判
昭
和
二
・
一
二
・
二
四
刑
三
同
年
(
れ
)
一
四
二

一
號
(前
出
二
留■)i
ー

機
關
手
が
注
意
信
號
を
無
視
し
た
た
め
韓
轍
器
を
割
出
し
た
る
と
こ
ろ
、
車
掌
の
現
示
し
た
信
號
に
基
い
て
退
行
運
転
を
し
た
の
で
、
脱
線
事

散
を
生

ぜ
し
め
た
事
案
に

つ
き
ー

「
運
転
取
扱
心
得
第
四
十

一
條

ニ
ハ
、
所
論

ノ
如
ク
、
列
車
ガ
停
車
揚

昌
到
著

ノ
際
停
車
位
置

ヲ
誤

リ
タ

ル
ト
キ

ハ
機
關
手

ハ
車
掌

ノ
指

示
ヲ
待

チ

テ
進
退

ス
ベ
シ
,
此
ノ
場
合
其

ノ
前
進

二
在

リ
テ

ハ
後
部
車
掌

、
退
行

二
在

リ
テ

ハ
前
部
車
掌

(
前
部
車
掌
乗
務

セ
ザ

ル
ト
キ

ハ
後

部
車

掌
)
二

於

テ
入
換
手
信
號

ヲ
現
示

ス
ペ
シ
ト
規
定

シ
在

リ
テ
、
機
關
手

ハ
車
掌

ノ
指

示

二
基

キ
列
車

ノ
逡
退

ヲ
爲

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

其

ノ
蓮
縛

昌
關

シ
何

等

ノ
過
失
ナ

キ
モ
ノ
ノ
如
ク
見

ユ
ル
モ
、
右

ハ
列
車

ガ
停
車
揚

昌
到
著

シ
タ

ル
際

、

軍

二
停
車
位
置

ヲ
誤

リ
タ

ル
場
合

昌
於

ケ
ル
通
常

ノ
蓮
聴
方

も

も

も

も

で

も

も

ぬ

も

も

も

ぬ

カ

法

ヲ
規
定

シ
タ

ル

昌
過

ギ
ズ

シ
テ
、
本
件

ノ
如
ク
既

昌
危
険
…事
散

ヲ
生
ジ

タ
ル
場
合

昌
在

リ
テ

ハ
、

該
規
定

二
基

キ
蓮
鯨
四ヲ
爲

シ
タ

ル
ノ
散

ヲ
以

テ
、
機
關
手

ト
シ
テ
完

全

二
其

ノ
職
責

ヲ
霊

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得

ズ
。
蓋

シ
、

機
關

手

ト
シ
テ
列
車

二
乗
務

ス
ル
者

ハ
、
其

ノ
操
縦
運
転

二

關

シ
生

ズ
ル

コ
ト
ア
ル
ベ
キ
危
険

事
散

ノ
発
生

ヲ
未
然

昌
防
止

ス

ル
昌
付
、

細
心

ノ
注
意

ヲ
爲

サ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル
ト
同
時

二
、
荷

モ

一
旦
事
散

ヲ
惹
起

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
之

二
封

ス
ル
磨
急

ノ
塵
置
ヲ
爲

ス
ニ
付
敏
速
果
噺

細
心
ヲ
旨

ト
シ
、

萬
遣
漏
ナ
キ

ヲ
期

セ
ザ

ル
ベ
ヵ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト
、
其

ノ
職
務

ノ
性
質

二
鑑

ミ
條

理
上
當
然
ナ

ル
ガ
散

二
、

原
判
決
認
定
第

一
事
實

ノ
如

キ
危
険

事
散

ヲ
惹
起

シ
タ

ル
場
合
、
乗
務
機

關
手

タ



ル

モ
ノ

ハ
直

二
融
騨
員

ト
打

合

ヲ
爲

シ
、

事
故

ノ
復

蕉
閃並

汽
車

往
」來

ノ

安

全

二
關

シ

機

宜

ノ
虚
}置

ヲ
講

ズ

ペ

キ

モ
ノ

昌

シ
テ

、
若

シ
事

故

ヲ
生

ジ

タ

ル
ノ
散

ヲ

以

テ
周

章

ノ
盤

前
叙

機

宜

ノ
塵

置

ヲ
執

ラ

ズ
、
輔

轍

器

ノ
状
態

ヲ

モ
調
査

ス

ル

コ
ト
ナ

ク

退

行
運
転

ヲ
開

始

ス
ル

ガ
如

キ

ハ
、

機

關

手

ト

シ

テ

ノ
撒粟
務

上

ノ
注

意

義

務

ヲ
怠

リ

タ

ル

モ

ノ

ト
言

ハ
ザ

ル

ペ

カ

ラ
ザ

ル

ヲ
以

テ
ナ

リ

。
」

カ

へ

う

も

り

う

ぬ

へ

ぬ

も

ヘ

へ

ゐ

ぬ

も

ヘ

マ

(
、ノ
)

し
か
し
、

一
般
的
に
列
車
進
行
中
、
轄
轍
手
の
現
示
し
虎
無
難
信
號
を
信
頼
し
、
み
つ
か
ら
轄
轍
の
状
態

を
見
極
は
め
ぎ
る
竜
、
機
關
手
の
過
失
と
は
な
ら
な

い
。
i

〔
脚=
(
〕
大
判
昭
和
二
・六
・
二
九
刑
三
大
正

一
五
(
れ
)
七
號

、新
聞

二
七

二
〇
舞

'八
頁
及
び

九
頁

昌

「
右
事
散
ノ
発
生

ハ
、
該
分
岐
貼

二
勤
務

ス
ル
韓
轍

手

二
於

テ
其
職
務

上

ノ
義

務

二
違
背

シ
、

豫

メ
韓
轍
器

ノ
転
換

ヲ
爲

ス
ベ

キ
コ
ト
ヲ
遺
忘

シ

ナ
ガ
ラ
、
該
列
車
運
転

ノ
際

二
至

リ
韓
轍

ノ
完
全

二
行

ハ
レ
タ

ル
モ
ノ

ト
誤
信

シ
、

進
行

シ
來

レ
ル
本
件
貨

物
列
車

昌
封

シ
緑
色
旗

ヲ
示

シ
テ
無

難
信
號

ヲ
爲

シ
、
被
告
爲
吉

ハ
該
貨
物
列
車

ノ
機

關
手
ト
シ
テ
其

ノ
無
難
信
號

ヲ
確
認

シ
タ

ル
昌
基
因

ス
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、

過
失

ノ
責

ハ
畢

リ
韓

轍

手

二
蹄

セ
シ
ム
ペ
ク
、
被
告
機
關

手

二
之

レ
ナ
キ

モ
ノ
ト
認
メ
ザ

ル
ヲ
得

ズ
」
。

む

　

む

む

む

第

二

電
車
運
転

手
の
過
失

電
車
の
運
転

は
、
列
車

の
運
転

と
異
つ
て
、
そ
の
速
力

の
調
節
が
比
較
的
に
自
由
で
あ
る
か
ら
、
列
車
機
關
手
と

別
個
に
取
扱
ふ
を
適
當
と
す
る
。
而
し
て
、
電
車
の
運
轄

に
つ
い
て
も
、
專
用
軌
道
上
を
進
行
す
る
場

合
と
、
街
路

併
用
軌
道
上
を
進
行
す
る
場
合
と
で
は
、
公
衆
自
身

の
態
度
や
電
車

の
構
造
速
力
な
ど

の
異

る
の
が
常
で
あ
る
。
前

者
は
、
鐵
道
機
關
手
の
場
合
に
近
似
す
る
。

な
ほ
、
電
車
運
転

手
に
關
し
て
も
、
鐵
道
機
關
手
に

つ
い
て
と
同
様

、
運
転

時
間
嚴
守
義
務

は
、
災
害
防
止
義
務

剣
例
に
現
れ
た

る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(第

五
巻

第

二
號

一
一
五
)

二
七

パ



判
例
に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
餓
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

一
一
六
)

二
八

に
從
属
す
べ
き
も
の
と
言
明
さ
れ
る
。
1

〔
二
七
)
大
判
大
正

=
一マ
九
・
】
一
刑

二
同
年
(
れ
)
一
二
七
三
號
(後
出
竃
五
)
1

「
交
通
機
關

ト
シ
テ
ノ
電
車

ノ
機
能

ノ
襲
揮

ハ
、
電
車
從
業
者

ノ
業
務

上
ノ
義
務

ノ
蓮
守

ト
相
侯

ツ
ペ
キ

モ
ノ
ナ

レ
バ
、

其

ノ
義
務

ノ
蓮
守

ヲ

以
テ
電
車

公
許
ノ
目
的

邑
反

ス
ト
爲

ス
ハ
當
ラ
ズ

ト
云
フ
ペ
シ
」
。

〔
二
八
〕
大

判

昭

和

四

・
七

・
六

刑

三
同

年

(
れ
)
五

九

三

號

(
後
出
四
穴
)

ー
1

「
電
車
運
転

手

ハ
電
車

ノ
操
縦

二
随
俘

ス
ル
危
害

ノ
発
生

ヲ
未
然

こ
防
止

ス
ル
爲
、
周
到

ナ
ル
注
意

ヲ
爲

ス
ノ
義
務

ア

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
危
害
防

止
ノ
凪爲
必
要

ナ
ル
限
、

所
定

ノ
蓮
晶特
時
間

二
拘
束

セ
ラ

ル
ル

コ
ト
ナ
ク
、
徐
行
停
宙
†其

ノ
他
適
當

ノ
方
法

ヲ
講

ズ
ペ
キ
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
之
ガ
爪篇

二

蓮
藪
…時
間

ヲ
い遵
守

ス
ル

コ
ト
能

ハ
ザ

ル
ノ
結
果

ヲ
生

ズ
レ
バ

ト
テ
、

・叙
上

ノ
注
意
義

務

ヲ
免
除

ス
ル
ノ
理
由

ト
ナ
ラ
ザ

ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
電
宙
丁
從

業
者
ガ
其

ノ
業

務
上

ノ
注
意
義

務

ヲ
烙
守

ス
ル

コ
ト

ハ
電
車

交
通

ノ
完

全
ナ
ル
登
達

ヲ
期

セ
ン
ガ
爲

ノ

一
要
件

タ
ル
ハ
疑

ヒ
ナ
キ

所

ナ
リ

ト
ス
」
o

〔
二
九
〕
大
判
昭
和
五
・
六
・
二
八
刑
三
同
年
(
れ
)
七

二
二
號
(後
出
国昌
六
)

i

「
行
政
法
規
又

ハ
所
厨
会
社

ノ
規
定

ヲ
蓮
守

ス
ル
ノ
ミ

昌
テ
電
車
運
転

手

ノ
注
意
義
務

ヲ
霊

シ
タ
リ

ト
謂

フ
能

ハ
ザ

ル

コ
ト
、
第

一
鮎

二
設
明

セ

ル
如

ク
ナ

レ
パ
、
縦

令
本

件
電
車
線
路

ハ
專
用
軌

道

ニ
シ
テ
、
伊

勢
電
氣
株
式
会
社

二
於

テ
ハ
磯
山
鼓

ケ
浦
爾
騨
問

ノ
運
転

時
間
ヲ
三
分

ト
定

メ
、

所
轄
官
鷹

ノ
許
可

ヲ
受

ケ
、

一
定
ノ
運
転

時
間
表

二
依
リ
電
車

ヲ
運
転

ス
ベ
キ
旨
蓮
輔

手

二
命

ジ
ア

ル
ガ
散

二
、
運
転

手

ハ
之

ヲ
嚴
守

ス
ベ
キ
義

務

ア
ル

ニ
セ
ヨ
、
電
車
運
転

手
ノ
職
務

ハ
頗

ル
重
大

ニ
シ
テ
、

人

ノ
生
命
財
産

二
封

シ
危
険

ノ
處

ナ
キ
様
深
甚

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ペ
キ
義
務

ア
ル
、コ

ト
敢

テ
多
言

ヲ
要

セ
ザ

レ
バ
、

時
機

二
依
り
緩

速
度

若
ク

ハ
急
停
車

ノ
措
置

二
田
デ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル

ハ
勿
論

昌
シ
テ
、
運
転

時
刻

ノ
逞
延

ハ
以

テ
電
車
運
転

手
ノ
注
意
義
務

ヲ
免
屍

ス
ル
事
由

ト
爲

ス
ニ
足

ラ
ズ
」。

〔冒
一〇
〕
大
判
昭
和
九
・
一
〇
・
四
刑
二
同
年
(
れ
)
九

一
四
號
(後
出
三
八
)
1



「高
速
度
交
通
機
關
ノ
運
転
時
間
ノ
短
縮
ハ
時
代
ノ
要
求
ナ
リ
ト
錐
、

其
ノ
是
レ
有
ル
ノ
散
ヲ
以
テ
人
命
ヲ
輕
ン
ズ
ペ
ヵ
ラ
ザ
ル
ハ
言
ヲ
倹
タ
ザ

ル
所
ナ
リ
。
」

そ
の
他
、
幽昌
二
、
竃
七
に
も
同
趣
旨
を
言
明
す
。

一

專
用

軌
道

進
行

の
場
合

こ
れ

も

、

一
般
線

路
上

進

行

の
場

合

、
踏

切
蓮

過

の
場
合

、
磯
着

の
際

、
な

ど

で
趣

を
異

に

す

る
。

A

一
般
線
路

上

に

必

い
て

こ
れ

も
、
線
路

上
凌

控

は
そ

の
附
近

に
在

る
者

の

い
か

ん
に

よ

つ
て
場
合

を
分

つ
べ
き

で
あ

ら

う
。

①

一
般

に

前
方
線

路
上

乃
至

そ

の
附
近

に
通

行
人

あ

る
場

合

こ
の
場
合

に

つ

い
て

の
近
時

の
大
審

院
判
例

は
見

當
ら

な

い
が

、

鐵

道
機

關

手

の
場
合

を

類

推

す
べ

き

で
あ
ら

う
。
け
だ

し

、
電
車
運
転

手

は
鐵
道
機

關

手
に

比
し

て

ヨ
リ
輕

き
危

害
防

止
義

務

を
負

ふ
べ

し

と

す

る
理
由
が

な

い

か
ら

で
あ

る
。

も

へ

ω

前
方
線
路
上
に
幼
見
あ

る
場
合

幼
見
は
π
と
ひ

一
旦
立
去
つ
て
も
、
ふ
た
た
び
引
返
し
て
線
路
内

に
立
入
る
處
れ
が
あ

る
か
ら
、
前
方
線
路
上
に

幼
見
を
磯
見
し
π
と
き
は
、
「
絶

エ
ズ
該
幼
見

ノ
行
動

二
注
意

シ
、

警
鈴
ヲ
鳴
ラ

シ
テ
警
告
ヲ
與

フ
ル

ハ
勿
論

、

緩

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
這
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
一
七
)

二
九



剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
遺
及
び
電
鐵
交
通
事
数

(
舟
橋
)

(
第

五
巷

第

二
號

一
一
八
)

三
〇

急

二
鷹

ジ
テ
随
時
停
車

シ
得

ベ
キ
状
態

二
於

テ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ベ
キ
義
務
L
が
あ

る
。
-1

〔留
=
〕
大
判
大
正

一
四
・
六
・九
刑
六
同
年
(
れ
)五
九
三
號
(集
四
春

三
八
五
頁

、
新
聞

二
四

三
二
號

一
四
頁

京
王
電
氣
軌
道

ノ
事
件
。
i

「
三
歳
前
後

ノ
幼
見

ハ
、
電
車

ノ
危
険

二
封

ス
ル
理
解
力

二
乏

シ
ク
、
何
等
顧
慮

ス
ル
所
ナ

ク
軌

道

二
停
立
若
ク

ハ
嬉
戯

シ
t
叉

ハ
軌
道

ヲ
歩
行

ス
ル
コ
ト
ア
リ
、

一
旦
軌

道

ヲ
立
去

ル
モ
、
電
車

ノ
進
行

昌
介
意

セ
ズ
突
如

ト
シ
テ
再

ビ
引
返

シ
軌

道

昌
立

入

ル
コ
ト
ア
ル
ガ
如

キ

ハ
、

稀
有

ノ

事
例

二
非

ズ
。
從

テ
、
電
車
運
転

手

ガ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ル

ニ
當
リ
テ

ハ
、

常

二
進
路

ノ
前
方

ヲ
警
戒

シ
危
険

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ベ
キ
周
到
ナ

ル
注

意

ヲ
要

ス
ル

ハ
、
其

ノ
業
務
上

ノ
義
務

ナ

ル
ヲ
以

テ
、

若

シ
㎜前
示

ノ
如

キ
幼

見
ガ
鮒早
身
其

ノ
W退
路
前
方

ノ
軌

道

昌
侍
立

シ
若

ク
ハ
赫俳
徊

ス
ル
ヲ
認

知

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
其

ノ
幼
兇
ガ

一
旦
軌
道

ヲ
立
去

ル
モ
、
再
ビ
引
返

シ
軌
道

二
立
入

ル
處
ア
ル

コ
ト

ハ
當
然
察
知

シ
得

ペ
キ

事
態

二
麗

ス
ル
ヲ

以

テ
、
絶

エ
ズ
該

幼
晃

ノ
行
動

二
注
意

シ
、

警
鈴

ヲ
鳴

ラ

シ
テ
警
告

ヲ
與

フ
ル

ハ
勿
論

、
緩
急

二
磨
ジ

テ
随
時
停
車

シ
得

ペ
キ
状
態

二
於

テ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ペ
キ
義
務

ア
ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ズ
。
」

「
故

二
、
被
告
人

ガ
判

示
電
氣
軌
道
株
式
會

杜

ノ
運
転

手

ト
シ
テ
電
車

ヲ
運
転

中
、
其

ノ
進
路
前
方

ノ
軌
道

二
軍
身
停
立

シ
タ

ル
當
時

三
歳
ナ

ル

矢
野
原
某
女
ガ

一
旦
軌

道

ヨ
リ
立
去

リ
タ
ル
ヲ
目
撃

シ
タ

ル

溝
拘

ラ
ズ
、

再

ビ
軌
道

二
引
返

ス
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ

シ
ト
輕
信

シ
、
判
示

ノ
如

ク
危
害

豫
防

二
必
要
ナ

ル
塵
置

ヲ
執

ル

コ
ト
ナ
ク
、
却

テ
剣
示
速
力

(
時
速

八
哩
)
二
復

シ
テ
逡
行

シ
、
突

然
右
矢
野
原
某

女
ガ
電
車
前
方
約

二
間

ノ
地
鮎

二
於

テ
踵

ヲ
返

シ
テ
軌

道

二
向

ヒ
歩
行

シ
來

リ
タ

ル
爲
、
急
停
車

ノ
手

段
ヲ
執

リ
タ
ル
モ
時

既

二
遅

ク
、

逢

二
矢
野

原
某
女

ヲ
シ
テ
車
饅

二
鵤

レ

シ
メ
礫
傷

ノ
結
果
死

二
致

シ
タ

ル
、
被
告
人

ノ
業
務
上
必
要
ナ

ル
注
意

ヲ
怠

リ
タ
ル

ニ
基
因

ス
ル

コ
ト
疑
ヲ
容

レ
ズ
」
。

ら

へ

ら

ぬ

も

㈲

前
方
線
路
上
に
工
夫
人
夫
な
ど
の
線
路
從
業
員
あ
る
場
合

は
じ

め
、
判
例
は
、
前
方
反
対

線
路
上
を
電
車
と
同

一
方
向
に
向

つ
て
歩

い
て
ゐ
π
電
路
工
夫
が
進
路
に
立
入
つ



て
…礫
殺
さ
れ
た
事
件
に

つ
き
、
か
か
る
場
合

、
電
車
に
氣
付
か
ず
し
て
進
路
だ

る
線
路
上
に
立
入

つ
て
く

る
處
れ
が
、

あ
る
か
ら
、
二
一二
回
警
笛
を
鳴
ら

し
て
も
電
車
の
進
行
を
畳
知
し
禿
様
子
な
き
と

き

は
、
「
非
常
警
笛
ヲ
連
続

吹
鳴

へ

ゐ

へ

つ

ス
ル

ハ
勿
論
、
豫
メ
何
時

一ご
グ
モ
急
停
車
ヲ
爲

シ
得

ペ
キ
程
度

ノ
徐
行
ヲ
爲

シ
、叉

ハ
一
時
停
車
、
其

ノ
他
危
険

ヲ
豫

あ

ヘ

へ

ゐ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

防

ス
ペ
キ
臨
機

ノ
手
段

ヲ
講

ズ

ー7
等
」
、
「
普
通
人

二
封

ス
ル
ト
」
同
様

の

「
周
到
」
な
る
注
意
を
必
要
と
す
る
も
の

と
な
し
た
。
i

〔
三
二
〕
大

判

昭

和

二
・
一
二

・
二

二
刑

一、一同

年

(
れ

)
一
五

二
五

號

集

六

巻

五

四

一
頁

、
新

聞

、

'二

八
〇

六

號

一

一
頁

し

京

王
電
氣
軌
道

の
事
件
。
1

ー

「
渦
失
致
傷
罪

二
於

テ

ハ
、
假
リ

ニ
被
害
者

二
多
少

ノ
過
失

ア
リ

ト
ス
ル
モ
、
被
告
人

二
於

テ

注
意
義
務

ヲ
怠

リ
タ
ル
ト
キ

ハ
其

ノ
責
任

ノ
穆

度

二
於

テ
之

ヲ
斜

酌

ス
ル

ニ
止

マ
リ
、
其

ノ
是

レ
ア
ル
ガ
散

二
被
告
人

二
過

失
ノ
責

無

シ
ト
云

フ
ヲ
得
ザ

ル
ナ
リ
。

本
件
被
害
者

ハ
電
路
工
夫

ト

シ
テ
電
路
工
事
監
督

ノ
職
務
途
行
申
ナ
リ

シ
ト
ス
ル
モ
、

是

ガ
爲

二
、
被
告
人

ノ
蓮
憩
…手
ト
シ
テ
ノ
注
意
鵡義
務

ヲ
輕
減

ス
ル
ノ
理
由

ナ
ク
、
嵩吊
昌

最
善

ノ
注
意

ヲ
要

ス
ペ
キ

ハ
、
普
通
人

二
封

ス
ル
ト
異

ナ

ル
所

ナ
ク
、
其

ノ
注
意
義

務

ヲ
働

行

シ
タ

ル
ガ
爲

交
通

二
多
少
ノ
障
害

ア

ル
ト
ス
ル
モ

人
盟
生
命

ノ
貴
重
ナ

ル
ハ
之

二
換

フ
ペ
カ
ラ
ザ

ル

ハ
勿
論

ナ
9

ト
ス
。
」

「
凡

ソ
電
車
蓮
憩
…ノ
匙莱
務

二
從
事

ス
ル
者

ハ
、
斯

ノ
如

キ
一易
合

二
於

テ
、

假

令
反
対

軌
道
内
歩
行
者
ガ
電
路

工
夫

ナ
リ

ト
錐
或
…
ハ
嶺魁
車

ノ
U進
行
門

昌
氣
付

カ
ザ
ル

コ
ト
ア
ル
ベ
ク
、
從

テ
進
行
電
車
軌
道
内

二
立
入

ル

コ
ト
モ
ア

ル
ペ
ク
、
而

シ
テ
被
告
人

二
於

テ

ハ
被
害
者
ガ

一
回

モ
後
方

昌
注

意

セ
ル
態
度

ヲ
探
リ

タ
ル

コ
ト
ナ
キ
ヲ
知

リ
居

ル
際
ナ

レ
バ
、

豫

メ
危
害

ノ
壷
生

ヲ
顧
慮

シ
、
非
常
警
笛

ヲ
連
続

吹
鳴

ス
ル
ハ
勿
論

、
豫

メ
何
時

6

昌
テ

モ
急
停
車

ヲ
爲

シ
得

ベ
キ
程
度

ノ
徐

行

ヲ
爲

シ
、
又

ハ

一
時
停
車
、
其

ノ
他
危
険

ヲ
豫
防

ス
ペ
キ
臨
機

ノ
手
段

ヲ
講

ズ
ル
等
.

之
ガ
操
車
方

剣
例
に
現
れ
た
る
遣
鐵
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

二

九
)

三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
毒
散

(
舟
橋
)

(第
五
巷

第
二
號

一
二
〇
)

三
二

法
二
付
周
到
ノ
注
意
ヲ
爲
ス
ハ
、
電
車
運
転
手
ト
シ
テ
業
務
上
富
然
ノ
義
務
ナ
ル
」
も
の
と
す
。

そ

の
後

、
線
路

上

の
從
業
員

に
対
す

る
運
轄

手

の
危
害

防

止
義

務

は
や
や
緩

和

せ
ら

れ

た
も

の

の
ご
と
く

、
軍

に

一
回
警

笛

を
鳴

ら

し

て
も
、

從
業
員

が
電

車

の
進
行

を
畳
知

し
泥

こ
と
が

明

か

で
な

い
か
ぎ

り
、

「
更

二
警

笛

ヲ
吹

へ

ら

も

マ

ゐ

カ

も

ヘ

へ

も

ら

へ

ぬ

ゐ

ゐ

ヘ

ヘ

カ

鳴

シ
テ
注
意

ヲ
促

ス
ト
共

二
速
力

ヲ
調
節

シ
人
夫
等

ヲ

シ
テ
逃
避

ス
・ル
ノ
機
會

ヲ
得

セ
シ
メ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
し
、

從
業
員
の
逃
避
を
豫
期
し
て
差
支

へ
な
く
、
急
停
車
の
措
置
ま

で
竜
講
ず

る
要
な
き

こ
と
を
間
接
に
示
し
泥
。
本
件

は
、
会
社

内

の
達
示
に
、

「
工
夫
叉

ハ
人
夫
等
ガ
軌
道
上

ニ
プ
作
業

ス
ル
場
合

ト
錐
、
其

ノ
手
前

二
注
意
叉

ハ
危
険

ノ
信
號
掲
示

セ
ラ

レ
居

ル
ニ
非
ザ

レ
バ
、
運
転

手

ハ
何
等
速
力

ヲ
輕
減
叉

ハ
停
止

ス
ル
ノ
要
ナ
ク
、
作
業
者

二
於

プ

適
宜

ノ
時
機

二
逃
避

ス
ペ
キ
旨
」
規
定
さ
れ
虎
場
合

に
關
す
る
が
、
か
か
る
達
示
な
く
と
も
、
條
理
上
同
様
に
解
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
1

〔唄三
昌
〕
大
判
昭
和
五
・
三
・五
刑
三
昭
和
四
(
れ
)
一
六

一
三
號

新
聞

三

一
二

』
ハ
號

一
二
百
ハ

大
阪
電
氣
軌

道

の
事
件
。

「
貨
物
電
車

ヲ
運
転

シ
時
速
約
四
十
哩
ヲ
以
テ
直
線
軌

道

ヲ
進

行
中
、
前
方
約

二
千
尺

ノ
軌
道

上

二
、

人
夫
上
田
昔

吉
ガ
後
向

ノ
萎
勢

昌
テ
外

数
名

ト
共

昌
線
路
均

シ
作
業

二
從
事

シ
居

ル
ヲ
認

メ
、

一
タ
ビ
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ
ル
モ
、

同
会
社

内

ノ
達
示

二
、

工
夫
又

ハ
人
夫
等

ガ
軌

道
上

昌

テ
作

業

ス
ル
場
合

卜
錐
、
其

ノ
手
前

昌
注
意
又

ハ
危
険

ノ
信
號
掲

示
セ
ラ

レ
居

ル

ニ
非
ザ

レ
バ
、

蓮
蒋
手

ハ
何
等
速
力

ヲ
輕
減
又

ハ
停
止

ス
ル
ノ

要

ナ
ク
、
作
業
者

二
於

テ
適
宜

ノ
時
機

昌
遇
避

ス
ペ
キ
旨
規
定

セ
ル
爲
、

被
告
人

ー

た
る
運
転

手
ー

ハ
、
人
夫
等
ガ
電
車

ノ
進
行
ヲ
畳
知

シ



李
素

ノ
如

ク
ニ
百

五
十
尺
内
外
迄
前
進

セ
バ
逃
避

ス
ル
モ
ノ
ト
輕
信

シ
、

前
方
警
戒

ノ
塵
置

ヲ
霊
サ

ズ
、
右
音
吉

ガ
電
車

ノ
進
行

二
氣
付
キ

タ
ル

コ
ト
ヲ
確

認

シ
得

ザ
ル

ニ
拘

ラ
ズ
、

引
績
警
笛

ヲ
吹
鳴

ス

コ
ト
ナ
ク
、
依
然
同

一
高
遠
力

ニ
テ
進
行

シ
タ

ル
虜
、
音
吉

二
於

テ
電
車

ノ
進

行

シ
來

レ
ル
ヲ
畳
知

セ
ル
歌
ナ
キ
爲
周
草

シ
、

僅

二
約
百

八
十
尺
ノ
近
距
離

二
接
近

シ
始

メ
テ
急
停
車

ノ
塵
置

轟
出
デ
タ

ル
モ
時

巳

晶
逞

ク
、

殆
ド
速

力

ヲ
減

ズ
ル

昌
至
ラ
ズ

シ
テ
該
電
車

ヲ
晋
吉

昌
衝
突

セ
シ
メ
、
同
人

ノ
薦
骨
部

ヲ
粉
梓

シ
因

テ
之

ヲ
即
死

セ
シ
メ
タ
」

と

い
ふ
事
案

に

つ
き
ー

「
剣

示
ノ
會
融
内
達
示

昌
從

ヒ
適
宜

ノ
時
機

昌
於

テ
逃
避

ス
ペ
キ
豫
定

ノ
下

二
、
注
意

叉

ハ
危
険

ノ

信
號

ヲ
掲
示

セ
ズ
シ
テ
作

業

二
從
亭
中

ノ
人

夫

二
封

シ
テ

ハ
、
運
転

手

ハ
、
電
車

ノ
通
過

ヲ
告
知

シ
危
害

ヲ
防

止

ス
ル
ニ
適
當

ノ
時
機
方

法
ブ

以
テ

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル

ハ
勿
論

ニ
シ
テ
、

原

判
示
ノ
如

ク
約

二
千
尺

ノ
距
離

昌
於

テ
軍

二
一
回
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ

ル
ノ
ミ

ニ
テ

ハ
、

專

心
其
ノ
作
業

昌
没
頭

セ

ル
人
夫
等

ハ
其

ノ
警
笛

昌
氣
付

カ
ザ

ル

コ
ト
ア

ル
ベ
キ
ガ
散

昌
、

一
面
人
夫
等

ガ
電
車

ノ
進
行

ヲ
鹿
知

シ
タ

ル
ヤ
否

ヤ

ニ
留
意

シ
、
其

ノ
明

ナ
ラ
ザ

ル
限
リ
、

更

二
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
注
意

ヲ
促

ス
ト
共

二
、
速
力

ヲ
調
節

シ
、
入
夫
等

ヲ
シ
テ
遙
避

ス
ル
ノ
機
會

ヲ
得

セ
シ
メ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

是
、
危
険

防
止

ノ
爲

必
要

ノ
塵

置

二
係
リ
、
被
告

人
ガ
此
ノ
塵
置

二
出
デ
ザ
リ

シ
バ
、
其

ノ
業
務

上

ノ
注
意
義
務

ヲ
怠
リ

タ
ル
者

ニ
シ
テ
、

其

ノ
結
果
人

ヲ
死

二
致

シ
タ

ル
以
上

業
務
上
過
失
致
死

ノ
罪
責

ヲ
免

ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
。
」

B

踏

切

通

過

に

際

し

て

踏

切

道

過

に

際

し

て

は

、

一
般

線

路

上

通

行

の
場
合

よ

う

も

、

電

車
運
転

手

の

注

意

義

務

が

加

重

さ

れ

る

こ

と

、

い
ふ

ま

で

も

な

い

。

も

ぬ

も

ヤ

リ

へ

①

通
行
人
の
踏
切
接
近
等
の
・
現
實
に
危
害
発
生

の
處
れ
あ
る
・
事
實
を
登
見
す
る
以
前
に
あ
い
て
も

「
電
車
運
転

手

ハ
、
踏
切
番
人

ノ
存
否
、
遮
断
機

・
警
報
機
等

ノ
有
無
、
其

ノ
他
四
園

ノ
状
況
如
何

二
依

り
探

ル
ペ

鋼
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

・一
・二
一
)

三
三



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散
、
(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

ご
號

一
二
,二
)

三
四

キ
操
車
方
法
自

ラ
異

り
、
各
其

ノ
場
合

二
適
鷹

ス
ル
措
置

二
出
デ
、
危
険

ヲ
豫
防

ス
ル
業
務
上

ノ
注
意
義
務
L
が
あ

る

蟷
堰
肺
。
そ

こ
で

ー
こ
の
點

に

つ
い
て
の
判
例

は
全
部
、

番
人

・
遮
断
機

・
警
報
機
等

の
踏
切
安
全

設

備
を
欠
く
場
合

に
關
す
る
の
で
あ
る
か
ら

ー

「
四
園

ノ
状
況
」
の
特
殊
性
に
鷹
じ
て
、
運
転

手
の
注
意
義
務

の
程

度
内
容
を
探
ら

う
o

イ

踏
切
安
全
設
備
な
く
、
且

つ
、
踏

切
附
近
が
電
車

よ
り
見
透
し
難
き
場
合

も

へ

り

判
例

は
、
最
初
、
昭
和
五
年
六
月
ま
で
は
、
少
く
と
も
抽
象
理
論
的
に
は
、
か
か
る
場
合

に
、
運
転

手
は
間
断
な

ヘ

へ

ぬ

う

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

へ

む

も

へ

つ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

く
警
笛
を
吹
鳴
し
、
且

つ
危
険
発
生

の
處
れ
あ

る
と
き
は
踏
切
到
達
以
前
に
急
停
車
を
な

し
う
る
程
度
に
速
力
を
調

へ節
し
て
、

進
行
す
べ
き
も
の
と
し
、
運
転

手
に
対
し

て
極
め
て
嚴
格
な
る
態
度

を
も

つ
て
臨
ん
だ
.の
で
あ

つ
た
が

三

囚
、

三

霊

及
び
三
六

判
決

昭
和
五
年
九
月
以
來
、

こ
れ
を
や
や
緩
和
し
カ
も

の
の
ご
と
く
、

蓮
行
人
を
現
認

せ
ざ
る
か
ぎ
め

ヘ

へ

警
笛
を
吹
鳴
し
て

一
般
的
に
警
告
を
與
ふ
れ
ば
足
う
る
も
の
と
し
、
踏
切
到
達
以
前
に
急
停
車
を
な
し
う
る
程
度
の
、

徐
行
は
不
必
要
で
あ
つ
て
、
「
會
冠

ノ
定

メ
タ
ル
運
転
時
刻
ヲ
嚴
守

シ
蓮
行
表

二
基
キ
適
當

ナ

ル
運
転

ヲ
爲

シ
タ

ル
」

を
竜

つ
て
足

る
と
な
し
た
(三
七
判
決
)Q

〔口昌
四
〕
大
判
大
正

一
四
二

〇
・
三

刑
一ご
同
年
(
れ
)
二
三

〇
號
(
集
四
巻
六
二
五
頁
、
新
聞

二
四
八
四
號
九
頁

京

王
電
氣
軌
道

の
事
件
。
薗
韓
車
乗

用
踏
切
通
行
人
が
礫
殺
さ
る
。
1



朧

「
電
車
運
転

ノ
業
務

二
從

事

λ
ル
者
又

ハ
自
韓

車
乗
用
者

ハ
、
相

互

二
自
他

ノ
妨
害

ト
爲

ル
ペ
キ
行
爲

ヲ
避
ケ
、

交
通

ノ
圓
滑

ヲ
期

セ
ザ

ル

ペ
カ
ラ
ズ
。
是

レ
人

ノ
生
命
身
體

ノ
安
全

ヲ
保
障

シ
、

交
通

ノ
利

便
ヲ
層
進

ス
ル
所
以

ニ
シ
テ
、
極

メ
テ
緊
要

ノ
事

タ
ル

ハ
多
言

ヲ
要

セ
ザ

ル
所

ナ
リ
。
從

ツ
テ
、

踏

切
街
道

二
於

テ
宙脳
車
軌
道

ヲ
横
臨
開
セ
ン
ト
ス
ル
自
〃韓
車
乗
用
者

ハ
、
臨塚
メ
電
車
ノ
進

行

シ
來

ル
ヤ
否

、
衝
突

ノ
處
ナ
キ
ヤ
否

ヲ
鑑
別

シ
タ
ル
上
、
其

ノ
處
ナ
キ
時
期

ヲ
選
鐸

シ
テ
線

路

二
入

ル

コ
ト
ヲ
要

シ
、

衝
突

ノ
危
険

存

ス
ル
場

合

昌
於

テ

ハ
電
車
線
路

ノ
側

面

昌
停

マ

リ
、
電
車

ノ
通
過

ス
ル
ヲ
待

チ
電
車
線

路

二
立
入

ル

コ
ト
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ

ト
云

ハ
ザ

ル
ヲ
得

ズ
。

蓋

シ
、

一
定

ノ
軌
道

ヲ
有

ス
ル
電
車
ガ
交
通
機

關

ト
シ
テ
公
許

セ
ラ

ル
ル
以
上
、

一
般
公
衆

ハ
其

ノ
進
行

ヲ
妨
害

ス
ル
ノ
行
爲

ヲ
避
止

セ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ザ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

電
車

ノ
操
縦
.進
退

ハ

自
韓
車

ノ
乗
用
者

ノ
動
作

ノ
如

ク
自
由
ナ
ラ
ザ

ル
ヲ
以

テ
、
自
韓

車
乗

用
者

二
於

テ
可
及
的
衝
突

ノ
危
険

ヲ
豫

防
シ
、

電
車

ノ
進
行
ヲ
圓
滑

ナ
ラ

シ

ム
ル

ハ
、
現
時
都
市

ノ
交
通
状
態

二
鑑
ミ
、
事
故
防
止

二
封

ス
ル
交
通
政
策
上

必
要
ナ

ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。

二

「
然

レ
ド
モ
、
電
車

ノ
蓮
繭
π
手
ガ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ル

ニ
當
リ

テ
ハ
、
畳
甲
二
其

ノ
.進
路

ノ
前
方

ヲ
警
戒

シ
、
電
車
・蓮
憩
…
二
關

ス
ル
取
締

規
則
ヲ

運
守

ス
ペ
キ

ハ
勿
論
、
荷

モ
電
車

ノ
運
転

二
俳

ヒ
生

ズ
ル

コ
ト
ア
ル
ペ
キ
危
険

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ル

ニ
付
、

細

心
ノ
注
意

ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要

ス
ル

ハ
、
其

ノ
業
務

上
當

然
ノ
義
務

ナ
ル
ガ
故

二
、
自
韓
車
乗
用
者
ガ
電
車

ノ
進
行

二
介
意

セ
ズ
、

軌

道

ヲ
横
臨
開
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
認

メ
タ
ル
場
合

ニ
ハ

其

ノ
踏
切
箇
所

二
踏

切
番
人

ノ
設
置

ア

ル
ト
否

ト
ヲ
問

ハ
ズ
、
叉
其

ノ
横
断
者

二
過
失

ノ
責

ア

ル
ト
否

ト

ニ
拘

ラ
ズ
、

衝
突

ヲ
避

ク
ル

ニ
必
要
ナ

ル
注
意

ヲ
爲

ス
ノ
義

務

ア
リ
、

臨
機

電
車

ノ
進
行

ヲ
停
止

シ
又

ハ
其

ノ
速
力

ヲ
減
ジ

、
以

テ
危
険

ノ
畿

生
ヲ
豫
防

ス
ペ
キ
適
當

ノ
處
置

ヲ
執

ラ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ズ
。
故

二
、
運
転

手

ニ
シ
テ
此

ノ
業
務

上
ノ
注
意
義
務

ヲ
怠

リ
、

因

テ
人

ヲ
死
傷

二
致

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
被
害
者

二
過
失

ア
ル
場
合

ト

錐
、
刑
法
第

二
百
十

一
條

ノ
罪
責

ヲ
免

ル
ル
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト

ス
。
」

留
一
「
右

原
判
決

ノ
認
定

シ
タ
ル
事
實

二
依

レ
バ
、
本
件

ノ
三
字
橋
踏
切

ハ
、
其

ノ
右
側
約

一
聞

ヲ
距
テ
テ
人
家
存
在

ス
ル
爲
、
約

三
十

尺
ノ
距

離

二
近
接

ス
ル

ニ
非

ザ

レ
バ
、
該
踏
切

ヲ
右
方

ヨ
リ
左
方

二
横
噺

ス
ル
者

ヲ
透
見

ス
ル
能

ハ
ズ
、

然
カ

モ
、
特

二
踏
切
番
人
設
置
ナ
キ
箇
所

ナ

ル

も

も

カ

う

も

ゐ

も

カ

も

ぬ

も

も

も

ら

も

カ

う

も

も

ら

も

も

リ

コ

も

も

へ

も

ガ
散

二
、
同
踏
切

二
於

ケ
ル
危
険

ヲ
未
然

二
防
止

セ
ン
ト
セ
バ
、

前
顯

三
十

尺
ヲ
距

テ
タ
ル
地
鮎

二
近

接

セ
ザ

ル
前

二
於

テ
相
常

ナ
ル
徐

行

(
急

剣
例

に
現
れ

た
る
鐡

道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巷

第

二
號

一
二
三
)

三
五



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電

鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
籠
σ五
巻

籠
甜
二
號
}

一
二
四
)

三
六

ぬ

う

停
車

ノ
塵
置

ヲ
執
リ
衝
突
地
鮎
前

昌
於
テ
停
車

セ
シ
メ
得

ペ
キ
速
度
則
チ
時
速

八
哩
以
下
)

ヲ
爲

シ
ツ
ツ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ベ
キ
注
意
義
務

ア
ル
モ

ノ
ト
云

フ
ペ
シ
。
何

ト
ナ
レ
バ
、
此
ノ
場
合

昌
於

テ
衝
突

二
因
リ
生

ズ

ル

コ
ト
ア

ル
ベ
キ
危
険

ヲ

未
然

二
防
止

セ
ン
ト
セ
バ
、
踏
切

ヨ
リ
三
十
尺

ヲ
距

テ
タ
ル
地
鮎
以
前

二
於

テ
右

ノ
如
ク
徐
行

ヲ
爲

ス
ニ
非
ザ

レ
バ
、
危
険

ヲ
認
識

シ
直

二
之

ヲ
避
ク

ベ
キ
急
停
車

ノ
塵
置

ヲ
執

リ
タ
リ
ト

ス
ル

モ
、
其

ノ
敷

ナ
キ

コ
ト
、
原
判
決

ノ
説
明

二
照

シ
明

ナ
レ
バ
ナ
リ
。

然

ル

ニ
被
告
人

ハ
、
右
踏
切

昌
差
蒐

ル
ヤ
、
漫
然
時
速
約
十

七
哩
ノ
速
度

ヲ

持

シ
テ
電
車

ヲ
運
転

シ
タ
ル
爲
、
其

ノ
踏

切

二
自
韓
車
乗
用
者

ノ
通
行

セ
ル
ヲ
目
撃

シ
、
直

二
急
停
車

ノ
塵

置

ヲ
執

リ
タ

ル
モ
時
既

二
逞

ク
、
本

件
事
故

ヲ
生

ズ

ル
ニ
至

ラ
シ
メ
タ
リ

ト
云
フ

ニ
在

レ
バ
、
被
告
人

昌
業
務

上
過
失
致
死

ノ
罪
責

ア
ル

コ
ト
毫

モ
疑

ヲ
容

レ
ズ
L
。

〔
冒孟

〕
大
判
昭
和
四
・
一
〇
・八
刑
四
同
年
(
れ
)
八
八
四
號

新
聞
三
〇
五
九
魏
一

一
五
頁

阪
紳
急
行
電
鐵

の
事
件
。
電
車
運
転

手

が
時
速
五
十
哩

の
速
力

を
以

て
進
行

し
、
察
故
護
生

の
踏
切
手
前

二
百
蝕
尺
.の
貼

に
差
掛

つ
た
際
、

踏

切

の
軌
道
外
側
十

五
六
尺

の
所

に
あ
る
人
家

の
蔭
か
ら

三
歳

の
幼
女
が
突

然
走

り
田
た

の
で
、

急
遽
停
車

の
塵
置

を
執
り
し

も
及
ば
ず
、

こ
れ
を

礫
殺

し
た
事
件

に

つ
い
て
ー

「
電
車

運
韓

手

ハ
、
其

ノ
操
縦

ス
ル
電
車

ガ
軌
道
踏

切
ヲ
通
過

ス
ル

ニ
際

シ
テ

ハ
、

踏
切
番
人

ノ
存
否
、
遮
噺
機
警
報
機
等

ノ
有
無

、
其

ノ
他

四
園

ノ
歌

況
如

何

二
依
り
、
探

ル
ペ
キ
操

車
方

法
自

ラ
異

ナ
リ
、
各
其

ノ
場
合

品
適
磨

ス
ル
措
置

昌
出
デ
、
危
険

ヲ
豫
防

ス
ル
業
務
上

ノ
注
意
義

務

ア
リ
。
原
判
示

二
依

レ
バ
、
被
告
人

ハ
電
車

ヲ
運
転

シ
芦
屋
川
停
留
所

西
方
約

五
丁
ノ
所

二
在

ル
判
示
九

ノ
坪

踏
切

昌
差
掛
リ

タ
ル
ガ
、

同
所

ハ
、
該
踏
切

ヲ
南

北

昌
貫

通

セ
ル
道

路
ノ
西
側
、
軌
道

ヨ
リ
北
約
十

五
尺
ヲ
距

テ
タ

ル
箇
所

ニ
ハ
人
家
存
在

シ
、
且
右
踏
切

ノ
西
方
約

五
百
九
十

四
尺

ノ
地
鮎
以
西

ニ
ハ
軌

道

ノ
北
方

二
澹
ヒ
松
林

ア

ル
爲
、
通
行
人
ガ
右
家
屋
ノ
南
端

二
現

ハ
レ
且
電
車
ガ
該
松
林

ノ
東
端

二
出
ヅ

ル

昌
非
ザ

レ

セ

る

ら

も

も

り

う

も

も

も

も

セ

も

ぬ

ぬ

も

で

わ

バ
、
該

踏
切

ヲ
横
噺

セ

ン
ト

ス
ル
前
示
遣
路
上
ノ
通
行
人

ヲ
透
観

ス
ル
ヲ
得

ザ

ル
状
態

二
在

リ
、

而

モ
當
時

同
踏
切

昌
ハ
軍

二
電
車

昌
注
意

ス
ペ

キ
旨

ヲ
示

シ
タ
ル
標
桂

ア
リ
タ
ル
ノ
ミ

ニ
テ
、
踏
切
番
人
其

ノ
他
遮
噺

機
警
報
機

ノ
設
備

ナ
カ
リ
シ
ヲ
以

テ
、

同
所

昌
於

ケ
ル
危
険
襲

生

ヲ
未
然

い

カ

も

カ

も

昌
防

止
セ

ン
ト
ス
ル

昌
ハ
、
絶

ヘ
ズ
警
笛

ヲ
吹
鳴

ス
ル

ハ
勿
論
、
前
記
電
車

ガ
時
速
五
十
哩

ノ
速
力

ヲ
以

テ
進
行

ス
ル
ト
キ

ハ
急
停
車

ノ
虜

置
ヲ



執

ル
モ
猜
惰
力

二
因
リ
電
柱
約

六
本
乃
至

八
本
間

(電
柱

ト
電
柱

ノ
間
隔

ハ
百
五
十

尺
位
)
ヲ
進
行

シ
漸
ク
停
車

シ
得

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、

電
車

ガ

つ

も

も

も

も

も

も

カ

も

ぬ

前
記
松
林

ノ
東
端

二
出
デ
ザ

ル
以
前

ヨ
リ
相
當
速
力

ヲ
低
減

シ
、
危
険

襲
生

ノ
處

レ
ア
ル
ト
キ

ハ
直

チ

昌
急
停
車

ノ
虚
置

二
出
デ

以

テ
該
踏
切
到

ぬ

も

ぬ

も

も

つ

も

も

つ

達

以
前

二
其

ノ
操
縫

セ
ル
電
車

ヲ
停
車

セ

シ
メ
得

ル
程
度

ノ
周
到
ナ

ル
注
意

ヲ
須

フ
ペ
キ
業
務

上
ノ
義
務

ア

ル
」

も

の
と
す
。

〔
三
六
〕
大
判
昭
和
五
・六
・
二
八
刑
三
同
年
(
れ
)
七

二
二
號
(新
聞

=
二

七

六
號
七
頁

伊
勢
電
氣
鐵
遣

の
事
件
。

一

「
電
車
蓮
輔
手

ハ
、
行
政
上

ノ
取
締
規

程
叉

ハ
所
圃
會

杜

ノ
規
定

ヲ
蓮
守

シ
タ
ル
ノ
ミ

ニ
依
り
其
義

務
ヲ
鑑

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ヲ
得
ズ
、

ね

も

も

も

も

お

も

う

う

い

も

カ

カ

而

シ
テ
電
車
運
転

手

ガ
電
車

ヲ
操
縦

シ
テ
踏
切
ヲ
通
過

ス
ル

ニ
當
リ

テ

ハ
、
必
要

二
鷹
ジ
警
笛

ヲ
連
続

吹
鳴

ス
ペ
キ

ハ
勿
論
、

何
時

ニ
テ
モ
急

停

ゐ車

ヲ
爲

シ
得

ベ
キ
程
度

ノ
運
転

ヲ
爲

ス
等
、
危
険

ヲ
豫
防

ス
ル

ニ
適
當

ナ
ル
措
置

ヲ
執

ル
ノ
義
務

ア
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、

之

ヲ
怠

ル
ト
キ
ハ
業
務
上

ヤ

も

も

コ

う

も

も

も

過
失

ノ
責

ヲ
免

レ
ザ

ル
モ
ノ
ト

ス
。
原
判
決

二
依

レ
バ
剣
示
…
…
踏
切
南
方

ノ
電
車
線
路
東
側

ハ
人
家

ノ
爲
見
透

シ
得
ザ

ル
場
所

ナ
レ
バ
、

電
車

も

も

ロ

ゆ

ぬ

ら

ぬ

ね

も

も

も

カ

い

も

も

も

も

も

へ

し

ぬ

ロ

し

運
転

手

ト
シ
テ

ハ
間
噺

ナ

ク
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
、
且
時
機

二
依
リ
急
停
車

ヲ
爲

シ
得

ル
程
度

二
速
度

ヲ
逓
減
調
節

シ
テ
緩
急
慮
憂

ノ
手
配

ヲ
爲

シ
、
以

テ
危
険

ヲ
豫
防

ス
ル
爲

深
甚

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ペ
キ
義
務

ア
ル

ニ
拘

ラ
ズ
、

被

告
人

ハ
原
判
示

ノ
如
ク
踏

切

ノ
手
前

八
十

三
問

三
尺

ノ
箇
所

ヨ
リ
三

十

九
問

三
尺

マ
デ

一
回
長
緩
警
笛

ヲ
吹
鳴

ラ
シ
タ
ル
ノ
ミ

ニ
シ
テ
、
問
噺

ナ
ク
警
笛

ヲ
吹
鳴

セ
ズ
、

且

一
時
間
約

二
十
五
哩

ノ
速
力

ニ
テ
疾
走

シ

タ

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
電
車
運
転

手

ト
シ
テ
注
意
義
務

二
背

キ
タ
ル
過
失

ノ
責

ア

ル
ヲ
免

レ
ズ
。

大
正
八
年

八
月

閣
令
第

=

一
號
地
方

鐵
道
運
転

信

號
保
安
規
程
第

二
條
及
第
六
十
七
條

ニ
ハ
、

所
論

ノ
如

ク
、
電
車

ノ
近

ケ

ル
ヲ
往
復
頻
繁

ナ
ル
踏

切
道

二
知

ラ
シ
ム
ル

ニ
長
緩
汽
笛

一
聲

ヲ
要
求

セ

ル
旨

ノ
規
定

ア
リ

ト
錐
、
叙
上
説
明
ノ
如

ク
ナ

ル
ヲ
以

テ
、
之

ノ
ミ

ニ
依

リ
電
車
運
転

手
ノ

義
務

ハ
十
分

二
履

行
サ

レ
タ

ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ベ
カ

ラ
ズ
。
」

二

「
電
車
運
転

手

ハ
踏
切
通
過
者

二
過
失

ア
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
必
ズ
シ
モ
自
己

ノ
注
意
義
務

ヲ
免
脆

ス
ル
モ
ノ

ニ
非

ズ

(
大

正
十
四
年
十
月

二
十

一
日
本
院

判
決
参
照
)。

…
…
被
害
自
動

車
蓮
縛

手
多

田
庄

一
郎

二
於

テ
モ

亦
相
當
注
意

ヲ
用

ビ
ザ
リ

シ

コ
ト
ヲ
認
メ
得

ベ
キ
モ
、

民
事
上
過
失

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第

五
巷

第

二
號

一
二
五
)

三
七



判
例

に
現
れ

た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第

二
號

一
二
六
)

三
八

相
殺

ヲ
爲

ス
ハ
格
別
、
刑
事
上
之

レ
ア
ル
ガ
爲
被
告
人

ノ
注
意
義

務

ヲ
免
脱

セ
シ

ム
ペ
キ

モ
ノ

ニ
非

ズ
。
」

〔
閏昌
七
〕
大
判
昭
和
五
・九
・
二
二
刑
五
同
年
(
れ
)
七
二
〇
號

.新
聞

三

一
七

三

號

五
頁

池
上
電
氣

鐵
道

の
事
件
。
本
件
電
車
運
転

手
は
、
第

一
審

(
東
京
圖
昭
和
四
・
七
・
二
七
刑
・
新
聞
三

一
七

二
號
五
頁

)
で
は
無
罪

と
な

っ
た
が
、
第

二
審

(
東
京
地
昭
和
五
・
四
・
八
刑

五
・
新
聞
同
個
所

)
で
は
罰
金

六
十
圓

の
有
罪
判
決
を
受
け

、
さ
ら
に
、
上
告
審
で
無
罪
と
な

つ
た
も

の
で
あ
る
o

な

ほ
、
本

判
旨

の
末
尾

は
、
電
鐵
会
社

の
民
事
責

任
を
示
唆

す
る
意
味
に

お

い
て
注
.目
す
べ
き
で
あ

る
。

1

「
電
車

ヲ
蓮
輔

ス
ル
者

ハ
、
常
ξ

進
路

ノ
前
方

ヲ
警
戒

シ
、
衝
突
其

ノ
他
危
険

事
故

ノ
登

生
ヲ
未
然

二
防
止

ス
ル

ニ
ッ
キ

周
到

ナ
ル
注
意

ヲ
欝

サ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト
、
其

ノ
業
務

ノ
性
質

二
照

シ
疑

ヲ
容

レ
ザ

ル
所

ニ
シ
テ
、

若
》
前
方
踏
切

二
於

テ
通
行
人

ガ
、
其

ノ
姿
勢
態

度

其
ノ
他

ノ
情
況

二
依

り
電
車

ノ
進
行

二
介
意

セ
ズ

シ
テ
線
路

ヲ
横
噺

セ

ン
ト
ス
ル
危
険

ア
リ

ト
信

ズ
ペ
キ
事
由

ア
ル
ヲ
認
メ

タ
ル
ト
キ

ハ
、

其

ノ
衝
突

ヲ
避
ク

ル

昌
必
要
ナ

ル
注
意

ヲ
爲

ス
ヲ
要

ス
ペ
キ

モ
、

元
來
電
車

ナ

ル
モ
ノ

ハ
高
速
度

ヲ
持

シ
テ

一
定
ノ
軌
道
上

ヲ
疾
走

ス
ル

公
許

セ
ラ

レ
タ
ル
交
通
機

關

ニ
シ
テ
、
其
進

退
操
縦
普
通
人

ノ
如

ク
自
由

ナ

ル
モ
ノ

ニ
非

ズ
、

随

テ
、
電
車
線

路

ト
人

道

ト
交
叉

セ
ル
踏
切

二
於

テ
通
行
人

卜
電
車

ト
ガ
衝
突

ノ
處

ア

ル
場
合

二
於

テ
ハ
、
通
行
人

ハ
先

ヅ
線
路

ノ
外
側

昌
停
立

シ
テ
電
車

ノ
進
行

ヲ
待
避

ス
ペ
ク
、

而

シ
テ
其

ノ
通
過

ス
ル

ヲ
待
チ
テ
線

路
内

昌
入

ル
コ
ト
ヲ
要

シ
、
電
車

ノ
運
転

手

ハ
進
行
申

ノ
電
車

ヲ
停
止

シ
、

通
行
人

ヲ
シ
テ
先

ヅ
線
路

ヲ
横
断

セ
シ
メ
、
其

ノ
通
過

ス
ル
ヲ
待
チ

テ
電
車

ノ
進
行
ヲ
綴
績

セ
ザ

ル
ペ
ヵ
ラ
ザ

ル
義
務

ア

ル
モ
ノ

ニ
非
ザ

ル

コ
ト
、
夙

二
本
院
剣
例

(
大

正
二
年
(
れ
)
第

二
六

七
六
號
大

正
三
年

三
月

十

一
日
宣

告
)
ノ
是
認

ス
ル
所

ナ
ル

ニ
鑑

ミ
、

本
件

ノ
事
案

ヲ
観
察

ス
ル
ト
キ

ハ
、
本
件

ノ
中
延
踏
切

ノ
如

キ

ハ
當
時
番

人

ヲ
置

力

も

カ

も

も

も

も

も

う

も

ぬ

ズ
且
自
働
警
報
機

ノ
設
備
ナ
ク
、
叉
踏
切

ノ
附
近
人
家
其

ノ
他

ノ

障
害

物

ア
リ

テ
遠
方

ヨ
リ
人
遺

ヲ
見
透

シ
難

キ
駅
況

二
在

リ
タ

ル

コ
ト
洵

二
所

も

も

カ

ぬ

も

ぬ

つ

も

も

ぬ

も

も

も

も

も

も

論

ノ
如

シ
ト
錐

モ
、
被
告
人

ハ
電
車
運
転

手

ト
シ
テ
本
件
電
車

ヲ
浬
輔

ス
ル

ニ
當
リ

テ
ハ
、
克

ク
会
社

ノ
定

メ
タ

ル
運
転

時

刻

ヲ
嚴

守

シ
蓮
行
表

も

も

へ

も

カ

も

う

も

も

へ

も

も

で

も

二
基
キ
適
當
ナ

ル
運
転

ヲ
爲

シ
タ
ル

モ
ノ

ニ
シ
テ
、
踏
切
通
過

ノ
場
合

二
於
ケ

ル
危
険

防
止
ノ
方
法

ト
シ
テ

ハ
、

警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
電
車
・ノ
進
行

ヲ
警
告

シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
該
踏
切
手
前
十
間

ノ
個
所

二
於

テ
被
害
者

タ
ル
通
行
人

ヲ
現
認

シ
タ

ル
事
實

ナ
ク
、

随

テ
踏
切
ノ
手
前
約
四
間

ノ



箇
所

二
至
リ
時
速
約
十
五
六
哩

ノ
速
度

ヲ
持

シ
テ
電
車

ヲ
進
行

セ
シ
メ
タ

ル
ハ
毫

モ
被
告
人
ノ
注
意
義
務

二
鵬
怠

ア
リ

シ
モ
ノ

ト
ハ
認
メ
難
シ
。

然
リ
而

シ
テ
、
被
告
人

ハ
、
其

ノ
電
車

ノ
直
前
、
踏
切

ヲ
距

ル
約

四
間

ノ
個
所

二
於

テ
突
如
人
影

ヲ
認

ム
ル
ヤ

直

二
急
停
車

ノ
塵

置
ヲ
執

リ
、
非
常

警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ
ル
モ
力

及
バ
ズ
、
惰
力

二
因
リ
被
害
者

ヲ
車
輪

二
鯛

レ
シ
ム
ル

ニ
至
リ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
運
転

手

ト
シ
テ
被
告
人

ノ
執

リ
タ

ル
行
動

二
付

何
等
非
議

ス
ベ
キ
鮎

ア
ル

コ
ト
ナ

シ
。
若
シ
夫

レ
斯

ノ
如
キ
踏
切

二
於

テ
本
件

ノ
如

キ
惨
事

ヲ
生
ゼ

シ
メ
タ

ル
場
合

、
其

ノ
踏

切

二

も

カ

も

も

も

う

カ

ぬ

も

も

も

も

し

う

マ

も

も

も

も

も

も

も

も

ヤ

も

も

も

ぬ

ら

ら

も

う

も

も

う

番
人

ヲ
置
カ
ズ
自
働
警
報
機

ヲ
設
備

セ
ザ
リ

シ
等
、
危
険

防
止

二
關

ス
ル
保
安

設
備

ヲ
爲
サ
ザ
リ
シ
電
氣
鐵
道
事
業
鯉
管
者

二
如
何
ナ

ル
責
任

ヲ

つ

も

し

も

も

も

も

カ

う

ミ

ヤ

る

カ

も

カ

も

う

セ

ね

ぬ

生
ズ
ベ
キ
ャ
ハ
、
自
ラ
別
個
ノ
問
題
タ
ル
ペ
キ
ノ
ミ
。
」

ロ

踏

切
安
全

設
備

な
く

、
且

つ

「
共

ノ
附
近

ハ
騨

構
内

ニ
シ
テ
近
所

二
歎

戸

ノ
人
家

存

シ
、

且
該

路

上

ニ

ハ
往

々
幼
童

ノ
嬉
戯

ス
ル

コ
ト
ア
」

る
山
場
合

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

電
車
運
転

手
は
か
か
る
場
合

、
「
見
透

シ
可
能

ノ
限

リ
間
断
ナ
ク
進
路
前
方
ヲ
注
覗
警
戒

シ
」
、
屡

々
警
笛
を
吹
鳴

ら

す
べ
き
は
勿
論
、
「
何
時
ニ
テ
モ

」
停
車

し
う
る
や
う
、

も
し
く
は
か
跡
偽
い
避
譲

の
絵
裕
を
與
ふ
る
程
度
に
、

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

速
力
を
調
節
す
べ
き
も

の
と
さ
れ

る
。

〔三
八
〕
大
判
昭
和
九
・
一
〇
・四
刑
二
同
年
(
れ
)
九

一
四
號
(新
聞
三
七
七
〇
號

=

頁

大
阪
鐵
道

の
事
件
。
騨
構
内
を
無
停
車
に
て
通
過

せ
ん

と
し

て
時
速

三
十

五
哩
の
速
度
を
も

つ
て
電
車

を
運
転

し
構
内

に
進
入
せ
ん
と
し
た
と

き
、
踏
切
ダ

ル
マ
ポ
イ

ン
ト
の
向
側

に
幼
女
(
一
年
九
ヶ
月

)
の
停
立

し
居

る
を
襲

見
し
、
急
停
車

の
虎
置
を
執

り
し
も

及
ば
ず
し

て
こ
れ
に
衝
突

死
に
致
し
た
事
案

に

つ
き
!

「
電
車

ノ
交
通
機
關

ト
シ
テ
ノ
使
命

ノ
重

ン
ズ
ベ
キ

ハ
勿
論

ニ
シ
テ
、
通
行
人

ニ
シ
テ
電
車
軌
道

ヲ
横
噺

ス
ル
者

及
同
軌

道
内

二
入
リ
タ
ル
者

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
二
七
》

三
九



判
例
に
現
れ
た

る
鐵
這
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第
五
巷

第

二
號

一
二
八
)

四
〇

モ
、
電
車

ノ
進
行

ヲ
妨
害

セ
ザ

ル
様
注
意

ヲ
梯

ハ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ザ

ル

ハ
當
然
ナ
リ

ト
錐
、
原
判
決

ノ
認
定

ス
ル
所

二
依

レ
バ
、

本
件

ノ
踏
切
場
所

ハ
遮
噺
機
自
動

警
報
機

若
ク

ハ
番
人

ノ
設
置
ナ
ク
、
其

ノ
附
近

ハ
騨
構
内

ニ
シ
テ
近
所

二
数
戸

ノ
人
家
存

シ
、

且
該
路
上

ニ
ハ
往

々
幼
童

ノ
嬉
戯

ス
ル

コ
ト
ア
リ

ト
云
フ

ニ
ア

ル
ヲ
以

テ
、
斯

ル
揚
所

ヲ
電
車

ヲ
運
転

シ
テ
無
停
車

ニ
テ
通
過

セ
ン
ト
ス
ル
運
転

手

ハ
、

通
行
人

二
危
害

ヲ
加

フ
ベ

も

も

で

も

ヘ

ヘ

キ
處

ア
ル
ヲ
慮
り
、
見
透

シ
可
能

ノ
限
り
間
臨

ナ
ク
進
路
前
方

ヲ
注
覗
警
戒

シ
、
屡

々
警
笛

ヲ
吹
鳴

ラ
シ
テ
通
行
人

昌
注
意

ヲ
與

フ
ペ
キ

ハ
勿
論

ヘ

ヤ

も

も

カ

ヘ

ヘ

コ

も

コ

ら

其

ノ
速
力

ヲ
調
節

シ
、
何
時

ニ
テ
モ
停
車

シ
若
ク

ハ
何
人

ニ
モ
十
分
ナ

ル
避
譲

ノ
蝕
裕

ヲ
與

へ
得

ベ
キ
最
善

ノ
用
意

ノ
下

二
操
車

シ
、

以
テ
事
散

ヲ
未

然

二
防
止

ス
ベ
キ
業
務
上
ノ
注
意
義

務
ア
リ

ト
認
メ
タ

ル
原
判
決

ハ
相
當

ニ
シ
テ
、

被
告
人

ハ
電
車
運
転

手

ト
シ
テ
此

ノ
義
務

ヲ
怠

リ
、

以

テ
本
件

事
故

ヲ
生

ゼ
シ
メ
タ

ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
假

令
被
害
者

ノ
保
護
者

二
於
テ
多
少

ノ
過
失

ノ
責

ム
ベ
キ

モ
ノ
ア
リ
ト
ス
ル
モ
、

未
ダ
以
テ
被
告

人

二
責

任
ナ

シ
ト
謂

フ
ベ
キ

ニ
ア
ラ
ズ
。
L

ハ

安

全

設

備

な

き

踏

切

附

近

に

必

い

て

、

他

の
電

車

と

擦

違

ふ
場
合

こ

の
場
合

、
判
例

は

、

最

初

、

昭

和

五

年

ま

で

は

、

電

車

運

轄

手

は

、

「
絶
対

二
危
険
発
生

ノ
處

ナ

キ

コ

ト

ヲ

確

メ

得

ザ

ル

限

り

、

踏

切

ノ

手

前

二
於

プ

直

二
停

車

シ

得

ペ

キ

程

度

二
徐

行

ス

ル

カ

、

又

ハ

一
時

停

車

」

す

べ

き

義

務

が
あ
る
と
し
カ
の
で
あ
つ
奈

(輩

、
昭
和
八
年
以
後
は
緩
和
し
、
「
特

二
聾
喚

畿

」
す
れ
ば
よ
い
と

し
た

も

の

の
や

う
で
あ

る

(
四
〇
判
決
)。

〔騨昌
九
〕
大
判
昭
和
五
・
三
・
一
四
刑
四
同
年
(
れ
)
四
四
號

.新

聞

三

一
二
山ハ
鷺
岬

'五
頁

南
海
鐵
遣

の
事
件
。
1

「
電
車
蓮
輔

ノ
業
務

二
從
事

ス
ル
者

ハ
、
其

ノ
操
縦

ス
ル
電
車

ガ
ー

番
人
、遮
断
機
等

の
危
険

豫
防

の
設
備
な
き

所
謂
無
番
踏
切
に
し
て
而



も
人
車

の
往
來
相
當
頻
繁
な
る
ー

-
踏

切

二
於

テ
、
自
己

ノ
操
縦

ス
ル
電
車

ガ
他

ノ
電
車

ト
離
合

ス
ル
コ
ト
ヲ
豫
見

シ
タ

ル

昌
於

テ

ハ
、

電
車
蓮

も

も

カ

も

も

も

カ

ら

も

う

も

も

う

も

カ

も

も

カ

う

カ

も

も

カ

も

韓
手

ハ
絶
盟

二
危
険
発
生

ノ
處
ナ
キ

コ
ト
ヲ
確

メ
得
ザ

ル
限
り
、
若

シ
其

ノ
處

ア
リ

ト
思
料

ス
ル
場
合

、

該

踏
切
ノ
手

雨

二
於

テ
直

二
停
車

シ
得

も

セ

も

セ

ペ
キ
程
度

二
徐

行

ス
ル
カ
、
又

ハ

一
時
停
車

シ
危
険

ノ
畿

生
ヲ
未

然

二
防
止

ス
ベ
キ
業
務

上
ノ
注
意
義
務

ア
ル
モ
ノ
ト
ス
。

蓋

シ
、
斯

ノ
如
キ
電

車
離
合

ノ
際

ハ
、
踏
切
ノ

一
方
側

二
於

テ
待
避

セ
ル
通
行
者

ハ

一
ノ
電
車

ノ
ミ

ニ
注
意

ス
ル
ノ
結
果
他

ノ
電
車

二
氣
付

カ
ズ
、

前
車

ノ
踏
切
通
過

ト
共

二
直
チ

ニ
之

ヲ
越

ヘ
ン
ガ
爲

、
後
者

ノ
通
過

ヲ
待

タ
ズ
軌
道
内

昌
進
入

シ
、
衝
突
等

ノ
事
散

ヲ
惹
起

ス
ル

ハ
往

々

昌
見

ル
事
例

ナ
レ
バ
、

電

車
運
転

手

ハ
之

ナ
カ
ラ

シ
メ

ン
ガ
爲

、
特
段

ノ
注
意

ヲ
要

ス
ル
モ
ノ

ト
爲

ス
ペ
ケ

レ
バ
ナ
リ
。
」

〔四
〇
〕
大
判
昭
和
八
・
七
・六
民

一
昭
和
七
(
オ
)
三
五
〇
七
號

新

聞

三
五

八

、

匿六
號

一
四

頁

東

武
鐵
道

の
事
件
。
第

二
審

は
、
東

京
控
昭
和

七
・
一
一
・
二
九
民

五
昭
和

六
(
ネ
)
一
六
九
〇
號
・
新
聞

三
五

一
九
號

一
四
頁

。
ー

「
踏
切
附
近

ニ
テ
電
車

ノ
擦

レ
違

フ
場
合

二
在

リ
テ

ハ
、
通
常

ノ
事
例

二
於

テ
行
人

ノ
注
意

ヲ
喚
起

シ
得

ベ
キ
警
笛

ノ

一
二
聲

モ
、

一
方

ノ
電
車

二
封

ス
ル
關

心

ト
騒
昔

ト
ノ
爲
メ
、
往

々
他
方

ノ
電
車

ノ
近

ク

コ
ト
ヲ
畳
知

セ
シ
ム
ル
ノ
用

ヲ
爲

サ
ザ

ル
コ
ト
ア
リ
、

電
車

ヲ
操
縦

ス
ル
者

ハ
宜

ぬ

ヨ

も

　

ら

も

ヤ

シ

ク

此

ノ
鮎

二
留

意

シ
、

特

二
警

笛

ヲ
連

吹

シ

テ
更

二
他
方

ヨ
リ
危
険

ノ
近

ヅ

キ

ッ

ッ

ア

ル

コ
ト
ヲ

報

ズ

ベ

キ
要

ナ

シ

ト
爲

サ

ズ

(
論

旨

引

用

ノ

判
例
-

大
判
大

八
・
二
・
七
民

一
、
大
剣
大
正
八
.
二
.
一
五
刑
三
i

ハ
本
件

二
適
切
ナ
ラ
ズ
)。
」

昌

安
全
設
備
な
く

・
且

つ
電
車
よ
釦
踏
切
附
近

へ
の
見
透
し
困
難
に
し
て
・
乗
降
客
の
通
行
す
べ
き
騨
構
内
踏
切

を
通
過
し
て
ホ
言
ム
に
進
行
す
る
場
合

か
か
る
場
合

に
は
、
運
転

手
は
、
「
直

二
停
車

シ
得
ペ
キ
程
度

二
速
力
ヲ
緩

メ
、
且
、
絶

エ
ズ
警
笛

ヲ
吹
鳴
」
す
べ

き
義
務
を
負
ふ
。

剣
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

=

一
九
)

四

一



判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
三
〇
)

四

二

〔回
一
〕
大
判
昭
和
五
・
七
・
一
五
刑

一
同
年
(
れ
)
八
四
四
號

.新

聞

三

一
五

'八
號

一
五

頁

池
上
電
氣
鐵
道

の
事
件
。
1

一

「
電
車
運
転

手
ガ
電
車

ヲ
運
転

ス
ル

ニ
當

リ
テ

ハ
、
蓮
輔

二
關

ス
ル
命
令
叉

ハ
規
定

ア

ル
場
合

ハ
之

ヲ
運
守

ス
ベ
キ

コ
ト
論
ヲ
侯

タ
ズ
ト
錐

筍

モ
危
害

ノ
発
生

ヲ
豫
防

ス
ベ
キ
必
要
ア

ル
場
合

二
於

テ

ハ
、
必
ズ

シ
モ
命
令
叉

ハ
規
定

二
膠
着

ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、

却

テ
臨
機

適
宜
ノ
手

段
ヲ
講

ジ
、
以

テ
危
害

ノ
発
生

ヲ
防
止

ス
ル
義

務

ア
ル
コ
ト
勿
論

　
シ
テ
、

命
令
叉

ハ
規
定

ヲ
蓮
守

シ
タ
ル
ノ
散

ヲ
以

テ
義

務

ヲ
鑑

シ
タ
リ

ト
シ
テ
、
其

ノ
責
任

ヲ
免
除

セ
ラ
ル
ペ
キ
モ
ノ

ニ
非
ザ

ル

コ
ト
、
電
車
運
転

手

タ
ル
業
務
上

ノ
性
質

昌
照
シ
テ
當

然
ト
謂

フ
ベ
シ
」
。

二

「
被
告
ガ
上
リ
電
車
ヲ
停
車

セ
ン
ト
ス
ル
戸
越

銀
座
騨
構
内
下
り
線

ホ
ー

ム

黒
ハ
、
既

昌
下
リ
電
車
停
車

シ
ア
リ
テ
、
之

二
往
復

ノ
爲

メ

昌

同
罧
構
内
上

リ
電
車

ホ
ー

ム
ノ
手
前
十
数
尺

ノ
個
所

二
、
軌
道

ト
李
面

ヲ
爲

ス
幅

二
間

ノ
軌
道
踏
切

ア
ル
ヲ
以
テ
、

右
電
車

昌
乗
車

セ
ン
ガ
爲

二

該
踏
切

ヲ
横
噺

ス
ル
者

ア
ル
ベ
キ

ハ
之

ヲ
豫
想

セ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ

ト
共

昌
、

該
踏
切

ノ
敏
尺
手
前
上
り
電
車
軌
道
側

ニ
ハ
同
鐸
舎
屋
建
設

シ
ア

ル

爲

メ
、
同

騨
改
札

ロ

ヨ
リ
該
踏
切
,昌
至

ル
路
面

ノ
覗
野
遮

ラ

レ
、
上

リ
電
車

ガ
該
踏
切
前
約
十
間

ノ
距
離

昌
接
近

ス
ル

ニ
非

ザ

レ
バ
之

昌
差
蒐

ル

人
影

ヲ
見
透

シ
得
ザ

ル
個
所

ナ
ル
ヲ
以
テ
、
斯

ル
地
鮎

ヲ
通
過

シ
テ
ホ
ー
ム

ニ
進
行

ス
ル

ニ
當
リ
テ

ハ
、

該
踏
切

ヲ
横
噺

セ
ン
ト
ス
ル
者

ア

ル
昌

も

カ

も

も

も

ぬ

ヤ

も

も

も

も

ぬ

も

た

し

も

も

於

テ

ハ
直

二
停
車

シ
得

ベ
キ
程
度

二
速
力

ヲ
緩
メ
且
絶

エ
ズ
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
テ
横
噺

ヲ
阻
止

ス
ル
爲

メ
注
意

ヲ
與

へ
、

以

テ
豫

メ
危
害

ノ
発
生

ヲ

防

止

ス
ベ
キ
義
務

ア
ル

コ
ト
勿
論
ナ

ル
ニ
拘

ラ
ズ
、
波
告

ハ
該

踏
切
ノ

一
丁
手
前

昌
於

テ
ニ
、
三
回
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ
ル
ノ
、・二
一
止

マ
リ
、

且
、

漫
然
時
速
約
十

哩
ノ
速
力

ヲ
以

テ
進
行
シ
タ

ル
カ
如

キ

ハ
、
業
務

上
當
然
ノ
注
意
義
務

晶
違
背

セ
ル
モ
ノ

ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

被
告

ハ
時
速

十
六
哩
ノ
速
力

ヲ
以

テ
進
行

ス
ペ
キ
命
令
ア

ル
ニ
拘

ラ
ズ
、

ホ
ー
ム

ニ
近

ケ

ル
爲

メ
速
力

ヲ
十
哩

二
緩

メ
、

電
車

ノ
近

ケ
ル
ヲ
踏

切
道

二
知

ラ

シ

ム
ル
ト
キ

ハ
長
緩
汽
笛

一
聲

ノ
合
圖

ヲ
爲

ス
ベ
キ
規
定

ナ
ル

ニ
拘

ラ
ズ
、
踏
切

一
丁
手
前

二
於

テ
、
二
、
三
回
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ
タ

ル
ヲ
以

テ
、

蓮

韓

手

ト
シ
テ
ノ
職
務

ヲ
霊

シ
タ
リ

ト
ノ
所
論

八
、
通
常

ノ
場
合

昌
蓮

守

ス
ベ
キ

命
令
叉

ハ
規
定

二
違
背

セ
ザ

リ
シ
ト
謂

フ

昌
止

マ
リ
、
本
件

ノ
如

キ
危
害
発
生

ノ
處
ア

ル
構
内
踏
切

ヲ
進
行

ス
ル
ガ
如

キ
場
合

ニ
ハ
、
所
論

命
令
叉

ハ
規
定

ノ
如
何

昌
拘
ラ
ズ
、

深
甚

ノ
注
意

ヲ
以

テ
臨
機
適

當
ノ



措

置

ヲ
探

ラ
ザ

ル

ペ

カ
ラ

ザ

ル

コ
ト

ハ
、
既

二
胃

頭

二
説

朔

シ

タ

ル
如

ク
ナ

レ
バ

、
被

告

ノ

探

リ

タ

ル
措

置

ヲ
以

テ
其

ノ
職

務

ヲ
霊

シ

タ
リ

ト
謂

フ

ヲ
得

ズ

。

量

「
尚

本

件

事

故
発
生

二
付

テ

ハ
、
被

害

者

二
於

テ

モ
過

失

ア

ル

コ
ト
論

ナ

シ

ト
錐

、

被

告

ノ
過

失

ガ
傷

害

致

死

ノ

一
因

ヲ
爲

セ

ル
以

上

ハ
、

假

令
被

害

者

二
過

失

ア
リ

タ

リ

ト

ス

ル

モ
被

告

ハ
其

ノ
責

ヲ
免

ル

ベ
キ

ニ
非

ズ
。

」
も

へ

ゐ

へ

あ

へ

ω

逼
行
人

の
踏
切
接
近
等
の
・危
害
登
生

の
處
れ
あ

る
・
事
實
を
登
見
し
た
以
後
に

あ
い
て
は

イ

一
般
に
、

「
速
力
ノ
調
節
其

ノ
他
適
宜

ノ
方
法

二
依

リ
」
事
故
防
止
に
努

む
べ
き
で
あ
る
。
從

つ
て
、
通
行

人
登
見

後
、

「
警
笛
ヲ
ニ
、
三
回
吹
鳴

シ
タ

ル
ノ
ミ
ニ
テ
」
、

「
衝
突

ヲ
免

レ
難

キ
近
距
離

二
到

ル
迄
高
速
度

ヲ
持
績

シ
」
た
場
合

に
は

、
運
転

手

の
過

失

と
な

る
。
i

〔四
二
〕
大
判
昭
和
四
・
二

.二
九
刑
四
同
年
(
れ
)
三

〇
四
號
(新
聞

三
〇
七
ノ

七
號

一
五
頁
㌧

京
濱
電
氣
軌
道

の
事
件
。
原
審

は
、
踏
切

の
歌
況
上
、
通
行
人
発
見

以
前

よ
り
徐
行
す
ぺ
き
義
務
あ

り
と
し
た

の
を
、

大
審
院

で
は
こ
の
點

に

鯛
れ

る
の
を
避
け
、
も

つ
ば

ら
、
登

見
後

の
措
置

の
み
を
問
題
と
し
た

の
で
あ

る
。
i

「
被
告
人
(
電
車
運
転

手
)
ガ
、

踏
切

ヲ
距

ル
約

十
四
、
五
問

ノ
手
前

二
於

テ
宮
崎
竹
次
郎
(
當
時

七
十
二
年

)
ガ
踏
切
内

二
進
入

シ
タ

ル
ヲ
認

メ

ナ
ガ
ラ
、
警
笛

ヲ
ニ
、

三
回

吹
鳴

シ
タ

ル
ノ
ミ

ニ
テ
時
速
三
十

一
哩
ヲ
持
績

シ
ツ
ッ
電
車

ヲ
運
転

シ
、

踏

切
ヲ
距

ル
約

七
、

八
間

ノ
手
前

二
到
リ

姶

メ
テ
急
停
車

ノ
措
置

ヲ
探

リ
タ

ル
事
實

ア
リ
ト
セ
バ
、
之

明

二
電
車
運
転

手

ト
シ
テ
業

務
上

ノ
注
意
ヲ

惚
…怠

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
云

ハ
ザ

ル
ペ
カ

ラ

ヤ

カ

も

マ

も

も

も

カ

カ

も

ズ
。

蓋

シ
、
電
車

蓮
輔

手
ガ
電
車

ノ
進
路

タ
ル
踏
切
内

二
人

ノ
進
入

セ
ル
ヲ
現
認

シ
タ
ル
場
合

二
於

テ
、
速
力

ノ
調
節
其

ノ
他
適
宜

ノ
方

法

二
依

り
衝
突

二
因

ル
事
散

ノ
妨
止

二
努

ム
ペ
キ
義
務

ア
ル

コ
ト
ハ
當
然

ニ
シ
テ
、
被
告
人

ノ
執

リ
タ
ル
判
示

ノ
措
置

ハ
、

其

ノ
進
入
者
発
見

後
街
衝
突

判
例

に
現
れ

た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第

二
號

一
三

}
)

四

三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第
五
巻

第
三

號

一
三
二
)

四
四

ヲ
免

レ
難
キ
近

距
離

二
到

ル
迄
高
速
度

ヲ
持
績

シ
、
電
車
ヲ
運
転

シ
タ

ル
鮎

二
於

テ
、
叙

上

ノ
義

務
ヲ
蓮

守

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲

ス
ヲ
得
ザ

レ
バ
ナ

リ
。
L

而

し
て
、

こ
の
速
力
調
節
義
務
は
、
踏

切
上
の
目
的
物
を
具
膿
的
に
明
認
し
え
ず
し
て
、
軍

に

「
夜
間
踏
切

二
黒

キ
物
影

ア
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
」
π
る
場
合

に
も
存
在
し
、
か
か
る
場
合

に
も
直
ち
に
急
停
車
の
措
置
を
と

る
義
務
が
あ

る
。
ー

〔
四
ヨ
〕
大
判
昭
和
四
・
二
・
七
刑
五
昭
和
三
(
れ
)
一
八
四
五
號

.新

聞

一一
九
山ハ

'二
號

一
五
頁

京

濱
㊥晒
氣
鐵
貼迫
の
事
件
。
ー

「
道

路
取
締

令
第

九
條

ニ
ハ
、
所
論

ノ
如
ク
、
鐵

道
叉

ハ
專
用
軌
道

ノ
踏
切

ヲ
通
過

セ
ン
ト

ス
ル
ト
キ

ハ
危
険

ナ
キ

コ
ト
ヲ
確

メ
タ

ル
上
通
行

ス
ペ
キ
旨

ノ
規
定

ア
レ
ド
モ
、
同
取
締
令
第

七
條

昌
ハ
、
諸
車
等

ハ
歩
遣

ヲ
横
切

ル
ト
キ

ハ
曾
響

器
ヲ
ナ
ラ
シ

叉

ハ
掛
聲
・其

ノ
他

ノ
合
圖

ヲ
爲

シ

徐
行

ス
ペ
キ
旨

ヲ
規
定

シ
ア
リ

テ
、
本
件

ノ
如

キ
踏
切

ヲ
横
切

ル
諸
車

ニ
モ
亦
、
危
害

防
止

ノ
タ
メ
其

ノ
速
度

ヲ

調
節

シ
徐

行
ヲ
爲

ス
ペ
キ

コ
ト

ヲ
命
ジ

タ
ル
モ
ノ
ト
解

シ
得

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
電
車

ノ
運
転

手
ガ
夜
間

踏
切

ノ
手
前

三
百

二
十

九
尺

ノ
地
鮎

二
於

テ
踏
切

二
黒
キ
物
影

ア
ル

コ
ト

ヲ
認
メ
、
急

停
車

ノ
措
置

ヲ
執

ル
モ
停
車

ス
ル

昌
至
ラ
ズ
之

二
衝
突

セ
シ
ム
ル
如

キ
急
速
度

ノ
運
転

ヲ
該
地
鮎

マ
デ
綴
績

ス
ル

コ
ト

ハ
、

踏
切

昌

於

ケ

ル
危
害

ヲ
防
止

ス
ル
タ
メ
其

ノ
速
度

ヲ
調
節

ス
ベ
キ
業
務

上
ノ
義
務

昌
違
背

シ
タ
ル
モ
ノ

ト
ス
。

「
原
判

決

二
依

レ
バ
、
被
告
人

ハ
、

一
時
間

三
十
四
、

五
哩

ノ
速
度

ヲ
以
テ

電
車

ヲ
運
転

ス

レ
バ
急

停
車

ノ
措
置

ヲ
執

ル
モ
四
、
五
百
尺
進

行

セ
ザ

レ
バ
停
車

セ
ザ

ル
コ
ト
ヲ
知

リ
ナ
ガ
ラ
、
不

注
意

ニ
モ
踏
切

ノ
手
前

三
百
ご
十
九
尺
ノ
地
鮎

マ
デ

速

度

ノ
調
節

ヲ
爲

ス
コ
ト
ナ
ク
、

一
時
間

三
十
四
、
五
哩
ノ
速
度

ヲ
以
テ
電
車

ヲ
運
転

シ
タ

ル
タ
メ
、
右

三
百

二
十

九
尺
手
前
ノ
地
鮎

昌
於

テ

右
踏
切

品
黒
キ
物
影

ア

ル
コ
ト
ヲ
震
見

シ
、

直

二
急
停
車

ノ
措

置
ヲ
執

リ
タ
ル
モ
及
バ
ズ
、
途

昌
右
踏

切

二
於

テ
、
金
井
秋
家
郎

等
三
名
ノ
競

ケ
ル
荷
馬
車

二
積

、・・
タ

ル
鐵
棒

ノ
電
車
線
路

高



突

出

シ
居

タ
ル

ニ
衝
突

シ
、
右

三
名

ヲ
地
上

二
韓

倒

セ
シ
メ
、
且
鐵
棒

ヲ
跳
ネ
飛

バ
シ
テ
同
人
等

二
打

チ
付

ケ
、
因

テ
之

ヲ
傷
害

シ
タ
リ

ト

云
フ

昌

在

ル
ヲ
以

テ
、
被
告
人

ハ
不

注
意

ニ
モ
電
車
軌
道

ノ
踏
切

二
於
ケ

ル
危
害

ヲ
防
止

ス
ル
タ
メ
、

速
度

ヲ
調
節

ス
ペ
キ
業
務
上

ノ
義
務

昌
違
背

シ
、

所

謂
過

失

二
因

り
本
件

ノ
傷
害

ヲ
惹

起

セ
シ
メ
タ

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
原
判
決
ガ
、
被
告
人

ノ
本
件
行
爲

ヲ
業
務
上

ノ

過
失
罪

二
問
擬
虜
断

シ
タ

ル

ハ
相
當

ナ
リ

ト
謂

フ
ベ

ク
、
叉
叙
上
説
示

ニ
ョ
リ
明
ヵ
ナ

ル
如

ク
、

被
告
人

ニ
シ
テ
豫

メ
電
車

ノ
速
度

ヲ
調
節

シ
タ
ラ

ン
ニ
ハ
、
本
件

ノ
衝
突

ヲ

惹
起

セ
ザ

ル
コ
ト
ヲ
得
ベ

カ
リ

シ
場
合

昌
、
其
ノ
調
節

ヲ
怠

リ
シ

モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
件
電
車

ガ
原
判
決

ノ
如

ク
線

路

昌
突

出

シ
タ
ル
鐵
棒

昌

衝
突

シ
タ

ル
コ
ト
ヲ
理
由

ト
シ
テ
、
被
告
人

二
過
失
ナ
シ

ト
稽

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル

コ
ト
勿
論

ナ

レ
バ
、
論
旨

ハ
緯

テ
其

ノ
理
由
ナ
シ
。
L

さ

ら

に

、

何

ら

物

膿

の

影

さ

へ
襲

見

し

な

い
場

合

に

ゐ

い

て

も

、

「
夜

間

、

前

方

踏

切

二
於

テ

提

燈

ノ

打

振

ラ

レ

ッ

ッ

ァ

川

ヲ

目

撃

シ

タ

」

な

ら

ば

、

同

檬

に

速

度

調

節

の

義

務

が

あ

る

。

〔四
巴

大
判
昭
和
五
・五
・
一
六
民
二
同
年
(
オ
三

八
號
(新
聞
三

一
二

七
號

=

一頁

東
武
鐵
道

の
事
件

。
荷
馬
車
挽

が
荷
馬
車
を
挽

い
て
踏
切
を
通
過
し
終
ら
ん
と
し
た
と
き
、

そ
の
車
輪

の
心
棒

が
踏

切

の
柵

に

挾

ま

つ
て
取

れ

な
か

つ
た
と

こ
ろ
、
約

一
丁
隔

つ
た
と
こ
ろ
か
ら
電
車
が
來

た
の
で
、
右
馬
車
挽
は
線

路
屯
央

に
出

て
提
燈
を
打
振

つ
た
が
、

電
車
運
転

手
が
急

停
車

の
措
置
を
取
ら
な
か

つ
た
た
め
、
衝
突

し
た
事
案

で
あ
る
。
ー

「
電
車
運
転

手
ガ
夜
間
電
車

ヲ
操
縦
中
、
其
ノ
專
用
軌
道

ノ
前
方

踏
切

二
於

テ
提
燈

ノ
打
振
ラ

レ
ッ
ッ
ア

ル
ヲ
目
撃

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

特
別

ナ

ル

事

由
ノ
存

セ
ザ

ル
限

リ
、
危
険
発
生

ノ
合
圖

ナ
リ
ト
認

メ
、
危
険

防
止

ノ
手
段
ヲ
講

ズ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト

ハ
、
電
車
運
転

手

ト
シ
テ

當
然
爲

ス

ベ
キ
義
務

二
属

ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ

ベ
」
し
。

ロ

も

つ

と

も

、

踏

切

通

行

人

に

ゐ

い

て

「
電

車

ノ

進

行

二
氣

付

キ

一
且

停

止

待

避

シ

タ

ル

」
場
合

に

は

、

制

規

の
速
力
を
も

つ
て
進
行
し
て
差
支

へ
な

い
。
1

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

=
二
三
)

四
五



剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第
三

號

一
三
四
)

四
六

〔
四
ヨ
〕
大

判

昭
和

六

・
一

一
・
一
四

民

四

同
年

(
オ
)
一
〇

一
四
號

新
聞

三
三
四

-三
號

一
七
頁

山尽
濱
電
氣
鐵
皿迫
の
事
件

。
i

「
原
審

ハ
、
要

ス
ル

ニ
、
本
件

事
故

ノ
襲
生

シ
タ

ル
踏
切
附
近

ノ
地
勢
状
況

ヲ
考
察

シ
テ
、
該
踏
切
附
近

ハ
線
路
亭
坦
屈
曲
ナ
キ

モ
、

踏
切
西
北

隅

二
接

シ
左

側
上
り
軌
道

二
臨

、ミ
紳
肚
境
内

ノ
枝
葉

繁

茂

セ
ル
高

サ

一
丈
蝕

ノ
柳
樹

ア
リ
、

北

方

ヨ
リ
進
行

シ
來

リ
タ

ル
電
車
運
転

手

ハ
西
側

遣
路
上

二
通
行
者
ア

ル

コ
ト
ヲ
線
路
間
際

二
出

テ
來

ル
迄

ハ
認
メ
得

ズ
云
々
、
該
踏
切

昌
ハ
交
通
遮
臨
機

ノ
設

ケ
ナ
キ

モ
、

遣
路

ノ
曲
折

ナ
ク
、

踏
切

ノ
幅
員
約
九
尺

二
敷

板
ヲ
並

べ
、
其

ノ
東

西
雨
端

ノ
入
ロ

ニ
高

サ
四
尺

ノ
電
車
注
意

ノ
警
標

ア
リ
、

通
行
者

ヨ
リ
容
易

二
其
踏
切

ナ

ル
コ
ト

ヲ
認

メ
得

ベ
ク
、
同
所

ハ
附
近
住
民

ノ
自
韓
車
若
ク

ハ
歩

行

昌
依

ル
通
行

ヲ
除

キ
テ

ハ
、
格
別
車
馬
歩
行
者

ノ
交
通
頻
警
ナ
ラ
ザ

ル
個
所

ナ

ル
コ

ト
ヲ
認
定

シ
、
被
上
告
会
社

ノ
從
業
員

タ
ル
電
車
運
転

手
ガ
被
上
告
会
社

ノ
電
車

ヲ
操

縦

シ
テ

下
リ
線
路

上

一
時
間
約

二
十
三
哩

ノ
速
力

昌
テ
前

示
踏
切

二
差

掛
リ
警
笛

ヲ
吹
鳴

シ

ツ
ッ
前
方

ヲ
注
覗

シ
タ

ル
ニ
、
踏
切
手
前
約
十
六
間

ノ
地
鮎

二
到

り
、
西
側
通
路
上

ヨ
リ

自
韓
車

ヲ
右

手

二
推

で

う

う

も

も

ぬ

も

も

も

も

シ

テ
突

如

踏

切

二
出

デ

ン

ト

シ
タ

ル
田
中

麻

藏

ヲ
目
撃

シ

タ

ル
ヲ

以

テ

、
即

時

警

笛

ヲ
吹
鳴

シ

ツ

ツ

制

動

機

ヲ
使

用

シ

テ
速

力

ヲ
減

ジ

タ

ル

ニ
、

も

も

セ

リ

も

ぬ

ヤ

の

も

も

も

も

カ

も

カ

ね

麻
藏

ハ
該
電
車

ノ
進
行

二
氣
付
キ

一
且
停
止
待
避

シ
タ

ル

ニ
拘

ラ
ズ
、
該
電
車

ガ
踏
切
手
前
五
、
六
間

ノ
近
距
離

二
及

プ
ヤ
其

ノ

前
面
ヲ
横
噺

セ

ン
ト
シ
把
手

ヲ
右
側
斜

二
構

へ
、
自
韓
車

ヲ
押

シ
下
り
線

路
上

二
駈

ケ
田
デ

タ
ル
ヲ
以

テ
、
運
転

手

ハ
即
時
急
停
車

ノ

虚
置

二
出
タ

ル
モ
逡

二
及

バ
ズ
、
麻
藏

ハ
把

持

シ
居
リ

タ
ル
自
韓
車

ト
共

二
電
車

ノ
前
端
部

二
鵤

レ
礫
殺

セ
ラ

レ
、
電
車

ハ
更

昌
約

十
五
問

ヲ
進
行

シ
テ
停
車

シ
タ

ル
コ
ト
、

及
其

ノ
當
時

二
於

ケ
ル
右
電
車

ノ
速
力
約

二
十

三
哩

ハ
、
當
該
地
貼

ヲ
進
行

ス
ル
ニ
於

テ
制
規

ノ
速
力

ヲ
超

ユ
ル
モ
ノ

ニ
非
ザ

ル

コ
ト
ヲ
詮
採

轟

依
り
確
定

シ
、
前
示
踏
切

二
於

ケ

ル
危
険
防
止

ノ
設
備

ト
シ
テ

ハ
、
上
叙

ノ
方
法

ヲ
以

テ
浦

足

ス
ル
ノ
巳
ム
ヲ

得
ザ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
斯

ル
諸
般

ノ
駅
況

二
於

テ
當
該
運
転

手

ノ
爲

シ
タ
ル
操
車
上

ノ
塵

置

二
付

テ

ハ
、

何
等
過
失

ノ
認

ム
ペ
キ

モ
ノ
ナ
ク
、

『
寧
本
件
礫
死
事
散

ハ
、
被
害
者

ガ

電
車
進
行

二
氣
付
キ

一
旦
待
避

シ
ナ
ガ
ラ
、
其
ノ
進

路
直
前

五
、

六
間

ノ
距
離

畠
於

テ
不
用
意

二
駈
ケ
出
シ
、
電
車

昌
衝
突

シ
タ

ル
ガ
爲

惹
起

セ

ラ

レ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
被
害

者
自
ラ
招
ク

ト
コ
ロ
』

ト
云

フ

ハ
、
即
原
判
決

ノ
説
示

ス
ル
ト

コ
ロ
ニ
シ
テ
、
事
理
明
白
途

二
被

上
告
會

杜

二
其



ノ
責
ナ

キ
所

以
ヲ
諒
解

シ
得

ベ
キ
L
で
あ
る
。

あ

ゐ

ハ

し

か

し
、

特
に
、

踏

切
附
近
に
幼
見
あ
る
を
登
見
し
た
場
合

に
は
ー

そ
れ
が
危
険

匠
域
内
に
あ

る
と
き

は
勿
論
、
た
と

ひ
安
全
地
域
に
ゐ
る
と
き
で
も
何
時
危
険

画
域
に
進
入
し
て
く

る
か
分
ら
な

い
か
ら

ー

「
絶

ヘ
ズ

ゐ

ゐ

ヤ

ぬ

う

へ

も

へ

り

ゐ

小
見

ノ
行
動

ヲ
注
覗

シ
、
何
時

ニ
プ
モ
停
車

シ
得

ル
程
度

二
其

ノ
速
力

ヲ
緩

メ
」
て
徐
行
す
べ
き
で
あ

る
。
i

〔四
六
〕
大
判
昭
和
四
・
七
・六
刑
三
同
年
(
れ
)
五
九
三
號

、新

聞

三
〇

二
.

'八
號

九
頁

藍

豊

川
鐵

道
の
事
件
。
踏
切

の
近
傍
四
、
五
尺

の
地
鮎

に
小
見

(
當
五
歳

)
が
軍
身
停
立

せ
る
を

二
百
六
十

尺
前
か
ら
認

め
な
が
ら
、
軍

に
警
笛
長

一
聲

を
吹
鳴

し
た
だ
け
で
、
時
速
約

三
十

五
哩
で
進
行
し
、
約

五
十
尺

の
距
離

に
な

つ
て
は
じ
め
て
急
停
車

の
虎
置
を
と

つ
た
が
、

時
既

に
逞
く

幼
見
を
引
摺

り
死
に
致
し
た
事
案

に

つ
い
て
、
大
審
院

は
.
運
転

手
に
過
失
を
認

め
た

。
1

「
原
判
示
事
實

二
依

レ
バ
、
被
告
人

ガ
電
車
運
転

手

ト
シ
テ
其

ノ
業
務
上

ノ
注
意
義
務

ヲ
怠
リ

タ
ル
結
果
、
五
歳

ノ
幼
見

二
電
車

ヲ
衝
突

セ
シ
メ

テ
之

ヲ
死

二
教

シ
タ

ル

コ
ト
明
白

ナ

レ
バ
、
該
幼
見

二
過
失

ノ
責

ナ
キ
ハ
勿
論
、
假

リ

ニ
其

ノ
保
護
者

二
於

テ
該

見

二
封

ス
ル
監
護
上

ノ

注
意

ヲ

訣

キ
タ

ル
事
實

ア
リ

ト

ス
ル
モ
、
其

ノ
不

注
意

ノ
ミ

昌
基
因

シ
テ
本
件
事
散

ノ
発
生

ヲ
見

ル
ニ
至

リ
タ
ル
モ
ノ

ニ
非

ズ

シ
テ
、

被
告
人

二
過
失

ノ

存

ス
ル
コ
ト
原
判
示

ノ
如
ク
ナ

ル
以
上
、
該
保
護
者

二
不
注
意

ア

ル
ノ
散

ヲ
以
テ
被
告
人

ノ
責

任
ヲ
免
脆

ス
ベ

キ
モ
ノ

ニ
非

ザ

レ
バ
、

原
判
決

ガ

被
告
人

ヲ
業

務
上
過
失
致
死
罪

二
問
擬

シ
タ
ル

ハ
正
當
ナ
リ
。
」

〔四
七
〕
大
判
昭
和
七
・三
・
一
七
刑
二
昭
和
六
(
れ
)
一
八

一
〇
號
(新
聞

三
四
〇
.

二
號

一
五
耳

伊
那
電
氣
鐵
道

の
事
件
。
1

「
被
告
人

ハ
、
判
示
電
車

ヲ
運
転

シ
櫻
町
騨

二
向

ヒ
進
行
申
、
判
示
踏
切
前
約

八
十
米

ノ
地
鮎

二
到

ル
ヤ
、
野
村

一
夫
外

一
名
敦

レ
モ
當
五
年
位

ノ
小
見
等
ガ
、
該

踏
切

二
於

ケ
ル
フ
オ

ー
メ
ー
シ
ヨ
ン
外

二
侍
立

シ
居

ル
ヲ
認
メ
タ

ル
ガ
、
右
小
見
等

ニ
ハ
當
時
看
護
者

ナ
ク
、

自
身
電
車

ト
衝

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

一
三
五
)

四

七



判
例

に
現
れ
.た

る
鐵
蓮
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
…
)

(
第

五
巻

第

二
號

一
三
山ハ
)

四
八

突

ノ
危
険

ヲ
知
り
該
危
険

ヨ
リ
自
己

ヲ
防
衛

ス
ル
能
力

ナ
キ
ガ
散

二
、
被
告
人
運
転

ノ
電
車

ガ
右
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル

ニ
當
り
、

何
時
右
小
兇
等
ガ

右
踏
切
フ
オ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
内

二
進
入

シ
テ
電
車

二
接
近

シ
之

ト
衝
突

ス
ル
ヤ
モ
計
ラ

レ
ザ
ル
歌

況

二
在

リ
タ

ル
モ
ノ
ナ

ル
ヲ
以
テ
、

被
告
人

バ

カ

へ

も

ヘ

ヨ

で

ヘ

ヘ

へ

絶

ヘ
ズ
右
小
見
等

ノ
行
動

ヲ
注
覗

シ
必
要

二
鷹
ジ
何
時

ニ
テ

モ
停
車

シ
得

ル
程
度

二
其

ノ
速
力

ヲ
緩

メ
、

以

テ
危
険

ノ
護

生
ヲ
未
然

二
防
止

ス
ベ

キ
業
務

上

ノ
注
意
義
務

ア

ル
ニ
拘

ラ
ズ
、
被
告
人

ハ
右
小
見
等
ガ
該

フ
オ
ー
メ

1
シ
ヨ
ン
内

二
進

入

シ
電
車

二
接
近

ス
ル
コ
ト

ナ
カ

ル
ペ
シ
ト
輕

信

シ
、
不
注
意

ニ
モ
速
力

ノ
調
節

ヲ
怠
リ
、

一
時
間
約

二
十
哩

ノ
速
力

ニ
テ
前
進

シ
タ

ル
爲

、

電
車

ガ
右
踏
切
前
約

六
米
ノ
地
貼

吊
到

ル
ヤ
、
突

如
、
右
小
晃

ノ
中
、
野
村

一
夫

ガ
右
踏
切

昌
於

ケ
ル
フ
ォ
ー
メ
ー
シ

ョ
ン
内

二
進
入

シ
、

電
車

二
接
近

シ
タ

ル
ヲ
認
メ
、
直

二
急
停
車

ノ
塵
置

ヲ

執

リ
タ

ル
モ
即
時
停
車

ス
ル
ニ
至

ラ
ズ
、
踏
切

ヨ
リ
約

四
十
米

ヲ
進

ミ
漸

ク
停
車

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

タ
ル
モ
、

其

ノ
間

、
野
村

一
夫

ヲ
シ
テ
右
電
車

リ

ノ
前
部
上
リ
右
側

ノ
乗
降
蜜

二
其

ノ
前
頭
部

ヲ
衝
突

セ
シ
メ
.
因

テ
同
部

二
判
示

ノ
如

キ
傷
害

ヲ
負

ハ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
…
…

如
何

二

一

定

ノ
高
速
度

ヲ
持

チ

一
定

ノ
專
用
軌

道
ヲ
進
行

ス
ル

コ
ト
ノ
公
許

ヲ
得

タ
ル
電
車
ナ

レ
バ

ト
テ
、

踏
切
通
過

ノ
場
合

二
於

テ

ハ
相
當

ノ
注
意

ヲ
要

も

も

ス
ベ
ク
、
殊

二
本
件

ノ
如
キ
當
五
年
位

ノ
小
見

ニ
シ
テ
危
険
防
衛

ノ
能
力

ナ
ク
、
何
時
踏
切
ノ
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ヨ
ン
内

晶
進

入
シ
テ

電
車

二
接
近

シ
之

ト
衝
突

ス
ル
ヤ

モ
計

ラ

レ
ザ
ル
歌
況

昌
在

リ
タ

ル
ニ
拘

ラ
ズ
、

該

フ
オ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
内

昌
進
入

シ
電
車

二
接
近

ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ペ
シ
ト

輕
信

ス

ル
ガ
如
キ

ハ
、
既

二
業
務
上

必
要

ナ
ル
注
意

ヲ
怠

リ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ペ
シ
。
」

C

線

路

近

傍
危
険

匿

域

の

判

定

・
制

規

速

度

の

算

定

上

述

の
運
転

手

の

危

害

防

止

義

務

は

、

多

く

、

通

行

人

の
危
険

匿

域

進

入

の
場
合

に

生

ず

る

も

の

で

あ

る

が

、

こ

ヘ

へ

も

の
危
険

垣
域
の
判
定
は
具
膿
的
な
る
を
要
し
、
単
に

、
線
路
に

「
極
メ
テ
近

キ
」
と

い
ふ
が
如
き
は
、
適
法
な

る
到

定
と
な
ら
な

い

四
八
判
決

の

判
旨

一

Q
ま
π

、
運
転

に
當

つ
て
、
或

る
種

の
場
合

に

「
制

規

ノ
速

力

」
が
問

題

と
な

る
が

、

こ
れ
が
算
定
に
當

つ
て
は
、

い
は
ゆ
る
卒
均
速
力
を
標
準
と
す
べ
き
で
は
な

い

.四

(
判
決

の

.

鋼

旨

二

畠



〔四
八
〕
大
判
大
正
八
・
二
・
一
民
三
大
正
七
(
オ
)
八
六
三
號

録
二
五
輯

二
四
〇
頁
、
抄

録
八
二
巷

一
九
一

τ三
七
九
頁
、
新
聞

一
五
四

一
號

二

一
頁

宙
…海
鐵
…道

の
事
件

。
1

繭

「
通
行
人

ガ
電
車

ノ
疾
走

ス
ル
際
其
線

路

二
接
近

シ
タ

ル
ト
キ

ト
錐

モ
、
其
者

ノ
智
能
盟
力

ト
、
距
離

ノ
程
度
、
其
他
諸
般

ノ

倣
況

ト

ニ
依

り
、
未
ダ
衝
突

ノ
危
険

ア
リ

ト
謂
フ

ヲ
得
ザ

ル
場
合

ナ
キ

昌
非
ザ

レ
バ
、
通
行
人

ガ
危
険
発
生

ノ
處

ア

ル
範
囲
内

昌
進

入

シ
タ
リ

ト
判
定

ス
ル

ニ

つ

も

も

ハ
、
通
行
人

ノ
智
能
、
饅
力

ハ
勿
論
、
其
通
行
人

ガ
如
何

ナ
ル
程
度

ノ
距
離

二
於

テ

電
車
線
路

二
接
近

セ
ル
カ
ヲ
、
具
体
的

二
認
定

セ
ザ

ル
ペ
カ

ラ
ズ
。
若

シ
否

ラ
ズ
シ
テ
、
其

ノ
距
離

二
付

キ
。
諸
種

ノ
解

糧

二
飴
地

ヲ
存

ス
ル
ガ
如
キ
抽
象

的
ノ
説
明

ヲ
爲

サ
バ
、
危
険

登
生

ノ
處
ア
リ

ト
認

ム
ペ
キ
事
實

上
ノ
根
採

ハ
結
局
不
明

二
麟

ス
ペ

シ
。

然
ル

ニ
、
原
判
決

ハ
、
電
車
線
路

ノ
踏
切

ト
被
害
者

ノ
居

リ
タ

ル
貼

ト
ノ
距
離

昌
付
キ
、
何

等

ノ
具
体
的

設
明

ヲ
爲

サ
ズ
シ
テ
、
軍

二

「
趣

メ
テ
近

キ
」

ト
云

フ
抽
象
的
語
僻

二
依
リ
之

ヲ
説
明

シ
タ

ル
ニ
過
ギ
ザ

レ
バ
、

被
害

者
ガ
果

シ
テ

危
険

登

生
ノ
處

ア

ル
地
鮎

二
遙

ミ
タ
リ
ャ
否
ヤ
ノ
事
實
上

ノ
根
操

二
至
リ
テ

ハ
、
原
判
決

ノ
説
明

ハ
結
局

不
明

二
爵

ス
ル
ヲ
以
テ
、

原
判
決

ニ
ハ

理
由

不
備

ノ
不
法

ア
リ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ペ
カ
ラ
ズ
。
L

二

「
上
告
会
社

ハ
、
同
会
社

ノ
南
海
鐵
道
支
線

ナ
ル
天
王
寺

・
佳
吉
間

ノ
線
路

二
於

テ
、
天
王
寺
騨

ヨ
リ
登

シ
タ

ル
電
車

ガ
曳
舩

騨

二
停
車

シ

次
デ
天
下
茶
屋

二
至

ル

マ
デ

ノ

一
哩
三
十

七
鎖

ノ
距
離

(
本
件

ノ
踏
切

ガ
天

王
寺

・
天
下
茶

屋
雨
騨
問

二
在

ル

コ
ト

ハ
箏
ナ

シ
)

ヲ
五
分

ニ
テ
蓮

韓

ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
、
監
督
官
庁

ノ
認
可
ヲ
受

ケ
タ

ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、
曳
船
騨

ノ
停
車
時

間

ハ
三
十
秒

ナ

レ
バ
、

天
王
寺

・
天
下
茶

屋
雨
騨
問

ノ

一
哩

三
十
七
鎖

ノ
距
離

ヲ
、
結
局

四
分

三
十
秒

ニ
テ
運
転

ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト
明
カ
ナ
リ
。
從

ッ
テ
、

四
分

三
十

秒

轟
テ

一
哩
三
十

七
鎖

ノ

も

つ

も

も

距
離

ヲ
運
転

ス
レ
バ
其
速
度

ガ

一
時
問

李
均
十
九
哩
牛

ナ

ル
コ
ト

ハ
算
数
上
明
白

ナ
レ
ド

モ
、

是
唯
李
均
速
度

タ
ル
ノ
ミ
。
之

ヲ
以
テ
監
督
官
庁

ガ
上
告
会
社

二
認
可

シ
タ

ル
最
大
速
度

ナ
リ
ト

ス
ル

ニ
ハ
特
別

ノ
立
證

ヲ
必
要

ト
ス
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、

叙
上

ノ
亭
實
関
係

ヨ
リ
當

然
亭
均
速
度

ヲ

以
テ
認

可
ノ
最
大
速

度
ナ
リ

ト
推
論

シ
得

ベ
キ
モ
ノ

ニ
非

ズ
.
加
之
、

一
定

ノ
時
間
内

二
幽
蛮
騨

ヨ
リ
到
着
騨

マ
デ

始
終
算
敦

上
ノ
亭
均
速
度

ヲ

以

テ
電
車

ヲ
運
転

ス
ル
コ
ト

ハ
、
物
理
學
上
不
可
能

ノ
事

ニ
シ
テ
、
出
登

及
到
著

ノ
時

ハ
勿
論
、

線

路

ノ
高
低
曲
折
等

畠
際

シ
テ

ハ
、
速
度

ヲ
調

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第

玉
巻

第

五
號

一
三
七
)

、四
九



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交

通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
三
八
)

五
〇

節

シ
、
適
當

ノ
匹
問

二
於

テ

ハ
亭
均
以
上

二
速
度

ヲ
櫓
加

シ
、
緩
急
相
補

ヒ
、
因

テ
以
テ
豫
定

ノ
時
間
内

昌
蓮
輔

ス
ペ
キ

モ
ノ
ナ

ル
コ
ト

ハ
.

電

車
運
転

晶
關

ス
ル
實
験

法
則

ナ
リ
ト
謂

フ
ベ
シ
。
然

ル

ニ
原
判
決

ガ
、
叙
上

ノ
事
實
関
係

二
採

り
、
直

二
、

上
告
會

杜
ガ
監
督
官
隠

ヨ
リ
認

可
ヲ

受

ケ

タ
ル
天
王
寺

・
天
下
茶

屋
爾
騨
間

ノ
最
大
運
転

速
度

ハ

一
時
間
十
九
哩
牛

ナ
リ

ト
推
断

シ
タ

ル
ハ
、

謹
操

二
基

カ
ザ

ル
不
法

ノ
認
定

昌
シ
テ

且
實
瞼
法
則

二
違
背

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」

D

停

留

瘍

に

必

け

る

螢

着

に

際

し

乗

客

に
対
し

て

満

員

電

車

の
発
車

間

際

に

運

轄

毫

の

踏

段

に

乗

φ

、
把

手

を

握

少

え

た

に

す

ぎ

な

い
者

あ

る

も

、

「
運
転

手

席

ヨ

リ

之

ヲ
看
取

ス
ル
コ
ト
能

ハ
ザ

リ
シ
状
態

」
な
ら
ば
、
登
車
手
段
を
と

つ
π
運
転

手
に
は
過
失
が
な

い
。
1

〔四
九
〕
大
判
大
正

一
四
・
六
・
一
六
刑

一
大
正

=
二
(
れ
)
二
三
九
四
號
(
新
聞

二
四

五

七
號

九
頁

京
濱
電
氣
鐵
道

の
事
件

。
原
審

に
お

い
て
有

罪
Z
な

つ
て
ゐ
た
の
を
大
審
院
は
無
罪
を
言
渡

し
た
。
-

「
被
告
人

ノ
操
縦

シ
タ

ル
電
車

ハ
満
員

ニ
シ
テ
、
八
幡
停
留
場

昌
於

テ

ハ
殆

ン
ド
乗
車

ノ
蝕
地

ナ
キ

マ
デ

ニ
混
雑

シ
居
リ
タ

ル
爲

メ
、

被
告
人

ハ

乗
客

二
封

シ
、
到
底
乗
切

レ
ザ

ル
,
ト
ヲ
慮
り
、
後

ノ
電
車

ヲ
待

ッ
ペ
キ

コ
ト
ヲ
以
テ
乗
車

ヲ
阻
止

シ
タ

ル
折

柄
、

改

札
掛

ヨ
リ
獲
車

ノ
合
圖

ア

リ
、
次
デ
車
掌

モ
亦
獲
車
信
號

ヲ
爲

シ
タ

ル
ヲ
以
テ
、
嚢
車

セ
ン
ト
シ
タ

ル
塵

、
島

田
宗

七
ガ
最
初
車
掌
蜜
昇
降

ロ

ヨ
リ

乗
車

セ
ン
ト
シ
タ

ル
モ

運
転

手
蔓

ノ
方
混
雑
少

ナ
シ

ト
思
惟

シ
、
其

ノ
昇
降

ロ
ノ
方
面

二
廻
リ
タ

ル
昌
、
詞
所

モ
亦
混
雑

ヲ
趣
メ
殆

ン
ド
乗
車

ノ
蝕
地

ナ
カ
リ
シ

ニ
拘

ラ

ズ
、
漸
ク
登
車

ノ
刹

那

二
至

リ
強

テ
之

二
乗

り
、
僅

昌
踏
段

昌
足

ヲ
掛
ケ
把

手
ヲ
握
リ
得

タ
ル
モ
、
其

ノ
身
髄

ハ
車
盟
外

昌
出

テ
居
リ
、
電
車
進

行

ス
ル
ヤ
、
同
停
留
揚
北
側

ノ
木
柵

二
衝
突

シ
テ
墜
落

ス
ル

昌
至
リ
タ

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

同
人

ノ
踏
段

二
立

チ
タ

ル
位
置

ハ
、
運
転

手
席

ヨ
リ
之

ヲ
看
取

ス
ル

コ
ト
能

ハ
ザ

リ
シ
状
態

ナ
リ

シ

コ
ト
ヲ
認

ム
ル
ニ
足

ル
ベ

シ
。
然
ラ
バ
、
被
告
人

二
於

テ
、
宗
七
ガ
未
ダ
完

全

二
乗
車

セ
ザ

ル

コ
ト

ヲ
知
リ
、
若

ク

ハ
知

リ
得

ベ
カ
リ
シ

モ
ノ
ナ
ル

昌
拘

ラ
ズ
、
不
注
意

昌
モ
登

車

ノ
手
段
ヲ
執

リ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ザ

ル
ナ
リ
。

從

テ
、
同
人



ノ
負
傷
昌
付
.
被
告
人

二
業
務
上
ノ
過
失
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲
シ
難
ク
、

…
…
無
罪
ノ
言
渡
ヲ
露
ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
」

二

街

路
併
用

軌
道

…進
行

の
場
合

専
用

軌
道

の
場
合

と
異

つ
て
、

こ
の
場
合

は
、

一
般

線
路

上

と
踏

切
と
に

あ

い
て
事
情

に
大

差

な

い
。

そ

こ
で
、

こ
こ
で
は

、

こ
の
墜

方

の
場
合

を
区
別

し
な

い
で
説
明

す

る
。

㈲

進
路
前

方

に
通
常

の
逓

行
人

あ

る
場
合

ら

へ

リ

ヘ

へ

街
路
併
用
軌
道
上
を
進
行
す
る
市
街
電
車
に

あ
い
て
は
、
街
路
蓮
行
人
と
の
関
係

が
極
め
て
密
接
で
あ

る
。
そ
こ

で
、
判
例

も
す
で
に
大
正
三
年
以
來
、
市
街
電
車
の
事
案
に

つ
き
、
蓮
行
人
と
電
車
運
転

手
と
の
相
關
的
義
務
を
宣

ヤ

カ

ヘ

へ

あ

明
し
て
曰
く
、
(
一
)
街
路
逼
行
人
が
、
現
に
通
行
し
つ
つ
あ
る
電
車

の
前
路
を
横
断
す
る
に
は
、
「
衝
突

ノ
處
ナ

千

時
期
ヲ
選
択

シ
テ
線
路

二
入

ル
コ
ト
ヲ
要

シ
、
衝
突

ノ
危
険

存

ス
ル
場
合

二
於

テ

ハ
電
車
線
路

ノ
側
面

二
件
立

シ
電

車

ノ
通
過

ス
ル
ヲ
待

ッ
テ
其
線
路

二
入

ル
ベ
ク
、
運
転

手

ハ
進
行
中

ノ
電
車

ヲ
停
止

シ
疸
行
人
ヲ

シ
テ
先
ヅ
線
路

二

つ

ヤ

も

入

リ
テ
之

ヲ
横

断

セ

シ
メ
、
共
通

過

ス

ル
ヲ
待

ッ

テ
電

車

ノ
進

行

ヲ
継
続

ス

ル
ノ
義

務

ナ

シ
」
。

從

つ
て
、
「
電
・車

ノ

ぬ

も

ぬ

運
転

手

ハ
、
其

進

行

ノ
前
路

二
當

リ
線

路

ノ
方
向

ヲ
取

リ
テ
歩

行

シ
來

ル
通

行

人

ア

ル

コ
ト
ヲ
畳

知

ス
ル

モ
、
其

通

行

人
ガ
危

害

ヲ
避

ク

ル

ニ
必
要

ナ

ル
注
意

ヲ
爲

シ
電

車

ノ
通
行

ス

ル
ヲ
待

ッ
テ
線

路

ヲ
横

断

ス

ペ

シ
ト
豫
期

ス
ペ

キ

理
由

ア

ル
ヲ
以

テ
、
比

一
事

ノ
ミ
ヲ
以

テ
特

二
電

車

ノ
進

行

ヲ
逞

緩

ナ
ラ

シ
メ
、

叉

ハ
其

進
行

ヲ
停

止

シ
テ
萬

一
ノ

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
三
九
)

五
一



判
例
に
現
れ
た
.る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
敷

(
舟
橋

)

(
第
王
巻

箪

二
擁

一
四
〇
)

五
二

カ

へ

ぬ

マ

も

場
合

二
於

ケ

ル
不
期

ノ
衝
突

二
備

フ

ル
ノ
注
意

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
要

セ
ズ
」
。

し

か
し
、
他

方

、
(
二
)
電

車
運
転

手

は

竜
し

「
通
行

人
が
共
姿

勢

態
度
其

他

ノ
情

況

二
依

り
、
電

車

ノ
進
行

二
介
意

セ
ズ

シ
テ
線
路

ヲ

横

断

セ

ン
ト

ス
ル

ノ

危
険

ア

リ

ト
信

ズ

ベ
キ
理
由

ア

ル
ト
キ

ハ
、
逼

行
人

二
過
失

ノ
責

ア

ル
ト
否

ト

ニ
拘

ハ
ラ

ズ
、

衝
突

ヲ
避

ク

ル

ニ
必

要

ナ

川
注
意

ヲ
爲

ス

ノ
責

ア
リ
L
。
(

八
判
決
、
な

ほ
竃
ヨ
、

騒
九
参

照

こ
の
原
則
に
關
し
ー

イ

か
か

る

「
危
険

ア

リ
ト
信

ズ
ベ
キ
理
由

ア

川
」
に

か
か

は
ら

ず

、

こ
れ

を
認
識

せ
ざ
ち

し
と
き

は
、
運
転

手

の
過
失

と
な

る

こ
と
、

も
ち
ろ

ん

で
あ

る
。

1

〔竃
O
〕
大
判
大
正
三
・
四
・
一
六
刑
二
同
年
(
れ
)
五
六
二
號

.録

二
〇
輯
五
七
四
頁
、
抄
録

五
七
巻

六
九

ワ六
六
頁

、
新
聞

九
四
〇
號

二
七
頁

廣
島
市
内

電
車

の
事
件
。
被
告
が
前
方

注
覗
を
怠

つ
て
ゐ
た
た

め
、
被
告

が
乗
務

せ
る
電
車
が
踏
切
揚
に
差
懸

つ
た
際
、

被
害
者

が
該
踏
切
を

横
断

せ
ん
と
し
て
軌
道

へ
近
寄

っ
て
來

た
こ
と
を
知
ら
ず
に
電
車
を
進

行
せ
し
め
、
被
害
者
が
該
軌

遣
外
側
敷
石

の
盧

に
到

つ
た
時
漸

く

之
を
嚢

見

し
、
急
停
車

を
施

し
た

が
及
ば
な
か

つ
た
、

と

い
ふ
事
案

に

つ
き
ー

「
稿
原
晋
之

助
(被
害
者

)
ガ
右
榎
小
路
出
ロ

ヨ
リ
該
踏
切

ヲ
横
噺

セ
ン
ト
シ
テ
軌

道

へ
近
寄
り
來
リ

シ

ニ
於

テ

ハ
、
同
人

ガ
電
車

ノ
進
行

二
心
付

カ
ズ
線
路

ヲ
横
噺

セ

ン
ト
ス
ル
ノ
危
険

ア
ル
コ
ト
ヲ
被
告

己
於

テ
認
識

シ
得
ベ
キ
状
態

二
在

リ
タ
ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、

破
告

ハ
須

ラ
ク
衝
突

ヲ
避
ク

ル

ニ
必
要
ナ

ル
方
法

ヲ
探

ラ
ザ

ル
ベ
カ

ラ
ザ

ル

ニ
、

前
方
注
親

ヲ
怠
り
、
其
危
険

ア

ル

コ
ト

昌
心
付
カ

ズ
シ
テ
電
車

ヲ

進
行

セ
シ
メ
、

晋
之

助

ヲ
傷
害

ス
ル

ニ
至
リ
タ

ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
被
告

二
過
失
傷
害

ノ
罪
責

ア
ル
ヤ
言

ヲ
侯

タ
」
ず
。

「
明
治
四
十

一
年
廣
島
縣
令
第

四
十

七
號
電
氣

鐵
道
取
締

規
則
中

、

假
令
所
論

ノ
如
ク
、
該
業
務

二
關

ス
ル
特
別
ノ
規
定

ア
リ
ト

ス
ル
モ
、

之

ガ
爲

メ
、
其
業
務

上
必
要
ナ
ル
注
意

ヲ
怠
り
因

テ
人

ヲ
死
傷

二
致

シ
タ

ル
者

ノ
刑
法
上
ノ
責
任

二
潰
長

ヲ
來
タ

ス
ベ
キ
謂

レ
ナ
」
し
。



ヘ

ヤ

ゐ

ヘ

ヤ

ヘ

ロ

こ
の

「
衝
突

ヲ
避

ク
ル
ニ
必
要

ナ
ル
注
意

」
の
内
容
は
各
具
膿
的
場
合

に
鷹
じ
て
異

る
べ
き

で

あ

る

が
、

う

ヘ

へ

ぬ

ぬ

も

り

例

へ
ば
、
「
電
車

ノ
前
方
遠

カ
ラ
ザ

川
場
所

ヲ
軌
道

二
澹

ヒ
電
車

ト
同

一
方
向

二
歩

ム
者

ア
ル
場
合

」に
は
、
運
転

手

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、
「
警

鈴

ヲ
鳴

ラ

シ
テ
其

者

ノ
注
意

ヲ
喚
起

ス

ル
ノ
手
段

ヲ
軌

ル
ベ
ク
、

叉
電

車
・ガ
其

者

二
接
近

セ

ル
場
合

ニ
ハ

ヘ

へ

電
車

ヲ
徐
行

セ
シ
メ
、
以

プ
直

チ

ニ
停
車
衝
突

ヲ
避
ク

ル
ヲ
得

ル
ノ
途
ヲ
講

ズ
ベ
キ
」
で
あ
る
。
ー

〔五
閏
〕
大
判
大
正
五
・
一
・
二
二
民
三
大
正
四
(
オ
)
九
五
〇
號
(
録

一=
一輯

一
=
二
頁

、
抄
録

六
四
巻

一
四
〇
〇
六
頁

し

廣

島
電
氣
軌
道

の
事
件
。
電
車
線
路

の
上
を
電
車

と
同

一
方
向

に
歩
行
し

て
ゐ
た
十
五
歳

の
男
子
を
礫
傷

し
た

の
で
、

會
薩
が
賠
償

を
訴
求

さ

れ
た

の
で
あ

る
。
原
審

に
お

い
て
、
運
転

手
・
從

つ
て
ま
た
會
冠
・
の
過
失
と
認
定

さ
れ
た
事
實
は
、
「
(
一
)
被

上
告
人

(
被
害
者
)
ハ
電
車

ノ
前
方

約

百
三
十

歩

ノ
盧

ヲ
軌
道

二
接
近

シ
テ
電
車

ト
同

一
方
向

二
歩
行
シ
居

レ
ル
ヲ
認

メ
ナ
ガ
ラ
在
間
市

夫
(
電
車
運
転

手
)
ガ
警
鈴

ヲ
鳴

ラ
サ
ザ
,

シ

コ
ト
、
(
二
)
在
間
市
夫

ガ
被
上
告
人

ヲ
距

ル
約

二
間

ノ
虚

二
至

ル
迄
同

一
ノ
速
度

ヲ
以
テ
電
車

ノ
進
行

ヲ
綴
績

シ
タ
リ
ト
ノ

コ
ト
、
(
三
)被

上
告

人

ノ
右
足
部

ガ
電
車
後
輪

二
礫

レ
タ
ル
際
、
在
間
市
夫

ガ

一
旦
停
車
シ
タ

ル
電
車

ヲ
後
退

セ
シ
メ

ズ
シ
テ

ニ
、
三
尺
前
進

セ
シ
メ
タ
リ

ト
ノ

コ
ト
」

で

あ

る
。
1

「
電
車
運
転

ノ
如

キ
人

二
危
害

ヲ
及
ボ

ス
ノ
處
ア

ル
事
業

昌
從
事

ス
ル
者

ハ
、
其
危
害

ヲ
避

ク
ル

ニ
相
當
ナ

ル
注
意

ヲ
用

ユ
ペ
キ

ハ
鮭
會

観
念

ノ

ぬ

も

要
求

ス
ル
所

ニ
シ
テ
、
電
車

ノ
前
方
遽

カ
ラ
ザ

ル
場
所

ヲ
軌
道

晶
沼

ヒ
電
車

ト
同

一
ノ
方
向

二
歩

ム
者
ア

ル
場
合

混
ハ
、
運
転

手

ハ
宜

シ
ク
馨
鈴

で

つ

ヲ
鳴

ラ

シ
テ
其
者

ノ
注
意

ヲ
喚
起

ス
ル
ノ
手
段

ヲ
執

ル
ベ
ク
、
又
電
車
ガ
其
者

二
接
近

セ

ル
場
合

ニ
ハ
、
電
車

ヲ
徐

行
セ
シ
メ
、

以

テ
直
チ

ニ
停

車
衝
突

ヲ
避
ク

ル
ヲ
得

ル
ノ
途

ヲ
講
ズ
ベ
キ

ハ
、
正

畠
電
車
運
転

手

ノ
執

ル
ベ
キ
相
當

ノ
注
意

ナ
リ

ト
謂

フ
ペ
ク
、

其
注
意

ヲ
訣
グ

ト
キ

ハ
則
チ

過
失

ア
リ

ト
爲
サ
ザ

ル
ベ
カ
ラ

ス
。
又
、
咄
嵯

ノ
間

ト
盤

、
相
當

ノ
注
意

ヲ
用

ユ
ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ズ
ト
云
フ

ノ
理
ナ
ク
、

原
判
決

認
定

ノ
如
ク
.

剣
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
鱗

一
鶴

一
)

五

ヨ



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
蓮
及
び
電
鐵
交
通

事
故

(
舟
橋

)

(
第
五
巷

第

二
號

一
四

二
)

五
四

車
盟

ヲ
被
上
告
人

二
鯛

レ
テ
韓
倒

セ
シ
メ
、
電
車

ノ
後
輪

ヲ
以
テ
被
上
告
人

ノ
右
足
部

ヲ
礫

キ
タ
ル
場
合

二
、

更

二
其

足

ヲ
車
輪

ヨ
リ
取
離

サ

ン

ト
シ
テ
再

ビ
之

ヲ
礫

ク
ガ
如
キ

ハ
、
相
當
ノ
注
意

ヲ
用

ユ
レ
バ
避
ケ
得

ベ
キ
所

ニ
シ
テ
其
過

失
ナ

ル
ヤ
勿
論

ナ
」
り
。

〔竃
二
〕
大
判
大
正
五
・
九
・
一
六
民
三
同
年
(
オ
)三
〇
二
號

、録

一=
一
輯

一
七
九
六
頁

、
抄
録

六
八
巻

一
五

一
五
七
頁

、

新

聞

一
二
〇

山ハ
號

二
五
頁

京
阪
電
氣
鐵
道

の
事
件
。
被
害
者
吉
藏

が

一
本
梶
棒

二
輪
車

の
荷
車
に
空
俵
を
満
載

し
て
梶
棒

の
左
側
に
澹
ふ
て

電
車
線
路

の
右
側

を
進
ん
で

行

っ
た
と
き
、
反
対

の
側
か
ら
電
車
が
進
行
し
來

り

「
警
笛

ヲ
鳴

ラ
シ
徐

行
シ
タ

ル
モ
」
、
「
電
車

ノ
前
部
ナ

ル
運
転
皇

ト
ハ
辛
ジ

テ

衝
突

ヲ
免

レ

タ

レ
ド

モ
、
其
問
非
常

二
接
近

シ
居
リ

シ
ト
、

常
日

ハ
雨
後

ニ
テ
遣
路
面
上
凹
凸
不
規
則
ナ
リ
シ
爲

メ
吉
藏
ノ
操
車
意

ノ
如

ク
ナ
ラ

ザ
リ

シ
ト
、

電
車

ノ
左
右

ノ
動
揺

ト
ガ
相
侯

ツ
テ
、
電
車

ノ
後
部
」

と
衝
突
し
、
そ

の
反
動

に
よ
り
吉
蔵

が
跳

ね
飛
ぱ
さ
れ

て
負
傷

し
死
亡
す

る
に
至

っ
た

の

で
、
そ

の
逡
子
逡
妻

よ
り
電
鐵
会
社

に
賠
償

を
請
求

し
た
も

の
で
あ

る
。
1

「
明
治

三
十
八
年
大
阪
府

令
第
三
十

八
號
電
氣
鐵
道
取
締
規
則
第

三
十

三
條
第

四
號

ニ
ハ
、
行
車

ノ
前
途

三
十
間

以
内

昌
牛
馬
諸
車
若

ク

ハ
歩
行

者

ア
ル
ト
キ

ハ
、
脅
響
器

ヲ
鳴

ラ
シ
徐
行
若
ク

ハ
停
車

ス
ベ

シ
ト
ア
リ
、
叉
同

三
十
條

ニ
ハ
、
牛
馬
諸
車
若

ク

ハ
公
衆

二
封
シ
危
険

ノ
處

ア
リ

ト

認

ム
ル
ト
キ

ハ
、
運
転

ヲ
停
止

ス
ペ
キ
旨

ノ
規
定

ア
リ
。
而
テ
、
原
判
決

ガ
運
転

手
麺

田
重
雄

ノ
詮
言

二
依
リ
判
定

ス
ル
所

二
依

レ
パ
、

電
車
進

行
中
「
ブ

レ
ー
キ
」
ヲ
栽

ム
ル
ト
キ

ハ
、
通
常

五
六
間

ノ
所

ニ
テ
.停
車

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ル
モ
ノ
ナ

ル
ガ
故

昌
、

前
記

ノ
如
ク
被
害
者

ガ
軌
道

ト
趣

メ

テ
接
近

セ
ル
距
離

ヲ
保
チ
テ
荷
車

ヲ
曳

キ
來
リ
電
車

ト
衝
突

ス
ル
ノ
處

ア
ル
場
合

二
於

テ

ハ
、
運
転

手
重
雄

ハ
宜

ク
適
當

ノ
距
離

昌
於

テ

電
車

ノ

へ

ぬ

運
転

ヲ
停
止

ス
ル
等
磨
急

ノ
塵
置
ヲ
執

ラ
ザ

ル
可
ヵ
ラ
ザ

ル

ニ
事

蝕

昌
出
デ

ズ
、
徒

ラ

ニ
被
害
者
吉
藏

ノ
回
避

ヲ
豫
期

シ
テ
電
車

ヲ
進
行

セ
シ
メ

絡

二
原
判
決
認
定

ノ
如

ク
電
車

ト
吉
藏

ノ
荷
車

ト
衝
突

シ
、
爲

メ

ニ
吉
藏

ヲ
シ
テ
死

二
至
ラ

シ
メ
タ

ル
ハ
、
運
転

手
重
雄

ノ
過
失

二
基
因

ス
ル
モ

ノ
ト
云

ハ
ザ

ル
可

カ
ラ

ズ
。
但

シ
若

シ
被
害
者
吉
藏

二
於

テ
、
電
車
ガ
馳
走

シ
來

ル
ヲ
八
十
六
間
蝕

ノ
前

面

二
於

テ

之

ヲ
認
識

シ
且
當
時
之

ヲ
回

避

ス
ベ
キ
方
法
可
能
ナ

ル

ニ
、
之

ヲ
回

避
セ
ザ
リ

シ
モ
ノ
ト
セ
バ
、
吉
藏

二
於

テ
モ
亦
過
失

ノ
責

ヲ
免

ル
ル
コ
ト
能

ハ
ザ

ル
ハ
勿
論

ニ
シ
テ
、
即

チ
共
同
過
失

ヲ
以
テ
論

ズ
ベ
キ
モ
ノ
ナ

レ
ド

モ
、
吉
藏

昌
共
同
過

失
ノ
責
任

ア
リ

ト
ノ

コ
ト
ハ
上
告
人

二
於

テ
抗
癖

ド
シ
テ
之

ヲ
主
張

シ
タ
ル
形



迩

之

ナ
キ

ノ

ミ
ナ

ラ

ズ

、

叉
原

判

決

ノ
認

メ
ザ

ル
所

ナ

ル

ヲ
以

テ
、
論

旨

二
・:
・
ハ
其

理
由

ナ

シ
。
」

へ

で

ハ

通
行
人
の

「
姿
勢
態
度
其
他

ノ
情
況

二
依
り
」
線
路
横
断
そ
の
他

の
危
険

あ
う
と
信
ず
べ
き
理
由
あ

る
も
の

と
せ
ら
る
る
例
ー

〔喜
昌
〕
大
判
大
正
四
・
四
・
二
刑

一
同
年
(
れ
)
三
八
五
號
(
録

一
一
一
輯

一二
四

五
頁

、

抄

緑

山ハ
一一
巻

七

・九
・乃
三
頁

、

新

聞

一
〇

=

二
號

二

八
頁

被
害

者
が

「
盤

ヲ
屈

メ
テ
軌
道

二
接

シ
何
事
ヲ
ヵ
爲

シ
居

リ
タ
」

る
に
、
運
転

手
は
近
づ

い
て
か
ら
急
停
車

を
試

み
た
が

時
既

に
逞
か
り
し
揚

合

に

つ
き

、
運
転

手
に
も
過
失
あ
り
と
さ
れ
た
。

〔重
四
〕
大
判
大
正
八
・
二
・
七
民

一
大
正
七
(
オ
)
九
五

一
號

録

二
五
輯

一
七
九
頁
、
抄
録

八
二
巷

一
九

三
二
六
頁

新
聞

一
五
四

一
號

一
九
頁

横
濱
電
氣
鐵
道

の
事
件

。

「
踏
切

ノ
手
前

二
、
小
湊
電
車
停
留
揚

ノ
本
牧

行
電
車
乗
客

ノ
昇
降
揚
ア
9
テ
、
之

ト
封

シ
テ
踏
切

ヲ

超

エ
タ

ル
所

二
、
横

濱
行
電
車
乗

客
ノ
昇
降
場

ア
リ
、
本

牧
行
電
車

ノ
蓮
聴
手
上
告
人
小
林
長
松

ハ
、
電
車
ガ
踏

切
ヲ
距

ル

コ
.ト
約
五
間

ノ
手
前
、'
即

チ
、
本

牧

行
電
車
乗

客
ノ
昇
降
場
赤
柱

ノ
立

テ
ル
所
迄
進
行

シ
來
リ
タ

ル
時

二
、
被
害
者

ガ
其
前
面
左
手

ヨ
リ
踏
切

昌
向

ヒ
、
踏
切

ヲ

距

ル
コ
ト
僅

力

昌

一
間
牛

ノ
路
上

ヲ
疾
走

シ
ツ
ッ
ア

ル
ヲ
畳
知

シ
タ
ル
モ
、
其

以
前
車
掌

ヨ
リ
小
湊

停
留
揚

二
昇
降
客

ナ
キ
旨
信
號

ヲ
以
テ
通
知

セ
ル

ニ
依
り
、

電

車

ヲ
同
所

二
停
留

セ
シ
メ
ズ

シ
テ
其
進

行
ヲ
縫
綾

シ
、
踏
切

二
接
近

セ
ル
際
其
速

度

ヲ
加

ヘ
タ
」

の
で
、
右
被
害

者
に
衝
突

こ
れ
を

蝶
殺

し
た
に

対
し

、
被
害
者
側

よ
り
電
鐵
会
社

及
び
運
転

手
に
向

つ
て
賠
償
を
請
求

し
た
も
の
で
あ

る
。
1

一

「
電
車
ガ
進
行

シ
テ
踏
切

昌
近

ヅ
キ
來

ル

ニ
方

リ
、
踏
切

ヲ
通
過

セ

ン
ト
シ
テ
進

ミ
來

ル
通
行
人

ア
リ
、
若

シ
其
歩

ヲ
止
メ
ズ
シ
テ
踏
切

ヲ

通
過

ス
ル

ニ
於

テ
ハ
電
車

ト
衝
突

ス
ル
處

ア
ル
場
合

二
在

テ
、
電
車

ノ
運
転

手

ハ
電
車

ノ
進
行
ヲ
停
止

シ
、
通
行
人

ノ

踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
ヲ
待

タ

ザ

ル
可
ラ
ザ

ル
ヤ
、
公
衆

ノ
通
行
機
關

ト
シ
テ
可
成
其
進
行

ノ
澁
滞

セ
ザ
ラ

ン

コ
ト
ヲ
期

ス
ベ
キ
電
車

二
、
望

ム
可
ラ
ザ

ル
所

ナ
ル
ノ

ミ

ナ
ラ
ズ

電
車

ノ
進
行

ハ
、
通
行
人

ガ
其
歩

ヲ
止

ム
ル
ガ
如
〃
直

チ

ニ
停
止

シ
得

ベ
キ

モ
ノ

ニ
非

ザ

レ
バ
、
寧

ロ
通
行
人

昌
於

テ
危
険

ヲ
慮
リ
漕

電
車
ノ
通

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
故
.

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

ご
號

一
四

三
)

五
王



鍔
例
に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
…鱈
交
通

事
故

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第

二
変

一
四
四
)

五
六

過

ヲ
待

ッ
ペ
キ

モ
ノ
ナ

ル
コ
ト

ハ
、
固

ヨ
リ
否
定

ス
ペ
キ

愚
非

ズ
。
故

二
、
電
車

ノ
運
転
手

ハ
、
通
行
人
ガ
尋
常

ノ

態
度

昌
於

テ
踏
切

昌
向

ヒ
來

ル
場
合

昌
在

テ

ハ
、
通
行
人

二
於

テ
電
車

ノ
通
過

ヲ
待

ツ
ペ

シ
ト
期
待

ス
ペ
キ
理
由
ア

ル
ヲ
以
テ
、

遍
行
人

ノ
踏
切

昌
向

ヒ
來

ル
ヲ
畳
知

シ
タ
ル

ノ
ミ

ニ
テ

ハ
、
未
ダ
電
車
ノ
進
行

ヲ
停
止

シ
テ
萬

一
ノ
危
険

昌
傭

フ
ル
ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ヲ
要

セ
ズ
。
從

テ
、
通
行
人
ガ
踏

切

ノ
通
過

ヲ
敢

テ
シ
衝

突

ノ
災
害

ヲ
招

キ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
蓮
輔

手

二
過
失

ノ
責

ヲ
麟

ス
ル
ヲ
得
ズ
。

二

然

レ
ド

モ
、
危
険

ヲ
伸

フ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ル
蓮
繭
π手

ハ
、
常

二
進
路

ノ
前
方

ヲ
替
戒

ス
ベ
キ

ハ
勿
論

、
危
険

ノ
生
ズ

ル

コ
ト

無
キ
ヤ

ニ
注

意

シ
、
危
険

ノ
生

ズ
ベ
キ

コ
ト
ヲ
豫
想

シ
得

ベ
キ
場
合

二
於

テ

ハ
、
電
車

ノ
進
行

ヲ
緩
徐

昌
シ
又

ハ
停
止

シ
テ
危

陰

ヲ

未
然

二
防

止

ス
ル
ノ
虚
置

ヲ
執

ラ
ザ

ル
可
ラ
ズ
。
故

二
、
通
行
人

ガ
電
車

'2
進
行

二
留

意

セ
ズ

シ
テ
踏
切

ノ
通
過

ヲ
敢
テ

ス
ル
モ
ノ
ト

豫
想

ス
ベ
キ
事
情
ノ
存

ス
ル
場
合

二

之

ヲ
察

セ
ズ
シ
テ
如
上

ノ
處
置
ヲ
執

ラ
ズ
、
通
行
人

二
電
車

ヲ
衝
突

セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

通

行
人

二
過
失

ア
ル
ト
否

ト
ヲ
問

ハ
ズ
、
過

失
ノ
責

う

も

も

も

も

う

も

う

も

も

も

コ

ヤ

も

ね

い

ね

も

も

も

ぬ

も

も

も

へ

も

も

も

う

う

も

二
任
ゼ
ザ

ル
可

ラ
ズ
」
。

こ
れ
を
本
件
に

つ
い
て
み

る
に
、

「
被
害
者

ハ
本
牧
行
電
車

ノ
停
留
場

二
停

留

ス
ル
ナ
ラ

ン
ト
豫
想

シ
、
無
難

二
踏
切

ヲ

ら

も

も

ぬ

マ

も

う

も

で

も

う

も

も

も

カ

も

も

ヤ

も

カ

も

も

も

つ

マ

ヤ

カ

カ

ぬ

ぬ

う

も

コ

め

も

う

も

も

ぬ

も

も

も

ら

カ

む

カ

も

も

も

も

ヘ

へ

し

通

過

シ
得

ペ

シ

ト
思

惟

シ

テ
、
横

濱

行

電

車

・「
乗

ラ

ン
ガ
爲

メ
、

今

ヤ
電

車

二
留
意

セ
ズ

シ

テ
踏

切

ヲ
通

過

ス
ペ

ク
疾

走

ス

ル
モ

ノ

ト

想

祭

ス
ベ

も

へ

ぬ

キ
事
情

ノ
存

ス
ル
ア
リ

テ
、
上
告
人
長
松

ハ
、
電
車

ノ
進
行

ヲ
停

止
ス
ル

晶
非
ザ

レ
バ
被
害
者

二
衝
突

ス
ル
ノ
危

険

ヲ
生
ズ
ベ
キ
ヲ
豫
期

セ
ザ

ル
可

ラ
ザ

ル
所

ナ
ル

ニ
、
注
意

ノ
此

二
及
バ
ズ
シ
テ

電
車

ノ
進
行

ヲ
停

止
セ
ズ
、
剰
サ

へ
其
速
度

ヲ
加

へ
、
爲

メ

ニ
電
車

ヲ
被
害
者

昌
衝
突

セ
シ
メ

タ

ル
ハ
、
運
転

手
タ

ル
者

ノ
用

ユ
ベ
キ
注
意

ヲ
怠
リ
タ

ル
モ
ノ

昌
シ
テ
、
過
失
ノ
責

ア
リ
ト
謂

フ
ベ

シ
。
」

一晶

「
被
害

者

二
過
失

ア
ル

コ
ト
ハ
加
害
者

ノ
過
夫

ノ
有
無

昌
関
係

ス
ル
所
ナ
キ

ハ
、
既

二
説

示
シ
タ
ル
ガ
如

ク
ナ

レ
バ
、
被
害
者

力
踏
切

ヲ
通

過

シ
タ
ル

コ
ト
ガ
紳
奈
川
縣
令
電
氣
鐵
道
取
締
規
則

昌
違

反

ス
ル
ト
否

ト

ハ
、
之

ヲ
問

フ

ヲ
要

セ
ズ
。
」

ヘ

ハ

⑭

前
方

の
線
路
附
近
に
幼
見
あ
る
場
合

幼
見
に
あ

つ
て
は

「
電
車

ノ
危
険

ヲ
理
解

ス
ル
能
力
ナ
キ
ヲ
普
通
」
と
す
る
か
ら
、
「
電
車
運
轄
手
ガ
、

其

ノ
前



方
電
車
軌
道

ノ
附
近

二
於

プ
幼
見

ノ
停
立
叉

ハ
俳
徊

ス
ル
ヲ
認
知

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
危
害
豫
防

ノ
爲
、
特

二
周
到
ナ

も

も

へ

む

ル
注
意

ヲ
爲

ス
ペ
キ
L
で
あ

つ
て
、
「
絶

ヘ
ズ
該
幼
見

ノ
姿
勢
態
度
其

ノ
他
情
況

二
留
意

シ
、

警
鈴

ヲ
鳴
ラ

ス

ハ
勿

ぬ

ヘ

へ

も

ヤ

も

論

、
緩

急

二
鷹

ジ
テ
随

時
停
車

シ
得

ベ

キ
腱
置

ヲ
執

リ
ッ

ッ
進

行

ス
ペ
」
き
も

の
と

し
、
も

し

、
運
転

手
見

習
員

を

し

て
運
転

せ
し

め
て

ゐ
た
と

き

は
、

こ
れ

に
代

つ
て
自
身
運
転

す

る
を

要
す

(ヨ
六
.
判
決

)
。

〔
五
置
〕
大
判
大
正
三
・四
・
二
四
刑

一
同
年
(
れ
)
五
四
九
號

、録

二
〇
輯
六

一
九
頁

、
抄
録

五
七
巷
六
九
七
八
頁
、

'新
聞
九
四
三
號

三
〇
頁

、

廣
島

の
事
件

。
「
反
対
線

ノ
軌
溢
内

二
於

テ
内
側
軌
條

昌
接
近

シ
テ
」
「
保
護
者

ノ
看
親

ナ
ク
大
人

用

ノ
女
下
駄

ヲ
穿

チ
」

停
立
し
て
ゐ
た

一
年

八
ケ
月

の
小
見

が
、
漸
次

電
車

の
進
路
に
近
寄
り
、

こ
れ

に
鰯
れ
た
事
案
に

つ

い
て
ー

凹

「
電
車
運
転

手
ガ
其
職
務

ヲ
執

ル
ニ
當

り
、
電
車
進
行

ノ
前
方
線
路

ヲ
横
断

ス
ベ
キ
方
向

二
於

テ
徒
歩
又

ハ
車

馬

昌
テ
通
過

セ

ン
ト

ス
ル
者

ア
ル
ヲ
認
メ
タ

ル
ト
キ

ハ
、
停
車

シ
テ
其
通
過

ヲ
挨

チ
而

シ
テ
後

二
進
行

ヲ
継
続

ス
ベ
キ
義

務

ア
ル

コ
ト
ナ

シ
。
蓋

シ
交
通
機
關

ト
シ
テ

電
車

ヲ

公
認

シ
タ

ル
以
上

ハ
、
專
用
道
路

二
於

テ
ハ
勿
論
、

一
般

ノ
公
道

昌
於

テ
モ
、

交
通
機
關
タ

ル
敷

用
ヲ
完
全

二
嚢

揮

セ
シ
ム
ル
ガ
爲

二
斯

ク
断
定

ス
ル
ヲ
相
當

ト

ス
レ
バ
ナ
リ
。
之

二
反

シ
テ
、
電
車
線
路

ヲ
横
噺

セ
ン
ト
ス
ル
通
行
人

ハ
、
公

ノ
交
通
機
關

ヲ
妨
害

セ
ザ

ル
義

務

ヲ
負
指

ス
ル
ヲ

以

テ
、
電
車

ノ
進
行

ヲ
障
擬

セ
ザ

ル
場
合

二
於

テ
線
路

ヲ
横
断

シ
、
自

ラ
危
除
回
避

ノ
注
意

ヲ
執

ラ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
散

二
、
運
転

手
ガ
電
車

ノ

前
方

二
於

テ
、
線
路

ヲ
横
噺

ス
ベ
キ
方

向

ヲ
執

リ
行

シ
來

ル
通
行
人

ヲ
認

メ
タ

ル
場
合

ト
錐

モ
、
警
鈴

ヲ
鳴

ラ
シ
其
他
危
険

注
意

ヲ

奥

フ

ル
方
法

ヲ
執

リ
テ
前
進

ス
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、

萬

一
通
行
人
ガ
危
険

ヲ
胃

シ
、
電
車

ノ
前
方

晶
於

ケ
ル
線
路

ヲ
横
噺

ス
ル

ニ
因

り
、
電
車

昌
鵤

接

シ
若

ク

ハ
之

ト
衝
突

シ
、
傷
害

ヲ
受

ク
ル
モ
、
之

ヲ
以

テ
運
転
手

ノ
過
失

二
蹄

ス
ル
ヲ
得
ズ
。

二

「
然

レ
ド
モ
、
法
律
ガ
電
車
運
転

手

ノ
如

キ
危
険

業
務

二
服

ス
ル
者

昌
封

シ
テ
要
求

ス
ル
注
意
義
務

ハ
、
通
常
人

二
比

シ
テ
大

ナ
ラ
ザ

ル
ベ

カ

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
遣
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(第

五
巷

第

二
醗

一
囚
五
)

五
七



判
例

に
現

れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第
二
醗

一
四
六
)

五
八

ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、
筍

モ
危
害

ヲ
登
生

ス
ル
處

ア
ル
場
合

昌
於

テ

ハ
、
常

昌
之

ガ
豫
防

二
付

キ
多
大

ノ
注
意

ヲ
費

サ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

從

テ
、
電
車

つ

も

し

で

マ

カ

も

い

ね

も

も

し

も

も

う

う

へ

　

へ

う

カ

も

も

ね

し

し

ぬ

ね

い

で

カ

も

カ

つ

ヤ

　

も

う

も

カ

カ

セ

も

ね

ら

進
行
ノ
前
方

二
於

テ
、
通
行
人
ガ
散
意
若
ク

ハ
無
意
識

二
線

路

ヲ
横
断

ス
ル
ノ
胃
瞼
的
行
爲

ヲ
爲

サ
ン
ト
ス
ル
情
況
ア
リ
テ
、

之

ガ
爲

メ

ニ
電
車

ら

ヤ

も

も

し

つ

カ

コ

カ

も

も

も

ヘ

ヤ

る

ら

も

り

も

も

う

つ

も

も

ぬ

も

も

リ

カ

も

ね

で

も

　

ト
衝
突

ヲ
惹
起

ス
ペ
キ
處

ア

ル
コ
ト
ヲ
疑

ハ
シ
ム
ベ
キ
相
當

ノ
理
由
存
在

ス
ル
場
合

二
於

テ

ハ
、

特

二
停
車

叉

ハ
其
他
危
険

ヲ
豫
防

ス
ペ
キ
臨
機

ノ
手
段

ヲ
講

ゼ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
若

シ
其

情
況

ノ
存
在

ス
ル

昌
拘
ラ
ズ
、
之

二
留
意

セ
ズ
シ
テ
電
車

ヲ
進
行

セ
シ
メ
、

傷
害

ノ
結
果

ヲ
登
生

セ
シ

メ
タ

ル
ト
キ

ハ
、
通

行
人

ノ
過
失
ノ
有
無

ハ
措

テ
之

ヲ
問

ハ
ズ
、
運
転

手

ハ
職
務
上
爲

ス
ベ
キ
注
意

ヲ
爲

サ
ザ
ル

ニ
因
リ

テ
、

認

識

シ
得
ベ
ク
而

カ

モ
認
識

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

シ
タ

ル
結
果
ノ
登
生

ヲ
認
識

セ
ズ
シ
テ
、
避
止

セ
シ
メ
得

ベ
カ
リ
シ

結
果

ヲ
登

生

セ
シ
メ
タ
ル
者

ナ

レ
バ
、
其
行
爲

ハ

過
失
犯
ヲ
以
テ
論

ズ
ベ
キ
ヤ
疑

ヲ
容

レ
ズ
。
前
掲
剣
示
事
實

二
擦

レ
バ
、
被
告

ハ
、
約
十

一
問
蝕

ノ
距
離

二
於

テ
危
険

ノ

何

タ
ル
ヤ
ヲ
解
得

セ
ズ

且
危
害

ヲ
回

避

ス
ル
ノ
能
力

ヲ
快

ク

一
小

見
ガ
、
顛
倒

ヲ
惹
起

シ
易
キ
大
人

用
ノ
下
駄

ヲ
穿
チ
、
保
護

者
ノ
看
覗

ナ
ク
、
軍
濁

昌
テ

電
車
線

路

昌

接
近

シ
テ
停
立

シ
タ

ル
事
實
、
蚊

二
其
後

昌
於

テ
電
車

ノ
進
行

ス
ル

ニ
拘

ハ
ラ
ズ
、
該
小
見

ガ
距
離

二
間
飴

昌
至

ル
モ

依
然
其

位
置

二
在

リ
タ

ル

事
實

ヲ
認
識

セ
ル
コ
ト
明
ナ

レ
バ
、
被
告

ハ
該
小
児

ガ
何
時
無
意
織

二
線
路
内

二
進

入
シ
、
電
車

二
飼

レ
ル
モ
測

ラ

レ
ザ

ル

情
況

二
在

リ
タ

ル

コ

ト
ヲ
認
識

シ
得

ベ
ク
、
又
認
識

セ
ザ

ル
ベ

カ
ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、
該
小
見

ノ
動
作

昌
付

キ
緻
密

ナ
ル
注
意

ヲ
加
フ
ベ
キ

義
務

ア
ル

ニ
拘

ハ
ラ
ズ
、
被

告

ハ
之

二
留
意

セ
ズ
、
該
小
晃

二
接
近

シ
タ

ル
コ
ト
ヲ
畳

知

セ
ズ
、
電
車

ヲ
進
行

セ
シ
メ
テ
、

之

ヲ

シ
テ
電
車
甕

二
鯛

レ
負
傷

セ
シ
メ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
被
告

ガ
相
當

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
轟
於

テ

ハ
其
危
害

ヲ
生
ゼ

シ
メ
ザ
リ
シ
ナ

ル
ベ
キ
事
實

ナ
レ
バ
、

被
告

ハ
當
然
其
業
務

上

ノ
行
爲

二
關

シ

テ
過
失

ノ
責

二
任
ズ
ペ
ク
、
小
見

ノ
保
護
者
ガ
其
看
覗
ノ
義
務

ヲ
訣
キ

タ
ル
事
實

ハ
被
告

ノ
罪
責

ヲ
滑
長

ス
ル
ニ
足

ラ
ズ
。
」

〔ヨ
六
〕
大
判
大
正

=
二
・九
・
一
一
刑
二
同
年
(
れ
)
=

一七
三
號
(集
三
巻

六

一
八
頁
、
新
聞

二
三
二
三

號
一
二

頁

、
判
民

八

一
事
件
(
亭
井

)

金

浬
「電
氣

軌

道

の
蝋畢
件

。

1
i

圏

「
五
歳
前
後

ノ
幼
見

ハ
電
車

ノ
危
険

ヲ
理
解

ス
ル
ノ
能
力

ナ
キ

ヲ
普
通

ト
ス
ル
ヲ
以
テ
、
危
害

ノ
切
迫

セ
ル
ヲ
自
畳

セ
ズ
シ
テ
電
車
軌

道
内

二
逡
入

ス
ル

コ
ト
亦
稀
有

ノ
事
例

二
非

ズ
。
從

ッ
テ
、
電
車
運
転

手
ガ
電
車

ヲ
操
縦

ス
ル
昌
當
り
、

其

ノ
前
方
電
車
軌

撹
ノ
附
近

二
於

テ
、
幼

見



ノ
停
立
又

ハ
彿
徊

ス
ル
ヲ
認
知

シ
タ

ル
ト
キ

ハ
、
危
害
豫
防

ノ
爲
特

二
周
到

ナ

ル
注
意

ヲ
爲

ス
ペ

キ

ハ
、

其

ノ
業
務

ノ
性
質
上
富

然
ノ
義
務

ナ

ル

ガ
散

二
、
蓮
輔
手

ハ
絶

ヘ
ズ
該
幼
見

ノ
委
勢
態
度
其

ノ
他
情
況

二
留
意

シ
、
警
鈴

ヲ
鳴

ラ

ス
ハ
勿
論
、
緩
急

二
慮

ジ

テ
随
時
停
車

シ

得

ベ
キ
處

置

も

も

も

も

た

ら

ヲ
執

リ
ッ
ツ
進
行

ス
ベ

ク
、
若

シ
電
車
操
縦

ノ
経
験
能
力

ナ
キ
蓮
輔

手
見
習
員

ヲ
シ
テ
自
E

二
代

リ
テ

電
車

ヲ
操
縦

セ
シ
メ
傍

ヨ
リ
之

ヲ
指
揮
監

督

ス
ル
場
合

二
在

テ

ハ
、
其

ノ
者

ヲ
罷

メ
シ
メ
テ
自

ラ
操
縦

ス
ル
ヲ
相
當
ト

ス
。
」

二

「
幼
見

ノ
保
護

者
ガ
、
電
車
軌
道

二
沼

フ
タ

ル
街
路

二
於

テ
幼
見

ノ
嬉
戯

シ
俳
徊

ス
ル

ニ
放
任

ス
ル
ハ
、
不
注
意

ノ
責

ヲ
免

レ
ズ

ト
錐

、
之

ガ
爲

二
電
車
蓮
輔

手

ノ
業
務
上
ノ
注
意
義
務

二
清
長

ヲ
來

ス
ベ
キ

ニ
非

ズ
。
」

〔
五
七
〕
大
判
昭
和
八
・七
・
一
〇
刑
二
同
年
(
れ
)
七
五
〇
號

i

　妻

鰹

)

廣
島
瓦
斯
電
軌
経
営

の
廣
島
市
内
電
車

の
事
件
。
i

電
車
蓮
輔

手
が
運
転

中
、
前
方

の
軌
道
外
側
附
近

に
於

て
、
九
歳

の
兄
が
五
歳

の
妹

の
線
路
内

に
走
入
ら
ん
と
す

る
を
引
止

め

妹
が
頻

り
に

こ

れ

を
振
放
さ
ん
と
す
る
を
認

め
た
る
と
き

は
、
「
當
然
急
停
車

或

ハ
最
徐
行

ノ
措
置

二
出
デ
、

何
時

「=
ア
モ
直

二
電
車

ヲ
停
車

シ
得

ベ
カ
ラ
シ
メ
、

以

テ
危
害

ノ
登

生

ヲ
豫
防

ス
ベ
キ
義
務

ア

ル
」

も

の
と
す
。

へ

ゐ

㈲

前
方
線
路
横
断
者
が
盲
人
な

る
場
合

「
盲
人

ノ
如
キ
衝
突

ノ
危
険

ヲ
未
然

二
豫
防

ス
ル
ノ
・智
能

ヲ
映
ク
者
ガ
電
車
線
路

二
向

ヒ
進
行

ス
ル
場
合

二
於

プ

ハ

ヤ

へ

常

二
衝

突

ノ
危
険

ア
リ

ト
認

ム
ペ
ク
」
、
從

つ
て

、通

行
人

の
盲
目

な

る

こ
と

を
運
転

手

に

必
い
て

「
認
識

シ
得

ペ
カ

リ

シ

モ
ノ

ト

ス
ル
ト
キ

ハ
、
直

二
電

車

ヲ
停

止

ス

ル
ノ
庭
分

ヲ
爲

」
す

べ
き

で
あ

る
。

但

し
、
こ
れ

を
認
識

し

う
べ

か

ら

ざ

る
場

合

に

は
、
㎝

の
場

合

の
原
則

に
從

ひ
、
「
姿

勢

態
度
其

他

ノ

状

況

二
依

ヅ
、

線

路

ヲ
横

断

セ

ン
ト
ス

ル
ノ

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
遣
及
び
電
鐵
交
通

事
散

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第

二
號

一
囚
七
)

五
九



!

剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵

交
通

事
散

(
舟
橋

)

(纂

五
巻

第

二
農

一
四
八
)

六
〇

危
険

ア

リ

ト
信

ズ

ペ
キ
理

由

ア
リ
タ

ル

ト
キ
L
停

車

の
義

務
が

あ

る
。
ー

〔ヨ
八
〕
大
判
大
正
三
・
三
・
一
一
刑
三
大
正
二
(
れ
)
二
六
七
六
號

録

二
〇
輯

二
七
八
頁
、
抄

録
、

「五
六
巻

六
八
四

二
頁

廣

島
電
氣
軌
遣

の
事
件

。
被
告
た

る
運
転

手
は
、

六
月

二
十
四
日
午
後
八
時
二
十
分
頃

、
踏
切

よ
り
南
方
数
問

の
地
鮎
に
於

て
、

盲
者
な

る
被

害
者

が

「
東
方

ヨ
.リ
該

踏
切

二
向

ヒ
歩
行

セ
ル
ヲ
見
得

ベ
キ

ニ
拘

ラ
ズ
、
之

二
氣
付

カ
ズ
シ
テ
蓮

行
ヲ
綴
績

シ
タ
ル
爲
メ
、

電
車

ガ
該
踏
切

ノ
中

央

ヨ
リ
南
方
僅

ヵ

二
一
間

許
リ
、
電
車

ノ
救

助
綱

ト
坂
本

吉
太
郎

ト
僅

カ

ニ

一
尺
許
り
離

ル
ル
場
所

二
至

リ
タ
ル
ト
キ
、

漸
ク
吉

太
郎

ノ
踏
切

二

差
掛

レ
ル

コ
ト

ニ
氣

付
キ
、
急
停
車

ノ
塵
置

ヲ
爲

シ
タ
ル

ニ
」
時

す
で
に
逞
く
、

こ
れ

に
衝
突
し
た
事
案

に

つ
き

i

一

「
現

二
進
行

シ
ツ
ツ
ア
ル
電
車
ノ
前
路

二
於

テ
線
路

ヲ
横
噺

セ
ン
ト
ス
ル
通
行
人

ハ
、
衝
突

ノ
處
ナ
キ
時
期

ヲ
選
択

シ
テ
線

路

二
入

ル
コ
ト

ヲ
要

シ
、
衝
突

ノ
危
険

存

ス
ル
場
合

轟
於

テ

ハ
、
電
車
線

路

ノ
側

面

二
停
立

シ
、
電
車

ノ
通
過

ス
ル
ヲ
待

ツ
テ
其
線
路

二
入

ル
ペ
ク
、
運
転

手

ハ

進
行
中

ノ
電
車

ヲ
停

止

シ
通
行
人

ヲ

シ
テ
先
ヅ
線
路

二
入
リ
テ
之

ヲ
横
噺

セ
シ
メ
、
其
通
過

ス
ル
ヲ
待

ッ
テ

電
車

ノ
進
行

ヲ
綴
績

ス
ル
ノ
義
務

ナ

シ
。
換
言

ス
レ
バ
、
進
行
中

ノ
電
車
ノ
前

面

二
於

テ
通
行
人

ガ
線
路

ヲ
塩
臨

ス
ル

ニ
因
リ

テ
生

ズ
ル
衝
突

ノ
危
険

ヲ
、

豫
防

ス
ル
ノ
責

任

ハ
主

ト

シ
テ
通
行
人

ニ
ア
リ
。
蓋

シ
、
電
車

ガ
交
通
機
關

ト
シ
テ
公
許

セ
ラ
ル

ル
以
上

ハ
、
各
人

ハ
其
進
行

ヲ
妨
害

ス
ル
ノ
行
爲

ヲ

避
止

セ
ザ

ル
ベ
カ
ラ

ザ

ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
、
電
車

ノ
操
縦
進
退

ハ
通
行
人

ノ
動
作

ノ
如
ク
自
由
ナ
ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、
通
行
人

二
於

テ
可
及
的
衝
突

ノ
危
険

ヲ
豫
防

シ
、
電

車

ノ
進
行

ヲ
圓
滑

ナ
ラ
シ
ム
ル

ハ
、
都
市

ノ
交
通
上
心
要

ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
散

二
、
電
車

ノ
運
転

手

ハ
、

其
蓮
行

ノ
前
路

二
當
リ
線

路
ノ
方
向

ヲ
取

リ
テ
歩
行

シ
來

ル
通
行
人

ア
ル
コ
ト
ヲ
畳
知

ス
ル
モ
、
其
通
行
人

ガ
危
害

ヲ
避

ク

ル
ニ
必
要

ナ
ル
注
意

ヲ
爲

シ
、

電
車

ノ
通
行

ス
ル
ヲ
待

ツ

テ
線
路

ヲ
横
脚働
ス
ベ

シ
ト
豫
期

ス
ベ
キ
理
由

ア
ル
ヲ
以

テ
、
此
ノ

一
事
ノ
ミ
ヲ
以
テ
、
特

,二
電
車

ノ
進
行

ヲ
逞
緩

ナ
ラ
シ
メ
、

叉

ハ
其
進
行
ヲ
停

止

シ
テ
、
萬

一
ノ
場
合

二
於

ケ
ル
不
期
ノ
衝
突

二
備

フ
ル
ノ
注
意

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
要

セ
ズ
。
從

テ
、

通
行
人
ガ
運
転

手
ノ
豫
想

二
反

シ
テ
線

路
内

二
入
リ
、
爲

メ

ニ
衝
突

ヲ
來

ス
モ
、
過
失

ノ
責

ハ
通
行
人

二
在
り
、
蓮
聴
手
ガ
電

車
ノ
速
力

ヲ
減
ジ
叉

ハ
之

ヲ
停

止

シ
テ
、

衝
突

ヲ
未
然

二
防

止



セ
ザ

リ

シ

ヲ
理

由

ト

シ
テ

、
㎞迎
蔽
何手

二
過

失

ノ
由買
ア
リ

ト
謂

フ

3
ト
ヲ
得

ズ
。

二

「
然

レ
ド

モ
、
運
転

手

ガ
電

車

ヲ
操

縦

ス
ル

ニ
當

リ

テ

ハ
、
常

昌
其

進

路

ノ
前

方

ヲ
警

戒

シ
、
危

害

ヲ
未

然

二
豫

防

ス
ル

ノ
周

到

ナ

ル
注

意

ヲ
爲

ス

コ
ト

ヲ
要

ス
ル

ハ
、

其

業
務

上

ノ
義

務

ナ

ル

ヲ
以

テ
、
通

行
人

ガ
其

姿

勢

態

度

其
他

ノ

情

況

二
依

り
、

電

車

ノ
進

行

二
介

意

セ

ズ

シ

テ

線

路

ヲ
横

断

セ

ン
ト

ス
ル

ノ
危
険

ア

リ

ト
信

ズ

ペ

キ

理
由

ア

ル

ト
キ

ハ
、

通

行
人

二
過

失

ノ
責

ア

ル
ト
否

ト

ニ
拘

ハ
ラ

ズ
、

衝

突

ヲ
避

ク

ル

ニ
必

嬰

ナ

ル
注

意

ヲ
爲

ス
ノ
責

ア

リ
。

…

…

從

テ
運
転

手

ガ

、
既

二
此
危

害

訂.
認

識

シ
叉

ハ
之

ヲ
認

識

シ
得

ベ

カ

リ

シ

噂鴨
之

ヲ
看

過

シ
テ

電

車

ノ
進

行

ヲ

綴

績

シ
、

因

テ
通

行
人

ヲ
傷

害

シ
タ

ル

ト
キ

ハ
、

蓮
縛

手

モ
亦
過

失

ノ
責

ヲ
免

ガ

ル

ル

コ
ト

ヲ
得

ザ

ル

モ
ノ

ト

ス
。

…

…

原
院

ノ
認

メ

タ

ル
事

實

二
依

レ
バ

、
被

告

ガ
被

害

者

吉

太

郎

ノ
踏

切

二
向

ヒ
歩

行

セ

ル
ヲ
認

識

シ
得

ベ

カ

リ

シ

ニ
拘

ハ
ラ

ズ
、

其

前

進

ヲ
継
続

シ
タ

ル

コ
ト

ハ
明

白

ナ

ル

モ
、

被
害

者

吉

太

郎

ガ

踏

切
内

二
入

リ

テ
之

ヲ
帯
噺

セ

ン

ト

ス

ル
ノ
危
険

ア

ル

コ
ト

ヲ
、

被

告

二
於

テ
適

當

ノ

時

機

高
認

識

シ
得

ペ

カ

リ

シ

ヤ
否

ヤ

ニ
付

キ

テ

ハ
、
原

剣

丈

記

載

ノ
事
實

二
依

り
之

ヲ
認

ム

ル

コ
ト
ヲ
得

ズ
。

而

シ

テ
本
件

二
在

テ
被

告

ノ
罪

ヲ
臨
剛
ズ

ル

昌
ハ
、

此
鮎

二
付

キ

審

究

ヲ
途

ゲ

之

ヲ
止
同
定

シ
タ

ル
場

合

二
於

テ
初

メ

テ

被
告

二
過

失

ノ
責

ヲ
負

ハ
シ

ム

ル

コ
ト
ヲ
得

ペ

キ

モ

ノ

ナ

ル

ニ
、

原

判

文

二
認

ム

ル
皇
1
貫

昌
依

リ

テ

ハ
之

ヲ
認

ム

ル

ニ
由

ナ

シ
。

蓋

シ
、

小

見

盲

人

ノ
如

キ
衝

突

ノ
危
険

ヲ
未

然

二
豫

防

ス

ル
ノ
智

能

ヲ
訣

ク
者

ガ

、
電

車

線

路

二
向

ヒ
進

行

ス

ル

場

合

二
於

テ

ハ
、
常

二
衝

突

ノ
危
険

ア

リ

ト
認

ム
ベ

ク

、
蓮

輔

手

ハ
直

二
之

ヲ
豫

防

ス

ル
ガ
爲

メ

ノ
磨

急

塵

分

ヲ
爲

ス

コ
ト

ヲ
要

ス
ル

ヲ

以

テ
、

本

件

ノ
被

害

者

吉

太
郎

ノ
盲

目

ナ

ル

コ
ト
ガ
其

當

時

被

告

二
於

テ
認

識

シ
得

ベ

カ

リ

シ

モ

ノ

ト

ス
ル

ト
キ

ハ
、

被

告

ガ
直

二
電

車

ヲ
停

止

ス

ル

ノ

虚

分

ヲ
爲

サ
ザ

リ

シ

バ
其

過

二
麟

ス
ベ

ク

、

叉
吉

太

郎

ノ
盲

目

ナ

ル

コ
ト
ガ
其

當

時

被

告

二
於

テ
認

識

シ
得

ペ

カ

ラ
ザ

ル

モ

ノ

ト

ス
ル

モ
、

其
姿

勢

態
度

其

他

ノ
情

況

二
依

リ

、

吉

太
郎

ガ
線

路

ヲ
螢

断

ス

ル

ノ
危
険

ア

リ

ト
信

ズ

ベ

キ
理

由

ア
リ

タ

ル

ト
キ

ハ
、
電

車

ノ

進

行

ヲ
停

止

セ
ザ

リ

シ

被

告

二
過

失

ノ
責

ア
リ

ト
錐

モ
、

然

ラ

ザ

ル
場

合

二
於

テ

ハ
…

…
過

失

ノ
責

ヲ
負

ハ
シ

ム

ル

ヲ
得

ズ
」
。

う

ヘ

ヘ

へ

㈲

前

方
線

路
上

に
交
通

巡
査
が

交
通
整

理
中

な

る
場
合

朔
例
に
現
れ
た
る
鐵
撹
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(舟
橋
)

(第
五
答

第
二
擁

噌
四
九
〉

六

一



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第
五
巻

籠
κ
二
號

一
五
〇
)

六
二

電
車
運
転

手
は
,
か
か
る
場
合

、
「
何
時

ニ
テ
モ
其

ノ
停
止

ノ
合
圖

ア
ラ

バ
停
車

シ
得

ペ
キ
程
度

二
於

プ
、

徐
行

其

ノ
他

ノ
手
段

ヲ
探

ラ
ザ

ル
ペ
カ

ラ
」
ず
。
ー

〔置
九
〕
大
契

王

四
二

〇
二
二

刑
三
同
年
(
れ
)
九
七
五
號
(集
四
巷

六

一
六
頁
、
新
聞

二
四
八
八
號

九
頁

東

京
市

菅
電
車

の
事
件
。
前
方
交
叉
鮎

の
向

ふ
側

、
進
路

菰
當
る
線

路
上
に
お

い
て
、

巡
査

が
小
學
児
童

敏

十
名

の
軌
道
横
噺
を

整
理
中
、
電

車

が
進
行
し
て
行
き

、
巡
査

の
停
車

の
合
固

に
氣
つ
か
ず
、

三
問
前

に
な

つ
て
は
じ

め
て
急
停
車

の
虜
置
に
田
で
た
が
間

に
合

は
ず
、

こ
れ

に
衝

突

、
死
に
至
ら
し
め
た
事
案

に

つ
い
て
ー

「
電
車

ハ
旺
會

生
活

二
必
要

ナ
ル
交
通
機
關

ト
シ
テ
公
認

セ
ラ

レ
タ

ル
モ
ノ
ナ

ル
ヲ
以
テ
、
各
人

ハ
電
車

ノ
進
行
ヲ
妨
害

ス
ル
ノ

行
爲

ヲ
避

ケ

以
テ
交
通
機
關

タ

ル
ノ
数
用

ヲ
全

フ
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
電
車

ノ
操

縦
進
退

ハ
通
行
人

ノ

動
作

ノ
如

ク
自
由

ナ
ル

コ
ト
ヲ
許

サ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、
電
車

ノ
進
行

ス
ル

ニ
當
リ
テ

ハ
、
通
行
人

二
於

テ

ハ
自
ラ
衝
突

ノ
危
険

ヲ
豫
防

シ
、

以

テ
電
車

ノ
進
行
ヲ
容
易

ナ
ラ
シ
ム
ル

ハ

都
市

ノ
交
通
上
趣
メ

テ
必
要
ナ

ル
ハ
勿
論

ナ
リ

ト
錐

、
近
時
交
通

ノ
繁
劇

ヲ
來

シ
タ
ル

ニ
拘

ラ
ズ
、
道
路

ノ
施

設
未
ダ
完

備
ノ

域

二
至

ラ
ズ
、
交

通
道
徳
又
未
ダ
完

全

二
登
達

セ
ズ
、
加
之

電
車

ノ
進
行

必
ラ
ズ
シ
モ
速
力

ノ

一
ナ
ラ
ザ

ル

コ
ト
ア
リ
、
或

ハ
車
饅

ノ
間
隔

亦
恒

二
同
ジ

カ
ラ
ザ

ル

コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
問
老
幼
相
雑
沓

シ
、
時

ヲ
選

バ
ズ

シ
テ
線
踏

ヲ
横
噺

ス
ル

コ
ト
少

ナ
カ
ラ
ザ

ル
我
國
現
時

ノ
状
態

二
在

リ
テ

ハ
、
運
転

手
ガ
電

車

ヲ
操
縦

ス
ル
ニ
付

テ

ハ
、

一
暦

ノ
注
意

ヲ
加

ヘ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然

レ
ド

モ
、
若

シ
線
路

二
通
行
人

ア
ル
ト
キ

ハ
、
常

二
必
ラ
ズ

電
車

ノ
運
転

ヲ
停

止
シ
其

ノ
通
行

ノ
絡

ル
ヲ
侯

チ

テ
進
行

ス
ベ

キ
モ
ノ
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
、
到
底

交
通
機
闘

タ
ル
ノ
任
務

ヲ
全

フ
ス
ル
ヲ
得

ザ

ル
ヲ
以

テ
、
運
転

手

二
斯

ノ
如

キ
義
務

ナ
キ

ト
同
時

昌
、
通
行
人

二
於

テ
モ
亦
常

二
電
車
ノ
進
行

昌
妨
害

ナ
キ
時
期

ヲ
見

テ
線

路
ヲ
通
過

ス
ル

コ
ト
ヲ

要

ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
電
車

ト
ノ
衝
突

ヲ
避
ケ
以

テ
交
通

ノ
安
全

ヲ
計

ル
ノ
責

任

ハ
、
通
行
人
及
運
転

手

ノ
双
方

昌
存

ス
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ベ

ク
、

通
行
人

二
過



失

ア
ル
ノ
故

ヲ
以
テ
運
転

手

ノ
責

任
ヲ
免
脆

ス
ペ
キ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
。
故

二
、
若

シ
通
行
人

ニ
シ
テ
往
來

ヲ
妨
害

ス
ル
ノ
目
的

ヲ

以

テ
散
ラ

ニ
線

路
上

昌
停

立

ス
ル
モ
ノ

ハ
ア
リ
ト

ス
ル
モ
、
荷

モ
運
転

手

轟
於

テ
之

ヲ
畳
知

シ
タ

ル
以
上

ハ
、
停
車
其

ノ
他
危
害

ヲ
防

止

ス
ベ
キ
手
段

ヲ

探

ル
ヲ

要

シ
、
通
行
人

二
罪
責

ア

ル
ノ
故

ヲ
以

テ
運
転

手

二
何
等

ノ
注
意
義
務

ナ

シ
ト
謂
フ
ヲ
得

ズ
。

唯
、
其

ノ
事
故

ノ
突
登

的

ニ
シ
テ
、
運
転

手
ガ
如

何

ナ
ル
手
段

ヲ
探

ル
モ
到
底
其

ノ
危
害

ノ
発
生

ヲ
避
ク

ル
ノ
蝕
裕
ナ

ヵ
リ

シ
ト
キ
、
或

ハ
全
然
運
転

手
ノ
観
界
外

ヨ
リ
走

り
田
デ

テ
電
車

昌
鵤

レ

タ
ル
モ
ノ
ア

ル
場
合

ノ
如

キ

ハ
、
固

ヨ
リ
運
転

手
ノ
責

二
録

ス
ベ
キ

ニ
ア
ラ
ズ

ト
錐

、
危
害

ノ
生

ズ
ル

ハ
、
多

ク

ハ
、

通
行
人

ト
運
転

手
ノ
何

レ

カ
叉

ハ
双
方

二
過
失

ア
ル
場
合
多
キ

ヲ
以
テ
、
全

然
通
行
人

ノ
、ミ
ノ
過
失

二
基
因

ス
ル
場
合

ヲ
除

ク
ノ
外

、
双
方

二
過
失
ア

ル
ト
キ
ト
錐

、
運
転

手

ハ
通
行
人

ノ
過
失

ヲ
理
由

ト
シ
テ
其

ノ
責

ヲ
免

ル
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
。

殊

二
本
件

二
於

テ

ハ
、
被
害
者

ハ
普
通

ノ
通
行
人

ト
異
リ
交

通
巡
査

ノ
職

二
在

リ
、
通
行

ノ
安

全
ヲ
保
持

ス
ル
ヲ
職
務

卜
爲

ス
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
交
通

整
理
ノ
必
要
上

軌
道
内

二
在

ル

コ
ト
多

ク
、

且
職
務
執
行

ノ
爲

一
時
電
車

ノ
進
行

ヲ
停

止

ス
ル
ノ
権
限

ヲ
有

ス
ル
ヲ
以
テ
、
荷

モ
運
転

手
ガ
線
路

ノ
前
方
軌

道
内

晶
於

テ
交
通
巡
査
ガ

交
通

ヲ
整
理

シ
居

ル

コ
ト
ヲ
認

メ
タ

ル
ト
キ

ハ
、
何
時

「=
ア
モ
其

ノ
停
止
ノ
合
圖

ア
ラ
バ
停
車

シ
得
ベ
キ
程
度

二
於

テ
、

徐
行
其

ノ
他

ノ
手
段

ヲ
探
ラ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ザ

ル
ハ
、
運
転

手
當

然
ノ
義
務

ナ
リ
ト

ス
。
」

う

ヤ

ヨ

へ

ゐ

⑥

進
路
前
方
に
必
い
て
故
障
自
動
車
が
運
転
不
能
に
陥
う
停
車
し
て
ゐ
る
場
合

〔六
〇
〕
大
判
昭
和
八
・
三
・九
刑

一
昭
和
七
(
れ
)
一
八
七
七
號
(集
=

一
巷

三
三

一
頁

、
新

聞

三
五
五
五
號
七
頁

横
濱
市
菅
電
車

の
事
件
。
1

「
筍

モ
電
車

ノ
運
転

二
從
事

ス
ル
者
ガ
、
其

ノ
進
路

二
當
リ
僅
カ

一ニ
ニ
四
間

ノ
距
離

二
至

ル
迄

、
乗
用
自
動
車

ノ
運
転

不
能

昌
陥

り
停
車

シ
居

レ
ル
事
賃

ヲ
認
識

セ
ズ

シ
テ
、
漫

然
時
速
十
五
六
哩

ノ
速
度

ヲ
持

シ
進
行

ス
ル
ガ
如
キ

ハ
、
電
車
運
転

手
ト
シ
テ
ノ
業
務

ノ
性
質

二
照

シ
、

進
路

判
例

に
'現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
…)

(
第
～五
巻

第

二
號

一
玉

一
)

六
三



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
散

(
舟
檎

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
五

二
)

穴
叫

ノ
前
方
注
親
、
危
険
事
散
発
生

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ベ
キ
注
憲
義
務

ヲ
怠

リ
タ

ル
モ
ノ

轟
シ
テ
、
因

テ
生
ジ

タ
ル
結
果

色
封

シ
邊

失
ノ
・責

ヲ
免

レ
得

ペ
キ
モ
ノ

ニ
非

ズ
L
.

む

　

む

ハ　

む

ムリ

第
三

軌
道
車
機
關
手
の
過
失

軌
道
車
機
開
手
に
つ

い
て
も
、
鐵
道
機
關
手
と
ほ
ぼ
同
檬
の
義
務
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
判
例

に
は
、
昇

降
所
に

必
け

る
停
止
前
に
、
中
學
生
が
飛
乗
ウ
損

つ
て
墜
落
死
亡
し
π
場
合
が
、

一
つ
現
れ

て
ゐ
る
。

〔
六

■
〕
大

判

昭

和

八

・
一

一
・
一

一
刑

三
同

年

(
れ
)
一
三

一
九
號

、集

=

一巷

一
九

八
九

頁

、

!
新
聞
三

六

四

二
號

一

一
頁

「
凡

ソ
軌
道
運
転

ノ
業
務

二
從
事

ス
ル
機

關
手

ハ
、
軌
道
車

ヲ
運
転

ス
ル

ニ
方

リ
危
害

ノ
.登
生

ヲ
未
然

昌
防
止

ス
ル
爲

周
到

ナ

ル
注
意

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
要

ス
ベ
キ

ハ
言

ヲ
侯

タ
ズ
。
而

シ
テ
、
軌

道
中
、
昇
降
所

ノ
先
方
ガ
曲
線

ヲ
爲

シ
、
客
車

ノ
外
貨
車

ヲ
連
結

シ
テ
昇
降
所

二
停
車

ス
ル
ト

キ

ハ
登
車

二
際

シ
索

引
力

二
困
難

ヲ
感

ズ

ル
ガ
散

二
、
昇
降
所

ヲ
通
過

シ
テ
其

ノ
前
方

二
停
車

ヲ
爲

ス
ベ
キ
場
合

二
於

テ
モ
、
乗

客
ノ
態
度
委
勢

其

ノ
他

ノ
情

況

二
於

テ
飛
乗

ヲ
爲

サ

ン
ト

ス
ル
處

ア
リ

ト
見

ル
ベ
キ

ト
キ

ハ
、
該
昇
降
所
通
過

昌
際

シ
テ
相
當

ノ
合
圖

ヲ
爲

シ
、
乗
客

ヲ
シ
テ

其

ノ
停
車

ス
ル
所

ヲ
知

ラ
シ
メ
、
危
害

ノ
発
生

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ル
ハ
、
機
關
手

ト
シ

テ
當
然
爲

ス
ベ

キ
業
務
上

ノ
義
務

ナ
ル
ヲ
以

テ
、
乗

客
ガ
飛

乗

ヲ
爲

シ
タ
リ

ト
ノ

一
事

ヲ
以

テ
其

ノ
責

ヲ
免

ル
ル
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト

ス
。
殊

二
、
中
學
校

ノ
放
課
時
刻

二
當
り

多
数
學

生
ガ
乗
車

ヲ
待
チ
居

ル

ヲ
認

メ
タ

ル
ト
キ

ハ
、

一
層

深
一甚

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ベ
キ

コ
ト
更

二
紫
説

ヲ
要

セ
ズ
。
蓋
シ
、

中
學
時
代

ノ
青

年

ハ
一
刻
ヲ
争
ヒ
テ
軌
道
車

二
乗

降

ス
ル

ハ
世
上
往
々
見

ル
所

ノ
事
例

ナ

レ
バ
ナ
リ
。
故

二
機
關

手

ニ
シ
テ
、
右
昇
降
所

ヲ
通
過

ス
ル
昌
際

シ
何
等

ノ
合
圖

ヲ
爲

サ
ズ
、

中
學
生

ヲ
シ

テ
飛
乗

損

シ
テ
負
傷

セ
シ
メ
因

テ
死

二
致

シ
タ

ル
ト
キ

ハ
、
業
務
上
過
失
致
死

ノ
責

任
ア

ル
モ
ノ
ト

ス
」
。



む

む

む

む

第
四

鐵
道
車
掌

の
過
失

登
車
に
當

り
て
。

ヘ

ヘ

へ

ゐ

カ

リ

へ

で

ヘ

へ

も

ら

も

で

ヘ

カ

駅
長

助
役
の
登
車
合
圖
が
あ
つ
て
も
、
車
掌
は
、

「
通
過
安
全
ノ
標
識

ヲ
確
認

ス
ル

ニ
非
ザ

レ
バ
登
車

ノ
信
號

ヲ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

爲

ス
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
危
険

標
識
ヲ
磯
見

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
登
車

ノ
信
號

ヲ
爲

ス
可
ラ
ザ

ル

ハ
勿
論

、

既

二
登
車

ス
ル
モ
列
車

ノ
進
行

ヲ
停
止

ス
ペ
キ
鷹
急
手
段

ヲ
探
ラ
ザ

ル
可
ラ
ズ
」
。

而
し
て
こ
の
標
識
を
認
識
し
う

る
に
認
識
せ
ざ
る
と
き
は
、
車
掌
の
過
失
と
な
る
。
1

〔六
二
〕
大
判
大
正
三
・
五
・
二
三
刑
三
同
年
(
れ
)
五
一二

號

録

二
〇
輯

一
〇

一
一
頁
、
抄
録

五
七
巷
.

一七

=

一
八
頁

、
新
聞

九
四

九
號

三
二
頁

黒
色

の
標
識

(
下
リ
線
路
閉
塞

ス
ト
ノ
信
號
)
を
確
認
せ
ず
し
て
、
助
役

の
獲
車
合
圖
に
信
頼
し
、

車
掌
甲

は
車
掌

乙
に
、
車
掌

乙
は
機
關

手

に
登
車

の
合
圖

を
な
し
、
そ

の
結
果
、
「
汽
車
顛
覆
破
竣

・
過
失
致
死
」
を
惹
起
し
た
も

の
で
あ
る
。
ー

剛

「
鐵
道
係
員
職
制

二
依

レ
バ
、
鐵

道
車
掌

ハ
、
蓮
輸
長
ノ
指
揮

ヲ
受

ケ
列
車

ノ
運
転

及
ビ
輸
送

ノ

事
務

二
從
事

ス
ベ
キ
任
務

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ナ

レ
バ
、

列
車

ノ
運
転

二
付

テ

ハ
常

二
至
大

ノ
注
意

ヲ
用

ヒ
、
族
客
荷
物
ヲ
安
全

二
輸
送

ス
ル
職
責

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
從

テ
、
列
車
進
行
中
絶

エ
ズ
前
方

ヲ
警
戒

ス
ベ
キ

ハ
勿
論
、

其
進
行
ヲ
姶

ム
ル
前

ト
錐

モ
、
蓮
輸

ノ
前
途
支
障
ナ
キ
ヤ
否
ヤ
、
特

二
各
種

規
定

ノ
標

識

ヲ
確
認

シ
、

危
害

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ル
ノ
注
意

ヲ
怠

ル
可
ラ
ザ

ル
ハ
、
寧

ロ
業
務
上
當

然
ノ
職
責

ナ
リ

ト
謂

ハ
ザ

ル
可
ラ
ズ
。

二

「
勿
論
、
車
掌

ハ
、
列
車
ガ
停
車

揚

二
在

ル
ト
キ

ハ
鐸
長

ノ
指

示
ヲ
受

ケ
テ
其
事
務

ヲ
執
行

ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ

レ
バ
、

當
務
駅
長

助
役

ノ
襲
車

合
圖

ア
ル
ト
キ

ハ
之

二
從

テ
登
車
・ノ
信
號

ヲ
爲

ス
ベ

シ
ト
錐

モ
.

邉

ハ
唯
駅
長

助
役

ノ
獲
車
合
囲

ア
ル

昌
非
ザ

レ
バ
自
ラ
登
車

ノ
信
號

ヲ
爲

シ
得

ザ

ル

昌
過

ギ
ズ
シ
テ
、

是
等

ノ
者

ノ
獲
車
合
固

二
因
リ
、
薗
己
當
然
ノ
職
責

二
関

ス
ル
標
識
確
認

ノ
義
務

ヲ
免

ル
ベ
キ

モ
ノ
畠
非

ズ
。

然
レ
バ
、

剣
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交

通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
単
一

五
三
)

六
孟



判
例

に
現
れ

た
る
鐵
這
及
び
電
鐵
交
通
・事
一政

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

籠
π
二
號

一
五
四

)

六
六

車
掌

ハ
、

通
過
安
全

ノ
標
識

ヲ
確

認

ス
ル
ニ
非
ザ

レ
バ
、
假

令
罧
長
助
役

ノ
糞
車
合
圖

ア
ル
場
合

ト
錐

モ
、
登
車

ノ
信
號

ヲ
爲

ス
=
ド
ヲ
得
ザ
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
危
険

標
識

ヲ
登
見

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
駅
長

助
役

ノ
襲

車
合
圖

二
拘

ラ
ズ
、
畿
車

ノ
信
號

ヲ
爲

ス
可
ラ
ザ

ル

ハ
勿

論
、
既

昌
登
車

ス

ル
モ
列
車

ノ
進
行

ヲ
停
止

ス
べ
キ
慮
急
手
段

ヲ
採
ラ
ザ

ル
可
ラ
ズ
。

故

二
、
車
掌

ガ
偶

々
其
標
識

ヲ
認
識

セ
ザ
リ

シ
ト
キ
ト
錐

モ
、
之

ヲ
認
識

セ

ザ

ル
コ
ト
ガ
其
周
到

ナ
ル
注
意

ヲ
訣
キ
タ
ル

ニ
原
因

ス
ル
ト
キ

ハ
、
自

ラ
其
過
失

ノ
責

二
任
ゼ
ザ

ル
可
ラ
ザ

ル
ナ
リ
。
」

む

む

　

む

第
五

電
車
車
掌
の
過
失

一

登
車
に
㍉冨
り
て
Q

①

信
號
確
認
遵
守
義
務

車
掌
が
反
対
電
車
に
掲
げ
た
圓
板
信
號
に
氣
付
か
ず
し
て
発
車
信
號
を
な
す
も
、
そ
れ
が
正
當
の
理
由
あ
る
に
出

で
た
と
き
は
そ
の
過
失
と
な
ら
な

い
が

、
然
ら
ざ
る
と
き
は
そ
の
過
失
と
な
る
。
1

〔
六

口昌
〕

大
判

大

正

八

・
一

一
・
二

七
刑

二
同
年

(
れ

)
一
九

〇

二
號

1

録

二
五

一
一
五
五
頁

、
抄
録

八
三
巻

一

'〇

五

三

三
頁

、

新

聞

一
六

三

九

號

一
七
頁

、

京
都
電
燈
株
式
會

社
嵐
山
電
鐵

の
事
件
。
被
告

ハ
嵐

山
停
留
揚
糞
東
行
電
車
車
掌

と
し

て
乗
組
み
、

「
太
子
前
停
留
所

二
於

テ

西
行
第

†
四
號

電

車
ト
離
合

シ
タ
ル
ガ
、

當
時
該
電
車

ハ
続
行
運
転

ノ
先
蛮
車

ニ
シ
テ
、
後
嚢
車

ノ
綾
行

シ
來

タ
ル

コ
ト
ヲ
離

合
反
対

電
車

二
知

ラ
シ
ム
べ
キ
圓

板
信
號

ヲ
掲
ゲ
ア
リ
タ

ル

ニ
不
拘

、

右
信
號

こ
氣
付

カ
ズ
、
後
糞
車

ノ
未
ダ
離

合
地

二
入

リ
來

タ
ラ
ザ

ル

ニ
先

チ
獲
車
信
號

ヲ
爲

シ
、
運
転

手
亦

不
注
意

ニ
モ
之

二
慮
ジ
嚢
車

シ
タ
ル
ガ
爲

二
、

太
子
前
停
留
揚

ヲ
去

ル
東
方
約

百
問

ノ
地
鮎

二
於

テ
西
行
第
四
號
車

ト
正
面
衝
突

ヲ
爲

シ
」

た
も

の
で

あ

る
。
1

「
被
告
ガ
第

十
四
號
電
車

二
掲

ゲ
タ

ル
圓
板
信
號

二
氣
付

カ
ズ

シ
テ
登
車
信
號

ヲ
爲

シ
タ

ル
ハ
、
正
當

ノ
理
由

二
基

ク
モ
ノ
ナ
リ

ト
セ
バ
、
被
告



二
過
失

ノ
責
任

ナ
キ
ヤ
固

ヨ
リ
癖

ヲ
竣

タ
ズ

ト
錐

モ
、
若

シ
然

ラ
ズ
シ
テ
、
被
告

ガ
之

二
氣
付

カ
ザ
リ

シ

バ
相
當

ノ
注
意

ヲ
怠
リ

タ
ル
ガ
爲

メ
ナ

リ
ト
セ
バ
、
被
告

ハ
過
失
ノ
責

ヲ
免

ガ
ル
ベ

カ
ラ
ズ
。
換

言

ス
レ
バ
、
若

シ
、
被
告

ノ
乗
組

ミ
タ

ル
第
十

八
號
電
車

二
於

ケ
ル

被
告

ノ
位
地

ヨ
リ

第
十
四
號
電
車

ノ
圓
板
信
號
ヲ
見

ル
コ
ト

ハ
、

車
盟

ノ
構
造

又

ハ
其
他

.・
事
情

二
依
リ
不
可
能

ナ
ル
カ
、
或

ハ
不
可
能

ナ
ラ
ザ

ル
モ
之

ヲ
見

ル
コ

ト
困
難

ニ
シ
テ
、

相
當

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
モ
見

ル
ヲ
得
ザ

ル
場
合

ア
リ
テ
被
告

ハ
其
場
合

二
遭

遇

シ
タ

ル
ヵ
、
叉

ハ
其
當
時
被
告
ガ
之

二
氣
付

カ
ザ

リ
シ

バ
他

二
正
當

ノ
理
由

ア
リ
タ
リ

ト
セ
バ
、

固

ヨ
リ
被
告

二
過
失
ア
リ

ト
云
フ
ペ

カ
ラ
ズ
ト
錐

モ
、
若

シ
之

昌
反

シ
第
十

八
號
電
車

二
於

ケ
ル

被
告

ノ
位
地

ヨ
リ

ス
レ
バ
、

第
十
四
號
電
車

ノ
圓
板
信
號

ハ
被
告

ノ
眼
前

二
横

バ
リ
、
別
段

ノ
注
意

ヲ
要

セ
ズ

シ
テ
看

取

シ
從

ベ
カ
リ
シ
カ
、
或

ハ
然

ラ
ザ

ル
モ
相
當

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ニ
於

テ

ハ
之

ヲ
認

ム
ル
コ
ト
難

ヵ
ラ
ザ
リ

シ
ト
セ
バ
、

被
告
ガ
之

二
氣

付
カ
ズ

シ
テ
獲
車
信
號

ヲ
爲

シ
タ

ル

ハ
不

注
意

ニ
シ
テ
、
過
失

二
出
デ
タ

ル
モ
ノ
ト
云

ハ
ザ

ル
ヲ
得
ズ
。

上
來

設
明

ス
ル
ガ
如

ク
ナ

ル
ヲ
以

テ
、
本
件
被
告

二
犯
罪

ノ
責
任

ア
リ
ャ
否

ヲ
噺

ズ

ル

ニ
ハ
、
須

ク
被
告

二
注
意
義
務

ヲ
怠

リ
タ

ル
過
失

ア
リ

ヤ
否

ヲ
審
究

セ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」

ω

乗

降

客

の
整

理

完

了

し

て
危
険

な

き

を

確

認

す

べ

き

義

務

車

掌

が
発
車

合

圖

を

な

す

に

は

、

「
乗

降

客

ノ
整

理

完

了

シ
電

車

ヲ
登

車

セ

シ

ム

ル

モ
何

等

ノ
危
険

ナ

キ

ヲ

確

認

」

す
る
を
要
す
る
。
ー

〔六
四
〕
大
判
昭
和
二
・
六
・
二
五
刑
四
同
年
(
れ
)
六
五
九
號
、集

六

巷

一=

一
五
頁

、
新

ノ

聞̀

二
七

一
四
號

一

一
頁

、

東
京
省
線
電
車

の
事
件
。
騨
構
内

に
約

八
十
名

の
地
方
団
体

客
が
あ

つ
て
相
當
混
雑
し

て
ゐ
る
際
、

電
車
中
央
乗
降

ロ
に
多
数
人

が
乗
車

せ
ん

と
し

て
群

つ
て
ゐ
た

の
を
車
掌
が
看

過
し
、
登
車
合
圖
を
な
し
た
た
め
、

そ
の

一
人
を
線

路
内

に
墜
落

せ
し
め
、
因

つ
て
傷
害
死
に
致
し
た
事
案

に

つ
き

ー

・

判
例
に
現
れ

た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

一
五
五
)

六

七



判
例

に
現
れ

た
る
鐵
這
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

一
五
六
)

六
八

「
電
車

ノ
後
部
車
掌

ト
シ
テ
乗

務

シ
之

ガ
獲
車
合
圖

ヲ
爲

ス
ベ
キ
職
務

二
從
事

ス
ル
者

ハ
、

其

ノ
合
圖
ヲ
爲

ス

ニ
際

シ
、
乗
降
客

ノ
整
理
完

了

シ
電
車

ヲ
獲
車

セ
シ
ム
ル
モ
何
等
ノ
危
険

ナ
キ

ヲ
確
認

シ
タ
ル
後

、
運
転

手

二
登
車
・ヲ
促

ス
ベ

キ
義
務

ア
ル
コ
ト
ハ
、
業
務

ノ
性
質
上
當
然
ナ

ル

ガ
故

二
、

乗

客
ガ
乗
降

ロ

ニ
群

り
、
將

二
乗
車

セ
ン
ト
ス
ル
唱委
勢

ヲ
執

ル
者

ア
ル
ガ
如
キ
場
合

二
於

テ
、
瀞厄
険
頃
ノ
発
生

ヲ
防

止

ス
ル
爲

ニ
ハ
、
軍

二
警
階田
ヲ
吹
鳴

ス
ノ

ミ
ヲ
以
テ
足

レ
リ

ト
セ
ズ
、

臨
機
適
切

ナ
ル
上厩
置

ヲ
講
ジ
、
其

ノ
者

ガ
安
全

ノ
位
置

二
鵬避
ク
ル
竺
寸事
・故

ヲ
惹
記
佃
ス
ル
ノ
處

ナ

キ

ヲ
確

認

ス
ル
マ
デ

ハ
、

登
車
合
固

ヲ
爲

ス
ベ
カ
ラ
ザ

ル
ノ
職
務
上

ノ
注
意
義

務

ア
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ベ

ク
、
電
車
・ガ
満
…員

昌
シ
テ
乗
客
牧
容

ノ
蝕
卯

地

ア
ル
ト
否

ト

昌
ヨ
リ
、
結
論

ヲ
異

ニ
ス
ベ
キ
理
ナ
ク
、
叉
之

ガ
爲

二
登
車

ノ
逞
延

ヲ
來

ス

コ
ト
ア

刀
モ
、
己

ム
ヲ
得
ザ

ル
ト
コ

ロ
ナ
リ

ト
ス
。
」

二

停

車

瘍

構

内

に

あ

い
て

電

車

後

退

す

る

に

當

つ

て

。

車

掌

が

、

停

車

場

構

内

に

あ

い

て

運

轄

手

に
対
し

て

逆

行

鷹

諾

の

信

號

を

な

す

に

は

、

専

用

軌

道

敷

地

に

面

す

る

電
車
反
対

側
面
を
も
注
意

し
、
危
険

な
き

こ
と
を
確
か
む
る
を
要
す
る
。
1

〔
六
軍
〕
大

判

大

正

一

一
・
一
〇

・
七
民

三
同

年

(
オ

)
四

七

七

・
七
〇

五

號

新

聞

二
〇

五
.

≧
ハ
號

一
・九
百
凧
、

高
野
鐵
道

の
事
件
。

「
停

車
場

二
於

テ
通
常
停

車

ス
ペ
キ
地
鮎

ヲ
過
ギ

テ

停
車

シ
タ

ル
爲

、
運
転

手

ハ
之

ヲ
蓮
行

セ
シ
メ

ン
ト
シ
車
掌

二
封

シ

信
號

ヲ
爲

シ
タ
ル
際
、
車
掌

ハ
…
…
蓮
行
癒
諾

ノ
信
號

ヲ
爲

シ
、
運
転

手

ハ
運
転

ヲ
開
始

シ
タ
ル
塵

、

被
害
者
北
野
李
吉

ハ
通
路

二
非

ザ

ル
軌
道

敷
地
内

二
立
入
リ
、

電
車

ノ
後
方

ヲ
迂
回

シ
テ
線

路

ヲ
横
ギ
リ
昇
降
皇

二
上

ラ
ン
ト
シ
タ
ル
爲

、
車
盟

ト
昇
降
揚

ト
ノ
問

二
同
人

ノ
身
髄

ヲ
挾

、・、

因

テ
死

亡

ノ
原

因

ト
ナ

リ

タ

ル
傷
害

ヲ
被

ラ

シ

メ

タ
」
。

そ

こ
で

、
会
社

に
対
し

て
賠

償

を

請
求

し

た

の

で
あ

る
。
i

一

「
電
車
運
転

ノ
如

キ
人

二
危

害

ヲ
及

ボ

ス
處

ア

ル
轟

業

二
從

事

ス

ル
者

ハ
、
危
険

ヲ
避

ク

ル

ニ
相

當

ナ

ル
注

意

ヲ
用

ヒ
、

若
危
険

ア

リ

ト
認

メ

タ

ル

ト

キ

ハ
、

之

ヲ
避

ク

ル

ニ
適

當

ナ

ル
措

置

ヲ
探

ル

コ
ト
ヲ

必

要

ト
シ
、

其

ノ
實

行

ノ
難

易

ヲ
問

フ

ペ

キ

モ

ノ

ニ
非

ズ
。

左

レ
パ
所

論

ノ
如



ク

、

假

令

其

ノ
他

二
車

掌

ノ
行

フ
ペ

キ
事

務
繁

多

ナ
リ

ト

ス
ル

モ
、
之

ガ
爲

二
同

人

二
、

右
危
険

ヲ
防

止

ス
ペ

キ
職

責

ナ

シ

ト
云

フ

ヲ
得

ズ

。
」

二

「
亭

吉

ハ
當

時

通

路

二
非

ザ

ル
軌

道

敷

地

内

二
立

入

リ

、

電

車

ガ
蓮

行

ヲ
始

メ

タ

ル

ニ
拘

ラ

ズ

、
其

ノ
停

車

ヲ
侯

タ

ズ

シ

テ
、

酒

氣

二
語

ラ

レ
輕
卒

ニ

モ
線

路

ヲ
横

ギ
リ

昇

降

豪

二
上

ラ

ン

ト

シ
タ

ル

モ

ノ

ニ
シ

テ
、

同
人

ノ
死

亡

ハ
、

其

ノ
過

失

モ
亦

一
原
因

ヲ
爲

ス
モ

ノ

ナ

リ

ト
云

フ

ニ

在

ル
「

判
丈

上
明

白

ナ
リ

。
」

三

「
而

シ

テ
電

車

ノ
反
対

側

面

ニ
ハ
障

壁

叉

ハ
木

柵

等

、

人

ノ
軌

道

二
立

入

ル

コ

ヲ
阻

止

シ
得

ベ

キ
設

備

ナ

カ
リ

シ

コ

ト

ハ
、
同

ジ

ク
原

院

ノ

認

定

シ
タ

ル
事
實

ナ

レ
バ

、

所

論

ノ
如

ク
、

線

路
内

高
立

入

リ
電

車

進

路

ゾ

箭
臨
剛
ス
ベ

キ

コ

ト

ハ
、

想

像

ス
ベ

カ

ラ

ズ

ト
蓉

フ

ヲ
得

ズ
。

散

、「
原

院

ガ

車
掌

二
於

テ
反
対

側

面

ヲ
注

意

ス
ベ

キ

コ
ト

ヲ
怠

リ

タ

ル
ヲ

以

テ
過

失

ナ

リ

ト

シ
、

右

過

失

ガ
本

件

危
害

ノ

一
原
因

ヲ
ナ

ス

モ
ノ

ト
判

断

シ

タ

ル

ハ
正
當

ナ

リ

。
」

む

　

　

　

バリ

　

　

り

む

第
六

踏
切
番
人

・
踏
切
信
號
手
の
過
失

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

闘

遽
噺
機

の
設
備
あ

る
踏
切
に

ゐ
け
る
踏
切
番
人
の
義
務

踏
切
番
人
に
は
、
「
踏
切

ノ
看
守
ヲ
爲

シ
、
特

二
列
車

(
叉
は
電
車
)

ノ
踏
切
通
過

二
注
意

シ
、

逓
過

ノ
際

ハ
交

通

ヲ
遮
断

シ
テ
以
テ
列
車

ノ
逼
過

二
障
擬

ナ
カ
ラ

シ
ム
ル
ト
同
時

二
、
蓮
行
人

ノ
生
命
身
謄
等

二
封

シ
危
害

ノ
登
生

ヲ
未
然

二
防
止

ス
ベ
キ
業
務
上

ノ
義
務
」
が
あ
る

(六
七
判
決
)
。
こ
の
内
容
i

う

も

つ

も

ゐ

つ

㎝

踏
切
番
人
は
、
列
車
ま
た
は
電
車

の
通
過
に
際

し
、
適
當
な
る
時
期
に
遮
断
機
を
閉
鎖
す
る
を
要
す

。
i

〔六
六
〕
大
判
大
正

一
〇
・
一
・
一
七
刑
二
大
正
九
(
れ
)
二
四
九
〇
號
(録
二
七

輯

一
頁

、
抄

録

八

七
巻

一
〇

九
.

O

.一
頁

、
新

聞

一
八
〇

八

號

二

一
頁

被
告

は
鐵
道
踏
切
番
人
と
し

て
其

業
務

に
從
事
中
、
午
前

二
時

三
十
五
分
頃
列
車

が
路
切

に
接
近
し
來

り
た
る
に
か
か
は
ら
ず
、

踏
切
小
屋
で

判

例
に
現
れ

た
る
鐵
道
及
び
電
…鐵
交
通
事
故

(
舟
橋
)

(
第
}五
巻

～第
二
號

一
五
七
)

山ハ
・九



判
例

に
現
れ
た

る
鐵
遺
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

.

(
第

五
巷

第

二
號

一
五
八
)

七
〇

假
眠

に
耽
り
之

に
氣
付
か

な
か

つ
た
爲

め
、

交
通
遮
断

の
手
續
を
執
ら
な
か

つ
た
と

こ
ろ
、
人
力
車
夫
が
客
を
乗

せ
同
踏
切
内

に
入

っ
た
。
し
か

る
に
、
そ

の
時
、

被
告

は
著

し
く
接
近

せ
る
列
車

の
昔

に
眠
を
豊
ま

し
、
狼
狽

の
余
り

充
分
場
内

を
注
覗
せ
ず
し

て
門
木
を
降
し
、
交
通
を
遮
噺

し
た

の
で
、

人
力
車

は
踏
切
場
外

に
出
る
こ
と

が
出
來

ず
、
車
夫

と
乗
客

は
列
車

に
衝
突
し
、
死
亡
す
る
に
至

つ
た
、
と

い
ふ
事
案

に

つ
き
i

「
踏
切

番
人

ハ
踏

切
ノ
看
守

ヲ
爲

シ
、

列
車
通
過

ノ
際

ハ
特

二
其
職

務
上
周
到

ナ

ル
注
意

ヲ
沸

ヒ
、
交
通

ヲ
遮
断

シ
、

以
テ
列
車

ノ
通
過

二
障

擬

ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ト
同
時

二
、
通
行
人

ノ
生
命
身
體

等

二
封

シ
危
害

ヲ
醸

ス

コ
ト
ヲ
豫
防

ス
ベ
キ
義
務

ア
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、

此
義

務

ヲ
癖

リ
、
因

テ
人

ヲ
列
車

二
鯛

レ
若

ク

ハ
之

ト
衝
突

シ
テ
死

二
致

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
業

務
上

ノ
過
失
致
死
罪

ヲ
構
成
」

す
る
。

〔六
七
〕
大
判
昭
和
九
・
二
・
七
刑
三
昭
和
八
(
れ
)
一
六
九
九
號

新

聞

三
六

七

「六
號

一
山ハ
頁

「
被
告
人

ハ
鐵

道
踏
切
看

手

ト
シ
テ
勤
務

シ
、

毎

日
午
前
五
時

ヨ
リ

午
後
十
時
迄
汽
車
通
過

二
際

シ

同
所

二
設
置

シ
ア

ル
遮
噺
機

ヲ
開
閉

シ
同

踏
切

ヲ
看
守

ス
ル
等

ノ
業

務

二
從
事

シ
居
リ

タ
ル
モ
ノ
ナ

ル
ト
コ
ロ
、

同
踏
切

ニ
ハ
遮

噺
機

ノ
外
街
自
動
警
報
機

ノ
設
備

ア
リ

ト
錐

、
被
告
人

ハ

午
後

七
時
五
十

六
分
下
リ
急

行
貨
物
列
車
ガ
右
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
事
實

ヲ
知

リ
ナ
ガ
ラ
、

不
注
意

ニ
モ
、
同
時

刻
前
記
踏
切
番
人
詰
所

二
於

テ
居

眠

ヲ
爲

シ
、

右
列
車

ノ
通
過

二
氣
付
カ
ズ

シ
テ
遮
膨
機

ヲ
閉
鎖

セ
ザ
リ

シ
爲

、
其

ノ
頃
街
道

ヲ
進
行

シ
來

リ
タ

ル
自
動
車
運
転

手
朋
木
廣

吉
ノ
蓮

韓

ス
ル
貨
物
自
動
車

ヲ
右
踏
切
内

二
乗
入

レ
シ
メ
、

之

ト
前

示
踏
切

二
差
蒐
リ

タ
ル
右
急

行
貨
物
列
車

ト
ヲ
衝
突

セ
シ
メ
、
因

テ
自
動
車
ヲ
粉
辞

シ
テ
右
自
動
車
運
転

手
勿
木
廣
吉
外
同
乗
者

二
名

ヲ
即
死

ス
ル
ニ
至

ラ
シ
メ

タ
ル
モ
ノ
」

で
あ

る
(
禁
錮
刑
)
。
ー

一

「、踏
切
看
手

ハ
、
踏
切

ノ
看
守

ヲ
爲

シ
、
.
特

二
列
車

ノ
踏
切
通
過

昌
注
意

シ
、
通
過
ノ
際

ハ
交
通

ヲ
遮
噺

シ
テ
以
テ
列
車

ノ
通
過

二
障
擬

ナ

ぬ

カ

も

も

ぬ

カ

ラ

シ

ム

ル

ト
同

時

二
、

通

行

人

ノ
生
命
身
體

等

二
封

シ
危

害

ノ
発
生

ヲ
未

然

二
防

止

ス
ベ

キ
業

務

上

ノ
義

務

ア

ル

モ
ノ

ニ
シ
テ

、

踏

切

二
遮

臨

ぬ

も

も

も

ヤ

も

ゐ

も

う

つ

ね

も

も

も

も

も

ら

も

へ

ぬ

カ

も

し

も

ぬ

も

へ

ら

も

も

も

も

機

ノ
外

自
動
警
報
機

ノ
設
備

ア
ル
ノ
散

ヲ
以
テ
、
其

ノ
義
務

ヲ
免

ル
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル

コ
ト
勿
論

ナ

レ
バ
、

右

ノ
設
備

ア
ル
場
合

ト
錐
、
踏
切
看

手

ガ
列
車

ノ
通
過

昌
際

シ
テ
其

ノ
注
意

ヲ
怠
り
、

遮
断
機

ヲ
閉
鎮

セ
ズ
、
因

テ
人

ヲ
列
車

二
鰯

レ
、
若

ハ
之

ト
衝
突

シ
テ
死

二
致

シ
タ

ル
ト
キ

ハ



業
務

上
ノ
過
失
致
死
罪

ヲ
構
成

シ
、

被
害
者

ノ
過
失
ガ
被
告
人

ノ
禦
怠

卜
相
侯

テ
致
死

ノ
共
同
原
因

ヲ
爲

シ
タ

ル
コ
ト

ハ
、
同
罪

ノ
成
立
ヲ
妨
ゲ

ル
モ
ノ

ニ
非

ズ
。
」
、

昌

「
縦
令
右
自
動
・車
運
転

手

二
於

テ
踏
切
通
過

二
際

シ
、

一
且
踏
切
前

二
停
止
シ
テ
安

全
ナ
ル

コ
ト
ヲ
確

メ
ズ
、
叉
所
論
自
動
警
報
機

ノ
警
報

及
列
車

ノ
音
響
若

ハ
其

ノ
前
燈

ノ
照
明

二
氣
付

カ
ズ
、

不
注
意

ニ
モ
列
車

ノ
來

ル
ヲ
知

ラ
ズ

シ
テ
踏
切
内

二
乗
入

レ
、
之

ト
衝
突

シ
タ
ル
過
失

ア

リ
ト

ス
ル
モ
、

被
告
人
ガ
列

車

ノ
踏
切
通
過

二
際

シ
遮
噺
機

閉
鎮

ノ
義
務

ヲ
怠

リ
タ
ル

コ
ト
ハ
、
判

示
自
動
車
運
転

手
等
致
死
ノ

一
原
因

ヲ
爲

シ

タ

ル
コ
ト
明
ナ

ル
ヲ
以

テ
、

被
告
人

ノ
判
示

ノ
行
爲

ハ
業
務

上
渦
失
致
死
罪

ヲ
構
成

シ
、
被
害
者

二
過
失

ア
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
其

ノ
罪
責

ヲ
免

ル
ル

コ
ト
能

ハ
ザ

ル

コ
ト
論

ヲ
皿侯
タ
ズ
。
」

ゐ

へ

う

マ

へ

む

コ

へ

ゐ

ω

踏
切
番
人
は
、
遮
断
機
を
閉
鎖
し
π
後
も
、
そ
の
遮
断
機

「
ヲ
鍮

へ
若

ク

ハ
潜
リ
テ
危
険

ヲ
冒

サ
ン
ト
ス
ル

モ
ノ
ア
リ

ヤ
否

ヤ

ニ
付

キ
、
注
血息
ヲ
一爲

ス
い義
蜘扮
」
を
負

ふ
。
i

〔六
八
〕
大
判
大
正
七
・
五
・
二
三
民
二
同
年
(
オ
)
二
四
八
號

録

二
四
輯

九
九
九
頁
、
抄
録

七
八
巻

一
八
、

」

六

一
頁
、
新
聞

一
四

二
三
號

二
〇
頁

邑

京

濱
電
氣

鐵
道

の
踏
切
番
人
が
開
閉
器

(
長

さ
約
十

八
尺

の
丸

太
棒

一
本

を
上
下
す

る
装
置
)
を
閉
鎖
し
た
と
こ
ろ
、

六
歳

の
子
供

が
そ

の
下

を
潜

つ
て
線
路
内

に
入
り
、

進
行
し
て
來

た
電
車

に
礫

殺
さ
れ
た
の
で
被
害
者
側
よ
り
電
鐵
会
社

に
賠
償
請
求
を

し
た
の
が
本
件
で
あ

る
。
!

「
本
件
踏
切
番
人

ハ
、

踏

切

二
於

テ
通
行
人

ノ
危
険

ヲ
警
戒

シ
電
車

二
進
行

ノ
可
否
ヲ
信
號

ス
ル

コ
ト
ヲ
其
職
務

ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
上
告

人
主
張

ノ
如

ク
、

軍

二
通
行
人

二
封

シ
電
車
通
行

ノ
爲

メ
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル

コ
ト
ノ
危
険

ナ

ル
コ
ト
ヲ
畳
知

セ
シ
ム
ル
ノ
ミ

ニ
テ
、
其
義

務

ヲ
孟

ク
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ベ
カ
ラ
ズ
。

踏
切
番
人

ハ
、
膏

二
踏
切

二
於

ケ
ル
開
閉
器

ヲ
閉
鎖

シ
之

こ
依
リ
通
行
人

二
封

シ
踏
切

ヲ
通
過

ス
ル
ノ
危
険

ナ

ル
ヲ
警
告

ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

(
時

二
本
件
被
害
者

ハ
當
時

六
歳

ノ
小
児

二
過

ギ
ズ
)
、

伺

ホ
其
開
閉
器

ヲ
喩

へ
若

ク

ハ
潜
リ

テ
危
険

ヲ
侵
サ

ン

ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
キ
ヤ
ヲ
注
意

シ
、

其
危
険
鵬ヲ
侵

ス
モ
ノ
ナ
キ

コ
ト
ヲ
確

メ
タ

ル
後

昌
ア
ラ
ザ

レ
バ
、
電
車

二
封

シ
安
全
信
號

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
得

ザ

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
故

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
五
九
)

七

一



判
例

に
現
れ
た

る
鐵

道
及
び
電
鐵
交
題
事
赦

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

一
六
〇
)

篭

ニ

ル
ヤ
明

カ
ナ
リ
。

然

レ
バ
原
院

ガ
、
本
件
踏
切
番
人

昌
封

シ
踏
切

昌
於

ケ
ル
開

閉
器

ヲ
閉
鎖

シ
タ
ル
後

ト
錐

モ
、
開
閉
器

ヲ
瞼

へ
若

ク

ハ
潜
リ
テ

危
険

ヲ
侵

サ

ン
ト
ス
勘
モ
ノ
ア
リ

ヤ
否
ヤ

昌
付

キ
注
意

ヲ
爲

ス
義
務

ア
リ

ト
判

示

シ
タ

ル
ハ
、

毫

モ
不
法

ニ
ア
ラ
ズ
。
」

ぬ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ハ

も

ヘ

ヘ

へ

⑯

踏
切
番
人
が
閉
鎖
し
た
る
遮
断
機
を
開
放
す
る
に
當

つ
て
は
、
特
に
注
意
し
て
危
険

の
有
無
を
確
か
む
る
を

要
す
。
從

つ
て
、
反
対

側

「
番
人

ノ
呼
鈴
又

ハ
ロ
頭

二
依

ル
合
圖

ヲ
待

テ
」
遮
断
…機
を
開
放
す
る
こ
と
が

「
從
來

ノ

慣
行
」
な
る
場
合
に
は
、
開
放
す
る
に
つ

い
て
は
必
ず
反
対

側
番
人

の
合
圖
を
要
す
る
。
1

φ

〔
六
九
〕
大
判
昭
和
七
・五
・
五
刑

一
同
年
(
れ
)
一
四
五
號

集

一

一
春

五

六

八
頁

、
一

「新

聞

三
四

三

一
號

八
頁

省
線
電
車
踏
切

の
事
件
。
罰
金

五
拾
圓
。

遮
噺
機

を
早
急

に
開
放
し
た
た

め
自
韓
車
乗

用
通
行
人
が
電
車

に
礫
殺

さ
れ

た
事
案
。
1

一
「
踏
切
省
線
側
番
人
詰
所

…

の
…
時
間
表

ノ
時

刻
ガ
、
往

々

昌
シ
テ
正
確

二
蓮
守

セ
ラ

レ
ザ

ル

コ
ト
ア
リ

ト
ス
ル
モ
、

原
則

ト
シ
テ

ハ
之

二

準
振

ス
ベ

キ

コ
ト
當
然

ノ
筋
合
ナ

ル
ガ
故

二
、

被
告
人

二
於

テ
右
時
間
表

二
注
意

ス
ル
ノ
必
要
ナ
キ

モ
ノ
ト
ナ

ス
ヲ
得
ズ
。
」

二

「
踏
切

ノ
東
上
線
側
番
人

タ

ル
同
阪
本
俊
忠

ガ
、
本
件
事
散
発
生

ノ
際
、

東

上
線
電
車

ノ
接
近

昌
注
意

セ
ズ
、
其

ノ
詰
所
内

ニ
テ
私
用

二
從

事

シ
居
リ

テ
、

被
告
人
ガ
遮
断
機

ヲ
開
放

ス
.ル
モ
危
険

ナ
キ
ヤ
ヲ
問

ヒ
タ

ル
ニ
封

シ
、
慮
答

ヲ
爲
サ
ザ

ル
ペ
キ
歌
況

二
在

リ
タ

ル

コ
ト
所
論

ノ
如

シ
ト
錐
、
…
…
省
線
側

ノ
番
人

ガ

一
旦
卸

シ
タ

ル
遮
噺
機

ヲ
開
放

ス
ル

ニ
付

テ

ハ
、

右
東
上
線
側
番
人

ノ
呼
鈴
叉

ハ
ロ
頭

二
依

ル
合
圖
ヲ
待

テ
之

ヲ
爲

ス
從
來

ノ
慣
行

ナ
リ
シ

コ
ト
、
之

レ
亦
、

前

記
謹
人

ノ
供
述

昌
依
り
認

メ
得

ル
ガ
散

二
、
右
ノ
如
ク
被
告
人

ノ
周

二
封

シ
東

上
線
側
番
人

ノ

鷹
答

ナ
カ
リ

シ
場
合

二
於

テ

ハ
、

被
告
人

ハ
未
ダ
直

二
遮
噺
機

ノ
開
放

ヲ
爲

ス
ベ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
。

三

「
抑

々
、
現
今
交
通

ノ
重

要
性

ヲ
尊
重

ス
ベ
キ
時
代

二
在

リ

テ

ハ
、

通
行
人

及
車
馬
等

ノ
往
來
頻
繁

ナ
ル
地
鮎

昌
於
ケ

ル
鐵
蓮
踏

切

ハ
、
特

晶
危
険
ア
リ
ト
認
メ
ラ

ル
ル
場
合

二
之

ヲ
閉
鎖

シ
、

其

ノ
他

ハ
開
放

シ
置
ク

ヲ
以
テ
通

例
ト
シ
、

本
件
係
畢
ノ
踏
切

ノ
開
閉

二
付

テ
モ
、

特

二



之

ガ
反
対

ノ
取
扱

振

ご
依

リ

タ

ル

コ
ト

ハ
原
判
決

ノ
認

定

ス

ル
所

二
非

ザ

ル

コ
ト
明

白

ナ

リ

。

然

レ
ド

モ
、
其

ノ
何

レ

ノ
場

合

タ

ル

ニ
セ

ヨ
、
踏

切

番

人

二
於

テ
、

其

ノ
場

合

ノ
事

情

二
磨
ジ

テ
危
険

防

止
上

探

ル
ペ

キ
注
意

ヲ
怠

ル
ノ
特

権

ヲ
有

ス
ベ

キ
筋

合

二
非

ザ

ル

ハ
勿

論

ニ
シ
テ

、
殊

二

危
険

告

知

ノ
爲

特

二
踏

切

ヲ

閉
鎮

シ

タ

ル
場

合

二
於

テ
、

番

人

ガ
之

ヲ
解

放

ス

ル

ハ
危
険
状
態

ノ
消

滅

ヲ
告

知

ス

ル

ト
同

一
ニ

シ
テ
、

之

二
因

リ

テ
通

行

人

自
身

ノ
警

戒

心

ヲ
全

ク
弛

緩

セ

シ

ム

ル
ノ
處

ア

ル

モ

ノ

ナ

レ
バ

、

特

二
注

意

ヲ
要

ス
ベ

キ

モ

ノ
ナ

ル

ニ
拘

ラ

ズ
、

…

…

被

告

ハ
上

叙

ノ

如

ク
其

ノ
番

人

ト

シ

テ

ノ
注
意

ヲ
怠

リ

到

示
事

散

ヲ
生

ゼ

シ
メ

タ

ル

モ
ノ

ナ

ル
ヲ
以

テ
、

原
判
決

ガ
被

告

人

二
過

失

ノ
責

任

ヲ
認

メ

タ

ル

ハ
正

當

ナ

リ

ト

ス
。
」

む

ゐ

コ

ヘ

へ

④

踏
切
番
人
は
、
自
己
に
支
障
あ
る
と
き
は

一
時
適
當
な

る
代
人
を
立
つ
る
を
要
す
る
。

〔七
・
〕
大
契

正

一
〇
・九
・五
刑
二
同
年
(
れ
)
二

八
〇
號
(録
二
七
輯

五
八
五
頁
、

剣
民

一
一
五
事
件
(
亭
野

)

輕
使
鐵
道

の
踏
切
番
人
が
自
ら
田
務

せ
ず
、
ま
た
代
人
も
立
て
な

い
で
、

踏
切
遮
断

機

ノ
閉
鎮
を
怠

っ
た
た

め
、
列
車

と
自
動
車

が
衝
突
し
た

事
案
に

つ
き
ー

一

「
踏
切
番
人

ハ
踏
切

ヲ
看

守

シ
、
列
車
通
過

ノ
際

ハ
其
業
務
上
特

二
周
到
ナ

ル
注
意

ヲ
以
テ
交
通

ヲ
遮
断

シ
、

列
車

ノ
運
転

ヲ
安
全

ナ
ラ

シ

ム
ル
ト
同
時

二
、

公
衆
往
來

ノ
安
全

ヲ
保
チ
通
行
人

ノ
生
命
身
饅
等

二
封

ス
ル
危

害

ノ
発
生

ヲ
豫
防

ス
ベ

キ
義
務

ア
ル
モ
ノ
」

で
あ
る
。

二

「
踏
切
番
人

ハ
毎

」
自
ラ
其
義
務
途
行

二
必
要
ナ

ル
行
動

ヲ
爲
ナ
ザ

ル
可
ラ
ザ

ル
ハ
勿
論
、

一
時

止

ム
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
支
障

二
因

リ
自

ラ
直

接
其
任
務

二
當
リ
難
キ
場
合

二
在

リ
テ

ハ
、

須

ラ
ク
相
當

ナ
ル
時
機

二
於

テ
適
當

ナ

ル
代
人

ヲ
立

テ
代
行

セ
シ
メ
、
以
テ
安
全

昌
其
義

務

ヲ
果
サ

ザ

ル
ベ

カ
ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、

踏
切
番
人
ガ
此
義
務

ヲ
梶
…り
、
因

テ
人

ヲ
列
車

昌
鯛

レ
若

ク

ハ
之

レ
ト
衝
突

シ
テ
傷
害

ヲ
被

ラ
シ
メ
タ

ル
ト
キ

ハ
、

業
務

上
ノ
過
失
致
傷
罪
L

と
し
て
刑
法
第

二
百
十

一
條

の
罪
責

を
免
る
る
こ
と
を
得
な

い
。

二

遮

断

機

の

設

備

な

き

踏

切

に

み

け

る

信

號

手

の

義

務

剣
例

に
現
れ
た
る
鐵
蓮
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第

二
號

一
六

一
)

七
三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
六
二
)

七
四

こ

の
場
合

の
踏

切
佑

號
手

も
、
踏

切
番

人
と

ほ
ぼ

同
様

に

、

「
一
面

二
於

テ

ハ
電

車

叉

ハ
列

車

二
鍔

シ
テ
進

行

ノ

可
否

ヲ
信
號

シ
、
他

面

二
於

プ

ハ

一
般
通

行
人

叉

ハ
車

馬

ノ
往
來

二
留
意

シ
、
此
等

ノ

モ
ノ
ヲ

シ
プ
危
害

ヲ
蒙

ム
ラ

シ
メ
ザ

ル
様

注
意

ス
ペ
キ
職
責

ヲ
有

ス
ル
。
從

つ
て
、
例

へ
ば

「
自

動
車

ノ
踏

切

二
向

ナ
來

レ
ル

ニ
氣

付

カ
ズ
、
其

ゐ

あ

接
近

ス
ル
ニ
及

ン
デ
始

メ
プ
之
ヲ
畳
知

シ
、
狼
狽

ノ
蝕

リ
急
遽
手

ニ
セ
ル
青
色
燈

ヲ
打
振

り
」
尤
る
が
ご
と
き

は
、

そ
の
過
失
で
あ
る
。
i

〔
七
一
〕
大
判
大
正
四
・
二
・
八
民
二
大
正
三
(
オ
)
七
〇
八
號

.録

二

一
輯

八

一
頁

、
抄

録
、

「五

三
巷

一
ニ

ニ

三
九

頁

、

京
濱
電
氣
鐵
道
踏
切

の
事
件

。
被
害

者
側

よ
り
電
鐵
会
社

に
対
し

て
賠
償

を
請
求

し
た

も
の
で
あ
る
。
ー

一

「
電
車
軌

道
ノ
踏
切

二
於

ケ
ル
信
號
手

ハ
、

一
面

二
於

テ

ハ
電
車

二
封

シ
テ
進
行

ノ
可
否
ヲ
信
號

シ
、
他

面

二
於

テ

ハ

一
般
通
行
人

叉

ハ
車

馬

ノ
往
來

二
留
意

シ
、
此
等

ノ

モ
ノ
ヲ
シ
テ
危
害

ヲ
蒙

ム
ラ
シ
メ
ザ

ル
様
注
意

ス
ベ
キ
職
責

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ
ナ

ル
コ
ト
・
、
上
告
人

(
電
車
会
社

)

ノ
首
肯

ス
ル
所

ナ
リ
。

而

シ
テ
、
上
告
人

ノ
使
用
人

タ
ル
信
號

手
卒
野
藤
太
郎

ハ
、
由

ノ
手
方
面

ヲ
背

ニ
シ
テ
立

チ
全
然
其
方
面

二
封

ス
ル
注
意

ヲ
訣

キ
タ
ル
爲

メ
、

、
川
瀬
新

太
郎

ノ
操
縦

セ
ル
自
動
車

ノ
踏
切

二
向

テ
來

レ
ル

ニ
氣
付

カ
ズ
、

其
接
近

ス
ル

ニ
及

ン
デ
始

メ
テ
之

ヲ
畳
知

シ
、
狼

狽

ノ
蝕
リ
急
遽

手

ニ
セ
ル
青
色
燈

ヲ
打
振
リ
、

新
太
郎

ヲ
シ
テ
通
行

ス
ル
モ
差
支

ナ
キ

コ
ト
ト
信

ズ
ル

ニ
至
ラ
シ
メ
、
即
チ
信
號
手

ト
シ
テ
ノ
相

當

ノ
注
意

ヲ
怠

リ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、

之

二
因

テ
本
件

ノ
衝
突

ヲ
來

シ
タ

ル
コ
ト
原
院

ノ
確
定

ス
ル
所

ナ

レ
バ
、
信
號
手
李
野

藤
太
郎

昌
何
等
過

失
ナ
シ
ト
ノ
論
旨

ハ
、

畢
党

事
實

ノ
認
定

二
封

ス
ル
非
難

二
外

ナ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
」
。

二

「
若

シ
夫

レ
自
動
車

ノ
運
転

手
川
瀬
新
太
郎

ガ
暗
夜
電
車
軌

道

ノ
踏
切

ヲ
通
行

セ
ン
ト
ス
ル

ニ
當

リ
テ
徐
行

セ
ザ
リ

シ

コ
ト
、

即
チ
本
件

ノ

衝
突

二
付
同
人

ニ
モ
過
失

ア
リ
シ

コ
ト

ハ
、
原
院

モ
認

ム
ル
所
ナ

レ
ド

モ
、

新
太
郎

二
渦
失

ア
ル
ノ
散

ヲ
以
テ
藤
太
郎

品
過
失
ナ

シ
ト
謂

フ
ヲ
得



ザ

ル
」

も

の
と

す

。

三

遮
断
機
の
設
備
な
き
騨
構
内
渡
線
路
信
號
騨
手
の
義
務

騨
手
が
騨
構
内
渡
線
路
に
ゐ
い
て
通
過
列
車
に
対
し
て
信
號
を
な
す
に
當
つ
て
は
、
通
常
の
踏
切
信
號
手
以
上
に

線
路
を
横
噺

せ
ん
と
す
る
乗
客
に
対
す

る
危
険

の
発
生

を
、
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
ー

〔七
二
〕
大
判
昭
和
三
.
七
・
一
四
刑
三
同
年
(
れ
)
八
四
三
號

集

七
巷

四
、

.九

八
頁

し

被
告
は
、
騨
手
と
し

て
、
午
後

九
時

五
十

一
分
騨
通

過
の
急
行
列
車

に
対
し

、

構
内
渡
線
路

に
て
信
號
を
な
す
に
當

り
、

「
該
線
路

ノ
略
中
央

二
位

シ
乗
客

ノ
動
静

二
留
意

セ
ズ
、

漫

然
前
記
通
過
列
車

二
封

シ
安
全
信
號

ヲ
爲

シ
居
リ
タ

ル
爲
」
被
害
者

(
四
十
年

ノ
女
)
が

「
下
リ
プ

ラ
ツ

ト
ホ
ー
ム

ヨ
リ
右
渡
線
路
内

二
入
リ
タ
ル

ニ
氣
付

カ
ズ
、

同
女
ガ
自
己

ノ
背
後

ヲ
通
過

シ
テ
右
列
車

ノ
進
路

ヲ
横
噺

セ
ン
ト
ス
ル

ニ
及

ビ
テ
、
始

メ
テ
之

ヲ
制
止

セ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
、

時

既

二
及

バ
ズ
、
同
女

ヲ
シ
テ
列
車

二
衝
突

セ
シ
メ
」

即
死
せ
し
む
る
に
至
ら
し

め
た
事
案

で
あ
る
。
罰
金

八
拾
圓
。
1

一

「
鐵
道
係
員

ハ
、

列
車

ノ
運
転

二
關

シ
危
険

ノ
発
生

ヲ
防
止

ス
ル
ニ
付
、
法
律
上
慣
脅
上
若

ハ
條

理
上

必
要

ナ
ル
注
意
義
務

ヲ
負

フ
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト

ハ
、

本

院
判
例

ノ
示

ス
所

(
大

正
十

三
年
れ
第

ニ
ニ
七
〇
號
同
十
四
年

二
月

二
十
五
日
判
決
参
照

)

ニ
シ
テ
、
騨
手
ガ
信
號

ヲ
爲

ス
ニ
當

リ
テ

モ
、
軍

二
危
険

ノ
有
無

ヲ
報

ズ
ル
ヲ
以
テ
足

ル
モ
ノ

ニ
非

ズ
、

之

ト
同
時

二
、
危

険

ノ
褒

生
ヲ
防

止

ス
ル
ニ
付
、
必
要

ナ
ル
注
意

ヲ
爲

ス
ベ

キ
業
務

上
ノ
螢我
務

ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」
。

二

「
被
告

ハ
騨
手

ト
シ
テ
、

騨
通
過

ノ
急

行
列
車

二
封

シ
同
騨
構
内
渡
線
路

二
於

テ
信
號

ヲ
爲

ス
ニ
當
リ
、
右
渡
線

路

ハ
線

路
ヲ
横
噺

ス
ル
者

ノ
通

路
ナ

ル
ヲ
以
テ
、

乗
客

ノ
行
動

二
注
意

シ
危
険

ナ
シ
ト
認
メ
タ

ル
場
合

二
於

テ
安
全
信
號

ヲ
爲

シ
、
其

ノ
信
號
中

ト
錐
、
絶

エ
ズ
其

ノ
動
艀

二
留
意

シ
、

若

シ
列
車

ノ
進
路

ヲ
帯
噺

セ
ン
ト

ス
ル
ガ
如

キ
者

ア
ル
場
合

二
於

テ

ハ
直
チ

ニ
之

ヲ
阻
止

シ
、
危
険

ヲ
未
然

二
防
グ
ガ
爲

、
該
渡
線

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
六

三
)

七
五



判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道

及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

、
(
第

五
春

第

二
號

一
六
四
)

七
六

路

ノ
北
端

二
位

シ
、

之

ヲ
渡

ル
乗

客

ヲ
シ
テ
総

テ
自
己

ノ
前
面

ヲ
通
過

セ
シ
ム
ル
等
適
宜

ノ
方
法

ヲ
講

ズ
ペ
キ
業
務

上
ノ
注
意
義
務

ア
ル
」

も
の

と
す
。む

む

む

む

　

　

第
七

鐵
道
駅
長

・
助
役

の
過
失

圏

列
車

の
登
車
合
圖
を
な
す
に
當

つ
て

判
例

は
、
操
車
係

。
機
關
手

・
車
掌
と
と
も
に
、
助
役
に
も
、
眞
塞
制
動
機
管

の
連
結
を
黙
槍
す
べ
き
義
務
あ
る

も

の
と
す

。
ー

〔
七
国呂
〕

大
判

大

正

一
四

・
二

・
二
五

刑

三
大

正

一
三

(
れ

)
二

二

七

〇
號

.集

四

巻

=

一
五
頁

、

新
、

鞠

二
四

〇

五
號

工

ハ
頁
、

蓮

結
手
が
列
車

の
眞

空
制
動
機
管

の
蓮
結

を
逡
忘

し
た
の
を

そ
の
ま

エ
に
獲
車

さ
せ
た
と
こ
ろ
、

次

の
騨
で
所
定

の
位
置

に
停
車
出
來

ず
、
引

込
線

に
突

入
し
車
止
を
破
壊

し
、

汽
關
車
脱
線

、
乗

客
殺
傷

を
生
ぜ
し
め
た
事
件
に

つ
き
、
助
役

・
操
車
係

・
機
關

手

・
車
・掌

に
眞
空
制
動
機
管

鮎
検
義
務
違
背

の
過
失
あ
り
と
さ
れ
た
。
1

「
前
示
列
車
組
成

二
關

ス
ル
心
得
第

一
條
第

二
項

ノ
規
定

ハ
、

混
合
列
車

二
付

テ

ハ
從
業
員

二
封

シ
貫
通
制
動
機

ノ
使

用
ヲ
爲

ス
ト
否

ト
ヲ
其

ノ
判
断

二
任

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
解

ス
ベ
キ
趣
旨
ナ
リ

ト
ス
ル
モ
、

特
殊

ノ
危
険
業
務

ヲ
行

フ
者

二
封
シ
、
行
政
上
特
殊
ノ
取
扱
規
程

ヲ
設

ケ
テ
危
険

ノ
護

生

ヲ
防

止

ス
ル
ハ
、

畢
血兄
並
目
通

二
み庖
除
鵬焚
生

ノ
處
ア

ル
行
爲

ヲ
取
締
騨
ル

ニ
過
ギ
ズ
、
其

ノ
以
外

二
於

テ
、
業
務
執
行
者

ヲ
シ
テ
彪危
険
励
ノ
畿

生

ヲ
防
止

ス
ル
爲

、

法
律

上
慣
習
上
若

ハ
條
理
上

必
要

ト
ス
ル

一
般

ノ
注
意
義

務

ヲ
嚴

守

セ
シ
ム
ル
コ
ト

ハ
固

ヨ
リ
明
文
ヲ
侯

タ
ザ

ル
所

ナ
ル
ヲ
以

テ
、

該
規
程

二
於

テ
之

ヲ
明
示

セ
ザ

ル
ニ
止

マ
リ
、
是
等
危
険

ノ
登
生

ヲ
豫
防

ス
ベ
キ
注
意
義
務

ヲ
免
除

シ
タ

ル
趣
旨

二
非

ザ

ル
ヤ
勿
論
ナ

レ
バ

業
務
執
行
者
ガ
行
政
上
ノ
取
締

規
定

ノ
命

ズ
ル
注
意
義
務

ノ
ミ
履
践

シ
タ
リ

ト

ス
ル
モ
、

之

ヲ
以
テ
直

二
業
務
上

一
切
ノ
責
任

ヲ
悉

シ
タ

ル
モ
ノ



ト
謂
フ
ペ
カ
ラ
ズ

(大
正
三
年

(れ
)
第
五
四
九
號
同
年
四
月
二
十
四
日
宣
告
参
照
)。
」

二

列
車

の
蓮

過

に
際

し
て

①

駅
長

は
、
列

車

の
蓮

過

に
當

り
進
行

信
號

を
な

す
に

は
、

「
構
内

二
事
故

ナ
キ

ャ
叉

ハ
事
故

ヲ
発
生

ス
ペ
キ

危
険

ナ

キ

ャ
否

ヲ
看

視

シ
、
危
険

ナ

キ

ヲ
確

」
か

む
る

こ
と

を
要

す
。
i
I

〔七
四
〕
大
判
昭
和
四
・
七
・
二
六
民
二
同
年
(
オ
)
一
五
二
號

集

八
巷

八
二
二
頁

、
新
聞

三
〇
八
四

號

一
三
頁

、
到
民

七
八
事
件
(
戒
能
)

公
認
運
逡
店
経
営

者
が
そ

の
長
男
ら
と
と
も
に
、

西

の
烈

風
中
に
お

い
て
鐵
道
省
買

入
れ
の
枕
木

九
十
本

の
貨

車
積
を
し

て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
右

長

男
は
臨
時
列
車

の
進
入
し

て
く

る

の
を
知

ら
ず
に
ゐ

て
、

こ
れ

に
礫
殺

さ
れ
た
。
そ

こ
で
右

の
父
及
び
母
よ
り
國

を
相
手
ど
り
賠
償
を
請
求
し

た

の
が
本
件
で
あ

る
。
1

「
大

正
十
四
年
五
月

一
日
鐵
道
省
達
蓮
輸
取
扱
心
得
第
百

七
十

一
條

二
、

通

過
信
號
機

ヲ
附
設

セ
ザ

ル
ニ
位
式
信
號
機

ノ
設
ケ
ア
ル
停
車
揚

昌
於

テ
列
車

ヲ
通

過

セ
シ
ム
ル
場
合

、

出
登

信
號
機

ノ
設

ナ
キ
カ
又

ハ
其

ノ
設

ア

ル
モ
見
透

シ
難
キ

ト
キ

ハ
、
列
車

ヨ
リ
見

易
キ
位
置

轟
於

テ
進
行
信

號

ヲ
現
示

ス
ベ

シ
ト
規
定

ス
ル
事
情

ヨ
リ
見

ル
ト
キ

ハ
、
右

ノ
如

キ
場
合

昌
ア
リ
テ

ハ
、
駅
長

又

ハ
其

ノ
代
理
者

昌
於

テ
停
車
揚
構
内

二
事
散

ナ

キ

ヤ
叉

ハ
事
散

ヲ
畿
生

ス
ペ
キ
危
険

ナ
キ

ヤ
否
ヲ
看
覗

シ
、
列
車
通

過

ス
ル
モ
何
等
危
険

ナ
キ
ヲ
確

メ
タ
ル
上
、

進
行
信
號

ヲ
爲

シ
列
車

ヲ
通

過

セ
シ

ム
ベ
キ
モ
ノ

ニ
シ
テ
、

殊

二
強

風
等

ノ
如
キ
場
合

昌
ハ
簡
易
騨

ナ
ル
ト
否

ト
ヲ
問

ハ
ズ
、
停
車
場
構
内

二
第
役

ス
ル
者
等

二
於

テ
列
車

ノ
通

過

ヲ
前
知

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
ガ
如
キ

コ
ト
ナ
キ
ヲ
保

シ
難
キ
ヲ
以
テ
、
業
務

ノ
性
質

上

一
層
嚴
密

ナ
ル
注
意

ヲ
以
テ
構
内

ヲ
看
観

シ
、

事
散

ノ

登

生

ヲ
防

止

ス
ベ
キ
責
務

ア
ル
モ
ノ

ト
解

ス
ル
ヲ
安
當
ナ
リ

ト
ス
。
左

レ
バ
原
審

ガ
、

貨
物
列
車
通
過

二
際

シ
テ

ハ
簡
易
騨
タ

ル
本
件
停
車
場

ノ

駅
長

ハ
、
張
風

ノ
場
合

二
於

テ

モ
プ

ラ
ツ
ト
ホ
ー

ム

ニ
出
場

シ
構
内

ヲ
看
覗

シ
事
散
ノ
登
生

ヲ
防
止

ス
ル
義
務

ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ

ト
認
定

シ
タ

ル
ハ

不
法
」

で
あ

る
。

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
六
五
)

七
七



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
這
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
六
六
)

七
八

ω
駅
長

は
、
出
発

信
號

燈
が

故
障
清

燈

の
場
合

に
も

、

正
當

な

る
手
信
號

を
な

す
を
要

し

、

こ
れ

を
誤

つ
て
事

故
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
は
、
そ
の
過
失

の
責
を
免
れ
え
な

い
。
1

〔七
竃
〕
大
判
昭
和
九
・
六
・
ニ
ニ
刑
四
同
年
(
れ
)
五
三
三
號

一集

一
三
巻

八

山ハ
三
頁

、

新

▼聞

三

七

四
〇

號

一
五
頁

騨

の
出
獲
信
號
燈

が
故
障

の
た

め
滑
燈

し
て
ゐ

る
際
、

貨

物
列
車
通

過
後

こ
れ
を
次
騨
に
通
知

し
た
が
未
だ
次
騨
よ
り
そ

の
到
着

の
通
知
な
き

問

に
、
次

の
同
騨
無
停
車
通
過
急
行
列
車

が
幕
進
し

て
き
た
の
で
、
駅
長

は
、

「
之

ヲ
停
車

セ
シ
ム
ル
爲
、
急
遽
同
騨
プ

ラ

ッ
ト
ホ
ー

ム
ニ
於

テ

手
信
號
燈

ヲ
以
テ
折

柄
場
内

二
進

入
シ
來

レ
ル
第

百
八
號

(
後
績
)
列
車

二
合
圖
ヲ
爲

シ
タ
ル
ガ
、
狼
狽

ノ
余
り

、

不
注
意

ニ
モ
、
同
手
信
號

二

赤
燈

(
停
止
信
號
)
ヲ
鮎

ズ
ペ
キ

ニ
誤

ツ
テ
緑
燈

(
通
過
信
號
)

ヲ
貼
ジ

タ
ル
爲

、

同
列
車
・機

關
手

ヲ
シ
テ
安
全
通
過

ノ
信
號

ア
リ
タ

ル
モ
ノ

ト

誤
信

セ
シ
メ
、

因

テ
其

ノ
儘

同
騨

ヲ
無
停
車

ニ
テ
」
次
騨

二
進
護
せ
し

め
た
。
そ

こ
で
、
駅
長

は
、

「
事

ノ
意
外

二
驚

キ
」
即
時
、
次
騨

の
駅
長

に
封

シ

「
後
績

第
百
八
號
列
車

ヲ
進
獲

セ
シ
メ
タ

ル
旨
通
信

シ
タ
ル
モ
同
駅
長

ハ
、

一
閉
塞

匿
間

二
二
列
車
運
転

禁

止
ノ
規
則

ナ
ル

ニ
依
リ

ニ
列

車
ガ
同
時

二
進
行

シ
來

ル
ガ
如
キ
事

ア
ル
可

シ
ト

ハ
豫
期

セ
ズ
、
右
通
知

二
拘
ラ
ズ
」

前

の
騨

の

「
右
過
失
ヲ
感
知

シ
得
ズ

シ
テ
、

曇

二
第
四
百

六
十

二
號

(
先
爽
)
列
車
進
獲

ノ
通
知

ア
リ

シ
バ
第

百
八
號

(
後
績

)
列
車
進
護

ノ
誤
報

ナ
リ
シ
ナ
ラ

ム
ト
速
断

シ
」
で
手
配
を
し
た
の
で
、
「
折

柄
進
行

シ
來

リ
タ

ル
第

四
百
六
十

二
號

(
先
獲

)
列
車

ハ
、
同
場
内
信
號
燈
附
近

二
停

止

ス
ル
ノ
止

ム
ナ
キ

ニ
至
リ
タ

ル
ト
コ
ロ
、

引
績

キ
僅

カ

ノ
間
隔

ヲ
置

キ
テ
時
速

七
十

三
粁

ノ
速
力

ヲ
以
テ
同
軌
遣
上

ヲ
追
走

シ
來

リ
タ

ル
後
後
績
百

八
號
列
車
」

が

こ
れ

に
激
突
し
、

機
關
車
顛
覆
、
乗

容
等
傷
害
を
生
ぜ
し
め
た
も

の
で
あ
る
。
罰
金
武
百
圓
。
1

「
縦
令
所
論

ノ
如
ク
運
転

取
扱

二
關

ス
ル
特
別

ノ
規
定

ア
リ
ト

ス
ル
モ
ー

i
す
な
は
ち
、

國
有
鐵
道
蓮
輸
規
定
第

六
十
四
條

・
蓮
輸
取
扱
心
得

第
百

四
十

一
條
に
よ
れ
ば

「
信
號

ヲ
現
示

ス
ベ

キ
所
定
場
所

二
信
號

ノ
現
示

ナ
キ
ト
キ

ハ
列
車

ノ
蓮
行

昌
最
大

ノ
制
限

ヲ
附

ス
ル

信
號

ノ
現
示

ア

リ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣

ス
」

と
あ
る
か
ら
、

機
嗣
手

は
赤
色
信
號

の
場
合
に
準
じ

て
直

ち
に
停
車
す

べ
く
、
ま
た
、

「
常
置
信
號
機

(本
件

に
お
い



て
は
右

の
ご
と
く
停

止
信
號
を
示
す
)

ト
手
信
號
機

(
誤

っ
て
現
示
し
た

る
緑
信
號

)

ト
ガ
異

リ
タ
ル
信
號

ヲ
現
示

ス
ル
ト
キ

ハ
列
車

ハ
其

ノ
蓮

行

二
大

ナ
ル
制
限

ヲ
附

ス
ル
モ
ノ

轟
依

ル
コ
ト
ヲ
要

ス
」

と
あ
る
か
ら

、

直
ち
に
停
車

す
べ
き
規
定
に
な

つ
て
ゐ

る
け

れ
ど
も
i
駅
長

其

ノ
他

鐵
遣

係
員

ハ
、
其

ノ
以
外

二
於

テ
列
車

ノ
運
転

二
關

シ
、
危
険
発
生

ヲ
防
止

ス
ル
ニ
付
法
律
上
慣
脅
上
若

ハ
條

理
上

必
要

ト
ス
ル

一
般

ノ
注
意
義

務

ヲ
嚴

守

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
ル

ハ
、

固

ヨ
リ
明
文

ヲ
挨

タ
ザ

ル
所

ニ
シ
テ
、
駅
長

其

ノ
他

ノ
鐵
道
係
員

ハ
軍

二
右
運
転

取
扱

二
關

ス
ル
特
別

ノ
規

定

ヲ
蓮
守

ス
ル
ノ
ミ

ニ
依
リ
其

ノ
義
務

ヲ
鑑

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
云

フ
ヲ
得

ズ
。
然

レ
バ
、
被
告
人
ガ
、

原
判

示
ノ
如

ク
注
意
義
務

ヲ
慨

リ
、
不
注
意

ニ
モ
緑
色
燈

ヲ
現
示

シ
、
其

ノ
結
果
鋼
示

ノ
如
キ
汽
車
顛
覆

及
傷
害

ノ
結
果

ヲ
生

ズ
ル

ニ
至
ラ

シ
メ
タ
ル
以
上

ハ
、

到
底
刑
事

上
ノ
責
任

ヲ
免

ル

ル

ニ
由
ナ
キ
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
、
叉
假

二
所
論

ノ
如
ク
機
關
手

ニ
モ
渦
失
ア
リ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
、

之

ガ
爲
被
告
人

ノ
注
意
義
務
慨
怠

乱
因

ル
刑
法
上

ノ

責

任

ノ
消
長

ヲ
來

ス
ベ
キ
謂

レ
ナ
ク
、

被
告
人

ハ
其

ノ
共
同
過
失
者

ト
共

二
其

ノ
刑
法

上
ノ
責

二
任

ズ
ベ

キ
ハ
勿

諭
ナ
リ

ト
ス
」
。

　

む

り

む

む

第
八

鐵
道
轄
轍
手
の
過
失

〔七
六
〕
大
判
大
正
七
・四
・
一
〇
刑
三
大
正
六
(
れ
)
三
五

一
〇
號

、録

二
四
輯

三

一
七
頁
、
抄
録

七
五
巷
九
ノ

「七
六
三
頁
、
新

聞

一
四
〇

五
號

三
二
頁
、

國
有
鐵
道
鷹
取

工
場
構
内

に
お
い
て
被
告
は
韓
轍
手

と
し

て
貨
車
蹴
込

の
業
務

に
從
事
中
、
危
険

の
有
無
を
確
か

め
ず
し
て
蹴
込

み
の
合
圖
を

し
た
た
め
、

同

工
場

の
定
夫
た

る
婦
人
労
働

者
を
輕

殺
し
た
と
い
ふ
事
案
に

つ
い
て
ー

「
凡

ソ

一
定

ノ
業
務

二
從
事

ス
ル
者

ハ
、

其
業
務

ノ
執

行

二
因

リ
人

ノ
生
命
身
髄
等

「幅
封

シ
危
害

ヲ
醸

ス

コ
ト
ヲ
豫
防

ス
ベ
キ
注
意
義
務

ヲ
有

ス
ル

コ
ト
條

理
上
當

然

ニ
シ
テ
、
此
義

務
ヲ
怠

ル
ト
キ

ハ
則
チ
過
失

ノ
責
任

ヲ
免

レ
ザ

ル

コ
ト
勿
論

ナ
リ
。
法
令

ノ
規
定

二
依

リ
職
務

ヲ
行

フ
者

ト
錐

モ
亦
、

上
叙
ノ
注
意
義
務

ヲ
有

ス
ル

ハ
勿
論

昌
シ
テ
.
既
鮎

昌
付

キ
法
令

二
依

ル
職
務

卜
他

ノ
業
務

ト
ヲ
区
別

ス
ル
ノ
理
由
ヲ
存

ス
ル
モ
ノ

ニ
非

ズ
。

然

レ
バ
則
チ
、

被
告

ガ
所
論
蓮
輸
從
事
員
服
務
規
程
等

二
依

リ
韓
轍
手

ト
シ
テ
其
職
務

ヲ
行

ヒ
判
示
試
運
輔
線

二
修
繕
貨
車

ノ
蹴
り
込

ミ

も

ヤ

も

も

も

も

カ

も

も

も

も

も

も

リ

へ

も

ミ
ヲ
爲

ス
高
當
リ

テ

ハ
、
軍

畠
上
叙

ノ
規
程

二
依
り
聴
轍
器

ノ
作
用

ノ
完

全

ヲ
計

ル
ニ
止

マ
ラ
ズ
、

街

ホ
其
職
務

ノ
執
行

こ
伜

フ
ベ

キ
條

理
上
當

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(第

五
ム
笹

第

二
単
一

六
七
)

七
九



剣

例
に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
六
八
)

八
〇

も

カ

も

も

カ

ぬ

も

ら

も

も

う

も

も

も

も

ぬ

も

も

も

カ

ね

カ

も

も

で

い

も

い

り

う

た

ヤ

う

も

　

も

へ

ぬ

ね

も

た

り

ら

カ

も

然
ノ
注
意
義
務

二
基

キ
、
韓
轍
器

ノ
所
在
地
鮎

及
被
告

ノ
看
覗

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ル
其
附
近
地

黙

二
於

テ
、

蹴
リ
込

二
因

リ
人
命

昌
封

シ
危
険

ヲ
生

ヵ

カ

う

カ

ぬ

も

も

も

し

も

り

も

も

し

ぬ

も

も

も

も

ら

い

も

も

も

も

も

カ

も

も

う

へ

も

カ

も

も

ゼ
ザ

ル

ヤ
否

ヤ
ヲ
確

メ

、

若

シ
其
危
険

ノ
存

ス

ル
ト

キ

ハ
之

ヲ
豫

防

ス

ル

ニ
相

當

ナ

ル
注
意

ヲ
爲

シ
、

然

ル
後

二
蹴

リ
込

ノ
合

圖

ヲ
爲

ス
ペ

キ

ハ

明

カ

ニ
シ

テ
、

此
義

務

ヲ
辮

リ
危
険

ノ
有
無

ヲ
確

ム

ル

コ
ト
ナ

ク
蹴

リ

込

ノ
合
圖

ヲ
爲

シ

、

因

テ
上
叙

ノ
地

貼

昌
於

テ
蹴

リ
込

貨

車

ノ
爲

メ

人

ヲ

礫

死

ス
ル

ニ
至

ラ

シ
メ

タ

ル

ト

キ

ハ
、

業

務

上

ノ
過

失

致

死

罪

ヲ

以

テ
論

ズ
ペ

キ

ハ
當

然

ナ

リ

ト

ス
」
。

む

む

　り

　
り

　

　

む

む

む

む

む

む

む

　

第
九

聯
動
装
置
轄
轍
粁
取
扱
ひ
の
信
號
手
の
過
失

〔七
七
〕
大
判
昭
和
三
・
二
・
二
五
刑
三
昭
和
二
(
れ
)
一
七
六

一
號

.新

聞

二

八

三
、

`
山ハ
甑號

一
五

頁

、

電
氣
聯
動
装

置
に
よ
る
韓
轍
器

の
輔
換
を
誤
り
、

電
車

脱
線
・
衝
突
・
死
傷
を
生
ぜ
し

め
た
事
案
に

つ
き
ー

「
荷

シ
ク

モ
信
號
係

ト
シ
テ
電
氣
聯
動
装
置

二
成

ル
韓
轍
粁

ノ
取
扱

ヲ
爲

ス
ペ
キ
職
務

二
從
事

ス
ル
者

ハ
、
其

ノ
職
務

ノ
性
質
上
帆

韓
轍
器

ノ

転
換

二
俘
ヒ
生
ズ

ル

コ
ト
ア
ル
ベ
キ

一
切
ノ
危
険

事
故

ノ
発
生

ヲ
、

未

然

二
防
止

ス
ル
ニ
付
周
到

ノ
注
意

ヲ
要

ス
ル

ハ
條
理
上
當
然

昌
シ
テ
、
若

シ
之

ガ
注
音
順
ヲ
(芯
リ
因

テ
事
∴政
ヲ
惹
起

セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

職
務
上
過
失

ノ
責

ヲ
免

レ
ザ

ル
モ
ノ
ナ
リ
」
。

「
本
件

ノ
如

ク
、

上
リ
電
車

ノ
後
尾
ガ
第
十

一
號

乙
ナ
ル
韓
轍
器

ノ
所
在
箇
所

ヲ
通
過

シ
タ
ル
後

二
非
ザ

レ
バ
韓

轍
器

ノ
転
換

ヲ
爲

ス
ベ

カ
ラ

ザ

ル
場
合

二
在

リ

テ

ハ
、

其

ノ
通
過

シ
タ

ル
事
實

ヲ
確
認

ス
ペ
キ
踏

ミ
釦

ヲ
踏

ミ
、
蜂
鳴

ヲ
聴

キ
タ
ル
上

昌
非

ザ

レ
バ
、
韓
…轍
秤

ノ
曳
動

ヲ
爲

ス

ペ
カ
ラ
ザ

ル
ハ
事

理
當

然

ニ
シ
テ
、

原
判
決
ガ
被
告
人

二
所
論
業
務
上

ノ
注
意
義
務

ヲ
肯
定

シ
タ
ル

ハ
毫

モ
不
法

二
非

ズ
」
。

　

む

む

第

一
〇

操
車
係
の
過
失

〔七
八
〕
大
判
大
正

一
五
・
二
・
一
七
刑
三
大
正

一
四
(
れ
)
一
二
八
六
號

新

聞

二
五

五
.

.七
號

九
頁

亀

貨
物
列
車

の
前
部
車
掌
と
し

て
操
車
係

の
事
務
を
憺
當
せ

る
も
の
が
、

貨
車
解
放
入
換
作
業

を
な
す
に
當

っ
て
、
韓

轍
手

の
合
圖

を
信

じ
且

つ



韓
轍
器

の
標

識
を
誤
解
し

て
進
行

の
合
圖

と
し
た
た

め
、
分
岐
貼

を
割

込
み
、
退
行
に
際
し
貨
車

四
輔
を
脆
線
せ
し

め
た
。
ー

　

も

し

コ

あ

も

ら

も

カ

も

も

う

い

し

カ

し

ね

ぬ

「
操
車
係

ガ
業
務
上
貨
車

ノ
入
換
及
信
號
取
扱

ヲ
爲

ス

ニ
付
テ

ハ
、
常

二
周
到

ノ
注
意

ヲ
用

ヰ
、
前
方
軌

道

二
於

ケ

ル
支
障

ノ
有
無

昌
注
意

ヲ
梯

へ

も

も

も

も

カ

ビ
、
特

二
各

種

規
程

ノ
標

識

ヲ
確

認

シ
、
危
険

ヲ
未

然

二
防

止

ス
ル
職

責

ア

ル

モ

ノ

ト

謂

ハ
ザ

ル
ペ

カ

ラ
ズ

。
尤

モ
、
操

車

掛

ハ
、
韓

轍

手

ノ
合

圖

ア

ル

ト

キ

ハ
之

二
從

ヒ
進

行

ノ
合

圖

ヲ
爲

シ
得

ベ

シ

ト
錐

、

博
近
ハ
軍

二
繭
晶轍

手

ノ
合

圖

ア

ル

ニ
非

ザ

レ
バ
自

ラ
…進
行

ノ
合
圖

ヲ
爲

シ
得

ザ

ル

ニ

ぬ

も

も

も

も

も

も

う

う

カ

へ

を

も

も

も

も

も

も

ら

ぬ

も

ぬ

も

も

も

つ

カ

し

カ

う

も

う

も

ぬ

も

も

ヤ

へ

う

で

も

も

も

め

過

ギ
ズ

シ
テ
、
韓
轍
手

ノ
合
圖

ア
リ

タ
ル

一
事

二
因

リ
、
自
己
當

然
ノ
職
責

二
囑

ス
ル
標
識
確
認

ノ
義
務

ヲ
免

ル
ベ
キ

モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
。
」

な

ほ
、

操

車

係

に

つ

い
て

は
七

=
判

決

を

み

よ
。

む

む

む

　

第

一
一

保
線
功
手

の
過
失

〔
七
九
〕
大
判
大
正

二
二
・三
・
五
刑
五
同
年
(
れ
)
一
八
五
六
號

集

三
巻

.

』

八

一
頁

、

被
告
が
そ

の
携
當

匿

の
破
線

工
事
を
な
す
に
當

り
、
保
線
蓮
輸
爾
事
務
所
長

の
認

可
を
得
た

る
以
外

の
目
的
場
所

に
お
い
て
、

そ

の
認

可
あ
り

た

る
も

の
と
誤
信
し
て
工
事
を
施
行
し
、
且
相
當

の
危
険

信
號
を
現
示
せ
ざ

り
し
た

め
、

通

過
列
車

を
脆
線
顛
覆

せ
し
め
、
客
車
を
破
接
し
乗
客

十

四
名
を
致
死
、

百
七
十

一
名
に
負
傷

せ
し
め
た

。
i

「
保
線

助
手
服
諮
規
程
第

一
條

二
依

レ
バ
、

保
線

助
手

ハ
婚
當
匿

昌
於

ケ
ル
線

路
停
車
場
等

ノ
修
理

昌
從

事

シ
其

ノ
安
全

ヲ
保
持

ス
ル
ヲ
以
テ

一
定

ノ
業
務

ト
爲

ス
モ
ノ

ニ
シ
テ
、

其

ノ
工
事
ノ
施
行

二
付

テ

ハ
所
禺
保
線
医
主
任
其
ノ
他

上
官

ノ
指
揮
命
令

二
從
フ

コ
ト
ヲ
要

ス
ル

ハ
勿
論

ナ

ル
モ
、

荷

モ
其

ノ
指
當
匠
内

二
於

テ
其

ノ
所
管

工
事

ヲ
施
行

ス
ル
以
上

ハ
、
上
官

ノ
指

揮
命
令
ヲ
受

ケ
タ
ル
場
合

ナ

ル
ト
否

ト
ヲ
問

ハ
ズ
、
其

ノ

工
由畢
施
行

ハ
其

ノ
者

ノ
業
務

二
圃
脚
ス
ル
モ
ノ
タ
ル

ハ
言

ヲ
侯

タ
ズ
。

而

シ
冒テ
、

一
定

ノ
業
務

昌
從
事
・ス
ル
者

ハ
、
其

ノ
業
務

ノ
性
質

二
照

シ
危
害

ヲ
防

止

ス
ル
ニ
適
切

ナ
ル

一
切

ノ
注
意

ヲ
爲

ス
ノ
義
務

ヲ
有

ス
ル

ハ
論

ナ
キ
所

ニ
シ
テ
、

保
線
助
手
ガ
線

路
工
事

ヲ
施
行

ス
ル
ニ
際

シ
、
列
車
通

過

二
危
険
ナ
キ

コ
ト
ヲ
期

ス
ル
爲
豫

メ
列
車

二
封

シ
停
止
徐
行
等
規
定

ノ
信
號

ヲ
爲

ス
ニ
適
切

ナ
ル
設
備

ヲ
爲

ス
ノ
義
務

ア

ル

コ
ト

ハ
、

同
服
務

規
程
第

九
條

ノ
規
定

二
細徴
シ
テ

明

白
ナ
リ
ト

ス
」
。

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交

通
事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巻

第
三

號

一
六
九

)

八

一



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋
)

(
第
五
巷

第

二
號

一
七
〇
)

.
八
二

む

む

む

む

む

む

む

第

=

一

ト

頂
り

i
指
揮
者

の
過

失

〔八
〇
〕
大
判
昭
和
九
・
三
・
二
七
刑
四
同
年
(
れ
)
五
二
號

、集

=
二
巻

三
二
八
頁
も
新

「聞

三
七

一
七
號

一
五
頁

國
有

鐵
道

の
ト
ロ
リ
ー
が
機
關
車

に
衝
突

、

同
乗
者

に
死
傷

を
生
ぜ
し
め
た
。
罰
金
百
圓
ー

「
ト

ロ
リ

ー

ニ
ハ
必

ズ
指
揮

者

ヲ
乗

車

セ

シ

ム

ル
旨
規

定

シ
、

其

ノ
贅

絡

及

携
帯

用
具

等

二
付

詳

細

二
規
定

セ

ル
趣
旨

ヨ
リ

ス

レ
バ

、

特

二
指

揮

者

ヲ
設

ケ

タ

ル

ハ
、

ト

ロ
リ

ー
蓮

輔
三

關

シ

一
切

ノ
指

揮

監

督

二
當

リ
運
転

手

二
封

シ
護

車

停

車

其

ノ
他

臨
槻

ノ
措

置

ヲ
命

令

シ
、

荷

ク

モ
運
転

上

過

誤

ナ
カ

ラ

シ

ム

ル

コ

ト
ヲ
期

ス
ル

ニ
在

ル
ヤ
言

ヲ
侠

タ

ズ
。

蓋

シ
、
運
転

ハ
指

揮

者

ノ
命

令

二
依

ラ

ズ

シ

テ
濁

り
運
転

手

薗

由

昌
之

ヲ
爲

ス

ペ

キ

モ

ノ

ト

セ
バ

、

本

件

ノ
如

ク
運
転

手

ガ
車

盤
ア

進
行

ト
蓮

位

ノ
委

勢

ヲ
以

テ
操

車

ス

ル
場
合

昌

ハ
、

前
方

ヲ
競

ル
能

ハ
ズ

シ

テ
、

線

路

上

ノ
故

障

蝋其

ノ
他

二
付

何

皿等
知

ル

ヲ
得
…ザ

ル

ガ
軌臥

昌
、

危

険
幽趣

リ

ナ

ク

、

結

局

渾
軸献
π
ヲ
爲

ス
ヲ
得

ザ

ル

乱
至

ル
ペ

ケ

レ
バ

ナ

リ

。

果

シ

テ

然

ラ

バ

も

も

で

も

ぬ

ヘ

へ

も

も

も

も

カ

も

ぬ

ら

で

セ

へ

ぬ

ヘ

カ

へ

も

も

ち

も

も

や

ぬ

も

も

カ

コ

も

も

む

ぬ

ヨ

も

も

も

も

も

カ

も

ぬ

う

カ

も

マ

も

も

も

も

も

指
揮
者

ハ
常

二
進
路

ノ
前
方

ヲ
注
覗

シ
、
蓮
輔

手

ヲ
シ
テ
緩
急

二
鷹
ジ

テ
敏
速

ノ
虚
置

ヲ
採

ラ
シ
ム
ル
爲

ノ
命
令

ヲ
爲

シ
、
以
テ
危
険

防
止

二
當

も

も

ら

ぬ

へ

も

カ

ぬ

も

も

ゐ

も

ル
ノ
藁

務

上

ノ
注

意
義

務

ア

ル

コ
ト
當

然

ナ
」

り

。

む

む

む

む

む

む

第

=
二
団
体

客
臨
時

サ
ー
ゼ
ス
係
員

の
過
失

〔
八
一
〕
大
判
昭
和
八
・五
・
二
二
刑
三
同
年
(
れ
)
二
七
九
號
、集

一
二
巻
五
六
七
頁

、

-新
聞
三
五
六
六
號

五
頁

鐵
這
韓
轍

手
が
、
臨
時

に
、
駅
長

主
催

の
旅
行
團

の
族
客
接
待

の
た

め
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、
湯
茶
辮
當

の
世
話
そ

の
他

の
雑

事
を
周
旋

し
て

ゐ
た
と

こ
ろ
、

客
車
内

に
お

い
て
、

コ
ン
ロ
用
の
揮
護
油

の
不
姶
末

か
ら
火
を
失
し
、
客
車

を
燵

き
団
体

員

に
も
火
傷
を
負

は
し

め
た
も

の
で
あ

る

。

罰

金

百
圓

o

・ー

「
刑
法
第
二
百
十

一
條

二
所
謂
業
務
中

ニ
ハ
、
法
規

二
基

キ
タ

ル
職
務

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
契
約
其

ノ
他
慣
例
等

二
從

ヒ
取
扱

フ
業
務

ヲ
モ
包
含

ス
ル



コ
ト
、
本
院

判
例

ノ
趣
旨

(
大

正
四
年
判
決
録
四
五
〇
丁
大

正
六
年
同

一
四

八
〇
丁
)

ト
ス
ル
所

ナ

ル
ヲ
以
テ
、

荷

モ
鐵
道
從
業
員
ガ
慣
例

ト
シ

テ
出
張

シ
族
客
接
待

ノ
事
務

二
從
事

シ
タ
ル
以
上
、

其

ノ
事
務

ガ
上

司
ノ
命
令

二
出
デ
タ

ル
ト
否

ト
、
又
其

ノ
出
張

ガ
行
政
法

上
適
法

ノ
モ
ノ
ナ

ル
ト
否

ト
ヲ
問

ハ
ズ
、

前
記
法
條

二
所
謂
業
務

タ
ル
ヲ
失

ハ
ズ
。
蓋

シ
、
比
年
鐵
道
從
業
者

二
於

テ
鐵
道
旅
行
團
體

二
附

添
出
張

ヲ
爲

シ
、
團
體

員

ノ
爲

二
湯
茶
緋
當

ヲ
始

メ
列
車
内

二
於

ケ
ル
諸
般

ノ
斡
旋

ヲ
爲

ス
ハ
、
慣
例

ト
シ
テ
行

ハ
ル
ル

コ
ト
顯
著
ナ

ル
事
實

ナ

レ
バ

ナ
リ
。

而

シ
テ
、

其

ノ
業
務

二
從
事

ス
ル
者

二
封

シ
テ

ハ
、
鐵
道
蓮
輸
規
程
叉

ハ
服
務

規
程

ニ
ヨ
リ
注
意

ス
ベ
キ

ハ
勿
論

ナ

ル
モ
、

該
注
意
義

務

ハ
其

ノ
明
丈

ノ
限

度

二
止

マ
ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、

鐵

道
從
業
者

ガ
過
失

二
依
リ
事
散

ヲ
惹
起

シ
タ

ル
時

ハ
、
其

ノ
責

ヲ
免

ル
ル

コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
ス
L
。

三

次
に
、
企
薯

が
審

護

綜

い
脅
象

慰

悉

い
罫

象

黛

・～
鼻

含

移
ら
う
・

鐵
道
及
び
電
鐵
企
業
者
は
、
そ
の
從
業
員

の
過
失
の
有
無
に
か
か
は
ら
ず
、
危
害
防
止
保
安
施
設
の
不
備
に
よ
つ

て
生
じ
た
事
故
に
対
し

て
、
直
接
に
責
任
を
負
ふ
べ
き
で
あ

る
が
、
尤
だ
、

い
か
な
る
場
合

に

い
か
な

る
程
度
の
保

安
施
設
を
な
す
べ
き
か
が
、
こ
こ
に
問
題
と
な
る
。

第

幽

踏
切
に
対
し

て
安
全
施
設
を
な
す
べ
き
義
務

踏

切
に

必
け
る
安
全
施
設
と
は
、
例

へ
ば
番
人
の
配
置
、
遮
断
機

・
警
報
器

・
警
標
な
ど

の
設
置
な
ど
を

い
ふ
。

判
例

は
、
は
じ
め
大
正
十
五
年

の
判
決

で
は
踏
切
通

行
の
公
衆

の
注
意
義
務
を
高
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
企
業
者
の

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
七
一
)

八
三



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
七
二
)

八
四

責
任
を
輕
減

せ
ん
と
す
る
の
傾
向
を
示
し
、
か
か
る
安
全
施
設
、
殊
に
警
標

の
設
置
は
、
踏
切

「
附
近

ノ
状
勢

ト
シ

テ
、
例

ヘ
バ
行
路

ノ
斗
折
、
軌
道

ノ
轡
曲
突
如

ト
シ
テ
踏
切

二
逢
着

シ
、
意

ハ
ザ

ル
ニ
汽
車

二
衝
胃

ス
ル
ノ
處

ア

ル

境
地

二
在
」
る
場
合

に
か
ぎ

つ
て
、

こ
れ
を
な
す
べ
き
か
の
ご
と
き

口
吻
を
洩
ら
し
て
ゐ
た
が

(
八
二
判
決
)
、
昭
和
五
年

の
刑
事
部
判
決

で
は
、
通
行
人
の
注
意
義
務
を
張
調
し

つ
つ
電
車
運
轄
手
の
刑
事
責
任
を
否
定

し
な
が
ら
、
他
方
、

保
安
施
設
を
な
さ
ざ
う
し
こ
と
に
対
す

る
企
業
者

の
責
任
は

「
別
個

ノ
問
題
」
だ
と
し
て
、

一,踏
切
ノ
爾
側

ニ
ハ
人

家
其

ノ
他

ノ
築
造
物

ア
リ
テ
遠
方

ヨ
リ
ノ
見
透
利

カ
ザ

ル
場
所
」
に
つ
い
て
、
安
全
施
設
完
備
義
務
あ

る
こ
と
を
暗

に
ほ
の
め
か
し
て
ゐ
る

(前
出
ヨ
七
判
決
)
。

し
か
る
に
、
昭
和
七
年
末
に
至

つ
て
、
人
家
及
び
社
寺

に
接
近
し
電
車

へ
の

展
望
困
難
に

し
て

「
相
當
人
馬
ノ
往
來
ヲ
豫
想

シ
得
ラ

レ
」

る
踏
切
に
つ
い
て
、
警
標
の
ほ
か
、
遮
断
機
ま
π
は
警

鈴

の
設
備
を
要
求
し
、
よ

つ
て
か
か
る
施
設
を
な

さ
ざ
う
し
企
業
者
に
責
任
を
負

は
せ
る
に
至
つ
て
ゐ
る
(
八
三
判
決
)
。

〔
八

二
〕
大

判

大

正

一
五

・
】
二

・
一

一
民

三
同

年

(
オ

)
六

八

七
號

集

五
巻

八
三
三
頁
、
新
聞
二
六
四
〇

號

七
頁
、
剣
民

一
一
四
事
件
(
耶
井

〉

國
有

鐵
貼迫
踏
切

の
事
件

。

一

「
物

ノ
容

積
ー

重

量
ー

速

度

ノ
愈

大

ナ

ル

ニ
從

ヒ

、
其

ノ
物

ノ
内

外

二
在

ル

モ
ノ

ニ
封

シ
テ
、

或

ハ
加

ヘ
ラ

ル

ル

コ
ト

ア

ル
ベ

キ
危

害

ノ
程

度

愈

大

ナ

ル

ハ
云

フ

ヲ
侯

タ

ズ
、
吾

人

λ
日

夕

慣

看

ス
ル

モ
ノ

ニ
在

リ

テ
汽

車

ノ
如

キ

ハ
、

蓋

此

ノ
種

ノ
最

タ

ル

モ

ノ

ニ
圃

ス
。

而

モ
、

其

ノ
危

害

ノ
大

ナ

ル
所

以

、

即

其

ノ
功

利

ノ
大

ナ

ル
所

以

ナ

リ
。

現
時

二
於

ケ

ル

一
ノ
公

共

的

設

備

ト

シ
テ

必
須

訣

ク
ペ

カ

ラ

ザ

ル

モ
ノ

タ

ル
以

上

吾

人

ト

シ

テ

ハ
、

唯

其
危

害

ハ
努

メ

テ
之

ヲ
減

少

ス

ル

ト
共

二
、

其

ノ

功
利

ハ
勤

メ

テ
之

ヲ
噌

進

ス

ル

ノ
外

ア

ル
ペ

カ

ラ

ズ
。

但

、

此

ノ
事

、

專



ラ
鐡

道
紹

菅
者

ノ
側

二
向

ヒ

テ

ノ

、・・之

ヲ
責

ム
ペ

キ

ニ
非

ズ
。

功

利

ノ
智

進

卜

云

フ

コ
ト

ハ
、

其

性

質

上

殆

ド
偏

昌
之

ヲ
経
営

者

ノ
施

設

昌
待

タ

ザ

ル
ベ

カ
ラ

ズ

ト
錐

、

少

ク

ト

モ
危

害

ノ
減

少

ト

云

フ

コ
ト

ニ
至

リ

テ

ハ
、

一
般

公
衆

二
在

リ

テ

モ
亦

尋
常

一
様

ノ
物

昌
封

ス

ル

ヨ
リ

モ
、

ヨ
リ

大

ナ

ル
注

意

ヲ
執

リ

テ
之

二
臨

ミ

、

以

テ
自

他

ノ
爲

危

害

ノ
発
生

ヲ
防

止

ス
ル

ニ
鷹

分

ノ
寄

與

ヲ
爲

ス

ト

コ

ロ
ア

リ
、

依

テ
以

テ
経
営

者

ヲ

シ
テ

其

ノ
カ

ノ
大

部
分

ヲ
功

利

ノ
措

進

ト
云

フ
積

極

的
方

面

二
用

ヒ

シ

ム

ル

ハ
、

即
間

接

昌
経
営

者

ヲ
助

成

シ

テ
、

必
須

訣

ク
ベ

カ
ラ

ザ

ル
公
共

的

設

備

ノ
能

寧

ヲ
山局

メ

シ

ム

ル
所

以

二
外

ナ

ラ
ズ

。

斯

ク

ノ

如

キ

ハ
、

決

シ

テ

一
般

公

衆

二
封

シ
課

ス

ル

ニ
難

事

ヲ
以

テ

ス

ル

モ

ノ
ナ

ラ
ザ

ル

ノ

ミ
ナ

ラ

ズ
、

抑

丈

明
社
会

二
於

ケ

ル
人

々
ガ

此

ノ
種

丈
明

ノ
利

器

二
封

シ
當

二
執

ル
ベ

ギ

ノ
態
度

ニ
シ
テ

、
亦

是

共

同

生

活

二
於

ケ

ル
相

互

補

助

ノ
本

義

二
基

ク

モ

ノ

ニ
非

ズ

シ
テ
何

ゾ

ヤ
。

若

夫

レ
危

害

ノ
減

少

ト
云

フ

コ
ト

ノ
爲

二
公
衆

ノ
側

二
於

テ
用

フ
ベ

キ

注
意

ノ
程

度

如

何

二
至

リ

テ

ハ
、

升

ハ
各

場

合

ノ
問

題

ナ

リ

、

一
律

二
論

定

ス
ベ

キ

ニ
非

ザ

ル

コ

ト
殆

ン
ド

云

フ

ヲ
侯

タ
ザ

ル
ナ

リ
。

二

「
今

、

本

件

ハ
、

踏

切

二
於

ケ

ル
事

故

二
關

ス

ル
モ

ソ

ナ
リ

。

凡

ソ
如

何

ナ

ル
踏

切

ニ
モ
、

番
人

ヲ

配

置

シ
而

モ
終

日

絡

夜
監
視

ノ
任

二
當

ラ

シ

ム

レ

パ
、

其

ノ
萬

全

ノ
策

タ

ル

コ
ト
固

ヨ
リ
論

ナ

キ

モ
、

要

ハ
経
費

ノ
問

題

ナ
リ
。

有

限

ノ
費

ヲ
蓮

ラ

シ

テ
爲

ス
ベ

キ

ノ
事

準
塞
・グ

ベ

キ

ノ

も

ヤ

も

ぬ

マ

つ

も

ら

へ

も

も

も

も

カ

う

も

も

も

ヤ

コ

カ

も

も

カ

コ

績

ト

一

昌
シ

テ
足

ラ

ザ

ル

ニ
於

テ
、

其

ノ
間

自

ラ
緩

急

ノ
別

ナ
キ

ヲ
得

ズ

。
危

害

ノ
減

少

ト
云

フ

コ
ト

ノ
爲

ニ

ハ
公
衆

ノ
側

二
於

テ

モ
亦

常

二
自

も

も

も

も

ヤ

も

も

も

も

も

も

も

し

ね

も

ヘ

ヤ

ぬ

も

コ

ぬ

も

も

も

も

も

も

も

セ

ら

ぬ

も

も

カ

も

も

カ

ぬ

ぬ

で

し

も

で

ら

カ

も

マ

も

マ

ぬ

カ

も

ヘ

ヤ

コ

獲

的

二
執

ラ
ザ

ル
ペ

ヵ
ラ
ザ

ル
ノ
注
意

ア
ル
コ
ト
ヲ
勘
酌

シ
、

以

テ
或
時
或
塵

昌
於

ケ
ル
施
設

ヲ
櫓
損
節
度

ス
ル
ハ
経
営
者

ト
シ
テ
決

シ
テ
失
當

も

も

も

ヨ

カ

も

へ

も

も

も

ノ
措

置

ト
云

フ

ベ

ヵ

ラ

ズ
。

況

ン
ヤ
其

ノ
馳
走

ス

ル

ニ

一
定

ノ
軌

道

ア

リ

、

殿

然

ト

シ

テ
随

塵

二
來

リ

テ
人

二
迫

ル

モ
ノ

ナ

ラ
ザ

ル

ニ
於

テ
、

之

ヲ
避

ク

ル
ガ

爲

二
用

フ

ベ

キ

注
意

ハ
、

決

シ

テ
爾

ク
高

度

ノ

モ

ノ

タ

ル

ヲ
要

セ
ザ

ル

ニ
於

テ

ヲ

ヤ
。

而

モ
街

、
動

モ

ス

レ
バ

事
故

ノ
発
生

ヲ
見

ル

所

以

ノ

モ

ノ
、

升

ハ
、
多

ク

ノ
場
合

、
公

衆

二
於

テ
其

ノ
物

二
獅

ル
ル

ノ
蝕

リ
危
険

ヲ
敢

テ

ス

ル
ノ
致

ス
所

ナ

ラ

ズ

ン

バ

ア
ラ

ズ
。

夫

ノ
汽

車

二

注

意

ス
ベ

キ

旨

若

ハ
或

時

間

内

ハ
踏

切

二
番
人

ヲ

置

カ

ザ

ル
旨

ノ
榜

示

ノ
如

キ

、

畢

寛

此

ノ
種

不

注

意

漢

ノ
爲

昌

ス
ル

一
ノ
好

意

的

警

告

二
外

ナ

も

も

も

つ

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

カ

カ

う

マ

ヤ

ぬ

ヵ

も

も

も

の

も

も

も

も

う

カ

カ

へ

も

も

も

あ

も

ヤ

も

も

ラ
ザ

ル
場

合

蓋

少

シ
ト

セ

ズ
。

…

…

唯

夫

レ
其

ノ
附

近

ノ
状

勢

ト

シ
テ

、
例

ヘ
バ
行

路

ノ
斗

折

、

軌

道

ノ
轡

曲
突

如

ト

シ

テ
踏

切

二
逢

着

シ
、

意

も

も

も

ヵ

ヤ

ヤ

も

カ

ロ

も

り

も

カ

ヵ

も

で

も

も

カ

で

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

カ

ら

も

も

も

も

つ

マ

し

ぬ

ハ
ザ

ル

ニ
汽
車

二
衝
胃

ス
ル
ノ
處

ア
ル
境
地

二
在

リ
テ

ハ
、
右

ノ
如
キ
榜

示
ヲ
爲

ス
ハ
勿
論
、

多
少

ノ
距
離

ヲ
隔

テ
テ
既

二
其

ノ
踏
切

ナ
ル

コ
ト

判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通

事
散

(
舟
橋

)

(第

五
巷

第

二
號

一
七
三
)

八
五



判

例
に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
七
四

)

八
六

さ

も

ぬ

つ

い

も

も

も

つ

ロ

ヲ
明

認

シ
得

ベ

キ

設

備

ヲ
施

ス

コ

ト
モ
亦

、
経
営

者

ト

シ
テ
當

二
霊

サ
ザ

ル
ペ

カ

ラ

ザ

ル
注
意

二
厨

ス

ル

コ
ト

固

ヨ
リ
有

リ
得

ベ

キ

ノ
所

タ
サ

。

三

「
今

原

判
決

ヲ
観

ル

ニ
、
原
裁
判

所

ハ
、
先

ヅ

夜
間

ト
錐

、

行

人

ノ
少

カ

ラ

ザ

ル
踏

切

二
在

リ

テ

ハ
、

「
公
衆

二
封

シ
汽

車

昌
注

意

セ

シ

メ

且
交

通

ノ
危

除
嚇
ヲ
防

止

ス

ル

相
膏
田
ノ

手
段

ヲ
施

ス
ベ

キ
注
音
璽
我
務
」

ヲ
鐵

道

経

替
　」者

昌
於

テ
ん貝
櫓
四
ス
ル

モ

ノ

ナ
リ

ト

ノ
前

提

ヲ
撫構

へ
、

更

二
い進

ミ

テ
當
該

踏

切

ヲ
横

ギ

ル
街

路

ハ
幅

員

一
問

ニ
シ
テ
浩

遣

大

概
人

家

ア
リ
、

事

故

當

時

二
於

ケ

ル
普

通

ノ
状
態

ト

シ

テ

ハ
午

後

十

一
時

過

卜
錐

通

行

ノ
稀

ナ

ラ

ザ

ル
場
所

ナ

ル

ニ
拘

ラ

ズ

、

午

後

十

時

以
後

ハ
番

人

ヲ
置

カ

ズ
、

且

其

ノ
「
コ
ト
ヲ
明

示

セ

ル
掲

示

ハ
勿

論

、
汽

車

注

意

ノ
掲

示

ス
ラ
、

暗

夜
通

行

人

ノ
認

メ

テ
判
讃

シ

得

ベ

キ
燈

火

ノ
設

備

ヲ
爲

シ
置

カ
ザ

リ

シ
」

事

實

ヲ
確
定

シ
、

依

テ

以

テ
上

告

人

二
不

注
意

ノ
責

ア

リ

ト
爲

セ

シ

モ

ノ
ナ

リ

。
所

謂

「
交

通

ノ
危
険

ヲ
防

止

ス

ル

ニ
相

當

ナ

ル
手

段
」

ト

ハ
.

之

ヲ
本

件

ノ
場
合

二
就

キ

テ
弐

ヘ
バ

如

何

ナ

ル
具
體
的

施

設

ヲ
指

ス

モ

ノ

ナ
リ

ヤ
得

テ
解

シ
難

シ

ト
錐

、

要

ス

ル

ニ
原
裁

判

所

ハ
危
険

防

止

二
付

、

只
管

鐵

道
経
営

者

ノ
責

任

ヲ
問

フ

ニ
急

ナ

ル
ノ
儀

り
、

此

ノ
種

必

須

訣

ク
ベ

カ

ラ
ザ

ル
公

共

的

設

備

二
封

シ

テ

ハ
、

一
般

公
衆

ノ
側

二
於

テ

モ
亦

危

害

ノ
減

少

ト
云

フ

コ
ト

ノ
爲

二
其

ノ
當

二
執

ラ

ザ

ル
ベ

カ

ラ
ザ

ル

ノ
注
意

ア
リ
隔

此

ノ
事

ヲ
糾

酌

シ

テ
施

設

ヲ
増

損

節

度

ス
ル

ハ
経
営

者

ノ
措

置

ト
シ

テ
決

シ

テ
失
當

ナ

ラ
ザ

ル
場

合

ア

ル

コ
ト

ニ
想

到

セ

ズ
、

爲

二
此

ノ
鮎

二
關

シ
何
等

ノ
審

究

省

察

ヲ
加

フ

ル

コ
ト

ナ

ク
、

唯

僅

二
掘
岬示

ヲ
明

認

シ
得

ベ

キ
燈

火

ノ

凱訳
備

ナ

キ

ノ
事
實

ノ

ミ

ヲ
捉

ヘ
テ
轍

ク
剣

噺

ヲ
下

ス
ノ
違

法

ヲ

敢

テ
シ

タ

ル
モ

ノ

ニ
外

ナ

ラ

ズ

。
」

〔
八

三
〕
大

判

昭

和

七
・
一
二

・
二

三
民

五

同

年

(
オ
)
二
四

六

一
號

新
聞

三
五

一
.

毛

號

一
四
頁

伊
勢
電
氣
鐵
道
踏
切

の
事
件
。
踏
切
通
行

の
自
動
車
に
電
車

が
衝
突
し
、

自
動
車
晃

客
た

る
母
子
が
…蝶
殺
さ
れ
た

の
で
、
被
害

者

の
夫
等

か
ら

曾
就

と
運
転

手
と
を
相

手
ど
り
賠
償
を
求

め
た

の
で
あ

る
。

1

一

「
原
判
決

ハ
、
上
告
會

融
ガ
本
件
踏
切

昌
警
標

ヲ
設
置

シ
タ

ル
外
何
等
危
険

防
止

ノ
設
備
ヲ
欝

サ
ザ

リ
シ
過
失

ト
、

上
告
人
伊
藤
庄
三
ガ
電

力
遮
断

ノ
標
識

ノ
存

ス
ル
四
十

八
號
電
粧

二
於

テ
電
力

ヲ
遮
噺

セ
ザ
リ

シ
過
失

ト
ガ
、

共

昌
本
伴
損
害

ノ
原
因

タ
ル
加
害
行
爲

ナ
リ

シ
事
實

ヲ
認



定

シ
タ
ル

コ
ト
判
丈

上
明

ナ
リ
。
斯

ク
ノ
如

ク
上
告
人
各
自

ノ
周
個

ノ
過
失
行
爲
ガ
同

一
損
害

ノ
共

同
原
因

ヲ
爲

セ
ル
以
上
、

民
法
第

七
百
十
九

條

二
所

謂
共
同

不
法
行
爲
存

ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、

之

ガ
爲

ニ
ハ
両
者

ノ
問

二
必

シ
モ
意

思
ノ
共
通

又

ハ
共
同

ノ
認

識
ア

ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ズ
、
從

テ

右
認
定
事
賃

二
基

キ
上
告
人
雨
名

ハ
連
帯

シ
テ
損
害
賠
償

ノ
責

二
任
ズ

ベ
ク
、

上
告
會
牡

ガ
伊
藤
庄

三
ノ
加
害

行
爲

二
付

、
民
法
第

七
百
十
五
條

二
依

ル
責

任

ヲ
負
旛

ス
ベ
キ
ヤ
否

ハ
、

右
連
群
責

任

二
何
等
影
響

ヲ
及

ボ

ス
モ
ノ

昌
非

ズ
。
L

二

「
原
判
決

バ
ー

『
右
里
道

ヲ
東

ヨ
リ
西

二
向

ヒ
踏
切

二
至

ル
右
側

ハ
子
安
観
昔

ノ
境
内

ニ
シ
テ
、

左
側

ハ
人
家
立
連
リ
軌
道

二
接
近

シ
テ

約

六

七

尺

ノ
簾

立

木
等

ア
リ

テ

、

電

車

ガ
南

方

ヨ
リ

同
所

二
來

ル

コ

ト

ハ
之

ヲ
展

望

シ
難

ク

、
踏

切

二
趣

メ

テ
接

近

ス

ル

ニ
非

ザ

レ
バ
電

車

ヲ
目

撃

ス
ル

コ
ト
能

ハ
ザ

ル
状
態

ナ

リ

。
:
・:
・以
上

認

定

シ
タ

ル
如

ク

、

人

家

及

鮭

寺

二
接

近

シ
タ

ル
踏

切

ニ
シ

テ
相

常
人

馬

ノ
往

來

ヲ
豫

想

シ
得

ラ

レ
、

而

モ
被

告
会
社

ノ
運
転

手

ス
ラ
極

メ

テ
危
険

ナ
リ

ト
ロ

ス

ル
箇

所

二
、

唯

警

標

ヲ
設

置

シ
タ

ル
外

何

等
危
険

防

止

ノ

設
備

ヲ
爲

サ
ザ

ル

コ
ト

ハ
被
告
会
社

ノ
過
失

ナ
リ

ト
認
定

セ
ザ

ル
ヲ
得

ズ
』
と
云

ひ
ー

措
譜
安
當

ヲ
敏

ク
ノ
嬢

ア
ル
モ
、

本
件
事
故
発
生

當
時
本
件
踏
切
ガ
、
交
通

ノ

程

度

展

望

ノ
範
囲

其

ノ
他

ノ

情

況

ヨ
リ
観

テ
、
危
険

防

止

ノ
爲

ニ

ハ
警

標

ノ
設

置

以
外

昌
番

人

ヲ
置

ク

モ
、

交

通
遮

臨

機

又

ハ
警

鈴

等

ヲ
設
備

ス

ル

ヲ
以

テ
相

當

ト

ス
ベ

キ
…状
態

二
在

リ

タ

ル

コ
ト
ヲ
證
據

二
依

リ

テ
認

定

シ

タ

ル
趣

巳目
ニ
シ
テ

、

其

ノ
塞
・示

セ

ル
謎
櫨
岬
二
依

レ
バ
右

認

定

ヲ
爲

シ

得

ザ

ル

ニ
非

ズ

…
:
・又
認

定

ヲ
爲

ス

ニ
付

踏

切

二
於

ケ

ル
交

通

量

ヲ
数

字

ヲ
以

テ
到

示

ス

ル
ノ

必

要

ア

ル

モ

ノ

ニ
非

ズ

、

又
踏

切

ガ
右

認

定

ノ
如

キ
状
態

二
在

リ

ヤ
否

ハ
必
ズ
シ

モ
所
論

ノ
取
締
法
規

ノ
ミ

ニ
依

リ
テ
ー

す
な
は
ち
、

軌

道
建

設
規
程
第

二
十
條

・
地
方
鐵
道
建
設
規
程
第

二
十

一
條
第

二
項
第
三
項

・
地
方
鐵
溢
運
転

信
號
保
安
規
程
第

六
條
な

ど
は
、

交
通
頻
繁

に
し
て
且

つ
展
望
不
良
な

る
踏
切

に

つ
い
て
の
み
番
人

配
置

・
遮

臨
糊機

警

鈴

警

標

等

設
備

を

命

じ

て
ゐ

る

が
、

こ

の

こ
と

の
み

に

よ

つ
て
ー

決

ス
ベ

キ

モ
ノ

ニ
非

ズ
。
」

国昌

「
上
告
人
等

ノ
過
失

ガ
本
件
損
害

ノ
原
因

タ
リ

シ
コ
ト
原
判
決

認
定

ノ
如

ク
ナ

ル
以
上

、

假
令
本
件
被
害
者

ノ
乗

用
セ

シ
自
動
車

ノ
運
転

手

二
過

失

ア
リ
シ

ト
ス
ル
モ
、

之

ガ
爲

二
上
告
人
等

ノ
賠
償
責

任
ヲ
阻
却

ス
ベ

キ
モ
ノ

ニ
非

ズ
、
又
本
件
被
害
者
自
身

二
何
等

ノ
過
失

ナ
カ
リ

シ
以

上
、

上
告
人
等

ノ
本

訴
賠

償
額

ヲ
定

ム
ル

ニ
付
右
自
動
車

ノ
運
転
手

ノ
過
失

ヲ
勘
酌

シ
得

ベ
キ

ニ
非

ズ
」
。

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
遺
及
び
電
鐵
交
通
事
叡

(
舟
橋
)

(
第

五
巻

第
三

磯

一
七
五
)

八
七



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巷

第
二
號

一
七
六
)

八
八

第
二

踏
切
外
専
用
軌
道
横
断
者
に
対
す

る
保
安
設
備

か
な
め
以
前

の
判
例

に
よ
れ
ば
、
駅

へ
の
近
道
と
し
て

一
般
に
專
用
軌
道
を
横
断
す
る
場
所

と
な

つ
て
ゐ
る
場
合

に
も
、
企
業
者
に
安
全
施
設
を
な
す
義
務

は
な

い
。
i

〔八
四
〕
大
正
六
・
三

・
天

塁

同
集

オ
)
六
六

一
號
(新
脚聞

】
三

山バ
ー

八

號

ご

五
頁

㌧

京

濱
電
氣
鐵
道

の
事
件
。

騨
待
合
室

へ
の
近
道
を
と
ら
ん
と
し
專
用
軌
道
内

を
通
過
し

て
電
車
に
礫
殺

さ
れ

た
の
で
、
被
害
者

の
子
等
よ
り
會

肚
に
賠
償
を
請
求

し
た

の
で
あ
る
。
1

「
原

判

示

ノ

要
旨

ハ
、
道

路

ノ
或

地

鮎

ヨ
リ
軌

道

ヲ
隔

テ
タ

ル
電
車

待

合

室

二
到

ラ

ム
ト

ス
ル

ニ
當

リ

、

踏

切

ヲ
輕

ル
ト
キ

ハ
迂

路

ト
ナ

リ
直

で

も

も

チ

ニ
軌
道

ヲ
横
噺

ス
ル
ト
キ

ハ
捷
路

ト
ナ

ル
場
合

二
於

テ

ハ
、

一
般
人

ハ
通
常
右

ノ
捷
路

ヲ
取

ル
ベ
キ
ガ
故

二
、

電
車
事
業
経
営

者

ハ
、

一
般
人

じ

ヲ
シ
テ
斯

ル
行
爲

二
出
デ

シ
メ
ザ

ル
様
相
當

ノ
設
備

ヲ
爲

ス
ノ
責

ア
リ

ト
云
フ

ニ
麟
着

シ
、

.右

ノ
所
謂
捷
路

ナ
ル
モ
ノ

ハ
、
果

シ
テ
法
律

上
通
行

ヲ
禁

止

セ
ラ

レ
ア
ル
場
所

ナ
リ
ヤ
否

ヤ

ニ
付
テ

ハ
、

何
等

ノ
考
慮

ヲ
蓮
ラ

ス

コ
ト
無

シ
。
然

レ
ド
モ
、
縦
令

一
般
人
ガ
通
常
爲

ス
ト

コ
ロ
ナ
ル

ニ

モ
セ

ヨ
、
危
険

ヲ
顧

ミ
ズ
犯
禁

ノ
行
爲

ヲ
敢

テ
ス
ル
者

二
封

シ
、
電
氣
事
業
経
瞥
者

ハ
之

ヲ
防

止

ス
ル

ニ
必
要
ナ

ル
設
備
ヲ
爲

ス
ベ
キ
義
務

ア
リ

ト
ノ

コ
ト

ハ
、

法
律

上
到
底
之

ヲ
是
認

ス
ル

ニ
由
ナ
キ
所

ナ
リ
。

然
ラ
バ
、
原
裁
判

所

ガ
前
示
ノ
鮎

ヲ
省

ル

コ
ト
無

ク
、
直

チ

ニ
上
告
人

二
損
害

賠
償

ノ
義
務
有
リ

ト

判
定

シ
タ

ル
ハ
失
當

ナ
ル
ヲ
以
テ
」
、

原
判
決
は
破
殿
せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。

第

三

線

路

上

岩

石

墜

落

に
対
し

て

豫

防

設

備

を

な

す

べ

き

義

務

〔八
竃
〕
大
制
大
正
九
。
六
・
一
七
民
二
同
年
(
オ
)
三
八
三
號

録

一=
ハ
輯
八
九

一
頁

、
抄
録

八
八
巻

一=

置五
七

一
頁
、
新
聞

一
七
二
九
號

一
六
頁

約

一
時
間

前
に
通
過
し
た
列
車
に
は
異
状

は
な
か

つ
た
が
、

午
後
九
時
六
、
七
分
頃
本
件
列
車
が
通
過
す

る
に
當
り
、
山

上
よ
り
崩
落
し
た
岩

石

の
上

に
列
車
を
乗

上
げ
、
顛
覆

し
、
そ
の
結
果
、
乗

客
た
り
し
本
件
原
告

の
先
代
は
重
傷

を
負

ひ
死
亡
す

る
に
至

つ
た
。

そ
れ
で
、
國

に
対
し



損
害
賠
償

を
求

め
た

の
が
本
件

で
あ

る
。
ー

一

「
本
件
事
故
発
生

前
未
デ

一
回
ダ

モ
事
変

ノ
場
所

二
岩
石
崩
落
等

ノ
事
實

ナ
ヵ
リ
シ

ニ
於

テ

ハ
、

上
告
人

(
國

す
な

は
ち
鐵
道
企
業
者
)
ガ

本
件

岩
石
墜
落

ノ
危
険

ア

ル
コ
ト
ヲ
豫
知

セ
ズ
若

ク

ハ
豫
測

ス
ル
能

ハ
ザ
リ

シ
ト
ス
ル
モ
、

張

テ
上
告
人

二
責

ム
ベ
キ
不

注
意

ア
リ

ト
爲

ス
ヲ
得

ザ

ル
ベ

シ
ト
錐

モ
、
原
判
決
決
定

ノ
如
ク
、
明
治

三
十
年

ヨ
リ
本
件

事
故
発
生

マ
デ

ノ
問

二
、

線
路
上

二
或

ハ
士
砂
崩
落

シ
、
或

ハ
岩
石
墜
落

シ

來

リ
タ

ル
コ
ト
前
後

八
回

ノ
多
キ

ニ
及
ビ
タ

ル
事
實

ア
ル
以
上
、

本
件

以
前

既

晶
上
告
人

二
於

テ
相
常
ノ
設
備

ヲ
爲

シ
岩
石
等

ノ
墜
落

ヲ
豫
防

シ

得

タ

ル
モ
ノ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然

ル
ニ
、

上
告
人

ハ
本
件

事
故
発
生

以
前
相
當

ノ
設
備
ヲ
爲

サ
ザ
リ
シ

モ
ノ
ナ
ル

コ
ト

ハ
原
判
決

ノ
認

ム

ル
所

ナ

レ
バ
、

上
告
人

二
於

テ
本
件
事
憂

二
付
キ
責
任

ヲ
負
担

ス
ペ
キ

ハ
當
然
」

で
あ

る
。

二

「
鐵
道
運
転

規
程

二
、

番
人

ヲ
シ
テ
看

守
ノ
揚
所

ヲ
去
リ

テ
巡
覗

セ
シ
ム
ベ
キ
旨

ノ
規
定
ナ

シ
ト
ス
ル
モ
、
線
路

ノ
散
障

二
因

リ
テ
列
車

ノ

運
転

ヲ
危

険
…ナ
ラ

シ
ム
ル
處
ア
ル
ガ
如

キ
場
合

ハ
、
…常

二
線
路

ヲ
看
守

シ
、
夜
間

ト
錐

モ
之

ヲ
巡
覗

セ
シ
ム
ル
ヲ
要

ス
ル
コ
ト
、

原
判
決

ノ
説
示

セ
ル
ガ
如
ク
ナ

ル
コ
ト

ハ
、

必
ズ
シ
モ
運
転

規
定

ヲ
埃

テ
知

ル
ベ
キ

コ
ト

ニ
ア
ラ
ズ
、
荷

ク
モ
斯

ル
危
険

ノ
護

生

シ
易

キ
鐵
道
蓮
輸
業
務

二
從

事

ス
ル
者

ナ

ル
以
上
、

日
常
斯

ル
注
意

ヲ
爲

ス
ベ
キ

ハ
、
事
業

ノ
性
質

上
寧

ロ
當

然
ナ
リ
ト
謂

ハ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

」

四

以
上
を
通
覧
す
る
に
、
問
題
は
圭
と
し
て
、
第

一
の
場
合

、
す
な
は
ち
、
現
業
從
業
員

の
過
失
を
通
じ
て
企
業
者

が
責
任
を
負

ふ
べ
き
場
合

に
、
存
す
る
。
判
例

は
こ
の
場
合

、
公
衆
の
過
失
と
從
業
員
の
過
失
と
の
相
鮒
に
於
て
事

を
解
決
し
.

一
方
、
公
衆
に
重
き
注
意
義
務
を
負

は
せ
る
と
同
時
に
、
他
方
、
從
業
員
に
さ
ら
に
重
き
災
害
防
止
義

判
例

に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第

五
巻

第

二
號

一
七
七
)

八
九



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
七
八
)

九
〇

務
を
負

は
せ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

(
一
)

専
用
軌
道
立
入
う

の
場
合

な
ど

は
別
と
し
て
、

一
般
に
は
、
公
衆
は
多
く
、
輕

い
程
度

の
不
注
意
に
よ
つ

て
災
害
を
受
け

る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
蓮
常
に
あ
う
う
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、
も
し
こ
れ
を
も
常
に
過
失
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
公
衆
に
対
し

て
蓮
常
人
以
上

の
、

い
は
ば
理
想
人

の
注
意
を
要
求
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ

れ
を
敏
く
が
故
に

い
は
ゆ
る

「
泣
寝
入

ワ
」
を
強
ひ
ら
れ
る
は
、
決

し
て
妥
當
な
も

の
と

い

へ
な

い
。

(
二
)

從
業
員
に
過
失
あ
う
や
否
や
も
、
そ
の
給
與
、
労
働

時
間
、
労
働

の
強
度

、
休
養

そ
の
他
の
事
情
を
顧
慮

し
て
決
定
せ
ら

る
べ
き
で
あ
う
、
抽
象
的
李
面
的
に
律

せ
ら

る
べ
き
で
な

い
。
し
か
る
と
き
は
、
ま

こ
と
に
、
從
業

員
も
人
間

で
あ

つ
て
怪
物

で
な

い
以
上
、
多
く

の
場
合
、
そ
の
過
失
は
否
定
せ
ら
る
べ
き

こ
と
と
な
ら
う
。
こ
の
點

に
關
し
、
次
の
、
横
田
秀
雄
院
長
を
裁
判

長
と
す

る
第

一
刑
事
部

の
判
決
は
、
注
目
に
値

す
る
。

〔
八
六
〕
大

判

大

正

一
四

・
三

・
二
〇

刑

一
大

正

一
三

へ
れ
)
二

一

一
八
號

、新
聞

二
四
四

、八
號
六
頁

國
有
鐵
道

の
貨
物
列
車

の
運
転

手
が
停
車
駅

な
る
に
通
過
駅

と
誤
信
し

て
進
行
し
、

改
改
札

口
附
近
で
停
車
手
配

の
な
さ
れ

た
る
に
氣
付
き
、

急

に
停
車
手
段
を
と
り
し
も
及
ば
ず

、
車
止
を
破
壊

し
、

機

關
車

を
地
中
に
突
入
せ
し

め
貨
車
を
破
壊

し
て
、
乗
務
員

を
負
傷

せ
し
め
た
事
件
に

つ
い
て
ー

ー



う

う

も

も

い

ヤ

も

ら

も

も

も

う

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

ゐ

も

カ

も

も

「
本
件
犯
行

ハ
被
告

ノ
當

公
廷

二
於

ケ
ル
供
述

二
徴

シ

判
示
ノ
如

キ
盛
夏

ノ
候
熟
度
高
キ
機
關
室
内

二
在

リ

テ
十
時
間
像
間
噺

ナ
ク
勤
務

シ
、

も

ね

カ

も

も

も

も

マ

も

も

う

ぬ

コ

甚
シ
ク
疲
勢
困
懲
シ
タ
ル
晶
基
因
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
記
録
二
表

ハ
レ
タ
ル
被
告
ノ
性
格
境
遇
其
ノ
他
ノ
情
況
ヲ
参
酌
ス
ル
ト

①

キ
ハ
、
原
判
決
ノ
如
ク
禁
錮
刑
ヨ
リ
モ
寧
ロ
所
定
ノ
罰
金
刑
ヲ
選
鐸
ス
ル
ヲ
相
當
ト
認
メ
、
被
告
ヲ
罰
金
百
圓
二
塵
」
す
。

ω

盟
刑
と
罰
金
刑
と
は
機
關
手
に
と
つ
て
重
大
な
差
異
を
生
ず
る
で
あ
ら
う
。
け
だ
し
、
罰
金
刑
な
ら
ば
、
多
く
、
「機
關
車
乗
務
員
共
濟
會
」

に
よ
つ
て
補
償
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ら
う
か
ら
。
同
會
の
現
行
規
約
第
二
二
條
第

一
項
に
曰
く
、

「會
員
申
職
務
上
ノ
事
故

二
關
シ
訴
追
セ
ラ

レ
之
ガ
爲
費
用
ヲ
要
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
本
會
ハ
常
議
員
會
ノ
合
議
ヲ
輕
テ
其
ノ
必
要
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
費
用
ノ
全
部
ヲ
支
給
ス
。
但
シ
鐵

痘
省
ヨ
リ
費
用
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
分
二
封
シ
テ
ハ
重
複
支
給
セ
ズ
」
。

そ
竜

そ

も
、

公
衆

の
生

命
身

膿
な
ど

に

一
定

の
損

害
が

生
じ

π
場
合

、

こ

の
損
害

を
負
憺

す

べ
き

も

の
は
、
右

に

述

べ
だ

い
は
ゆ

る
通
常

人

の
注
意

を
用

ひ
た
被

害
者

で
あ

る

か
、
或

ひ
は
企
業

者

で
あ

る
か

、

と

い
ふ
に

、
そ
れ

は

か
か

る
損
害

の
登

生

を
必

至
な
ら

し

む
る
事
業

を
輕
螢

す

る
と

こ
ろ

の
後
者

な
り

と
考

へ
ら

る

べ
き

で
あ
う

、

か
か

る
責

任

は
、
あ
ら

か
じ

め
そ

の
輕
螢

費
用

の
う
ち
に
豫

定

せ
ら

る
べ
き

も

の
で
あ
ら

う
。

こ
れ

は
報

償
責

任

の
理
論

に

も
適

す

る
。

し

か
る
に
、

こ
の
問

題

を
、
判
例

の
如
く

、
被
害
者

の
過

失
と

從
業
員

の
過

失

と

の
相
關

に

あ

い
て

の
み
決

す

る
と
き

は
、
理
論

的

に

は
、
或

る
場

合

に

は
公
衆

の
保

護

に
あ
ま

う

に
薄

く

、
或

る
場

合

に

は
從
業
員

に

不
當

に
苛
酷

な
責

任
を
負

は
し

む
る
と

い
ふ
結

果

を
生
ぜ

し

め
る

で
あ

ら

う
し
、

現
實

に
は

、

以
上

の
判
例

に

よ

つ

て
知
ら

れ

る
や

う
に

、
從

業
員

に
対
す

る
苛

酷
な
態

度

と
な

つ
て
現

は
れ

て

ゐ
る
。
被

害
者

の

過
失
相

殺

の
理
論

竜

剣
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
故

(舟
橋
)

(第
五
巷

第
二
號

一
七
九
)

九
一



判
例
に
現
れ
た
る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(舟
橋
)

(第
五
巻

第
二
號

一
八
〇
)

九
二

從
業
員
と
被
害
者
と
の
問
題

に
局
限
す
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
こ
れ
を
充
分
に
は
救

ひ
え
な

い
。

ゐ
も
ふ
に
、
企
業

者
が

、
人
間
π
る
從
業
員
を
用

ひ
て
か
か
る
危
険

な

る
企
業
を
輕
螢
す
る
以
上
、
そ
の
企
業

に
件
ふ
危
害
の
登
生
す
る

こ
と
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、

い
や
し
く
も
企
業
輕
螢
に
當

つ
て
は
こ
の

こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
そ

こ
に
故
意
が
あ
り
、
も
し
か
か
る
認
識
を
映
く
と
き
は
過
失
あ

る
も
の
と
解
し
、

こ
れ
に
よ

つ
て
、
企

の

業
者
に
直
接
責
任
を
負
憺
せ
し
め
る
の
途
を
探

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
無
論

、
交
蓮
企
業
は
公
共
的
な

る
意
義
を
有
し

そ
の
事
業
の
途
行
そ
れ
自
身
は
禁

止
し
え
な

い
も

の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
爲

す
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題

と
損
害
分
憺

の
問
題
と
は
切
離
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
り
、
企
業

の
途
行
を
許
さ
れ

る
意
味
の

「
適
法
行
爲

」
に

つ

い
て
は
、
そ
の

い
は
ゆ
る

「、適
法
」
と
は
そ
の
事
業
を
途
行
し
う
る
や
否
や
の
黙

の
み
に
關
す
る
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
つ
て
、
損
害
賠
償
、
す
な
は
ち
不
法
行
爲
に

つ
い
て
の
違
法
性
は
、

一
鷹

こ
れ
と
切
離
し

て
論
定
せ
ら
る
べ
き

の

も
の
で
あ
ら

飯
。
す
な
は
ち
、
か
か
る

「
適
法
行
爲
」
に
つ

い
て
も
、
人

の
生
命

身
膿
な
ど
に
対
す

る
危
害
を
生
ぜ

し
め
尤
か
ぎ
り
に

ゐ
い
て
は
、
違
法
性
の
要
件
を
具

へ
う
る
も
の
と
解
す
る
の
が

正
當

で
あ

る
。
ー

交
通
災
害
に

ゆ

必
け

る
企

業
者
責

任

の
問
題

は
、

む
し

ろ
、

か
や

う
な
方

法
に

よ

つ
て
解
決

す
べ
き

も

の
で
は

な

か
ら

う

か
。

②

鳩
山
・
「
工
業
会
社
の
菅
業
行
爲
に
基
く
損
害
賠
債
請
求
権
と
不
作
爲
の
請
求
樺
」
民
法
研
究
四
巻
三
三
五
頁
以
下
、
同

「
工
業
経
営
に
基
(

損
害
の
賠
償
責
任
」
同
二
六
六
頁
以
下
、
我
妻
・法
學
全
集
三
七
巻
四
二
一
(
九
五
)
頁
、
な
ど
参
照
。



③

我
妻

・
前
掲

四

一
七

(
九

一
)
・
四

八
七

(
二

一
一
)
頁

は
こ
の
理
論
を
明
ら
か
に
し
て
を

ら
れ

る
。

④

企
業
者

の
責

任
と
關
聯

し
て
、
賠
償
責
任

の
社
会

化
乃
至
損
害
保
険

の
制
度

が
考
祭

の
対
象

と
な
る
べ
き
で
あ
ら
う

が

(末

弘
・
「
誤
判
賠
償

の
根
本
原
理
」

法
窓

閑
話

六
五
頁
以
下
、
我
妻

・
前
掲
四

一
八

(
九
二
)
以
下
参
照

)、

そ
れ
は
後

の
機
會

に
譲

り
た

い
。

(
一
九
三
五
・
昭
和

一
〇
・
三
・
二
〇
)

判
例

に
現
れ
た

る
鐵
道
及
び
電
鐵
交
通
事
散

(
舟
橋

)

(
第
五
巻

第

二
號

一
八

一
)

九

三


